
平成２０年平成２０年平成２０年平成２０年    第１回第１回第１回第１回    

 
 

宿毛市議会定例会会議録宿毛市議会定例会会議録宿毛市議会定例会会議録宿毛市議会定例会会議録    

 

 

平成平成平成平成20202020年３月５日開会年３月５日開会年３月５日開会年３月５日開会    

平成平成平成平成20202020年３月年３月年３月年３月18181818日閉会日閉会日閉会日閉会    

 

 

 

 

 

 

宿毛市議会事務局宿毛市議会事務局宿毛市議会事務局宿毛市議会事務局    

    

平
成
二
十
年
第

一
回
宿
毛
市
議
会
定
例
会
会
議
録

平
成
二
十
年
第

一
回
宿
毛
市
議
会
定
例
会
会
議
録

平
成
二
十
年
第

一
回
宿
毛
市
議
会
定
例
会
会
議
録

平
成
二
十
年
第

一
回
宿
毛
市
議
会
定
例
会
会
議
録    



 

目 － 1 

平成２０年第１回宿毛市議会定例会会議録 

 

目     次 

 

第 １日（平成２０年３月 ５日 水曜日） 

  議事日程……………………………………………………………………………………   １ 

  本日の会議に付した事件…………………………………………………………………   ３ 

  出席議員……………………………………………………………………………………   ３ 

  欠席議員……………………………………………………………………………………   ３ 

  事務局職員出席者…………………………………………………………………………   ３ 

  出席要求による出席者……………………………………………………………………   ３ 

  開  会（午前１０時００分） 

 ○日程第１ 会議録署名議員の指名…………………………………………………………  ５ 

 ○日程第２ 会期の決定………………………………………………………………………  ５ 

  （諸般の報告） 

  （行政方針の表明） 

 ○日程第３ 議案第１号から議案第５４号まで…………………………………………  １４ 

  （提案理由の説明） 

    市     長………………………………………………………………………  １４ 

 散  会（午前１１時１０分） 

  陳情文書表…………………………………………………………………………………  １９ 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第 ２日（平成２０年３月 ６日 木曜日）  休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第 ３日（平成２０年３月 ７日 金曜日）  休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第 ４日（平成２０年３月 ８日 土曜日）  休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第 ５日（平成２０年３月 ９日 日曜日）  休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第 ６日（平成２０年３月１０日 月曜日） 

  議事日程……………………………………………………………………………………  ２１ 

  本日の会議に付した事件…………………………………………………………………  ２１ 

  出席議員……………………………………………………………………………………  ２１ 

  欠席議員……………………………………………………………………………………  ２１ 

  事務局職員出席者…………………………………………………………………………  ２１ 

  出席要求による出席者……………………………………………………………………  ２１ 



 

目 － 2 

  開  議（午前１０時００分） 

 ○日程第１ 一般質問………………………………………………………………………  ２３ 

  １ 岡﨑利久議員…………………………………………………………………………  ２３ 

     市  長……………………………………………………………………………  ２５ 

     教 育 長……………………………………………………………………………  ２７ 

    岡﨑利久議員…………………………………………………………………………  ２７ 

     市  長……………………………………………………………………………  ２９ 

    岡﨑利久議員…………………………………………………………………………  ３０ 

  ２ 松浦英夫議員…………………………………………………………………………  ３０ 

     市  長……………………………………………………………………………  ３４ 

    松浦英夫議員…………………………………………………………………………  ３９ 

     市  長……………………………………………………………………………  ４０ 

    松浦英夫議員…………………………………………………………………………  ４２ 

  ３ 中平富宏議員…………………………………………………………………………  ４２ 

     市  長……………………………………………………………………………  ４４ 

    中平富宏議員…………………………………………………………………………  ４９ 

     市  長……………………………………………………………………………  ５２ 

    中平富宏議員…………………………………………………………………………  ５３ 

     市  長……………………………………………………………………………  ５４ 

    中平富宏議員…………………………………………………………………………  ５４ 

     市  長……………………………………………………………………………  ５５ 

    中平富宏議員…………………………………………………………………………  ５５ 

     市  長……………………………………………………………………………  ５６ 

    中平富宏議員…………………………………………………………………………  ５６ 

     市  長……………………………………………………………………………  ５７ 

    中平富宏議員…………………………………………………………………………  ５８ 

  ４ 岡崎 求議員…………………………………………………………………………  ５８ 

     市  長……………………………………………………………………………  ６１ 

     教 育 長……………………………………………………………………………  ６３ 

    岡崎 求議員…………………………………………………………………………  ６４ 

     教 育 長……………………………………………………………………………  ６６ 

     市  長……………………………………………………………………………  ６６ 

    岡崎 求議員…………………………………………………………………………  ６７ 

     教育次長兼学校教育課長…………………………………………………………  ６７ 

    岡崎 求議員…………………………………………………………………………  ６７ 

     市  長……………………………………………………………………………  ６８ 

    岡崎 求議員…………………………………………………………………………  ６８ 



 

目 － 3 

   延  会（午後 ４時００分） 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第 ７日（平成２０年３月１１日 火曜日） 

  議事日程……………………………………………………………………………………  ６９ 

  本日の会議に付した事件…………………………………………………………………  ６９ 

  出席議員……………………………………………………………………………………  ６９ 

  欠席議員……………………………………………………………………………………  ６９ 

  事務局職員出席者…………………………………………………………………………  ６９ 

  出席要求による出席者……………………………………………………………………  ６９ 

  開  議（午前１０時０５分） 

 ○日程第１ 一般質問………………………………………………………………………  ７１ 

  １ 西村六男議員…………………………………………………………………………  ７１ 

     市  長……………………………………………………………………………  ７２ 

     教 育 長……………………………………………………………………………  ７４ 

    西村六男議員…………………………………………………………………………  ７５ 

     教 育 長……………………………………………………………………………  ７５ 

    西村六男議員…………………………………………………………………………  ７６ 

     市  長……………………………………………………………………………  ７８ 

    西村六男議員…………………………………………………………………………  ８０ 

  ２ 浅木 敏議員…………………………………………………………………………  ８０ 

     市  長……………………………………………………………………………  ８４ 

    浅木 敏議員…………………………………………………………………………  ８８ 

     市  長……………………………………………………………………………  ９０ 

    浅木 敏議員…………………………………………………………………………  ９１ 

     市  長……………………………………………………………………………  ９２ 

    浅木 敏議員…………………………………………………………………………  ９２ 

  ３ 有田都子議員…………………………………………………………………………  ９２ 

     市  長……………………………………………………………………………  ９６ 

     教 育 長……………………………………………………………………………  ９９ 

    有田都子議員………………………………………………………………………… １００ 

     市  長…………………………………………………………………………… １０４ 

     教 育 長…………………………………………………………………………… １０５ 

    有田都子議員………………………………………………………………………… １０５ 

  ４ 西郷典生議員………………………………………………………………………… １０６ 

     市  長…………………………………………………………………………… １０９ 

     教 育 長…………………………………………………………………………… １１１ 

    西郷典生議員………………………………………………………………………… １１３ 



 

目 － 4 

     市  長…………………………………………………………………………… １１３ 

     教 育 長…………………………………………………………………………… １１４ 

    西郷典生議員………………………………………………………………………… １１５ 

 ○日程追加 議案第５５号及び議案第５６号…………………………………………… １１５ 

  （提案理由の説明） 

    市     長……………………………………………………………………… １１５ 

  散  会（午後 ３時１５分） 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第 ８日（平成２０年３月１２日 水曜日） 

  議事日程…………………………………………………………………………………… １１７ 

  本日の会議に付した事件………………………………………………………………… １１７ 

  出席議員…………………………………………………………………………………… １１７ 

  欠席議員…………………………………………………………………………………… １１７ 

  事務局職員出席者………………………………………………………………………… １１７ 

  出席要求による出席者…………………………………………………………………… １１７ 

  開  議（午前１０時０７分） 

 ○日程第１ 議案第１号から議案第５６号まで………………………………………… １１９ 

   質疑……………………………………………………………………………………… １１９ 

  １ 松浦英夫議員………………………………………………………………………… １１９ 

     福祉事務所長……………………………………………………………………… １２１ 

     企画課長…………………………………………………………………………… １２２ 

     産業振興課長……………………………………………………………………… １２４ 

     生涯学習課長兼宿毛文教センター所長………………………………………… １２５ 

     学校給食センター所長…………………………………………………………… １２６ 

     教育次長兼学校教育課長………………………………………………………… １２６ 

    松浦英夫議員………………………………………………………………………… １２７ 

     教育次長兼学校教育課長………………………………………………………… １２９ 

    松浦英夫議員………………………………………………………………………… １２９ 

  ２ 野々下昌文議員……………………………………………………………………… １２９ 

     企画課長…………………………………………………………………………… １３０ 

     産業振興課長……………………………………………………………………… １３２ 

     総務課長…………………………………………………………………………… １３３ 

     福祉事務所長……………………………………………………………………… １３４ 

     商工観光課長……………………………………………………………………… １３４ 

    野々下昌文議員……………………………………………………………………… １３４ 

     企画課長…………………………………………………………………………… １３５ 

     福祉事務所長……………………………………………………………………… １３６ 



 

目 － 5 

    野々下昌文議員……………………………………………………………………… １３６ 

  ３ 今城誠司議員………………………………………………………………………… １３６ 

     生涯学習課長兼宿毛文教センター所長………………………………………… １３８ 

     企画課長…………………………………………………………………………… １３８ 

     上下水道課長……………………………………………………………………… １３９ 

     総務課長…………………………………………………………………………… １４０ 

     建設課長…………………………………………………………………………… １４１ 

     上下水道課長……………………………………………………………………… １４３ 

    今城誠司議員………………………………………………………………………… １４３ 

     生涯学習課長兼宿毛文教センター所長………………………………………… １４３ 

     企画課長…………………………………………………………………………… １４４ 

    今城誠司議員………………………………………………………………………… １４４ 

  ４ 中川 貢議員………………………………………………………………………… １４４ 

     生涯学習課長兼宿毛文教センター所長………………………………………… １４５ 

     教育次長兼学校教育課長………………………………………………………… １４６ 

    中川 貢議員………………………………………………………………………… １４６ 

     生涯学習課長兼宿毛文教センター所長………………………………………… １４７ 

     市  長…………………………………………………………………………… １４７ 

  ５ 浅木 敏議員………………………………………………………………………… １４７ 

     福祉事務所長……………………………………………………………………… １５０ 

     人権推進課長……………………………………………………………………… １５０ 

     産業振興課長……………………………………………………………………… １５１ 

     教育次長兼学校教育課長………………………………………………………… １５１ 

     総務課長…………………………………………………………………………… １５２ 

     税務課長…………………………………………………………………………… １５３ 

     千寿園長…………………………………………………………………………… １５３ 

     市民課長…………………………………………………………………………… １５４ 

    浅木 敏議員………………………………………………………………………… １５４ 

     人権推進課長……………………………………………………………………… １５５ 

     総務課長…………………………………………………………………………… １５５ 

    浅木 敏議員………………………………………………………………………… １５５ 

  ６ 西村六男議員………………………………………………………………………… １５５ 

     産業振興課長……………………………………………………………………… １５６ 

     教育次長兼学校教育課長………………………………………………………… １５７ 

     商工観光課長……………………………………………………………………… １５７ 

    西村六男議員………………………………………………………………………… １５８ 

  （議案第５５号） 



 

目 － 6 

   討論・表決……………………………………………………………………………… １５９ 

  委員会付託省略（議案第１号から議案第２７号まで及び議案第５６号）………… １５９ 

  委員会付託（議案第２８号から議案第５４号まで）………………………………… １５９ 

散  会（午後 ３時５５分） 

  議案付託表………………………………………………………………………………… １６０ 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第 ９日（平成２０年３月１３日 木曜日）  休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第１０日（平成２０年３月１４日 金曜日）  休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第１１日（平成２０年３月１５日 土曜日）  休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第１２日（平成２０年３月１６日 日曜日）  休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第１３日（平成２０年３月１７日 月曜日）  休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第１４日（平成２０年３月１８日 火曜日） 

  議事日程…………………………………………………………………………………… １６３ 

  本日の会議に付した事件………………………………………………………………… １６３ 

  出席議員…………………………………………………………………………………… １６３ 

  欠席議員…………………………………………………………………………………… １６４ 

  事務局職員出席者………………………………………………………………………… １６４ 

  出席要求による出席者…………………………………………………………………… １６４ 

  開  議（午前１０時１３分） 

 ○日程第１ 議案第１号から議案第５４号まで及び議案第５６号…………………… １６５ 

  （議案第１号から議案第２７号まで及び議案第５６号） 

   討論・表決……………………………………………………………………………… １６５ 

  （議案第２８号から議案第５４号まで） 

   委員長報告 

    総務文教常任委員長………………………………………………………………… １６５ 

    産業厚生常任委員長………………………………………………………………… １６７ 

   質疑……………………………………………………………………………………… １６９ 

  （議案第２８号及び議案第３０号から議案第５４号まで） 

   討論・表決……………………………………………………………………………… １６９ 

  （議案第２９号） 

   討論 

    浅木 敏君（反対）………………………………………………………………… １６９ 



 

目 － 7 

   表決……………………………………………………………………………………… １７０ 

 ○日程第２ 陳情第６号外１件 

   委員長報告 

    産業厚生常任委員長………………………………………………………………… １７１ 

   質疑……………………………………………………………………………………… １７１ 

  （陳情第６号） 

   討論・表決……………………………………………………………………………… １７１ 

  （陳情第７号） 

   討論・表決……………………………………………………………………………… １７２ 

 ○日程第３ 委員会調査について………………………………………………………… １７２ 

   継続調査………………………………………………………………………………… １７２ 

 ○日程第４ 意見書案第１号及び意見書案第２号……………………………………… １７２ 

   質疑……………………………………………………………………………………… １７２ 

  委員会付託省略…………………………………………………………………………… １７２ 

  （意見書案第１号） 

   討論・表決……………………………………………………………………………… １７２ 

  （意見書案第２号） 

   討論・表決……………………………………………………………………………… １７３ 

 ○日程第５ 議案第５７号及び議案第５８号…………………………………………… １７３ 

  （提案理由の説明） 

    山本幸雄議員………………………………………………………………………… １７３ 

   質疑……………………………………………………………………………………… １７３ 

  委員会付託省略…………………………………………………………………………… １７３ 

   討論・表決……………………………………………………………………………… １７４ 

 （閉会あいさつ） 

    市     長……………………………………………………………………… １７４ 

  閉  会（午後 ０時０８分） 

  委員会審査報告書………………………………………………………………………… １７６ 

  陳情審査報告書…………………………………………………………………………… １７９ 

  閉会中の継続調査申出書………………………………………………………………… １８０ 

  意見書案第１号…………………………………………………………………………… １８３ 

  意見書案第２号…………………………………………………………………………… １８４ 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

付     録 

一般質問通告表………………………………………………………………………………… 付－１ 

議決結果一覧表………………………………………………………………………………… 付－３ 

   議  案………………………………………………………………………………… 付－３ 



 

目 － 8 

   陳  情………………………………………………………………………………… 付－７ 

 

 



 

－ 1 － 

平成２０年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

     第１日（平成２０年３月５日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

    ○ 諸般の報告 

    ○ 行政方針の表明 

   第３ 議案第１号から議案第５４号まで 

      議案第 １号 平成１９年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第 ２号 平成１９年度宿毛市簡易水道事業特別会計補正予算について 

      議案第 ３号 平成１９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

      議案第 ４号 平成１９年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

      議案第 ５号 平成１９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい

             て 

      議案第 ６号 平成１９年度宿毛市老人保健特別会計補正予算について 

      議案第 ７号 平成１９年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

      議案第 ８号 平成１９年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

      議案第 ９号 平成１９年度幡多西部介護認定審査会特別会計補正予算について 

      議案第１０号 平成１９年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

      議案第１１号 平成１９年度宿毛市土地区画整理事業特別会計補正予算について 

      議案第１２号 平成１９年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

      議案第１３号 平成２０年度宿毛市一般会計予算について 

      議案第１４号 平成２０年度宿毛市簡易水道事業特別会計予算について 

      議案第１５号 平成２０年度宿毛市国民健康保険事業特別会計予算について 

      議案第１６号 平成２０年度宿毛市へき地診療事業特別会計予算について 

      議案第１７号 平成２０年度宿毛市定期船事業特別会計予算について 

      議案第１８号 平成２０年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計予算について 

      議案第１９号 平成２０年度宿毛市老人保健特別会計予算について 

      議案第２０号 平成２０年度宿毛市学校給食事業特別会計予算について 

      議案第２１号 平成２０年度宿毛市下水道事業特別会計予算について 

      議案第２２号 平成２０年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計予算について 

      議案第２３号 平成２０年度幡多西部介護認定審査会特別会計予算について 

      議案第２４号 平成２０年度宿毛市介護保険事業特別会計予算について 

      議案第２５号 平成２０年度宿毛市土地区画整理事業特別会計予算について 
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      議案第２６号 平成２０年度宿毛市後期高齢者医療特別会計予算について 

      議案第２７号 平成２０年度宿毛市水道事業会計予算について 

      議案第２８号 宿毛市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除 

             に関する条例の制定について 

      議案第２９号 宿毛市後期高齢者医療に関する条例の制定について 

      議案第３０号 宿毛市立学校施設整備等基金条例の制定について 

      議案第３１号 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の制定について 

      議案第３２号 宿毛市課設置条例の一部を改正する条例について 

      議案第３３号 政治倫理の確立のための宿毛市長の資産等の公開に関する条例の 

             一部を改正する条例について 

      議案第３４号 宿毛市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につい 

             て 

      議案第３５号 宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

             条例の一部を改正する条例について 

      議案第３６号 宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び 

             宿毛市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条 

             例について 

      議案第３７号 宿毛市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ 

             いて 

      議案第３８号 宿毛市特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

      議案第３９号 宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

      議案第４０号 宿毛市財産条例の一部を改正する条例について 

      議案第４１号 宿毛市立小学校設置条例及び宿毛市立中学校設置条例の一部を改 

             正する条例について 

      議案第４２号 宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の一部を改正する条 

             例について 

      議案第４３号 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する 

             条例について 

      議案第４４号 宿毛市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議案第４５号 宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

             について 

      議案第４６号 宿毛市定期船事業条例の一部を改正する条例について 

      議案第４７号 宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正す 

             る条例について 

      議案第４８号 宿毛市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例に 

             ついて 

      議案第４９号 宿毛市妊婦健康管理手当条例を廃止する条例について 
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      議案第５０号 こうち人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び 

             こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約について 

      議案第５１号 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する規 

             約を廃止する規約について 

      議案第５２号 宿毛市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について 

      議案第５３号 高知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減 

             少について 

      議案第５４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第５４号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１６名） 

   １番 今 城 誠 司 君     ２番 岡 﨑 利 久 君 

   ３番 野々下 昌 文 君     ４番 松 浦 英 夫 君 

   ５番 浅 木   敏 君     ６番 中 平 富 宏 君 

   ７番 有 田 都 子 君     ８番 浦 尻 和 伸 君 

   ９番 寺 田 公 一 君    １０番 宮 本 有 二 君 

  １１番 濵 田 陸 紀 君    １２番 西 郷 典 生 君 

  １３番 山 本 幸 雄 君    １４番 中 川   貢 君 

  １５番 西 村 六 男 君    １６番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        夕 部 政 明 君 

   次    長  岩 本 昌 彦 君 

   議 事 係 長        岩 村 研 治 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 西 清 二 君 

   企 画 課 長  岡 本 公 文 君 

   総 務 課 長        出 口 君 男 君 

   市 民 課 長  弘 瀬 徳 宏 君 
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   税 務 課 長  美濃部   勇 君 

  会計管理者兼 

  会 計 課 長 
安 澤 伸 一 君 

   保健介護課長  三 本 義 男 君 

   環 境 課 長        岩 本 克 記 君 

   人権推進課長  土 居 利 充 君 

   産業振興課長  茨 木   隆 君 

   商工観光課長  立 田   明 君 

   建 設 課 長  豊 島 裕 一 君 

   福祉事務所長  沢 田 清 隆 君 

   上下水道課長  頼 田 達 彦 君 

   教 育 長        岡 松   泰 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
小 島 正 樹 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

有 田 修 大 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
小 野 正 二 君 

   千 寿 園 長        村 中   純 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
野 口 孝 夫 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開会 

○議長（宮本有二君） これより平成２０年第

１回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において西村六男君及び岡崎 求

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（山本幸雄君） 議会運営委

員長。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請によりまして、

去る３月３日、議会運営委員会を開きました。

今期定例会に提案予定の案件等を勘案のうえ、

慎重に審査いたしました結果、本日から３月１

８日までの１４日間とすることに、全会一致を

もって決定をいたしました。 

 以上、報告といたします。 

○議長（宮本有二君） おはかりいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から３月１８日までの１４日間といたした

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から３月

１８日までの１４日間と決定いたしました。 

 この際「諸般の報告」をいたします。 

 閉会中の議員派遣については、お手元に文書

を配付しておりますので、これによりご了承願

います。 

 本日までに、陳情１件を受理いたしました。 

 よって、お手元に配付してあります「陳情文

書表」のとおり、所管の常任委員会へ付託いた

します。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を３月６日正午と定めますの

で、質問者は期間内にその要旨を文書で通告し

てください。 

 なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました「事務報告書」のとおりで

あります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 続いて、市長の「行政方針の表明」を行いま

す。 

 市長。 

○市長（中西清二君） おはようございます。 

 本日は、平成２０年第１回宿毛市議会定例会

にご参集をいただきまして、まことにありがと

うございます。 

 新年度予算案並びに各議案のご審議をお願い

申し上げるに当たりまして、市政運営に対する

基本方針、並びに主要施策について、所信の一

端を申し上げ、市民並びに議員の皆様のご理解

とご協力を賜りたいと存じ上げます。 

 私事でございますが、昨年１１月の市長選挙

におきまして、無投票で当選をさせていただき、

再び市政を担当させていただくことになりまし

た。 

 １期目の４年間を振り返って見ますと、就任

早々、宿毛観光汽船株式会社の倒産による宿毛

佐伯フェリー航路の途絶と、その後の株式会社

宿毛フェリーによる同航路の再開を初め、大月

町、三原村との３市町村による合併の破綻、土

佐くろしお鉄道宿毛駅での列車衝突事故とその

後の復旧、さらには米海軍イージス艦の宿毛湾

港への初入港など、宿毛市にとりましては、大

変大きな出来事がめまぐるしく起こり、それら

の対応に日々積極的に取り組んでまいりました。 
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 また、国の三位一体改革に伴う財政課題や南

海地震対策、公の施設への指定管理者制度の導

入や、宿毛産初の焼酎に代表される地場産品の

創出、宿毛湾港背後地への企業誘致など、さま

ざまな行政課題への対応に終始いたしました４

年間でもございました。 

 今後も、非常に厳しい財政状況が見込まれて

いますので、市町村が行っている事業の中で、

本来、国、県の責任において実施すべき事業は、

国、県に対しても、強く求めていくとともに、

一定の役目を終えた国、県の施設や、土地の有

効活用も視野に入れ、積極的に要望もしてまい

りたいというふうに考えております。 

 また、引き続き、行政改革大綱集中改革プラ

ンを着実に実行し、行政の効率化を推進するこ

とで、必要な財源を確保しつつ、宿毛市の発展

と市民福祉の向上を目指して、新たに各種施策

を実施する決意でございます。 

 今後も、市民の目線に沿った行政運営に、全

力を傾注してまいります。 

 引き続き、市民並びに議員の皆様のご支援、

ご協力を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

 それでは、市政運営の基本方針について、申

し上げます。 

 初めに行政改革について申し上げます。 

 現在、日本経済は、米国に端を発したサブプ

ライム住宅ローン問題で不安定化する金融市場

や、原油価格高騰の影響を大きく受け、大変不

安定な状況になっています。 

 本年１月に開催された全国財務局長会議にお

きましても、国内の地域経済動向が下方修正さ

れる中、高知県内の有効求人倍率も、およそ０．

５倍で推移するなど、景気浮揚のきざしすら見

えない、極めて厳しい経済状況となっています。 

 また、国の三位一体改革の推進により、大変

厳しい財政状況にある宿毛市においても、依然

として景気の回復は見られず、より効率的、効

果的な行財政運営を行っていかなければなりま

せん。 

 平成１８年度から平成１９年度にかけては、

事務事業の見直しを初め、職員の給料及び手当、

委託費等の見直しや、各種料金の改定を行い、

集中改革プランで示した数値目標は、ほぼ達成

いたしました。 

 特に定員管理につきましては、５年間で３２

人削減する計画を、大幅に前倒しいたしまして、

３年間で３５人削減をいたしました。 

 また、議会におきましても、議員報酬の削減

や定数の見直しなどをしていただいております。 

 平成２０年度におきましても、引き続き、集

中改革プランに沿った改革を着実に推進するこ

とはもとより、市民の皆様のご理解、ご協力を

賜りながら、可能なものから積極的に実施し、

効率的な行政運営を推進してまいりたいと考え

ております。 

 次に、財政状況について、申し上げます。 

 平成２０年度の地方財政計画では、一般財源

総額が、対前年度比１．１パーセントの増とな

っています。その主な要因は、地方公共団体の

財政運営に大きな影響のある地方交付税におい

て、平成２０年度から、法人等が集中する東京

や大阪など、大都市部の法人事業税の一部が、

地方再生対策費として創設されたことなどによ

りまして、交付税総額が、対前年度比２．３パ

ーセントの増となったことによるものでありま

す。 

 一方、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律が制定されまして、これまで、普通会計だ

けを対象としていた地方自治体の財政健全化の

判断指標が改められました。公営企業や一部事

務組合、第３セクター等の債務も含めた将来負

担比率などの、新たな指標により、判断される

こととなるために、より一層、実態に即した数

値が明らかになってまいります。 
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 幸い、本市の平成１８年度決算時点における

数値は、いずれも健全化基準を上回っていませ

んが、新たな指標は、平成２０年度決算より適

用されることから、平成２０年度の予算編成に

おいては、今後予定される学校再編などの大型

事業を視野に入れ、これまで以上に歳入の確保

に努め、歳出の削減を基本に、編成作業を行っ

てまいりました。 

 その結果、一般会計当初予算の総額は、９１

億１４８万９，０００円となりまして、４年連

続のマイナス予算となりました。 

 予算編成に当たっては、行政改革集中改革プ

ランを上回る職員の削減や、地方交付税が一定

確保される見通しなどから、今後予定される消

防庁舎や、小・中学校などの建設事業に充当す

るために、施設整備基金への積み立てを行う一

方、平成１３年度以来、財源不足による基金の

取り崩しを行わない予算となっています。 

 平成２０年度以降、宿毛市では、学校再編な

どの大規模事業が控えていますが、自主財源が

少なく、また、現在、国会で議論されている道

路特定財源の問題に見られるように、国の動向

に大きく左右されるため、今後も市民にとって、

本当に必要な事業であるかどうかの判断や、事

業の優先度を見極めるなど、より効率的、効果

的な財政運営に努めていかなければならないと

考えております。 

 次に、防災対策について、申し上げます。 

 昨年は、３月の能登半島地震に続き、７月に

は、新潟県中越沖地震が発生し、両地域では、

大きな人的、物的被害を受け、今もなお、多く

の方々が応急仮設住宅での生活を余儀なくされ

ています。 

 新潟県中越沖地震発生後には、宿毛市からも

被災状況等の調査に、職員２名を派遣をいたし

ました。 

 現地では、木造住宅の倒壊などによる建築物

の被害や、道路の陥没、水道、ガスなどのライ

フラインの停止などにより、多くの方々が避難

所生活を余儀なくされている状況報告を受けま

た。 

 南海地震発生時には、大きな被害が予測され

ている本市におきましても、これを教訓として、

災害対応力の向上はもとより、木造住宅の耐震

化や、自主防災組織を初めとする地域防災力の

向上に、より一層、努めなければならないと考

えています。 

 本市における南海地震対策につきましては、

これまでも津波避難道の整備や、木造住宅耐震

診断、改修事業などを実施するとともに、自主

防災組織が整備する資機材等に対する助成や、

自主防災組織リーダー研修会などに取り組んで

まいりました。 

 平成２０年度におきましても、引き続き、こ

れらの事業の推進をはかるとともに、新たに自

主防災組織が実施する津波避難道の整備に要す

る原材料費の助成や、大規模災害発生時に対応

するため、毛布や簡易トイレなどの生活必需品

を中心に、計画的な備蓄に努めてまいります。 

 また、小・中学生の安全確保のため、市内の

全小・中学校に自動体外式除細動器、ＡＥＤと

いうふうに、通称、呼んでおります、を設置す

るとともに、不測の事態に臨機応変に対応する

ため、小・中学校の全教職員、及び市役所の全

職員を対象に、自動体外式除細動器の操作を含

めた普通救命講習を受講させるなど、緊急時に

迅速な対応ができるよう、取り組んでまいりま

す。 

 本年６月１日には、高知県総合防災訓練が、

宿毛市において開催されますので、関係団体、

市民の皆様のご協力をいただき、効果的な訓練

となるよう、取り組んでまいります。 

 次に、交通運輸体系の整備について、申し上

げます。 
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 土佐くろしお鉄道は、幡多地域の基幹的公共

交通として、住民の通勤通学などの生活路線と

しての機能はもとより、地域経済や観光振興に

必要不可欠な存在であります。しかしながら、

利用者の減少により、経営は依然として厳しい

状況にあります。さらに、昨年３月からは、宿

毛線への特急列車の乗り入れが減便となりまし

た。利用者にとって、不便なダイヤ改正になっ

ています。 

 こうしたことから、会社としても、利用者の

立場に立ったダイヤ改正や、利用促進につなが

る取り組みを推進するよう、強く求めるもので

あります。 

 鉄道を存続させるためには、宿毛市といたし

ましても、経営の安定化に向けた財政支援はも

とより、観光ピーアールや、モニターツアー等

のイベント開催による利用者の増加につなげて

まいりますので、市民の皆様におかれましても、

積極的なご利用をお願いをいたします。 

 宿毛佐伯航路につきましては、航路再開から

３年が経過し、当初計画を上回る利用がありま

すが、燃料費の急激な高騰により、依然として

厳しい経営状況にあります。 

 本航路は、高知県と九州を結ぶ、いわば海の

国道として重要な航路であることから、幡多地

域の市町村を初め、高知県、大分県、佐伯市と

連携を図りながら、安定した経営ができるよう、

利用促進に努めてまいります。 

 宿毛湾港の整備につきましては、港内の静穏

度を保つため、平成１５年度より第一防波堤３

００メートルの整備が進められており、平成２

０年度には、完成の予定となっています。今後

も、港湾機能の充実のため、第二防波堤の早期

着手に向け、関係機関への要望活動を続けてま

いります。 

 港の利活用につきましては、引き続き、関係

機関との連携を図る中で、ポートセールスや企

業誘致に取り組むとともに、「みなとオアシ

ス」制度を活用した港の活性化に向けたイベン

ト実施や、豪華客船の寄港誘致に努めるととも

に、港振興交付金を活用した上屋の整備等を行

い、宿毛湾港の利活用の促進に取り組んでまい

ります。 

 中村・宿毛道路につきましては、中村・間イ

ンター間は、平成２０年度完成に向けて、順調

に工事が進んでいます。平田・宿毛インター間

につきましては、一部の工区は工事に着手をす

るとともに、地元説明や用地買収が行われる予

定になっています。今後も、引き続き早期完成

に向けて、積極的に要請をしてまいります。 

 また、四国横断自動車道の予定路線区間であ

ります宿毛・内海間を、早期に計画路線に組み

入れられるよう、積極的に取り組んでまいりま

す。 

 市道につきましては、社会情勢の変化ととも

に、交通量は増大し、路面等、道路施設の老朽

化も激しく、維持修繕箇所も年々増加していま

す。こうした箇所の修繕や、工事につきまして

は、緊急性、優先度等を十分に把握し、計画的

に整備してまいります。 

 また、市道大島中央線につきましては、完成

に向けて、積極的な取り組みをしてまいります。 

 さらに、地域の主要幹線である国道、県道の

整備促進につきましては、地域の要望が早期に

実現できるよう、引き続き、各関係機関へ強く

要請してまいります。 

 企業誘致について、申し上げます。 

 現在、高知西南中核工業団地内では、製造業

２１社、物流センター協同組合２５社に、約９

１０人が就労しています。 

 昨年は、タイム技研高知株式会社の大規模増

築や、新たにハジメ産業株式会社の進出があり

ました。 

 また、宿毛湾港工業流通団地には、株式会社
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栗之浦ドックと、三好造船株式会社が進出し、

早期操業開始に向けた準備作業が行われていま

す。 

 さらに、市内高砂地区の工場跡地に、株式会

社レクザム電子四国が、ことし１月に進出して、

既に操業を開始しています。 

 このように、新たな企業進出や、工場の増設

がなされていますので、今後は雇用の確保はも

とより、地域の経済、産業の発展に多大な貢献

をしていただけるものと期待を寄せているとこ

ろであります。 

 今後も、企業誘致活動や、進出企業へのアフ

ターケアに努め、さらなる雇用の場の確保に努

めてまいります。 

 農林水産業について、申し上げます。 

 農林水産業は、本市の基幹産業であり、地域

の活性化のためには、欠くことはできない重要

な産業と考えています。このため、今後も引き

続き、これら一次産業の振興に積極的に取り組

んでまいります。 

 稲作を中心とする水田農業は、主食である米

の消費量が減少する中、過剰生産と生産調整の

限界が顕在化し、平成１９年度産米価は大幅に

下落しています。その影響は、大規模農家や集

落営農組織などの担い手だけにとどまらず、小

規模農家を含むすべての農家の経営を直撃して

います。 

 畜産業につきましても、飼料となる穀物価格

の高騰や、原油高などが、直接経営を圧迫し、

非常に厳しい状況にあります。本市の農業を持

続発展させていくには、農業団体、生産者、各

関係機関の連携を図りながら、農作業の受委託

や、集落営農の組織化を推進していく必要があ

ります。 

 さらに、機械の共同利用等によるコスト削減

や、担い手農家の育成など、小規模高齢農家に

対するきめ細やかな対応にも努めてまいります。 

 また、米の計画的生産や、地域の特色を生か

した作物の推進に努めている幡多地域水田農業

推進協議会を支援するとともに、米以外への作

物転換を推進するためのレンタルハウス整備事

業、及び農業環境保全活動を共同で行う農地、

水、環境保全向上対策事業を、引き続き実施し

てまいります。 

 林業につきましても、原油価格の高騰による

外国産材の輸送コスト上昇等に伴い、国内の木

材需要は、輸入材から国産材へと移行し、明る

いきざしが見えつつありますが、本市の林業を

取り巻く環境は、木材価格の低迷、林業従事者

の減少、高齢化、後継者不足などにより、依然

として厳しい状況が続いています。 

 我が国の温暖化対策において、森林によるＣ

Ｏ２の吸収は、重要な位置づけにあり、森林組

合、森林所有者、行政が一体となって森林整備

等を推進する必要があります。 

 このため、引き続き、高知県緊急間伐総合支

援事業を活用し、間伐等の森林整備を推進して

まいります。 

 また、宿毛市森林組合が、久礼ノ川地区の森

林を団地化し、所得向上につながる収入間伐事

業を実施しています。 

 この事業には、作業道の開設が必要となりま

すので、高知県森の腕たち育成事業を活用して、

事業を推進してまいります。 

 水産業を取り巻く環境も、農林業と同様、魚

価の低迷、燃料の高騰などの影響により、厳し

い状況となっています。これまで、沖の島灯台

沖合いの中層浮漁礁設置による新たな漁場の開

発や、種苗放流事業を継続実施するなど、水産

業の振興に取り組んでまいりました。 

 また、水産物の流通、販売拠点としてのすく

も湾中央市場は、漁協はもとより、組合員や関

係者のご努力により、計画以上の年間取扱量及

び水揚げ実績をあげており、あわせて魚価の平
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均単価も向上するなど、組合員の所得の向上に

大きく貢献する、県下でも有数の市場となりま

した。今後は、魚の鮮度を保ち、効率的に選別

し、消費者に安定供給ができる市場としての機

能をさらに充実させるため、第２期施設整備と

して、荷さばき施設や冷海水製造施設の附帯施

設等の整備が進められておりました。平成２０

年度に完成の予定となっています。 

 宿毛市といたしましても、これらの取り組み

や、後継者育成のための漁業就業支援事業など

も積極的に支援してまいります。 

 漁船漁業の振興につきましては、平成２０年

度もヒラメ、イサキ、タイ等の種苗放流事業を

実施し、水産資源の増殖、保護を推進し、漁家

経営の安定に努めてまいります。 

 養殖漁業の振興につきましては、漁業経営の

安定を図るため、資金の借入に対する利子補給

金の交付などにより、支援してまいります。 

 また、平成２０年度には、沖の島、鵜来島地

域限定となりますが、当該地域の海岸海底清掃

等を初め、地域の皆さんが協働で漁業再生に取

り組む、離島漁業再生支援交付金事業を実施し

てまいります。 

 商工業について申し上げます。 

 商工業を取り巻く経営環境は、全国的に依然

として厳しい状況にあります。本市におきまし

ても、中心市街地商店街の空洞化は、さらに深

刻な問題となっています。 

 このため、平成２０年度も引き続き、商工業

者への融資制度を実施するとともに、宿毛市中

心市街地活性化基本計画に基づき、関係団体と

の連携強化を図り、賑わいのある商店街の再構

築に向け、事業内容の検討を進めてまいります。 

 商店街事業主の皆様方におかれましても、そ

れぞれ独自のアイデア、取り組みによる集客に

努めていただきますよう、お願いをいたします。 

 特産品につきましては、地域の素材を生かし

た開発及び販売が、徐々にではありますが、成

果も出てきています。今後とも、関係団体との

連携を密にし、新たな商品開発を進めるととも

に、インターネット等によるピーアールや、各

種イベントにおける物産展参加等により、普及

宣伝や、販路拡大に努めてまいります。 

 観光について、申し上げます。 

 本市の観光につきましては、四国西南広域観

光を視野に入れ、関係市町村と連携を図りなが

ら、だるま夕日や出井の甌穴などの主要な景観

資源を利活用した、見る観光の推進はもとより、

豊かな海や山の自然を生かした、都会では経験

できない体験型観光メニューの企画開発や、地

元の安全安心な食材を生かした、新鮮な食の提

供や、おもてなしなどを組み入れた観光基盤の

整備を進め、交流人口の増大による地域の活性

化を図ってまいります。 

 さらに、すばらしい景観美を有する県内唯一

の有人離島である沖の島、鵜来島の観光振興に

つきましては、平成２０年度も全国離島サミッ

トや、アイランダー２００８への参加、各種イ

ベントの開催などにより、観光客の誘致に努め

てまいります。 

 また、都会からの修学旅行や、観光客に離島

や漁村での生活、漁業体験の場を提供するブル

ーツーリズムにつきましては、昨年から栄喜地

区で本格的な受け入れを開始しています。今後

とも受入態勢の強化や、誘致活動に取り組んで

まいります。 

 観光のキャッチフレーズといたしまして、私

は、「宿毛はなんちゃないじゃなくて、何でも

あるで」というふうなことを、フレーズとして

訴えてまいりたいと、このようにも思っており

ます。 

 市民祭宿毛まつりにつきましては、平成１８

年度から、関連イベントを統合し、実施してき

ました。ことしも、市民が心から楽しんで参加
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してくれる祭りとなりますよう、関係団体と協

力し、実施したいと考えています。 

 教育について、申し上げます。 

 本市は、明治維新以降、多くのすばらしい人

材を輩出した人材の里でもあります。その背景

には、教育に極めて熱心で、学校をおこし、子

弟の教育に専念したというすばらしい歴史があ

ります。今後とも、この伝統を守り、先人に学

び、多くの教育財産を未来へと継承していかな

ければならないと考えています。 

 ものまねではなく、宿毛市独自の方法で、教

育の向上に取り組んでまいります。 

 また、本市では、１０年間取り組んできた土

佐の教育改革で築いた、参加と協働による教育

づくりという財産を継承し、これをさらに発展

させることで、２１世紀を心豊かに生き抜いて

いくことのできる子どもたちを育てることがで

きる、教育の確立を目指して取り組んでいます。 

 さらに、これまで進めてきた教育改革をもと

に、開かれた学校づくりなどを推進してきたこ

とで、学校や保護者、地域との積極的な連携な

ど、地域ぐるみで子どもたちを育んでいく取り

組みが、定着しつつあると考えています。 

 しかしながら、子どもたちを取り巻く環境は、

依然として大人社会のモラルや、家庭、地域の

教育力が低下するなど、極めて憂慮すべき状況

が続いています。 

 こうした状況を踏まえて、対処から予防、量

から質への発想の転換や、市民との協働を積極

的に進めてまいります。 

 学校再編につきましては、近年の少子化傾向

により、学校の小規模化が進んでいます。これ

に伴い、多様な教育活動は困難となってきまし

た。また、教育施設につきましても、老朽化が

進み、耐震補強工事等の安全対策など、多くの

課題を抱えています。 

 このため、子どもたちの安全、快適な教育環

境づくりを目指し、保護者や地域のご理解を得

ながら、学校再編を進めてまいりたいと考えて

います。 

 社会教育の推進につきましては、生涯学習の

拠点施設であります宿毛文教センターを積極的

に活用し、市民の学習活動を推進するとともに、

地域文化の継承、創造に努め、心豊かで、活力

のある地域社会を築いてまいります。 

 社会体育につきましては、ＮＰＯ法人宿毛市

体育協会を支援する中で、宿毛市総合運動公園、

体育施設等を拠点施設として、市民一人ひとり

が、それぞれの体力や年齢、技術等に応じて、

いつでも、どこでもスポーツに親しみ、参加で

きる環境づくりを進めてまいります。 

 また、大学、スポーツ団体のキャンプ誘致や、

各種大会の招致に努め、社会体育施設の有効活

用を進めてまいります。 

 次に、人権について、申し上げます。 

 世界人権宣言がなされて、ことしで６０年目

を迎え、本市におきましては、すべての人々の

人権が尊重される、明るい社会の実現を目指し、

これまで、人権擁護都市宣言の決議を初め、宿

毛市人権尊重の社会づくり条例の制定、人権施

策に関する宿毛市総合計画の策定など、さまざ

まな取り組みを行ってまいりました。 

 しかしながら、残念なことに、いまだに私た

ちの社会には、人権問題が存在しています。こ

れらの課題の解消のため、関係機関と連携を図

りながら、市民一人ひとりが人権問題をみずか

らの問題としてとらえ、正しい認識と理解を深

めるための啓発に努め、真に人権が尊重される

社会の実現を目指してまいります。 

 地域情報化について、申し上げます。 

 デジタル放送につきましては、平田、宿毛の

２カ所がデジタル中継局として開局をされまし

た。しかしながら、電波が受信できない地域が

存在しますので、今後は、宿毛市内全域で受信
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可能となるよう、国や放送事業者に対して、強

く要望してまいります。 

 また、デジタル放送への移行に対する啓発を

行うとともに、共聴施設に対する、国や県の補

助制度を活用した、改修にも努めてまいります。 

 西南地域ネットワーク株式会社につきまして

は、宿毛市の支援はもとより、金融機関の支援

をいただく中で、役員の交代などにより、経営

改善を行い、経営の安定化に努めていますが、

大変厳しい状況にあります。安定経営のために

は、４，５００件の加入が必要でありますが、

平成２０年１月時点では、３，２７６件となっ

ておりまして、目標には至っていませんので、

加入増につながる支援をしてまいります。 

 地域に定着した活動を継続するためには、市

民の皆様の加入が最大の支援となりますので、

ケーブルの配線されている地域の皆様の、より

一層のご協力をお願いを申し上げます。 

 次に、福祉について申し上げます。 

 障害者福祉につきましては、障害者自立支援

法が施行されたことに伴い、障害のあるすべて

の人が、共通のサービスを身近な地域で受けら

れるようになりました。その一方で、原則１割

の利用者負担が伴うことや、サービスの実施主

体が市町村に移行されたことにより、市町村格

差が生じるなど、制度としての課題を抱えたま

ま、法施行後３年目を迎えようとしております。 

 本市といたしましては、利用者が安心して地

域で生活できるよう、国、県と協議しながら、

障害者福祉の充実に取り組んでまいります。 

 児童福祉につきましては、平成２０年度は、

新たな子育て支援の具体策として、これまで小

学校就学前までであった医療費の無料化を、小

学校卒業までに拡大することといたしました。 

 また、子どもたちを取り巻く環境は、教育現

場におけるいじめ、不登校などの問題だけでな

く、家庭での子どもの虐待や、親の子育ての悩

みなど、多くの課題が顕在化しています。 

 これに対応するために、宿毛市子ども支援ネ

ットワーク委員会体制の見直しを図り、新たに

福祉事務所を総合窓口とした支援体制を整え、

子どもの健全育成に取り組んでまいります。 

 保育所につきましては、少子化により、園児

数が年々減少し、定員を割る保育所がふえ、効

率的な運営ができない状況であります。 

 このため、小・中学校の再編計画とあわせて、

宿毛市全体の保育所を再編成することが、大き

な課題となっています。 

 そうしたことから、統廃合を含めた保育所の

あり方について、保護者や地域の皆様のご理解

をいただきながら、保育サービスの充実に努め

てまいります。 

 高齢者福祉につきましては、引き続き、「高

齢者保健福祉計画」に基づき、住み慣れた地域

で、生きがいのある生活ができるよう、サービ

スの充実に努めてまいります。 

 保健事業について申し上げます。 

 本市では、市民が生涯を通じて、健康で安心

して暮らすことのできる地域づくりを目指し、

乳幼児から高齢者までを対象とした、保健事業

の積極的な推進を図るとともに、自分の健康は

自分で守るといった意識の高揚に努めてきたと

ろであります。 

 健診事業につきましては、平成２０年度から、

新たにメタボリックシンドローム、日本語で申

し上げますと内臓脂肪症候群と呼ばれておりま

すが、これに着目した特定健康診査及び特定保

健指導を実施することになりました。 

 市民がみずからの生活習慣を振り返り、改善

していくことができるよう、積極的に支援して

まいります。 

 母子保健事業につきましては、少子化対策の

一環として、平成２０年度から妊婦健康診査の

公費負担回数を、２回から５回へ拡充すること



 

－ 13 － 

といたしました。このことにより、より一層、

胎児の健やかな成長及び妊婦の健康管理の向上

につながるものと考えています。 

 さらに、各地区で実施しています赤ちゃん広

場では、歯科衛生士による普及啓発を行い、親

の虫歯予防に関する知識の向上にも努めてまい

ります。 

 介護保険事業につきましては、住み慣れた地

域で、安心して暮らし続けることができる介護

サービスの実現を目指すとともに、平成２１年

度から平成２３年度までの第４期介護保険事業

計画を、新たに策定いたします。 

 後期高齢者医療制度につきましては、市民の

皆様への説明会を通じて、ご理解とご協力を求

めてまいりました。 

 ４月からの制度開始後も、今以上に、十分な

説明を行い、高齢者が安心して受診できる体制

づくりに努めてまいります。 

 今後とも、保健・福祉・医療・介護の連携を

一層強化し、高齢者を初め、すべての市民が健

康で豊かに生活できる、活力あるまちづくりの

実現に向けて、取り組んでまいります。 

 生活環境について申し上げます。 

 ことしは地球温暖化防止のための京都議定書

の第一約束期間がスタートします。気候変動に

関する政府間パネルによりますと、地球温暖化

は、ますます進行しており、世界中の国や都市

が取り組まなければならない、深刻な問題であ

ります。 

 本市といたしましても、地域全体で行う地球

温暖化防止地域推進計画の策定を行い、市民一

人ひとりの認識を高めて、温暖化防止に資する

よう、努めなければならないと考えています。 

 このため、３Ｒ、この３Ｒ、発生を抑制する 

リデュース、再利用を促進するリユース、再び

利用するリサイクル、この３Ｒを基本として、

循環型社会の構築に努めてまいります。 

 生活環境の保全につきましては、市民の皆様

のご協力をいただき、年２回の宿毛市クリーン

デーの実施や、環境指導員による環境パトロー

ルを行い、引き続き、不法投棄の防止に努めて

まいります。 

 また、生ごみを堆肥化するコンポスト購入費

補助事業の取り組みや、合併処理浄化槽設置整

備補助事業を推進し、公共水域の水質保全に努

めてまいります。 

 都市計画について申し上げます。 

 宿毛駅東地区土地区画整理事業につきまして

は、既に市道桜町藻津線沿いに新たな店舗も建

設され、市街地が形成されつつあり、財政状況

の厳しい中ではありますが、早期完成に向けて

取り組んでまいります。 

 宿毛市総合運動公園につきましては、整備中

でありました遊歩道が完成いたしました。スポ

ーツ大会の開催による地域振興の拠点施設とし

て、また市民の皆様が、生涯スポーツや憩いの

場として広く活用できるよう、今後も取り組ん

でまいります。 

 下水道事業について申し上げます。 

 「下水道きれいな水を未来まで」をキャッチ

フレーズに、平成４年度から公共下水道工事に

着手し、平成１４年３月には宿毛クリーンセン

ターを供用開始して、市民の生活環境の向上と

公共水域の環境保全を図るために事業を実施し

てまいりました。 

 平成２０年度は、幸町と高砂の一部約８．５

ヘクタールを供用開始いたします。これによっ

て、供用開始区域が全体で約１４９ヘクタール、

対象戸数が２，３４４戸となります。 

 下水道の整備された地域の皆様には、加入に

ついてご理解、ご協力をお願いをいたします。

今後も、広報「すくも」やパンフレットの配布

等による広報活動、また、未接続者への戸別訪

問や宿毛市排水設備工事指定業者との連携によ
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り、加入促進に努めてまいります。 

 二ノ宮地区と大海地区の集落排水施設につき

ましても、引き続き、より一層の加入促進に努

めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い

いたします。 

 特に下水道につきましては、先日もマスコミ

に取り上げられまして、加入率が非常に悪い。

今後の下水道運営に非常に不安を抱いておりま

す。そういったことから、今後、奨励補助金等

も含めた検討をしてまいりたいというふうに考

えております。 

 以上、平成２０年度を迎えるに当たりまして、

市政運営の基本的な考え方を申し上げましたが、

極めて厳しい財政状況の中、南海地震対策や、

地域振興のための各種事業など、今後さらに推

進しなければならない課題も山積しております。 

 この上は、本市のおかれている現状を積極的

にお知らせし、ともにこの厳しい状況を乗り越

えていただきたいと考えています。市民並びに

議員の皆様におかれましては、より一層のご理

解とご協力をいただきますようお願いを申し上

げまして、所信の一端とさせていただきます。 

 長い間、時間、ありがとうございました。 

○議長（宮本有二君） 以上で、市長の「行政

方針の表明」を終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第５４号ま

で」の５４議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） ご提案いたしました議

案につきまして、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 議案第１号は、平成１９年度宿毛市一般会計

補正予算でございます。 

 主な内容は、決算見込みの調整及び県営港湾

事業負担金や団塊世代の早期退職者が増加した

ことに伴う退職手当等の経費を補正し、総額で

２億８，１４３万５，０００円を増額しようと

するものでございます。 

 議案第２号から議案第１２号までの１１議案

は、平成１９年度各特別会計及び水道事業会計

補正予算でございます。いずれも決算見込額と

して、必要最小限の経費を補正しております。 

 議案第１３号は、平成２０年度宿毛市一般会

計予算でございます。 

 総額で９１億１４８万９，０００円を計上し

ています。 

 財政状況や予算編成につきましては、行政方

針の中で先ほど申し上げましたので、省略をさ

せていただきますが、前年度より１億８，１４

７万７，０００円の減額予算となっています。 

 歳入の主なものでございますが、市税２３億

７，０９１万８，０００円、地方譲与税１億３，

０００万円、地方消費税交付金２億２，８８５

万３，０００円、地方交付税３８億４００万円、

分担金及び負担金１億７，４０３万３，０００

円、使用料及び手数料１億２，５０９万７，０

００円、国庫支出金６億８，５０８万７，００

０円、県支出金５億７，７９８万６，０００円、

繰入金１億５８１万２，０００円、市債６億８，

４７０万円などを計上しております。 

 一方、歳出の中で主なものは、総務費の共聴

施設デジタル化支援事業補助金８９６万６，０

００円、フェリー運航経費支援事業補助金２，

０００万円、施設等整備基金積立金４，６１０

万円、住民税所得変動に係る還付金５，４３０

万円。 

 民生費の社会福祉協議会補助金２，６９９万

６，０００円、市単独乳幼児医療費扶助１，９

２５万１，０００円、後期高齢者療養給付費市

町村負担金２億円、私立保育所運営補助金６，

９３９万９，０００円、児童館運営業務委託料

２，１１７万１，０００円。 

 衛生費の浄化槽設置整備事業補助金１，８０
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０万円、長浜飲料水供給施設整備工事実施設計

委託料１，４９１万円。 

 農林水産業費の県営漁港事業負担金１，９６

０万円。 

 商工費の妹背山展望台等新設工事費２２０万

円。 

 土木費の県営港湾事業負担金５，１７９万５，

０００円、市道新設改良費１，１００万円、地

方道整備事業費１億５，２７３万２，０００円。 

 消防費の消防ポンプ自動車購入費２，０００

万円、小型動力ポンプ付積載車購入費７５０万

円。 

 教育費の特別支援員賃金５０５万１，０００

円、小筑紫地区小学校統合事業２，３２７万４，

０００円、宿毛フルマラソン大会、これはまだ

仮称でございますが、実行委員会補助金５２０

万円などを計上しております。 

 議案第１４号は、平成２０年度宿毛市簡易水

道事業特別会計予算でございます。 

 総額で２億２，７３５万９，０００円を計上

しております。 

 主なものは、沖の島簡易水道再編推進工事費

１億２，１１８万円、北部簡易水道配水管布設

替工事費１，８６９万円を計上しております。 

 議案第１５号から議案第２５号までの１１議

案は、平成２０年度各特別会計予算でございま

す。総額で６９億６，３８５万４，０００円を

計上しております。 

 議案第２６号は、平成２０年度新設の宿毛市

後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

 総額で２億７，７１４万５，０００円を計上

しております。 

 議案第２７号は、平成２０年度宿毛市水道事

業会計予算でございます。 

 総額で６億３６７万１，０００円を計上して

おります。 

 議案第２８号は、宿毛市産業集積の形成及び

活性化のための固定資産税の課税免除に関する

条例の制定でございます。 

 内容につきましては、高知西南中核工業団地

と宿毛湾港工業流通団地が重点的に企業立地を

図っていくべき区域として高知県の基本計画に

位置づけられ、国の同意を得られましたので、

一定条件を満たした企業に対し、固定資産税を

５年間免除することで企業誘致を促進しようと

するものでございます。 

 議案第２９号は、宿毛市後期高齢者医療に関

する条例の制定でございます。 

 内容につきましては、平成２０年度から始ま

る後期高齢者医療制度の事務などについて、法

令及び高知県後期高齢者医療広域連合条例に規

定されていない項目について、本市の条例で規

定するものでございます。 

 議案第３０号は、宿毛市立学校施設整備等基

金条例の制定でございます。 

 内容につきましては、平成９年に新規制定し

ました宿毛市立宿毛小学校図書館基金条例を、

寄附者のご遺族のご理解をいただきましたので、

市内すべての小・中学校の教育振興や、施設整

備に活用するために全部改正し、新たに制定し

ようとするものでございます。 

 議案第３１号は、宿毛市福祉医療費の助成に

関する条例の制定でございます。 

 内容につきましては、これまで小学校就学前

までの乳幼児を対象に、医療費の助成をしてい

ましたが、子育て支援の観点から、平成２０年

度より対象を小学校卒業までに大幅に拡充しよ

うとするものでございます。 

 また、後期高齢者医療制度の施行に伴う改正

も必要なことから、全部改正し、新たに制定し

ようとするものでございます。 

 議案第３２号は、宿毛市課設置条例の一部を

改正する条例でございます。 

 主な改正は、「上下水道課」の名称を「水道
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課」に変更すること、及び市民課の分掌事務に、

後期高齢者医療に関することを追加しようとす

るものでございます。 

 議案第３３号は、政治倫理の確立のための宿

毛市長の資産等の公開に関する条例の一部を改

正する条例でございます。 

 主な改正は、改正商法により額面株式が廃止

されたことに伴い、本市においても語句を整理

する必要があるので、条例の一部を改正しよう

とするものでございます。 

 議案第３４号は、宿毛市固定資産評価審査委

員会条例の一部を改正する条例でございます。 

 主な改正は、これまで書記１名体制で事務処

理を行っていましたが、事案の複雑化や、件数

の増加に伴い、併任により事務局体制を整備す

ることで事務処理の効率化を図ろうとするもの

でございます。 

 議案第３５号は、宿毛市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例でございます。 

 主な改正は、青少年育成センターの職員体制

は、市職員１名と、中学校補導教諭２名で事務

を行っていますが、平成２０年度より、市職員

にかわって非常勤の特別職の所長及び指導員を

配置し、３名体制で青少年の育成事務を行うた

め、条例の一部を改正しようとするものでござ

います。 

 議案第３６号は、宿毛市教育委員会教育長の

給与及び勤務時間等に関する条例及び宿毛市特

別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例でございます。 

 内容につきましては、特別職及び教育長の退

職手当は、これまで、退職時に通算して支給し

ていましたが、単年度の支出が多額となること

から、任期ごとに支給しようとするものでござ

います。 

 議案第３７号は、宿毛市一般職員の給与に関

する条例等の一部を改正する条例でございま

す。 

 主な改正は、平成２０年度に横浜市と人事交

流を行うに当たり、派遣職員に物価を考慮した

地域手当の支給をする必要がありますので、条

例を整備しようとするものでございます。 

 議案第３８号は、宿毛市特別会計設置条例の

一部を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、後期高齢者医療特別会

計を新設しようとするものでございます。 

 議案第３９号は、宿毛市手数料徴収条例の一

部を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、戸籍法の一部改正に伴

い、本市においても、条例を整備する必要があ

ること、及び簡潔な規定に改正しようとするも

のでございます。 

 議案第４０号は、宿毛市財産条例の一部を改

正する条例でございます。 

 内容につきましては、地方自治法の改正に伴

い、行政財産の貸付範囲が拡大されたことか

ら、本市においても、同様に条例の一部を改正

しようとするものでございます。 

 議案第４１号は、宿毛市立小学校設置条例及

び宿毛市立中学校設置条例の一部を改正する条

例でございます。 

 内容につきましては、休校中の鵜来島小学校

及び同中学校が、平成１９年度をもって廃校と

なるため、それぞれ条例から削除しようとする

ものでございます。 

 議案第４２号は、宿毛市立学校体育施設の使

用料に関する条例の一部を改正する条例でござ

います。 

 内容につきましては、廃校となる鵜来島小学

校及び旧弘瀬小学校をそれぞれ条例から削除し

ようとするものでございます。 

 また、学校体育施設は、電灯使用の有無に関

係なく、一律の使用料となっていますので、公
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平性を保つために、使用料と照明代を区分しよ

うとするものでございます。 

 議案第４３号は、宿毛市ひとり親家庭医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例でご

ざいます。 

 内容につきましては、後期高齢者医療制度の

実施に伴い、新たな「診療報酬の算定方法」を

国が告示しましたので、本市もこれを適用する

ため、条例の一部を改正しようとするものでご

ざいます。 

 議案第４４号は、宿毛市国民健康保険条例の

一部を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、葬祭費の支給額を２万

円から３万円に増額すること及び特定健康診査

を保健事業に加えることなどの改正をしようと

するものでございます。 

 議案第４５号は、宿毛市介護保険条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例でござい

ます。 

 内容につきましては、介護保険法施行令等の

一部が改正され、税制改正に伴う保険料の激変

緩和措置を、平成１８年度、１９年度と行いま

したが、平成２０年度も継続して実施すること

となりましたので、本市においても同様に平成

１８年改正条例の一部を改正しようとするもの

でございます。 

 議案第４６号は、宿毛市定期船事業条例の一

部を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、郵政民営化に伴い、郵

便物運送委託法が改正されましたので、該当条

文を条例から削除しようとするものでございま

す。 

 議案第４７号は、宿毛都市計画下水道事業受

益者負担に関する条例の一部を改正する条例で

ございます。 

 内容につきましては、下水道事業の毎年度当

初の公告について、事業施行予定区域及び賦課

対象区域を定めていましたが、これを賦課対象

区域のみを定めることに改正しようとするもの

でございます。 

 議案第４８号は、宿毛市水道事業の設置等に

関する条例等の一部を改正する条例でございま

す。 

 内容につきましては、平成２０年度から「上

下水道課」を「水道課」に名称変更することに

伴い、関連する４条例中の課名の部分を、それ

ぞれ一部改正しようとするものでございます。 

 議案第４９号は、宿毛市妊婦健康管理手当条

例を廃止する条例でございます。 

 内容につきましては、生活保護法第６条第２

項に規定する要保護世帯の妊婦に対し、昭和４

４年から１回の妊娠に１回の健康管理手当を支

給していました。 

 しかし、１０年以上にわたり該当者もなく、

平成２０年度からは、目的を同じくする妊婦健

康診査に係る交費負担を２回から５回に拡充し

ようとしていることから、この際、役割を終え

た当条例を廃止しようとするものでございま

す。 

 議案第５０号は、こうち人づくり広域連合を

組織する地方公共団体の数の減少及びこうち人

づくり広域連合規約の一部を改正する規約でご

ざいます。 

 内容につきましては、本年１月に高知市と春

野町が合併したことにより、地方自治法第２９

１条の３第１項の規定に基づき規約を改正する

必要が生じましたので、同法第２９１条の１１

の規定に基づき、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 議案第５１号及び議案第５２号は、「地方公

共団体の特定の事務の郵政官署における取扱い

に関する規約を廃止する規約」及び「宿毛市の

特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定」でご

ざいます。 
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 内容につきましては、現在、本市では規約を

定めて宿毛西町郵便局において住民票の写し等

の発行を行っています。 

 郵政民営化に伴い、地方公共団体の特定の事

務の郵便局における取り扱いに関する法律が改

正されまして、新たに郵便局の指定等の手続き

を中心とする規定として整備されましたので、

規約を廃止するとともに、引き続き宿毛西町郵

便局で事務を行うために、同郵便局を指定した

いので、同法第３条第３項の規定により議会の

議決を求めるものでございます。 

 議案第５３号は、高知県後期高齢者医療広域

連合を組織する地方公共団体の数の減少でござ

います。 

 内容につきましては、本年１月に高知市と春

野町が合併したことによりまして、地方公共団

体の数が減少しましたので、地方自治法第２９

１条の３第１項の規定に基づき、議会の議決を

求めるものでございます。 

 議案第５４号は、辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の変更でございます。 

 沖の島地区の水道施設の統合、改良事業等を

実施するに当たりまして、辺地対策事業債の変

更を行うため、計画を変更する必要があります

ので、議会の議決を求めるものでございます。 

 大変長くなりまして、以上が、提案申し上げ

ました議案の内容でございます。 

 よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りま

すようお願いを申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（宮本有二君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 おはかりいたします。議事の都合により、３

月６日及び３月７日は休会いたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、３月６日及び３月７日は休会するこ

とに決しました。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしまし

た。 

 ３月６日から３月９日までの４日間は休会し、

３月１０日午前１０時より再開をいたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時１０分 散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（宮本有二君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君） おはようございます。

２番、通告に従いまして、一般質問をいたしま

す。 

 まず、初めに防災対策について、お聞きをい

たします。 

 昨年の９月議会のときにも質問をさせていた

だきました自主防災組織についてであります。 

 たしか市長の答弁の中で、自主防災組織率が

ふえても、中身を伴わないといけないというよ

うなことでした。たしかに自主防災組織率が１

００パーセントになったところで、実際の地震

が発生をしたときに、活動できる自主防災組織

でないといけないと思います。今後、自主防災

組織率の向上に向けまして、現在、活発に活動

されている自主防災組織を模範組織と位置づけ

て、例えば模範組織の活動に対して、マニュア

ル作成に取り組んでいただきたいというふうに

思います。 

 これは、最低限の部分かもしれませんが、こ

のマニュアルをもとに、活動の統一を図るべき

だと思います。 

 例えば、その１つに、災害時、いち早く活動

に参加する自主防災のメンバーの招集方法とか、

備品だとか、活動の手段などを盛り込んだ、実

際に活動訓練をされている地区の活動マニュア

ル作成のお考えについてお伺いをいたします。 

 次に、家具など、転倒防止対策について、お

聞きをいたします。 

 本市では、木造住宅耐震診断調査事業、木造

住宅耐震改修事業についての施策は実施されて

いるところではございますが、それと比較して、

おくれていると感じるのが事前対策であります。

事前対策、いわゆる室内対策というのは、建物

の耐震化、耐震補強と同じように、生命を守る

上で、重要な事前対策なのです。 

 例えば、阪神・淡路大震災、これを例にとり

ますと、死因の原因の約８０パーセント、これ

は家屋、家具の倒壊による圧死。負傷原因の約

５０パーセントは家具の転倒と落下。なお、約

３０パーセントは、ガラスの破損によるもので

あります。 

 このように、家具や備品に、地震が発生した

ときの危険がひそんでいるわけですから、これ

らに対する事前対策が、建物改修と同様に重要

性があるといえます。ここで事前対策といいま

すのは、３つあります。 

 室内における転倒防止、落下防止、ガラスの

飛散防止、この３つでありますから、たとえ耐

震構造を施した家屋であっても、家具やテレビ

などの転倒、ガラスの飛散対策、こういったも

のがなければ、事前対策は不十分、このように

言えると思います。 

 つまり、大震災による大きな揺れが発生をす

ると、耐震補強している建物であっても、室内

で固定していないものは、移動したり倒れたり、

こういったレベルではなく、飛んでくる、こう

いう状況になります。 

 生活環境の中にある家具や室内の備品が凶器

となり、飛び交い、私たちを直撃したり、下敷

きになって犠牲者が出る。こういうおそれがあ

るわけです。 

 また、備品内に収納していたもの、あるいは

ガラス、こういったものの散乱で、避難すると

きに負傷すること、こういったことも考えられ

ます。 

 さらに、転倒した備品類が避難経路をふさい

だり、ドアの開閉を妨げたりして、避難できな



 

－ 24 － 

くなるというおそれも出てくるわけです。 

 これらの室内対策は、繰り返しますが、建物

の耐震補強と同等の重要性を持ちますが、建物

補強と比較すると、比較的小額で、防災対策と

してはきわめて効果的なものであると、このよ

うに評価できると思います。 

 ところが、防災対策の現状は、建物の倒壊を

補強するために、耐震補強を行えば、ほぼ対策

は終えた、このような空気があります。 

 室内対策は、余り重点を置かれてないように

思います。そこで、室内対策に対する普及及び

啓発活動を、今後、どのような方法で行うのか、

お伺いをいたします。 

 次に、小中学校への事前対策について、お聞

きをいたします。 

 私たちは、防災対策ですが、自己管理、自己

責任、このようにして地震に対処すべきものだ

と思っていますが、子どもたちに関しては、大

人が守ってあげる、この責任があります。 

 家庭のことは家庭で、企業は企業内で対処し

てもらわなければなりませんが、こういった学

校施設は、行政が責任を持って対処していただ

きたい、このように思います。 

 学校施設には、ピアノ、テレビ、こういった

重量のあるものが設備されておりますが、阪神

大震災のとき、被災地のある小学校では、グラ

ンドピアノが壁を突き破って外に出てしまった、

こういう事例もあります。 

 そこで教育長に質問をいたします。 

 小中学校における室内対策は、実施されてい

るのでしょうか。実施しているのであれば、ど

の点について実施しているのか、実施されてい

ないようでしたら、今後の対策についてお伺い

をいたします。 

 次に、空き家の活用対策についてお聞きをい

たします。 

 第１点目は、本市の空き家の実態を把握して

おられるのかどうかについてお伺いをいたしま

す。 

 空き家を活用するといっても、その実態がわ

からなければ活用もできないのでありますが、

本市に空き家が何軒あり、どこの地区に所在し、

平家であるのか、２階建てであるのか、利用が

可能であるのかなどの点について、把握をして

おられるかどうか、お伺いをいたします。 

 第２点目は、空き家を活用することに、行政

が取り組む意思があるかどうかについてお伺い

をいたします。 

 週休２日制の定着により、都会に住んでいる

人は、セカンドハウスを持ちたいと希望してい

ますが、だれでもそう簡単に田舎にセカンドハ

ウスを持てる状況にはないと思います。 

 そうした点に着目し、広島県では、空き家バ

ンク、つまり空き家など活用情報システムを創

設をいたしました。山口県でも実施しているよ

うでありますが、情報カードを見て、担当課な

どに照会し、気に入った利用者は直接、所有者

と賃貸契約を結ぶというものであります。 

 こうしますと、都会に住んでいる人は、週末、

田舎でのんびり過ごすことができ、空き家の所

有者は賃料を得ることができ、一石二鳥であり

ます。また、その上に週末人口がふえることに

より、商店からの購買も期待でき、さらにその

人が本市に永住をする可能性もあるわけであり、

過疎対策としても、まさに時宜を得たものであ

ると考えますが、こうした活用対策を推進する

ことについて、お伺いをいたします。 

 最後に、鳥獣被害防止対策について、お聞き

をいたします。 

 特に、シカについては、農林業被害だけでは

なく、自然植生への被害が増大している現状で

あります。自然植生への被害が大きくなり、食

害で樹木が枯死して、土砂の崩壊の大きな原因

にもつながっており、大規模崩壊の主な原因に
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もなりかねない状況になっており、捕獲の必要

があります。 

 平成２０年度、本県でもシカ対策特別事業を

行う予定になっております。シカの有害鳥獣捕

獲にかかる報償金支出経費への補助率が３分の

１から、平成２０年度より２分の１となります。 

 本市でシカを捕獲したときの捕獲報償金は４，

０００円であります。県内市町村平均金額は、

７，７２２円でありますし、県内市町村平均よ

りも低く、また、近隣市町村と比較しても、低

い提示となっております。 

 今回、シカの有害鳥獣捕獲にかかる報償金支

出経費への補助率の変更に伴い、捕獲報償金の

単価の引き上げをする意思はないのか。また、

鳥獣被害対策の取り組みと、平成１９年度実施

もあわせてお伺いをいたします。 

 以上で、第１回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、おはようござい

ます。岡﨑利久議員の一般質問にお答えをいた

します。 

 まず、１点でございますが、自主防災組織の

マニュアル化についてでございます。 

 自主防災組織につきましては、津波の浸水の

おそれとか、濃霧などの地理的、地形的条件と

か、地区の規模、年齢構成、就業構造など、多

様なケースに分かれておりまして、それぞれの

地域の特性を踏まえて、組織の役割分担とか、

整備する資機材の決定などを行っている状況で

ございます。 

 そのために、本市において、活発に活動をし

ている自主防災組織を例にしたマニュアルの作

成につきましては、必ずしもすべての自主防災

組織で活用できるものではない、このように考

えていますが、他地区の自主防災組織の活動を

例にして、組織の活性を図っていくことは、有

効な手段であるというふうに考えております。 

 そういうことで、今後は自主防災組織の研修

会とか、市の広報などを通じまして、情報等の

提供に努めてまいりたい、このように考えてお

ります。 

 次に、家具の転倒防止対策でございます。こ

れは、岡﨑議員がご指摘のように、本当に、建

物ばっかりじゃなくて、その内部にある家具の

転倒防止というのは、非常に大切なことだと、

私は基本的には認識をしております。 

 そのため、本市におきましても、これまでに

実際にゆれを体験していただく起震車による地

区の巡回、それから広報すくも、また市のホー

ムページなどで、家具の転倒防止対策の啓発を

行ってきております。 

 ２０年度におきましても、これらの啓発活動

は、引き続き実施をしてまいります。また、転

倒防止器具の取りつけ方とか、ガラス飛散防止

フィルムの効果などを知っていただくために、

家具の転倒防止対策の研修会を開催をいたしま

して、家具の転倒防止対策等の普及啓発に努め

てまいりたいというふうに考えております。 

 地震対策、防災対策につきましても、いわゆ

る自己責任、自己管理ということを、先ほどお

っしゃっておられました。行政のすべき範囲、

補助すべき範囲と、個人個人がされる範囲とい

うものが、おのずからあるんじゃないかと思い

ます。 

 私どもの方としましては、家具の転倒防止対

策につきましては、この普及啓発ということを

全面的に、皆様に知っていただくことが肝要で

はなかろうかと、このように思っております。 

 次は、小学校の室内対策につきましては、教

育長の方からお答えをさせていただきます。 

 空き家。皆さんにわかりやすいように空き家

（あきいえ）、私の方は、済みません、通常の

言い方の空き家（あきや）というふうに言わさ

せていただきますが、移住促進対策。都会の方
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が週末に来て、セカンドハウスというふうなこ

とも、非常に、これは有効なことだと思います。 

 ただ、宿毛の地理的な条件を考えますと、す

ぐそれが当てはまるかどうかが、ちょっと心配

なところもあることは、申し上げておきたいと

思います。 

 ただ、移住促進対策の一環としましては、こ

れまで、各地区長を通じた回覧文書とか、広報

によりまして、市民の皆様に空き家情報の提供

をお願いをいたしました。 

 今のところ、市民の皆様からの情報は、売却

物件が１件、賃貸物件が１件となっております。

すべての空き家の実態を把握しているとは言い

がたい状況でございます。空き家があるという

ことは承知をしておりますが、ここでそれを貸

すというふうなことでの情報は、なかなか市の

方には入ってきておりません。 

 他市町村の聞き取り等による情勢分析により

ますと、帰る場所がなくなることとか、地元以

外の方に対して、貸すことへの不安というもの

が大きな要因になっているようでございまして、

本市におきましても、このような声を聞いたこ

とがございます。 

 当市といたしましても、移住促進など、空き

家の活用を進めていきたいというふうには考え

ておりまして、引き続き、情報の収集に努めて

まいります。 

 続きまして、空き家を活用することに、市が

取り組む意思があるかどうかについてでござい

ますが、平成１８年度から、高知県が進めてお

ります移住促進事業に参加しまして、共同パー

トナー市町村として、移住に関する取り組みを

行っております。 

 現在、全国的な傾向としまして、定期借家制

度が整備されまして、短期間だけの賃貸がふえ

つつあります。賃貸住宅以外に、さまざまな地

域交流スペース、福祉、文化スペースとして活

用される事例もございます。 

 今後、少子高齢化の進行に伴いまして、人口

の減少がもっと進むんじゃないかというふうな

ことから、引き続き、情報の収集に努めまして、

空き家の活用につきましては、行政としても、

積極的に取り組んでまいりたいと、このように

考えております。 

 また、私自身は、県が用がなくなっていなく

なった建物であるとか、国が撤退した建物であ

ると、こういったものも空き家のうちにはいる

と思いますので、この部分については、ぜひ国

や県にも働きかけをいたしまして、ぜひ、市と

しての有効活用に努めさせていただきたい。 

 それには、適正価格というよりも、ほとんど

ただ同様でいただければありがたいと、このよ

うな、少しずるい考えを持っております。 

 いずれにしましても、空き家の活用、行政が

積極的に取り組むと申しましても、市民の皆様

が協力をしていただかないとどうにもなりませ

ん。 

 これ、今先ほど申し上げました１軒だけとい

うことでございますが、問い合わせ等がござい

ましたら、市内の不動産会社もございます。そ

ういったところにも紹介をしてまいりたいと、

このように考えております。 

 次に、鳥獣等の被害対策でございます。非常

に、ただいま、シカの被害であるとか、イノシ

シの被害とかいうことは、ずっと申されており

ます。狩猟期間終了後に、宿毛市有害鳥獣被害

防止対策協議会というものを、毎年、開催して

おりまして、農林産物への被害状況を把握する

中で、新年度の取り組み方針を立てているとこ

ろでございます。 

 実施に当たりましては、農家より被害報告を

受ければ、直ちに現地を確認しまして、捕獲申

請を速やかに受理して、申請者の方には、許可

書を交付しているところでございます。 
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 １９年度でございますが、市内全域でシカが

繁殖し、被害を及ぼしているので、許可書交付

のときに、重点的に捕獲するよう、要請をして

まいりました。 

 １９年度有害鳥獣の捕獲実績でございますが、

イノシシが１０９頭、シカが７６頭、サル１１

頭、カラス２０羽となっておりまして、重点的

に捕獲をお願いしたシカは、昨年度１８年度に

比べまして、４頭少ない捕獲実績となっており

ます。 

 イノシシ、シカの狩猟期間は３月１５日まで

でございます。期間中に１頭でも多く捕獲して

いただくよう、お願いをしているところでござ

います。 

 次に、シカの報償金単価の引き上げについて

でございますが、高知県の東部、西部地域で、

シカによる農林産物への被害が拡大しまして、

深刻な事態となっているために、本年度より県

の捕獲報償金の補助率を３分の１から２分の１

に引き上げる予定との通知を受けております。 

 そういうことで、狩猟期間終了後に開催しま

す、先ほども申し上げました対策協議会へ、シ

カの報償金を４，０００円から８，０００円に

引き上げることを提案したいと考えております。 

 また、農協及び森林組合も、それぞれ助成金

を捕獲者に交付していますので、現段階の案で

まいりますと、２０年度のシカの報償金は、１

頭につき１万円となる予定でございます。今後

も関係団体の協力を得る中で、有害鳥獣による

農林産物の被害防止に積極的に取り組んでまい

りたいと、このように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、岡﨑議員さ

んの一般質問にお答えをいたします。 

 災害時、特に地震のときに、小中学校におけ

る室内の対策はしっかりできているか、実施を

しているかというご質問でありますけれども、

教育委員会といたしましては、以前、神戸市の

教育委員会より、阪神・淡路大震災における学

校施設の被害状況の一覧表をいただきました。 

 その中で、備品の項目欄には、テレビとか戸

棚とか保管庫等の被害状況が記載をされており

ました。 

 岡﨑議員がご指摘のグランドピアノも、当然、

考えられます。 

 災害から、学校内での子どもたちや教職員の

安全を、生命を守ることは、教育委員会の責務

だと考えております。 

 阪神・淡路大震災後、学校備品等につきまし

ては、安全点検の指導もしてきておりますけれ

ども、まだまだ十分であるとは思っておりませ

ん。再度、学校現場に出向き、安全点検を行い

まして、地震被害を最小限に抑えるような対策

を講じるようにいたします。 

 例えば、保管庫と壁の固定による転倒の防止

とか、テレビ、ピアノのロープ等による移動防

止など、安全対策を講じてまいりたいと考えて

おります。 

 今後とも、他地域の取り組みを参考にしなが

ら、きめ細かな危機管理についてのマニュアル

を再確認をいたしまして、対応をするように努

めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君） ２番、再質問をいたし

ます。 

 まず、自主防災組織のマニュアル作成につい

てでございますが、確かに宿毛市は山もあり、

川もあり、海もあり、いろんな地域がございま

すので、統一化というのは、なかなか難しいこ

とだと、私も考えてはおりますが、その地域内

で、活発的に取り組みをされているところの、

最低限、こういうことをしてますよというのを、
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市民の皆様に伝えるのも、行政の役目かなと思

いまして、今回、こういう質問をさせていただ

きました。 

 そして、高知県の危機管理部地震防災課のホ

ームページ、地域のみんなで自主防災活動の中

で、楠山地区自主防災会の取り組みが掲載をさ

れていました。私も、初めてホームページで見

て、活動内容、取り組みのことを知ったわけで

すけれども、このように自主防災組織をつくっ

た後も、きちんと取り組みをされている地区も

あるわけです。 

 まだまだ他の地区でも大変すばらしい取り組

みをされているところがあると思いますので、

またその反面、自主防災組織をつくったが、そ

の後の取り組みをしていない地区もあるかと思

います。そのつくった自主防災組織の活動に、

つくった後、活発にしているとか、活発にされ

てないとか、温度差が若干あるかと思います。 

 それに対して、行政が取り組む対応というの

は、なかなか難しいかと思いますけれども、そ

の点に関して、行政ができることに関して、一

度、質問をいたしたいと思います。 

 次に、家具など転倒防止対策についてでござ

いますが、平成１７年１１月２７日、高知大学

岡村教授が、宿毛市防災講演会「南海地震で生

き残るために」の中で、南海地震は地震発生後、

約３０分以内に津波が来るとお話をされており

ました。そう考えると、地震が発生をした後、

すぐに家の外に出なければ、津波の犠牲になる

わけです。 

 そういうわけで、平成１６年度県民意識調査

報告書によりますと、家具の固定状況は県内で

約２０パーセントとなっているようでございま

す。家具転倒防止対策事業を実施している団体

は、県内で黒潮町、香南市、室戸市であります。 

 黒潮町の家具転倒防止など、対策事業をご紹

介をいたしますと、平成１９年度６月１日から

実施をされているようでございます。黒潮町に

住所を有する世帯を対象に、住宅の家具の転倒

を防止するための器具とか、ガラス飛散防止フ

ィルムの購入費、並びにこれに設置に要する費

用の２分の１。ただし上限は１万円となってお

りますが、補助する制度を設けております。 

 県内の家具の転倒防止対策では、平成２６年

度末までに寝室や居間、子ども部屋など、重要

な部分の家具の転倒防止対策を行った世帯の割

合を、９０パーセントとするとの報告もありま

す。 

 本市におきましても、具体的な目標を設定し

て、対策を講じていただきたいと思いますが、

その点について、再度、質問をいたします。 

 小中学校における室内対策については、再度、

答弁を求めませんが、私、一度、小学校の方に

出向きまして、いろいろ見させていただきまし

た。テレビについても、まだラックの上にその

まま置いている状態でございまして、地震が起

こった後に、多分、テレビは飛んでいってしま

うんだろうなと。 

 それで、ピアノに関しても、固定するのはな

かなか難しいという職員のご意見がございまし

たが、先生のご意見がありましたので、そこも

いろいろ、皆様方で考えていただいて、いま一

度、室内対策について考えていただきたいと思

います。 

 再答弁は求めません。 

 空き家の利活用についてでございますが、最

近、地方自治体が空き家、空き地の促進事業に

乗り出しているところが多くあります。私、１

月２４日に中土佐町に行ってまいりまして、そ

こで定住者促進事業といたしまして、空き家、

空き地情報を、平成１８年４月より、中土佐町

の方では行っているようでございますが、情報

収集の仕方としては、広報紙とか、ホームペー

ジ等で情報を募ったり、物件の所有者から申し
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出により、職員の方が物件の聞き取りや現地調

査を行ったりするようでございます。 

 平成１８年４月以降に成約した件数は６件あ

るそうでございます。内訳、１件が売買が成立

して、１件については、町営住宅の方に入居を

されたようでございます。 

 中土佐町のこの取り組みを見ただけでも、６

世帯の方々が、新たに住所を構えて定住されて

いる事実があるわけでございますので、本市と

しても、積極的に、行政の方としても取り組ん

でいっていただきたいと思っております。 

 鳥獣被害防止対策についてでありますが、補

助率の変更に伴い、捕獲報償金の単価の引き上

げも行われる予定となっているようでございま

すし、鳥獣被害対策の取り組みと、平成１９年

度実績も、詳しくお聞きをいたしましたので、

これ以上の答弁は求ません。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 岡﨑利久議員の再質問

にお答えいたします。 

 自主防災組織マニュアルのことでございます

が、統一化、非常に難しいということでござい

ます。ただ、私自身思っておりますのは、基本

的な、本当に基礎としてのマニュアルというも

のを示せると思います。 

 そういったものについて、そこにもちょっと、

マニュアルというものがあります。ただ、非常

に分厚いものです。これでは、地域の皆様にお

示ししても、これを全部頭に入れて、じゃあ災

害のとき、それがばっといくかというと、非常

に、これは難しいことじゃないかと、私自身は

思っておりまして、できれば、このマニュアル

を、本当の基礎の基礎という形での、皆さんが

迅速に行動できる、そしてまた、救助活動もで

きる、そういったものについて、もうちょっと

簡素化して、基本的なものですかね、そういっ

たものにまとめて出したらどうかというふうに、

私自身は思っておりまして、先日も、事務方と

もこういう話し合いもしておりますので、でき

るだけそのような方向で調整をしてまいりたい

というふうに思います。 

 そしてまた、その自主防をつくって、活発に

活動をされているところも、今の楠山地区ばっ

かりじゃなくて、市内にはたくさんございます。 

 名前だけのところもあるかもしれませんが、

そこの部分については、行政として、どう介入

するかということでございますが、もう、行政

の方としては、本当にこれ、自主防災組織でご

ざいますので、皆様方がやる気になってくださ

るより、これ何ともならないもんです。 

 我々としては、自主防災組織をつくったとこ

ろのリーダーの皆様方に、リーダー研修をした

りして、この啓発活動を行い、やり方というも

のが、もしわからないようであれば、こういっ

たやり方をしたらどうですかというふうなこと

をしてまいるのが、行政としてのできる範囲で

はなかろうかと、このように思っておりますの

で、そういったところに、積極的に力は注いで

まいりたいと、このように思います。 

 次に、地震発生の転倒防止でございます。 

 よその町のお話もいただきました。１万円限

度として補助を出すということもございますが、

今年度、私どもの方の予算には、こういう計上

はしておりません。 

 私、先ほど申しましたように、行政としてで

きる範囲と、家の中のことは、ご自分のところ

でやっていただきたいというのは、基本的な考

えでございます。 

 家具が、じゃあその家にどれだけあるのか。

例えば、たんすをやらなきゃいけない。すべて

やる場合にどうするかとか、例えば、寝室はも

う、これはぜひ、寝ているときに地震が来たら、

これやっておかなければ危ない。本当に人命に
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かかわることでございますので、そういったと

ころは、必ずやっていただきたいというふうに

思ったり、台所なんかでも、ガラス片とかが、

たっぷり高いところにありますと、これ、足の

踏み場もなくなるような。昼間でも地震起こる

かもしれません。 

 そういった、あらゆる場合を想定しての転倒

防止対策としては、やっとかなきゃいけないと

は思いますが、これについて、今すぐ補助を出

してどうかということにつきましては、それぞ

れの家庭としての、どこの家具をやればいいの

かとか、これは行政として、立ち入ることはで

きないと思います。そういったものについては、

どういった形でやるのか。補助金を出してやる

のか、啓発としてやるのか、その辺のことは、

もう少し詰める必要があるのかなということを、

今、考えております。 

 それから、空き家情報につきましても、先ほ

ど申し上げました、市民の方々の方から、おれ

んとこ使っていいよ、私んとこ使っていいです

よという、積極的な情報提供がない限りは、空

いてるじゃないか。使わせろというふうに、行

政として、なかなか言って行くわけにはいかな

い。それぞれのご家庭の事情もございますし、

先ほど申しました、息子や孫とかが帰ってくる

かもしれない。おいとかなきゃいけないという

ふうな方々もおられます。 

 そういった個人の、それぞれの理由というも

のがあろうかと思います。私どもとしては、ぜ

ひ、県外の方も、本当にこの宿毛はいいとこで

すから、都会の方々に、ぜひここにも住んでい

ただきたいという気は思っておりますが、なか

なか空き家情報、先ほど申しました、やっぱり

不動産屋さんには、あろうかと思いますし、市

民の方々が、行政として、ここを提供、いいよ

というふうな形に持っていくということが、ま

ず肝要かなと。 

 そういう呼びかけをして、その空き家情報を

都会の方々、市外の方々に提供するのが、私ど

もの役目かなと、そのように思っておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君） ２番、市長、大変わか

りやすい答弁、まことにありがとうございます。 

 以上で、私の一般質問の方を終わらせていた

だきます。 

 まことにありがとうございました。 

○議長（宮本有二君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） 皆さん、おはようござ

います。４番、松浦でございます。 

 それでは、市長の政治姿勢につきまして、通

告のとおり、一般質問を行います。 

 まず、初めに平和市長会議への加盟について、

お伺いをいたします。 

 ２月２９日の高知新聞によりますと、宿毛市

を初め、お隣の土佐清水市等国内６８市町村が

新たに平和市長会議に加盟したとの報道がされ

ました。それによりますと、現在、１２７の国

や地域から、２，１２５の都市が加盟をいたし

ておるとのことであります。 

 ご案内のとおり、１９４５年８月６日には、

広島市、そして８月９日には長崎市にアメリカ

軍による人類史上初の原子爆弾が投下され、一

瞬にして町は廃墟と化し、尊い、多くの命が奪

われました。 

 戦後６０数年経過した現在でも、多くの被害

者が、今なお放射線による後遺症により、肉体

的、精神的な苦悩を強いられております。 

 しかし、核兵器は依然として、廃絶されるど

ころか、ますます核開発の方向にあり、全人類

の生存が脅かされているのが現状ではないでし

ょうか。 

 平和市長会議への加盟は、広島、長崎の悲劇
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を地球上で再び繰り返されることなく、市民が

安全かつ文化的な生活を営める環境を確保し、

世界の恒久平和の実現に寄与するために、世界

の都市と都市とが国境を越え、思想、信条の違

いを乗り越えて連帯し、核兵器の廃絶に向けて

努力をしていくことを誓うものであります。 

 そういった意味で、この時期に宿毛市が平和

市長会議に加盟したことについて、心から賛意

を表します。 

 今日まで、一貫していかなる国の核実験にも

反対をし、全世界からの核廃絶に向けての運動

をしてきたひとりとして、新たな勇気をいただ

き、さらなる運動の前進に向けて努力をしてま

いる所存でございます。 

 そこで、宿毛市での核廃絶へ向けての具体的

な取り組みを、どのように考えておるのか。そ

してまた、市長の核廃絶に向けての決意をお伺

いいたしたいと思います。 

 次は、女性職員の幹部職員への登用並びに各

種審議会委員への女性委員の選任についてであ

ります。 

 人事権については、市長の専権事項であるこ

とは承知をいたしておりますので、余り深く議

論は差し控えたいと考えますが、このことにつ

きまして、市長の基本的な考えについて、所見

をお伺いいたします。 

 男女の機会は雇用の機会だけではなく、勤続

している間の処遇も均等でなければならないと

考えます。宿毛市の状況を見た場合に、私とい

たしましては、男性職員と女性職員を比較した

場合に、均等ではないと受けとめておるところ

であります。 

 女性の幹部職員への登用は、この議場の執行

部席を見てもおわかりのように、１人もいませ

ん。そして、課長補佐級の職員も、非常に少な

いのではないかと思います。 

 女性の職員が、能力の点で劣っているとは思

いません。研修の機会を積極的に与える中で、

女性の持つ細やかさ、優しさを市政の中に反映

させるために、能力のある、優秀な女性職員を

幹部職員に積極的に登用すべきでないかと考え

ます。 

 今後、どのように取り組んでいこうと考えて

おるのか、市長の所見を求めます。 

 あわせて、宿毛市には、９つの審議会がある

と承知しております。そのほかにも、多くの協

議会があります。 

 そこで、各種審議会や協議会等の委員の選任

にあたっても、女性の委員さんを積極的に選任

することが重要でないかと思います。 

 宿毛市においても、人口の半数以上は女性で

ありまして、女性の生の声を聞く中で、その意

見を市政に反映させていくことは、これからの

市政運営を考えた場合に、大変重要なことでは

ないかと考えます。 

 現在の状況、並びに今後の取り組みについて、

お示しをいただきたいと思います。 

 次に、職員研修のあり方について、お伺いを

いたします。 

 平成１７年度に作成をいたしました宿毛市行

政改革大綱においては、５年間で３２人の削減

計画でありましたが、この計画を前倒して、こ

の３年間で３５人の職員が削減をされたと伺い

ます。 

 本年度におきましても、２０名くらいの退職

者が見込まれておりまして、それに対応する新

規採用者は１０名程度といわれております。 

 あわせて、地方分権が進む中で、今まで国で

行われおりました各種の事務事業が、今後ます

ます地方自治体に移譲されてくるものと思われ

ます。 

 最近の身近な例といたしましては、障害者自

立支援法があります。また、土曜、日曜、祝日

に開催されます各種のイベントへの参加者に対
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しまして、本来、超過勤務手当にて対応すべき

でありますが、財政状況が大変厳しいというこ

とで、普通の日に代休日を付与する措置がとら

れております。 

 このように、行政改革の推進や、厳しい財政

状況等を受けまして、職員の数は削減される中

で、職員１人当たりの仕事量はふえていく状況

であります。 

 しかし、職員の市民への行政サービスを低下

させることは、絶対に許されないことでありま

すので、今後、職務能力の高い、有能な人材を

育成していくという観点からも、職員への研修

の機会を与え、積極的に研修に参加さすことが

大切であると考えます。 

 行政は人であります。先ほど申し上げました

が、私たち地方自治体を取り巻く環境は、現在

では地方分権という問題が大きな流れとなって

おります。地方分権とは、みずから決定し、み

ずから責任をもっていくことでありますので、

職員の資質の向上は欠かすことができないと思

います。 

 事務能力の向上や、政策、立案能力を持つ職

員を育てることが急務となっております。 

 あわせて、これからの自治体は、みずからの

創意と工夫によって、個性豊かなまちづくりを

進めなければならないといわれ、将来的には、

自治体の取り組みいかんによっては、自治体間

に相当の格差が出てくるだろうともいわれてお

ります。 

 個性豊かなまちづくりを進めるためには、新

たな発想が求められます。研修に参加をさすこ

とにより、各種の事務事業の収得だけではなく、

質の高い職員を育成し、並びにチャレンジ精神

が旺盛で、発想力豊かな人材を育てていくもの

と考えます。 

 研修に参加した職員だけではなく、宿毛市に

おいても、知的財産の収得が図られることにな

り、これからの行政運営を考えた場合に、職員

に対して研修の機会を与えることが大変重要と

なってくるものであります。 

 宿毛市における職員研修の取り組み状況、並

びに今後、どのように推進していこうと考えて

おるのか、市長の所見をお伺いいたします。 

 次に、昭和４１年１２月１日、訓令第１１号

にて、宿毛市職員提案規程が策定されておりま

す。この目的は、本市行政事務の改善及び能力

の向上について、広く職員の創意による建設的

な改善意見を提案することを奨励し、職員の行

政意欲の向上と、行政事務の効率化、効率的運

営を図ることといたしておりまして、審査の結

果、採用された職員には、審査基準により、報

償を行うと規定をいたしております。 

 職員の参画状況、並びにこの制度をもとにし

て得た職員からの提案事項の中で、現在、活用

されている事項があれば、お示しをいただきた

いと思います。 

 そして、職員への周知方法及び参画率を高め

るために、具体的にどのような方法を行ってお

るのか、あわせてお示しをいただきたいと思い

ます。 

 地上デジタル放送への対応について、お伺い

をいたします。 

 地上デジタル放送は、日本が２１世紀におい

ても世界最先端のＩＴ国家としての高度な情報

基盤を構築し、国民一人ひとりが、そのメリッ

トを享受できるようにすることを目的に、国策

として導入が決定されたもので、２０１１年７

月２４日をもって、現在のアナログ放送が終了

し、地上デジタル放送にかわることはご案内の

とおりであります。 

 現在、マスコミを通じて、連日にわたって地

上デジタル放送にかわることについての周知宣

伝が図られております。 

 本議会におきましても、過去に何人かの議員
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が、その対応につきまして質問をされたとお聞

きいたしております。 

 宿毛市においては、現在、８局ありますアナ

ログ中継局のうち、地デジ対応地上局は宿毛局

と平田局の２局のみでありまして、昨年の１１

月１日から平田局、そして１２月２５日から宿

毛局の地デジ対応中継局から、それぞれ本放送

が開始されておりますことは、ご案内のとおり

であります。 

 そこで、まず１点目は、難視聴地域の解消対

策についてお伺いをいたします。 

 全国的にも難視聴地域が出てくると予想され

ておりまして、県内でも最大で８，０００世帯

以上の家庭において、受信困難になるともいわ

れております。宿毛市のおかれた地理的状況を

考えた場合に、この２局のみの中継局で、今ま

でのアナログ放送の視聴者すべてが地上デジタ

ル放送を受信できることが可能であるかどうか。

中山間地域や離島に住んでおられる市民におい

ては、大変心配をされておりますので、以下の

とおりお伺いをいたします。 

 宿毛、平田の２局の中継局からの放送を受け

まして、予想される受信が困難な地域、いわゆ

る難視聴地域が出てくるとすれば、市内のどの

ような地区であり、何世帯くらいが予想される

のか、お示しをいただきたいと思います。 

 今までの本議会における議論の中では、電波

を発信してみなければ、その状況についてはわ

からないとのことでありましたので、お伺いを

いたします。 

 そして、難視聴地域があるとすれば、地上デ

ジタル放送開始まで残りわずか３年ぐらいしか

ありませんので、難視聴地域の解消に向けて、

国、放送事業者、地方自治体、地域住民等、そ

れぞれの役割分担を図る中で、早急に対策を講

じなければなりません。 

 現在、国におきましては、地域の特性に応じ

た情報通信基盤の整備を支援し、地域間の情報

格差を是正し、地域住民の生活向上及び地域経

済の活性化を図ることを目的とした地域情報通

信基盤整備推進交付金等の補助事業を立ち上げ、

その対策に当たっておりますが、宿毛市として、

難視聴地域の解消に向けて、今後、どのように

取り組んでいこうと考えておるのか、市長の所

見をお伺いいたします。 

 ２点目は、地上デジタル放送を受信するため

に必要な各家庭での負担額について、お伺いを

いたします。 

 地上デジタル放送を受信するためには、１つ

に、地デジ対応のテレビへの買いかえ費用と、

アンテナの改修費。並びに、アナログテレビの

家電リサイクル対策費。 

 ２つ目に、アナログ対応テレビであれば、チ

ューナーの取りつけ費用とアンテナの改修費。

そして、共聴施設であれば、新たに地デジ対応

の施設に改修していくための個人負担、ケーブ

ルテレビへの接続、そしてケーブルテレビに接

続していても、アナログテレビであればセット

トップボックスの購入経費などが考えられます。 

 マスコミでは、地デジのよい面や、２０１１

年７月１１日から今までのアナログ放送から地

デジ放送にかわることについては、先ほども言

いましたように、毎日のように宣伝をされてお

りますが、市民の皆さんにおかれましては、自

分たちの家庭の場合では、どれくらいの負担が

生じるかについては、十分に理解と言いますか、

把握をされておられないと思います。 

 対策の内容によって、負担額は当然、違って

くると思いますが、それぞれの対策を講じる場

合において、どれぐらいの個人負担が必要とな

ってくるのか、お伺いをいたします。 

 ３点目は、経済的弱者家庭への対応について、

お伺いをいたします。 

 年金だけでの生活をされておる高齢者の方々
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や、生活保護を受給している家庭や、非課税世

帯など、経済的弱者といわれる方々にとりまし

ては、日々の生活でも大変困難な状況であるわ

けでございます。 

 国策とはいえ、余分な負担を強いられること

になります。そのような家庭に対しまして、行

政として、何らかの対策を講じなければならな

いと考えますが、市長の所見をお伺いいたしま

す。 

 ４点目は、市民への広報活動についてお伺い

をいたします。 

 地デジ放送の受信に向けての取り組みについ

て、私なりに考えた問題点を申し上げました。 

 その他にも、アナログ受信機を廃棄する場合

の適正な処理方法等、市民の皆さんにおかれま

しては、まだまだ十分に地デジ移行に関しての

理解が少ないのではないかと思われますので、

具体的な情報などについての広報活動が、大変

重要となってくると考えますが、市長の所見を

お伺いいたします。 

 国策として行われる今回の地デジ化によって、

地理的条件や、所得等による情報格差が新たに

生じないようにする中で、円滑な地デジ移行へ

の取り組みを求め、１回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） この際、議事の都合に

より、松浦英夫君の質問に対する答弁保留のま

ま、午後１時まで休憩いたします。 

午前１０時５５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○議長（宮本有二君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 松浦英夫君の質問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、松浦議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に、平和市長会議でございますが、

平和市長会議は、原爆被爆都市広島・長崎市が

中心となられまして、都市相互の緊密な連携を

通じまして、核兵器廃絶の市民意識を、国際的

な規模で喚起するとともに、人類の共存を脅か

す飢餓、貧困等の諸問題の解消。さらには、難

民問題、人権問題の解決及び環境保護のために

努力することで、世界恒久平和の実現に向け、

世界の国や地域を越えた都市の加盟によりまし

て、昭和５７年から活動が行われております。 

 この会議は、近年の新たな核実験や使用済み

核燃料の再処理施設を、新たに建設し、プルト

ニウム型原子爆弾の開発が本格化されてきてい

るなどの、核の拡散や使用の危険性が高まり、

核兵器廃絶に向けた、唯一の国際合意でありま

す核不拡散条約体制が崩壊の危機に瀕するなど、

国レベルでの交渉が行き詰まりを見せている中

で、都市の連携を一層強化し、核保有国等の政

策変更を求めていくことが重要でございまして、

世界各国の都市と連携をより深めていくために、

同会議から加盟依頼がありまして、本年２月に

加盟をしたものでございます。 

 本市におきましても、昭和６０年７月８日に、

宿毛市非核平和都市宣言を宣言いたしておりま

す。市民が、安全、安心して生活していくため

には、国や世界が平和で、安全であるというこ

とが根本的な条件でありまして、平和を愛し、

人類の共存を願うためにも、この平和市長会議

と協調しながら、核の廃絶とか、世界平和を訴

えていきたいというふうに考えております。 

 この会議には、一応、加盟しただけでござい

まして、まず、参加することが第一歩であると

いうふうに、私は認識しておりまして、どうい

った活動になっていくかは、この市長会議の中

で、いろいろ先輩方にも教えていただきながら、

取り組みを進めてまいりたい、このように考え

ております。 

 次に、女性職員の幹部職員への登用、それか
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ら、各種審議会や協議会への女性の選任という

ことでございますが、平成１１年に男女共同参

画社会基本法が公布施行されて、以来、女性の

社会進出が促進されているというふうに認識を

しております。 

 当市の現状でございますが、ここに幹部職員

がおりますが、この中には女性の職員はおりま

せん。 

 私、就任した当初も、女性の幹部職員登用を

図るべきではないかというご質問も受けており

ます。役職への任用でございますが、松浦議員

もるるご説明の中にありました、ご質問の中に

ありましたように、職員の能力や資質、意欲等

を総合的に勘案して判断されるべきというふう

に考えております。 

 したがって、女性職員の割合につきまして、

こうあるべきというふうな、絶対的な水準とい

うものは設定できませんが、住民の権利、義務

にかかわる政策を、公正、公平に立案決定する

にあたりまして、男と女という属性に偏らない

ことが重要でございまして、公的部門は率先し

て、男女共同参画を実践して、女性の登用の機

会を積極的に提供していくことが重要であると

いうことは、私も認識しております。 

 とりわけ、在職職員の男女比率には大きな差

がない本市におきましては、ただいまは、男性

職員が１７７人、４７．８パーセント、女性が

１９３人の５２．２パーセントでございまして、

現下の厳しい行財政状況を勘案した場合には、

男性とか女性とかということを問わずに、多く

の職員の持っている能力を十分に発揮してもら

わなければならないというふうに感じておりま

す。 

 ただ、この男女比率でございますが、少し申

し上げておきますと、専門職がございます。保

健師さんであるとか、保育士さんというふうな

職務につきましては、職務につく就職の希望者

というものが、圧倒的に女性の方が多いという

ことでございまして、こういった形での女性職

員の５２．２パーセントかなというふうなこと

を思っております。 

 本市は、女性職員の管理職への登用は、現在

ございませんが、課長補佐職として、現在、６

名を登用しております。 

 課長補佐の１６．７パーセントに女性職員が

就任しているところでございまして、女性が持

っている能力というものは、十分に発揮して、

公正、公平な評価を受ける中で、登用されるこ

とによりまして、男女を問わず、仕事に対する

モチベーションが高まっていき、その積み重ね

によりまして、組織、ひいては社会全体を活性

化していくことが大変重要であると、このよう

なことは考えております。 

 そういったことでございますので、今後にお

きましても、意欲のある女性職員の登用はもち

ろんでございます。職員の育成につきましても、

男性、女性の区物なく、積極的に登用を推進し

てまいりたいと、このように考えております 

 ただ、先ほど申しました、私がこの職につき

ましたときに、課長補佐がほとんどいませんで

した。そういった状況でございまして、一応、

この組織の中では、係員、主任さん、そして係

長、課長補佐、課長というふうな、段階的なも

のがございまして、一足飛びに係長から、例え

ば課長への登用は、あるかもしれませんけれど

も、今のところは、段階的な登用を、私は考え

ておりまして、やはり課長補佐で一定年齢いる。

例えば、係長からすぐ管理職というふうな登用

というものが、なかなかできないで、今、よう

やく女性の課長補佐を６名というふうな状況に、

去年、ようやくしたところでございます。 

 そういった中で、ぜひ、この中から次の管理

職への登用ということも、自分の頭の中にはご

ざいます。 
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 ただ、その中で、その人たちがやる気を出し

てくれるということが、非常に私自身は大切と

いうふうに思っております。ぜひ、管理職の女

性登用というものを考えていかなきゃいけない

ということを、自分自身思っております。 

 そしてまた、次の各種審議会とか、協議会で

ございますが、委員が総数で４４９人おりまし

て、女性委員の数が８２名、比率にしますと１

８．３パーセントでございます。 

 年々、女性委員の占める割合を高くしていこ

うというふうなことでございまして、平成１４

年には、１２．８パーセントでございましたが、

現在が１８．３パーセントの女性委員の登用を

しております。 

 国は、せめて３０パーセントは女性を入れな

さいというふうな指導がきております。私も、

女性特有の、やっぱり男にはないものを持って

いるのが女性部分。繊細な感情とか、いろんな

ものがあると思います。そういった感覚という

ものは、市政へ反映していくべきであろうとい

うふうな考えを持っておりますので、ぜひ、こ

の委員であると。審議会委員であると。協議会

の委員さんの中にも、女性委員の登用を、一層

進めてまいりたいというと同時に、お願いがご

ざいまして、ぜひ、こういった女性がいるとい

うふうなことも、情報をいただいて、推薦も、

各議員にもしていただければありがたいなと、

いうふうなことも思っております。 

 そういうことで、管理職の登用であるとか、

女性委員の登用、そして協議会への委員の就任

ということにつきましても、女性の力を十分に

いただきたいというふうなことは、十分、考え

ておるところでございます。 

 次に、職員研修のあり方についてのご質問が

ございました。 

 行革で３年で３５名ということで、先ほど、

松浦議員から、るる退職者の２分の１補充であ

るとか、これからは、政府からは分権移譲がき

て、職員は忙しい思いをする。そしてまた、土

日もほとんど出ずっぱりじゃないかというふう

なご指摘で、まさに残っている職員で、退職さ

れた方々の職務を遂行していかなきゃいけない。

職員には、非常な負担をかけているというふう

に、私自身は思っておりまして、この負担の部

分を、外部発注であるとか、合理的な仕事を進

めていくといったようなことにも、目を向けな

きゃいけないのかなというふうなことも思って

おりますが、研修のあり方ということでござい

ますので、そういったことについて、答弁をさ

せていただきます。 

 本市では、人材戦略のマスタープランでござ

いますが、宿毛市人材育成基本方針を、平成１

８年１１月に策定公表しております。 

 この中で、人材育成を効果的に進めるための

取り組みといたしまして、人が生きる人事管理、

人が育つ職場環境、人が伸びる職員研修の３つ

を、相互に連携させていくことが必要というふ

うに思っております。 

 とりわけ、職員研修につきましては、人材育

成の中心となる手法でございまして、日常業務

を通じまして、礼儀作法等の習得ができる職場

内研修と、専門的知識や技能を得ることができ

る職場外研修と、並列的に実施することによっ

て、この効果が高まっていくのではないかとい

うふうなことを考えております。 

 本市の研修でございますが、１つには、こう

ち人づくり広域連合がございまして、高知県下

の各市町村が、この広域連合をつくっておりま

して、この広域連合の主催ということで、職員

研修を実施しております。 

 これがメーンというふうなことでございまし

て、このほかで、接遇のマナーであるとか、女

性職員に特化した女性リーダー養成研修など、

多種多様な研修も実施しております。 
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 市民の方からの職員の評価も、このような研

修の成果でございましょうか、徐々にではあり

ますが、よくなっているというふうには感じて

おります。 

 また、研修に出しました後には、いろいろ復

命をしていただいております。その復命の中で、

私自身目を通しまして、これは全職員、あるい

は全管理職にぜひ聞いてもらいたいというふう

な復命につきましては、庁議等におきまして、

その出た職員に発表もしていただいておりまし

て、せっかくの研修の知識を、全職員にも分か

ち合いたいというふうなことも、実施をしてお

ります。 

 研修というものは、あくまで手段でございま

して、最終的には、これは市民サービスへの向

上につなげていかなきゃならない、このような

ことを考えておりまして、現状に甘んじること

なく、今後におきましても、人材育成基本方針

に基づきまして、引き続き、人材を磨くための

効果的な研修の実施ということには、努めてま

いります。 

 次に、宿毛市職員提案規程でございます。こ

の提案規程では、提案内容は、業務能率が向上

すること。それから、経費の節減になること。

公益上、有効であることのいずれかに限定をい

たしまして、職員のモチベーションを高めると

いうことと、事務の効率化を図るために制定さ

れたということでございます。 

 一方では、市職員が市民の公僕として、事務

の効率化や経費削減等を念頭において、日常業

務に当たることは、これは至極当然ということ

でございます。 

 特に、昨今の地方財政を取り巻く環境は非常

に厳しく、日々の改善を怠れば、その積み重ね

によって、たちまち財政破綻、小さいことかも

しれませんが、こういうことが大きく積み重ね

ていくということでございます。そういうこと

になりますと、結果的に、市民サービスの低下

を招くということでございます。 

 その中で、例えば、提案をした職員に対して、

報償を行うべきかどうかという点につきまして

は、意見も分かれるところかなというふうに思

っております。 

 これまでは、この制度を活用して、提案はい

ただいておりません。職員からは。 

 また、本制度の周知も、特には行っておりま

せん。私も、実はこういうご質問を聞いて初め

てというふうに、すべての通達を、措置を頭の

中に入れきれないものですから、こういうこと

でございますが。 

 私自身は、自由に、職員から提案できる場を

整備してきたという感じで思っております。こ

れは、具体的に申し上げますと、職員が業務に

関することはもとよりでございますけれども、

人事等でも構いません。 

 例えば、人事担当を通したくなければ、市長

に直接メールでいいですよというふうなことも

申し上げておりますし、積極的な呼びかけも行

っております。 

 なかなか、上司を通して言いづらいという提

案についても、直接、結構ですよということで、

時々、そういうものを受けつけておりますし、

また、庁議を、就任しましてから、週１回とい

うことにしておりまして、この庁議が定着した

中で、今度は月に１回は補佐会議をやろうと。

課長補佐を全員集めております。 

 それから、係長会議も、その次の段階で、係

長さん大勢いますので、２班に分けまして、月

１回は全体の係長さんと、私と直接、話をでき

る場を設けております。 

 それぞれの会で、自由な発想の意見。特に、

このテーマでやらなきゃいけないとかいうふう

じゃなくて、情報交換を含めまして、いろいろ

な、自分の担当のものだけじゃなく、市全体の
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ことでも意見を言っていただきたいというふう

な場を設けております。 

 そういった中で、話し合いをする中で、課題

とか、問題点とかいうものが抽出されてきます

し、解決策について、自分の係じゃなく、違う

ところの係のものまで、話が出てくるというふ

うな状況に、今、なっております。 

 私自身の思いで言うと、もっとたくさん意見

を出してもらいたいなというふうなことを、思

っているわけでございます。 

 それから、役職以外の若年層職員でございま

すが、こういった職員とも、しょっちゅうはち

ょっとできませんが、機会を設けておりまして、

その中で、提案された有益なものについては、

実施をしてきたというふうな経緯もございます。 

 こういったように、規程というものに、余り

こういうものはとらわれないで、多くの機会を

職員に与えることによって、職員から自由な提

案が出るというふうなことが、いいんじゃない

かなというふうなことでの行政運営をやってい

るつもりでございまして、本規程は、先ほど申

しました報償等ございます。 

 そういった規程の見直しがいいのか、廃止が

いいのか、それともほかの形がいいのか、その

分についても、もうちょっと検討もさせていた

だきたいなというふうに思っております。 

 次に、地上デジタル放送でございます。 

 これは、何点かの質問がございましたが、私

自身の思いを、まず先に言わせていただきます

と、すべて、松浦議員もおっしゃっておりまし

た、国策でデジタル化をやっているんではない

かと。２０１１年７月にはというふうなことで

ございますが、私自身は、これは本当に国策で

デジタル化を遂行しているわけですから、これ

は国の責任において、すべてやるべきであると

いうふうな、強い認識を持っております。 

 ただ、国がすべてやってくれない状況である

から、地方公共団体もこういった形でやってい

かなきゃいけない。せざるを得ないというふう

な状況になっております。これ自身は、私は何

回も申し上げたい。これは国の、国策でやって

いるんだから、国の責任で全部、隅から隅まで、

今のアナログ放送が見えるところは、すべてデ

ジタルが通してもらわなきゃいけないというふ

うなことを、基本的な認識としては持っており

ます。 

 その上での答弁とさせていただきます。 

 難視聴地域でございます。現在、宿毛平田中

継局と宿毛中継局がある。これ、これから宿毛

平田と読まないで、平田中継局と呼ばさせてい

ただきますが、地上デジタル放送が、今、開始

されております。これは松浦議員のご指摘のと

おりでございまして、この放送開始に伴いまし

て、総務省の四国総合通信局から、インターネ

ットによりまして、放送区域のエリアが発表さ

れております。 

 これによりますと、平田の中継局からの発信

によりましては、宿毛市、四万十市、三原村の

一部で約２，８００世帯、宿毛中継局からの発

信によりますと、宿毛市、大月町の一部で約６，

３００世帯が、視聴可能というふうに予想され

ております。 

 四国総合通信局のエリア発表にない地域でご

ざいますが、これは、橋上地区、押ノ川、二ノ

宮、山北及び野地から山北へ向かう国道５６号

線沿い、そして小筑紫地区の一部及び沖の島地

区というふうになっております。 

 この地区の世帯は、約１，６００世帯であり

まして、宿毛市の１６パーセント弱が難視聴地

域となる計算になります。 

 しかし、小筑紫につきましては、他の中継局

からの受信状況を判断した上で、中継局を設置

するかどうかというふうな検討をするというこ

とになっております。 
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 これ、中継局が設置されれば、難視聴地域は

少なくなるというふうに、四国総合通信局は予

想してます。これは当然のことでございます。 

 地上デジタル放送開始後に、エリア外とされ

る橋上町日平地区が、共聴施設のアンテナ設置

位置でデジタル電波の受信調査をいたしました。 

 そうしましたところ、視聴可能な受信強度が

得られましたので、他の共聴施設でも受信でき

る可能性があるのではないかと、このように考

えております。 

 続きまして、難視聴地域の解消でございます。

これは、共聴施設で視聴されている皆さんには、

一定の基準がございますが、国や県の補助金を

利用した改修を、またケーブルテレビの整備エ

リアにおきましては、ケーブルによる改修を進

めていくことによりまして、現在、視聴されて

ている皆さんが、これまでと同様に視聴できる

ように、平成２０年度に共聴施設の受信調査実

施について、予算計上させていただいておりま

す。 

 続きまして、地上デジタル放送視聴のための

各家庭における負担額でございますが、テレビ

の台数とか、家の形状等により、改修の度合い

が異なるために、この額ですというふうな提示

は、ちょっと困難でございますが、高知県情報

政策課の説明資料をもとに、お話をさせていた

だきますと、５，０００円から３万５，０００

円程度のアンテナ設置。それから、デジタル対

応テレビ、これは値段にいろいろな差がござい

ますが、十数万程度のテレビの購入、または、

デジタル対応チューナー、これが２万円ぐらい

かかるそうでございまして、これが住民負担と

なる旨の調査結果が示されておる、このようで

ございます。 

 それから、年金生活者だとか、経済的な弱者

への対策でございます。もうこれ、昨年８月の

新聞記事にも掲載されておりますが、総務省に

おいて、地上デジタル放送に円滑に移行できる

よう、経済的弱者への支援も審議されていると

いうことでございますので、国の施策と補償を

あわせた形で対応してまいりたいと、このよう

に考えております。 

 そして、住民への広報活動でございますが、

これまでも、広報への掲載はもとよりでござい

ます。総務省からのパンフレットの配布等を実

施しておりますが、今後は住民の方からの問い

合わせ等にも、詳しく答えられるように、四国

総合通信局はもとよりでございますが、放送事

業者とも情報交換を密にして、周知活動に努め

てまいりたいというふうに思います。 

 また、受信機の交換のお話も出ておりました

が、この辺については、ちょっと電気屋さんと

の話になろうかなという部分もあろうかと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） どうもありがとうござ

いました。 

 それでは、若干、再質問をさせていただきた

いと思います。 

 市長の答弁の中でもありましたように、本市

は昭和４８年１２月２６日に、世界連邦平和都

市宣言を議決をいたしております。 

 そして、今回新たに核廃絶に向けて、世界の

都市と都市とが連帯をして取り組みを推進する

という意味で、平和市長会議に加盟をいたしま

した。 

 市長の説明にもありましたように、いずれも、

市民が安全かつ文化的な生活を営む上において、

世界の平和を追求していくことが重要であると

の認識であろうかと存じます。 

 そこで、提案をさせていただきたいと思いま

すのは、宿毛市として、世界連邦平和都市宣言

と、平和市長会議に加盟したことを受けて、新
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たに、非核平和都市宣言として新たに宣言する

中で、市役所庁舎の前に非核平和都市宣言のよ

うな看板を、新しく設置することによって、宿

毛市の立場を内外に明らかにすることが考えら

れないかなという思いでございますので、答弁

をお願いします。 

 それと、女性職員の登用でありますけれども、

これもまた、市長の方からも答弁ありました、

２００５年１２月に閣議決定をしました。第２

次男女共同参画基本計画において、社会の指導

的地位に占める女性の割合を３０パーセントに

するという目標が立てられましたけれども、今

日、十分、その域に達してないということで、

政府としても、新たにプログラムをつくる計画

のようでございます。 

 ２０年度の人事異動を控えて、市長におかれ

ましては、幹部職員の配置構想については、既

にでき上がっているというふうには思いますけ

れども、こうした政府の動きも勘案して、ぜひ、

よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 次は、市長は、行政運営を行う上で、常々職

員の意識改革が大変重要であるというふうにい

われております。 

 辞書を調べてみますと、改革とは、不都合な

点を改めかえることということでありまして、

市長の考えております職員の意識の不都合な点

とは、一体どのような点であるのか、お示しを

いただきたい。 

 そして、理想的な職員の意識改革といいます

か、住民にサービスを提供する職員として心構

えは、どうあるべきであると考えておるのか。 

 そして、そのために、どのような方法で職員

の意識改革を進めていこうとしているのか、お

示しをいただきたい。 

 職員の意識改革が進んでくれば、命令を受け

たから研修に参加するというのではなく、しっ

かりとした目的意識を持って研修に臨む姿勢が

出てきますし、充実した中身のある研修になっ

てくると思われます。 

 そして、研修を受けた職員だけの知識ではな

く、それぞれの部署において、リーダーとなっ

て、全体のものとしていく取り組みが出てまい

ると思います。 

 いずれにせよ、これからの地方分権が進む中

での地方自治を考えた場合に、研修を通じて、

それに対応する職員の育成が、市長も言われま

したけれども、大切であるというふうに思いま

す。 

 職員の意識改革と研修との関係は、関連性が

あると思いますが、市長の考えをお伺いいたし

ます。 

 次に、地デジの受信に向けての経済的弱者の

問題、そしてまた、難視聴者の問題、難視聴地

域の解消の問題、いずれもまだまだ、国の方も

十分な対応ができてないという部分であります。 

 今の時点で、私の方からああしなさい、こう

しなさいとか言うんじゃなしに、ぜひとも最初

の質問の中で申し上げましたように、情報格差

ができないように、ぜひ、一段の取り組みをし

ていただきたい。 

 本当に、残り３年しかないわけでございます

ので、十分な取り組みが求められておりますの

で、この点については、担当の課を中心にしな

がら、取り組みをしていただきたいというふう

に思います。 

 この地デジの関係については、答弁は求めま

せん。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、松浦議員の再質

問にお答えをいたします。 

 非常に難しい答弁もあろうかと思いますが。 

 まず、非核都市の関係でございます。平和市

長会議に参画したことで、庁舎の前に非核宣言
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都市の看板を立てたらどうかというご提案でご

ざいます。 

 以前から、こういった議会のご承認もいただ

いて、宣言都市になっているわけでございます。

今までができなかったのは何だろうなというふ

うな思いもございますが、これ、皆さんともま

た諮っていきながら、できるものであったら、

していくというふうな。せっかく宣言をしてい

るわけでございますので、前向きに取り組んで

みたいというふうに思います。 

 それから、女性職員の登用でございます。政

府の動きもありますが、ご本人の意識の問題も、

やっぱりあるし、我々が、登用する側もある。

これは、両方がマッチしなきゃいけないという

ふうに思いますし、なかなか、女性は、こうい

うことを申し上げていいのかどうか。女性とし

ては、ハンデと申しますか、結婚されて、子育

てされて、出産という子育て、小さい子を育て

る間に少しブランクがあったりするところがあ

ります。 

 こういったものが、今までの登用の関係でも、

非常に市の職員としても、ネックになってた部

分がございます。 

 これはまた、出産、子育ての部分の休職とい

う制度もありまして、これは十分、休んでいた

だけるわけでございますが。 

 やる気のある女性職員、これは女性職員に限

らないんですけど、男性も女性も、ぜひ積極的

な登用はしてまいりたいというふうに、私自身

は思っております。 

 それから、職員の意識改革で、職員の意識の

不都合とはどういうことかと、その不都合とい

うのは、なかなか。不都合はいいんですが、不

都合というよりも、今ある意識を市民サービス

に向ける。我々は、職員は、公務員は、やはり

市民の皆さんの税金でお金をいただいているん

だと。それで生活もしているんだ。それで仕事

もしているんだということでの、市民サービス

をもっとやろうじゃないかということと、それ

から、先ほど来も申し上げております、非常に

財政状況も厳しい折でございますから、むだな

仕事をしちゃいけない。やはり、そういう感覚

を身につけていただきたい。 

 これ、今までのものを責めるんじゃなくて、

これからはこうしようということを、私は意識

の改革というふうに思っておりまして、ぜひ、

今までやってたものが、通常の仕事ですね。通

常の、例えば仕事をしたものが、もうちょっと、

一工夫すれば、時間もかけないで、合理的に市

民サービスにつながるんじゃないかとか、そう

いうことを常に、目的意識を持って、仕事に当

たっていただきたいというのが、１つの意識改

革でもあるんじゃないかなと、このように思っ

ておりまして、職員の意識の不都合というふう

な形じゃなくて、前向きのものでございます。 

 もっと、よりよくなる。先ほど申し上げまし

た、職員が削減されまして、非常に少なくなっ

て、仕事も大変だ。仕事も大変であれば、どこ

を合理化していくかとか、そして、むだをどう

やったら排除していくかと、そういうことを、

るるやっていく。 

 例えば、庁舎の清掃ひとつにしてもそうなん

ですね。これはみんなでやればいいじゃないで

すか、自分の身の回りのことはと。そうすると、

清掃業務を外に委託しなくても、毎日やってい

ることを、日曜日だけ定期的に外部委託すれば

いいじゃないかと。 

 例えば、そういうふうになりますと、経費も

節減できます。それで、庁舎の身の回りもきれ

いになります。これは自分のところですから、

そういったことは、自分のことは自分でしてい

きましょう。それから、書類がたくさんたまり

ます。非常にたまりますけれども、この書類を

どういうふうなファイルをしていくと、次にフ



 

－ 42 － 

ァイルが出しやすいか。これは、自分の仕事で

すから、自分で少し考えましょうと。そしてま

た、こういったファイルの仕方を研修を受けて、

どういうふうにきれいにやるか。これは人の知

恵も借りましょう。 

 そういうものが住民サービスには、結局つな

がっていくんじゃないかな、こんなことを自分

は思っております。 

 それから、研修の必要性というものを感じて

おりますが、研修がすべてではなくて、私は、

先ほど申し上げました補佐会であるとか、係長

さんとの会議であるとか、これは１時間の、私

にとってはお互いの研修の場というふうに思っ

ております。これは職員の声を聞くこと、職員

も、みんなも市民なんだよということも、常々

言っております。 

 そういった形での話し合いもしております。 

 だから、決められた研修も必要です、専門的

な研修も必要です。人格形成も必要です。それ

から、私どもと一緒に、こうやって話し合いす

ることも必要でございます。 

 そういったことで、こういった学習の場と申

しますか、研修、学習の場と。そういうことを、

職員と一緒に共有していくことが大切かなと、

こんなことを思っております。 

 地上デジタルの関係は、答弁要らないという

ことでございましたが、これはもう、松浦議員

も我々も、本当に一緒の思いだというふうに思

っておりますから、これ、今テレビが見えなく

なるところが３年後に現出すると、大変なこと

でございますから、私は、とにかくこれはすべ

ての皆様のご家庭に、デジタル電波が発信され

るというふうな努力は、人一倍やっていきたい

と、このように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） ご説明いただきまして

ありがとうございます。 

 私の質問はこれで終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） ６番、一般質問をいた

します。 

 市長におかれましては、２期目のスタートを

切られるにあたり、１期目でまいた種に花を咲

かせる努力を、しっかりとしていくと、みずか

らその決意を述べられておられます。 

 そして、その思いは平成２０年度当初予算の

随所に盛り込まれていることだと思っておりま

す。 

 以前、私の行った一般質問の中で、前向きに

検討していただけると答弁をいただいた、そう

いったものについて、要するに、私自身は、市

長が既に種をまいていると思っているものを含

めまして、何点かにわたって、現在の状況につ

いてお聞きをいたします。 

 まず、初めに漁港整備についてお聞きいたし

ます。 

 平成１９年３月の一般質問で、宿毛湾におけ

る養殖魚の年間水揚げ額は１５０億円以上とい

われており、まき網や一本釣りなど、すくも湾

漁協の水揚げ額１７億円合わせて、水揚げ高２

００億円の宿毛市も夢ではない。これから中国

経済の伸びにより、水産物が不足すると予想さ

れている今こそ、頑張るときであるが、４０年

以上使ってきた各漁港の護岸は崩れかけ、堆積

した土砂により、干潮時には船が岸壁に着けな

い。または、入港できない状況の港が何カ所も

ある。 

 漁港を管理する宿毛市として、しゅんせつ及

び護岸整備をすべきではないかと質問をいたし

ました。 

 そして、市長から、湊浦、大浦、宇須々木の

しゅんせつ、そして藻津のしゅんせつと、護岸
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整備が必要と認識している。優先度を考慮して、

どのくらいお金がかかるのか、きちんとした数

字を出していくと、答弁をいただいております。 

 そんな中、しゅんせつが必要といわれている

宇須々木の港において、出荷中に酸素不足によ

ってタイが大量に死んでしまう事態が起きてお

ります。 

 タイは活魚、すなわち生かした状態での出荷

であり、死んでしまえば商品価値はありません。

業者の方は、２年かけて育ててきた、あと数時

間でお金になったのに、残念でたまらんと落胆

しておられました。 

 宇須々木の港には、新港が隣接しており、ご

存じのように、入り口をふさぐように防波堤の

整備が進んでおります。その上、しゅんせつも

せず、浅くなったせいで溶存酸素が減少してい

るのではと、漁民たちは不安に陥っております。 

 昨年、溶存酸素量の調査を行ったと聞いてお

りますが、市は把握しておられますか。その結

果と、今後の対策、そしてしゅんせつと護岸整

備の優先度及び金額について、お聞きをいたし

ます。 

 続いて、バイオマスタウン構想について、お

聞きいたします。 

 平成１８年９月の定例会において、バイオマ

スタウンになれば、地球温暖化対策資源の循環

利用に貢献ができ、さらに産業の形成、地域社

会の活性化につながる、全国に向けて自然の豊

かさを発信している宿毛市こそ、国の募集して

いるバイオマスタウン構想に名乗りをあげ、循

環型社会構築を図るべきではないかと、質問を

させていただきました。 

 市長より、構想としてどうするか、今議会が

終わったら手をつけていきたいといった答弁を

聞いて、はや１年半が経過いたしております。 

 当時、公表を済ませた５６市町村の件数が、

現在、１０５市町村とほぼ倍になっております。

当時、私は食品廃棄物の有機肥料化を推奨いた

しましたが、その後、どう取り組んでこられた

のか、市長にその状況についてお伺いをいたし

ておきたいと思います。 

 続いて、地球温暖化防止地域推進計画及び３

Ｒのリデュース、リユース、リサイクルについ

てお聞きいたします。 

 市長は、平成２０年度行政方針の表明におい

て、地球温暖化防止地域推進計画の策定を行い、

温暖化防止に努める。このため、３Ｒを基本と

した循環社会の構築に努めると述べられており

ます。 

 私は、２年前に、宿毛市は庁舎内のごみ減量

化作戦に取り組んでいるが、庁舎から出るごみ

の量を把握しておらず、数値目標もない。数値

目標を掲げるべきであるといった指摘をさせて

いただきました。 

 その後も庁舎内のごみ減量化作戦は続いてい

るとお聞きしておりますが、現在の状況をお聞

きいたします。 

 また、地球温暖化防止地域推進計画の内容に

ついても、あわせてお聞きをいたします。 

 最後に、防災対策についてお聞きをいたしま

す。 

 私たち青雲会は、昨年９月２５・２６日と柏

崎市へ政務調査に行ってまいりました。 

 柏崎市は、昨年７月１６日午前１０時１３分

に発生したマグニチュード６．８の新潟中越沖

地震によって、壊滅的な被害を受けた町であり

ます。 

 行政方針の表明にもありましたが、宿毛市の

職員２名が、被災直後の柏崎市に入っておりま

す。私たち青雲会は、あえて２カ月後に、その

柏崎市に行ってまいりました。そして、私の知

人の柏崎市議会議員のお世話によって、多くの

地元の方の生の声を聞くことができました。 

 被災してから２カ月以上たっているというこ
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とで、少しは落ち着いていると思って訪れたわ

けですが、市役所の待合室は被災宅地相談に来

られた人であふれていました。 

 柏崎市議の話によると、市役所職員の手が全

然足りていないそうです。また、市職員の時間

外給与のためなどに補正予算を組まないといけ

ないが、お金がないとも言っておられました。 

 ちなみに、柏崎市は、今年度当初予算４６６

億円に対して、地震の発生による補正予算など

で８２４億円に達したそうです。被災関連事業

費だけで３９４億円かかっております。 

 また、柏崎は、公営で都市ガスを引いており、

ガスの復旧にかかったお金を起債として借りた

ために、国から半分の特別交付税をいただけた

としても、１０年間にわたって毎年８億円以上

の一般財源からの繰り入れが必要になっており

ます。 

 それに加えて、原発停止で歳入の激減が予想

されており、財政状況が警戒水準を超えた非常

事態となっております。 

 地元住民の方に、当時の状況を聞く中で、地

元の方が言われた言葉ですが、自衛隊の方には

お世話になった。仮設のおふろもつくっていた

だいた。それに対して、マスコミは、本当に迷

惑した。朝早くからうるさいし、ヘリコプター

の風で、仮設テントなどを飛ばされた。何より

も、プライバシーの侵害だといった話をよく聞

きました。 

 また、ボランティアの受け入れに対して、被

災者の家の中に入るなど、荷物の整理もお願い

します。身元のしっかりした以外の人は断るぐ

らいにしないと、いろいろとトラブルも発生し

たよ、と言っておられました。 

 そこで、宿毛市として、災害が発生したとき、

どう対応するのか、数点にわたってお聞きをい

たします。 

 １つ目として、マスコミに対して規制をかけ

ることができるのか。２つ目として、ボランテ

ィアの受け入れに対して、ガイドラインを設け

ているか。３つ目として、ボランティアや臨時、

そして市の職員が担当する仕事の色分けが明確

にできているか。４つ目として、災害直後の財

源として、宿毛市は幾らまで用意できるのか。

５つ目として、被災直後２名の職員が柏崎市に

行きましたが、その後、柏崎市と連携を取り合

って、被災後の課題について、情報を共有でき

ているか。 

 最後に、自衛隊は、宿毛市で災害訓練をする

なと。そんな必要はないといった方もおられま

したが、柏崎市の市民は、自衛隊の皆さんに本

当に感謝をしておりました。 

 南海地震が発生した際の宿毛市における自衛

隊の活動内容は、どのようになっているのか。

この６点についてお聞きをいたしまして、私の

１回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、中平議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、漁港の整備関係でございまして、昨年

の一般質問でございましたことは、十分承知を

申し上げておりまして、施設のこれから古くな

っているもの、非常にたくさんございます。そ

ういうものについては、順次、整備をして、安

心して、安全に使える港にしていかなきゃいけ

ないということは、私、十分に承知はしており

ますが、なかなか予算に、随所に、すぐにまだ

反映できてないところがございます。 

 まず、具体的な質問の内容でございます。宇

須々木漁港の溶存酸素の漁場調査でございます

が、これ、すくも湾漁協が、昨年の２月に行い

まして、酸素量が５．０㎎／ℓ を下回った場合

は、注意が必要なんていう状況でございまして、

調査期間中の最低数値として、養殖業者さんの

出荷場前で２．５４㎎／ℓ ということが示され
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ております。 

 調査結果及び内容につきましては、すくも湾

漁協から該当養殖業者さんに報告しているとい

うことでございました。 

 すくも湾漁協としても、以前の濃度も把握し

ていないので、溶存酸素量の低い原因について

は、限定できないというふうなことでございま

す。 

 それから、しゅんせつと護岸整備の優先度及

び金額でございますが、優先度は困窮度である

と。困った度合いですね。水揚げ高、費用対効

果等を考慮しまして、宇須々木、藻津、湊浦、

大浦というふうに考えております。 

 また、整備資金、金額でございますが、宇

須々木のしゅんせつに２，０００万円、藻津の

貝ヶ﨑地区のしゅんせつ及び護岸の整備が１億

５，０００万円、藻津の松本海産前のしゅんせ

つが２，６００万円、湊浦のしゅんせつが２，

０００万円、大浦のしゅんせつが３，７００万

円かかるというふうに計算をしております。 

 財政状況が厳しい中で、また分担金の伴う事

業でございますので、すくも湾漁協及び藻津漁

協と協議しまして、財政との状況を見ながら、

取り組んでまいりたいと、このように考えてい

るわけでございます。 

 次に、バイオマスタウン構想でございます。 

 これ、バイオマスタウン構想、中平議員から

もこの提案も受けて、これは取り組まねばなら

ないというふうな認識を、私自身持っておりま

して、このことについて、今、産業振興課で取

り組み、勉強もしておるというところでござい

まして、私自身も、先だって、工科大の先生に

もお会いしまして、バイオマスの関係のことに

ついて、いろんなお話を聞いてまいったところ

でございます。 

 国がやっておりますバイオマス日本総合戦略

におきましては、平成２２年度までに３００市

町村程度のバイオマスタウン構想の構築を目指

しております。 

 現在、１０５市町村、１０７件が公表されて

いる状況でございます。 

 公表の基準としましては、廃棄物系バイオマ

スの９０パーセント以上、または未利用系バイ

オマスの４０パーセント以上の利用に向けた総

合的な利活用。関係者が協力して、安定的で適

正な利用、関係法令の遵守、安全の確保の４点

となっておりまして、多くが、比較的人口の少

ない市町村の公表となっておりまして、ほとん

どが企業と行政の連携をもとにした取り組みに

なっております。 

 本市におきましても、豊富な林産資源である

とか、家畜排泄物、食品の残渣、下水汚泥等の

多くが、費用をかけて処分されている状況は、

私自身も非常にもったいないというふうに感じ

ております。 

 早急に循環型社会の構築に向けた取り組みと

して、バイオマスを利活用していくのは、非常

に重要なことだと、先ほども申し上げたとおり

考えております。 

 最近では、お話を聞きましたら、養殖の死魚

を処分するために、市外へ搬出します。この搬

出費用に多大な費用を要しているというふうな

声も聞いておりまして、本市にある資源を、堆

肥だとか、電気、燃料、その他いろんな形で有

効活用をしていく必要があるというふうに思っ

ております。 

 その実現のためには、先ほども申しました工

科大の先生方も、これからどんどん協力はして

いくというふうなことをおっしゃっていただい

ております。 

 また、企業の力も借りなきゃいけないという

ふうなことを考えております。 

 バイオマス関連の情報収集プラス、今、産業

振興課の方で、勉強として取り組ませておりま
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す。 

 そういった形での進展を図りたいというふう

に思っております。 

 次に、地球温暖化防止の推進計画でございま

す。 

 庁内のごみ減量化作戦でございますが、これ、

地球温暖化対策推進法第２１条によりまして、

市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、

当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、

温室効果ガスの排出の量の削減、並びに吸収作

用の保全及び強化のための措置に関する計画を

策定するものとすると定めておりまして、宿毛

市においては、環境保全率先行動計画を定め、

実施しているものが、ごみの減量化作戦、簡単

に言いますとそういうことでございますが。 

 １８年１月から環境保全活動追跡チェックリ

ストというものをつくりまして、各職員に周知

を徹底しまして、毎月、結果報告を事務局で取

りまとめております。 

 中平議員から、あの時、たしか数値も把握を

してないんではないかというふうなこともござ

さいましたので、どういった、どれくらいのも

のが出ているかというふうなことは、チェック

リストとしてまとめておるということでござい

ます。 

 それで、効果でございますが、職員に地球温

暖化とか、循環型社会の推進の大切さの認識を

高めてもらう。それから、紙類の分別というの

は、いわゆる資源ごみですね、そういったもの。

また、リサイクル業者には、推定で４，６４０

キロの紙類の引き渡しがありまして、その結果、

庁舎内の大部分を占める紙ごみが激減しており

まして、平成１９年度は、公共用のごみ袋の購

入をしないで済んでおります。 

 また、電気の節減には、窓口の市民サービス

へ、昼休み等はこれが低下してはいけませんの

で、これはできませんが、昼休みの消灯である

とか、仕事開始前は１０分前ぐらいしか、もう

電気をつけないよとか、そういった努力もして

おりまして、１年間で５５２キロワット削減し

ております。 

 ＣＯ２の換算で、２１１．９６８キログラム

を１年間で削減したというふうな推定をしてお

りまして、現在でも、これは実行中でございま

す。 

 次に、地球温暖化防止地域推進計画の内容で

ございますが、これは、地球温暖化対策推進法

第２０条におきまして、京都議定書目標達成計

画を勘案しまして、自然的、社会的条件に応じ

て、行政区域内におけるすべての人的な活動に

伴う温室効果ガスの排出を抑制するなどの目標

のため、すべての自治体に総合的かつ計画的な

政策としての地域推進計画を策定するように求

められているものでございます。 

 対象は、すべての地方公共団体でございます

が、全国では、地方公共団体もそれぞれさまざ

まなでございまして、そのため、策定にあたり

まして、地球温暖化対策地域推進計画策定ガイ

ドラインが策定されております。 

 地方自治体の自然的、社会的条件に応じまし

て、身の丈に合った計画とすることができると

いうふうになっております。 

 その区域の自然的、社会的条件に応じまして、

温室効果ガスの排出削減のための総合的かつ計

画的な政策を実施するということでございます。 

 今後は、バイオマス熱利用とか、ナオシチや

焼酎のかすなどの資源化を初めといたしまして、

産物の地産地消等、現在の課題を総合的に整理

して、地域から発想しまして、地域の実情に合

った、最も合った取り組みを進める中で、宿毛

市では、宿毛市に合った計画にしたいと、この

ように思っております。 

 次に、防災対策でございますが、数点、中平

議員からも柏崎市に行った、経験をしてきた中
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でのお話をお伺いをいたしました。 

 まず、第１点目でございますが、災害が起き

た後でのマスコミに対して、規制をかけること

ができるかどうかということでございます。 

 災害時の取材につきましては、まだ私ども、

余りこれ経験がございませんが、やはり立入禁

止区域での撮影の禁止とか、避難所での取材活

動は、やはりある程度、自粛していただきたい。

それから、こういったことについての一定の規

制はかけられるとは思いますが、取材活動全般

への規制は、なかなか困難ではないだろうかと

いうふうなことを思っております。 

 私どもも、テレビ等で見ております、新潟県

中越沖地震におきましては、マスコミの取材方

法が問題になったというふうなこともございま

した。この問題につきましては、やはりマスコ

ミみずからが、取材のあり方等について、真剣

に、真摯に考えていただくことが重要ではない

だろうかというふうなことを思っております。 

 同時にまた、マスコミは被災状況というもの

を、広く国民に知らせる責務というものも担っ

ているんじゃないか。取材活動の必要性という

ことも、私自身も認識しております。 

 我々といたしましては、被災者の立場を第一

義的に考えることが必要でありまして、取材活

動との調整を図りながら、お互いが取り組んで

いく必要があるんじゃないかと、このように考

えております。 

 次に、ボランティア受け入れに対してのガイ

ドラインでございますが、受け入れにつきまし

ては、市社会福祉協議会が、県の社会福祉協議

会の支援をいただき、ボランティアセンターを

設置し、受け入れることとしておるところでご

ざいます。 

 また、ボランティアセンターの運営につきま

しては、高知県の社会福祉協議会でございます

が、平成９年３月に、災害救援福祉ボランティ

ア活動マニュアルというものをつくっておりま

す。これに基づき、運営することになっており

まして、ボランティア活動の多くは、被災者の

ニーズにより、行うこととなりますが、復旧作

業等におけるボランティアの方々の力が、被災

者にとっても心身両面で大きな支えになってい

るということでございます。 

 その一方で、これまでも被災地での一部のボ

ランティアの方々と、被災地の方々とのトラブ

ルというものが、マスコミで取り上げられたこ

ともございます。自発的に来ていただいている

多数のボランティアの方々を、受け入れの段階

で、いろんな判断をすることは大変難しい問題

であろうかというふうに思っております。 

 ボランティアが、臨時や市の職員が担当する

仕事との色分けというふうなものを明確にでき

るかということでございます。なかなか、難し

い質問じゃないかなと思います。 

 先ほどのマニュアルを基本に、住民ニーズに

対応する活動などを行っていただきたい。 

 行政につきましては、被害状況に応じて、的

確な対応、いろんなことを、ボランティアの方

に指示するような必要もあるんじゃないかなと

いうこともございます。 

 特に、せんだっての大規模災害等におきまし

ては、災害時の初期対応も重要でございます。

一日でも早く、復興に向けた施策を、地域の

方々と展開していくことが、大変重要なことだ

ろうというふうには考えております。 

 そのためには、行政とボランティアの役割に

一定のラインを引くことも、引けるものについ

ては、これは大切なことで、引いてまいりたい

というふうには思っておりますが、予想もしな

いものが来たときとか、想定していない事態と

いうものが起こり得るのが災害ですので、果た

してマニュアルどおりいくのかどうか、その辺

の心配事というものはあります。 
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 行政とボランティアの方々とが、話し合い、

連絡を、連携を密にしまして、お互いの特性を

生かした、適時適切な活動を展開するというこ

とが、被災者の支援、また一日も早い復興につ

ながるのではないかなと、このように考えてお

ります。 

 次に、お金の問題でございますが、災害直後

の財源として、市は幾らまで用意できるのかと

いうふうなお話は、非常に難しい問題でござい

ます。 

 多くの、さきほどの柏崎の例でございますが、

ガス管とか水道管とか、橋も落ちるかもしれま

せん。それから、道路がガタガタになったりす

る、そういった、非常に多くの公共施設が、被

害を受けるということが想定されます。 

 その改修については、これはもう、莫大なお

金が、多分、要るということになります。 

 これは、市民生活の一日も早い復旧のために

は、これは、必要な事業はすぐに実施していか

なきゃいけないというふうな考えを持っており

ますが、非常に、すぐ幾らまで用意できるかと

いうのは、非常に難しい問題でございまして、

幾らいただきますということは、なかなか言え

ませんが、災害復旧でありますので、公共施設

関係とかは、いろいろ、国庫負担金とか、地方

債を活用することができます。そういったもの

も、すぐ災害が起こった場合には、被害状況を

確認した上で、どういった形の、どういったお

金を使えるというふうなことの算定に入らなき

ゃいけないかなというふうに思っておりまして、

まず、第一に、お金は借金しても何でもいいか

ら、市民生活の回復というのが第一番かなとい

うふうなことを考えた事業を行っていかなきゃ

いけない、こんなふうに考えております。 

 それから、２名職員を派遣をいたしました。

柏崎とその後の連絡を取り合っているかという

ふうなことでございますが、本市の職員でござ

いますが、昨年７月２５日から２７日まで、地

震発生後１０日目から派遣を行いました。これ

は、当時の現地においては、他市町村からの調

査員等の受け入れは、私は到底、連絡したりす

ると、当地の職員は非常に災害復旧に存分にあ

たっていると思いまして、困難ではないかなと

いうふうな予測を、私はしまして、現地と連絡

を取り合って職員を派遣したということではな

くて、我々に起こるかもしれないものが、今、

あそこで起きている。そこのところを復旧の、

復旧のと言いますか、被災後の状況を自分の目

で見てきてほしいというふうなことで、派遣を

したものでございまして、柏崎市と連絡を取り

合って、派遣しますということで行かしており

ませんので、その後、情報の共有ということは

行っておりません。 

 が、当時の被害の状況とか、避難所の状況は

つぶさに見てきておいてもらっております。こ

れに、この状況から、２０年度の予算におきま

しては、災害時の初期対応を充実させるために、

生活必需品等を中心とした公的備蓄に関する予

算を計上させていただいておるところでござい

ます。 

 続きまして、南海地震が発生した際の宿毛市

における自衛隊の活動内容はどうなっているか

という趣旨のご質問でございます。 

 中央防災会議が策定しました東南海・南海地

震応急対策活動要綱に基づく具体的な活動内容

にかかる計画により、自衛隊の派遣規模でござ

いますが、高知県全体の数値ではございますが、

地震発生後１２時間以内に７００人、２４時間

以内に２，１００人、４８時間以内に５，２０

０人、最大時で８，１００人の派遣計画という

ふうになっております。 

 また、この同計画におきまして、本市の総合

運動公園が、広域医療搬送拠点として位置づけ

られておりまして、昨年の５月と９月に、自衛
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隊による訓練が行われたところでございます。 

 新潟県中越地震の支援の中で、自衛隊が大き

な役割を果たされたように、大規模災害発生時

には、自衛隊の協力は必要不可欠なものである

というふうに考えております。 

 本市としましても、南海地震発生に備えまし

て、自衛隊と連携を密にして、災害時には的確

な対応ができるよう、取り組んでまいりたいと

考えておりますので、どうか市民の皆様方にも

ご理解をいただきますよう、お願いを申し上げ

ます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） ６番、再質問をいたし

ます。 

 まず、１つお願いをしておきたいんですが、

漁港整備については、少し長くなりそうなので、

後から再質問をしたいと思います。 

 まず、バイオマスタウン構想について、再質

問をいたします。 

 るる、市長の方からご説明をいただきました。

全体の流れとしては、産業振興課の方で勉強、

そして前向きに取り組みをしている最中である

と、そういったふうな答弁だったと受けとめて

おります。 

 その中でひとつ気になると言いますか、そう

だなというところがありまして。 

 市長のお言葉の中で、お金をかけて処分して

いるので、もったいないというお話がございま

した。そして、すくも湾漁協の死魚、これ養殖

魚の死んだ魚がメーンになってくると思います

が、こちらの方のお話も、少し出ていたように

思います。 

 私も、養殖業の方に携わっておりますので、

少しこちらの方は詳しくわかりますので、この

場を借りて、こういう方法もあるんじゃないか

なということで、１つ提案をさせていただきた

いと思います。 

 すくも湾漁協の養殖魚、先ほど言った養殖魚

が死んだ魚などがメーンとなります死魚なんで

すが、それの処分として、現在、すくも湾漁協

で、組合長もおられるわけですから、一番詳し

い方もおられますが。 

 聞くところによると、年間７００万円ぐらい

かかっているんじゃないかと。トン当たり１万

１，０００円とか、１万２，０００円かかりま

して、７００トン以上のものが、年間出ている

のではないかというお話を聞いております。 

 また、詳しくは、この場で申しませんが、い

ろいろな諸事情がございまして、この死魚がも

う少しすくも湾漁協として扱わないといけない

ような、量的にふえる要素が、現在、生まれて

きているのが現状であります。 

 また、宿毛湾の中には、漁協、合併しており

ません藻津の方の漁協もございます。こちらの

方の死魚、今どういった状況で処理しているか

は、詳しくは把握してませんが、こちらの方に

も、かなり多くの死魚があがっているのを目に

しております。 

 そういったことを考慮いたしまして、水産関

係の廃棄物、こちらの方が年間で１，０００万

円以上、皆さん、漁協であるとか、各業者さん

が負担をする、そういった経費を使って処分し

ているのが、今の宿毛市の現状ではないかとい

うふうに考えております。 

 こちらの方が利用することができれば、大変

話も早いわけですし、また、宿毛市にとって、

経済効果も生まれてくるのではないかと、私は

考えております。 

 それで、こちらの方に若干これ、インターネ

ットの方から仕入れた資料でありまして、内容

は詳しくは載ってませんが、機会があれば、一

度視察にも行きたい、そういうふうに考えてお

ります。 
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 宮崎漁業協同組合の、これはバイオマスタウ

ン構想ということではなくて、バイオマスの活

用事業ということでの報告があがってきており

ます。 

 こちらの内容を見ると、事業系のごみとして、

１日当たり１５０キロのごみを処理していると

いうことで、そのごみの内容としましては、水

産廃棄物いうことで、俗にいう商品とならなか

った水産物に対しての処理を行っているという

ことです。 

 それで、大変興味深いところは、そちらの施

設建設費が、こちらが２，８００万円、これ実

施設計費を含むとなっております。２，８００

万円で、国の補助を５０パーセントいただいて

の建設となっております。 

 そしてその後に、こちらの年間の維持管理費

ですね、こちらが何と２００万円というふうな

形で出てきております。こういったのを考慮し

てみると、どれだけ稼働しているのかはともか

くとして、１日当たり１５０キロということで、

逆算すると、これ宿毛湾の魚、処理できるんじ

ゃないかな、そういうふうに考えるわけでござ

います。 

 こういうことも、１，０００万かけてやって

いるわけですので、そこら辺をこと細かく計算

をしていただいて、また漁協とか、各業者さん

と相談をしていただいて、ぜひ前向きに、話が

もっていけるのではないかと思いますし、また、

ほかの部分に関しても、そういった処理費がか

かっているものがたくさんあるのではないかと、

そういうふうに感じているところでございます。 

 そして、またもう１つの資料を見ますと、バ

イオマス関連予算は、総務省、文部科学省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、

そのすべてをあわせて、年間、その内数とはな

っているんですが、８，５００億円だそうです。 

 どのぐらいかと、僕らの感覚じゃちょっとわ

からないんですが、８，５００億円、そういう

ことになってます。 

 それで、今のバイオマスタウン構想にのっか

ると、市長、ご存じだと思います。市がやれば

２分の１、そして企業がやれば３分の１が、補

助金として受け取れる形になっております。 

 先ほど、市長の答弁にもありました。国は平

成２２年度で３００市町村を目標に動いており

ます。宿毛市もするなら、平成２２年までにこ

のタウン構想にのるべきだと考えておりますが、

再度、市長のお考えをお聞きいたします。 

 続きまして、ちょっと長いですが、地球温暖

化防止地域推進計画、そして、及び３Ｒという

ことで、質問をさせていただきました。 

 こちらの再質問ですが、以前、私も一般質問

をさせていただきまして、その後つくったのか、

それまでに用意していたのかは別にして、チェ

ックリストというものを使って、現在、紙のご

みがリサイクルにまわったいうことで、激減を

しているという、大変うれしい、そういった答

弁をいただきました。 

 そして、そういった形の中で、改めて思うの

は、必ず計画というものには数値目標というも

のが必要ではないかというふうに、私、思って

おります。そういった数値がわかれば、結果と

して、努力しているみんなが、自分がどれだけ

それに貢献をしたかという結果が見えて、さら

にそういったリサイクル活動と言いますか、３

Ｒ活動にやる気も出てくるんではないか、そう

いうふうに考えているところであります。 

 そういった意味も込めまして、市長に再度、

質問をするわけですが。地球温暖化防止地域推

進計画を策定するにあたって、これまあ、先ほ

ど、バイオマスは小さな自治体が多いっていっ

たんですが、これはかなり、横浜であるとか、

神戸とか、そういった大きいところでしか、ま

だ計画はされておりませんが、そういったのを
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見たときに、必ず、市民１人当たりの温室効果

ガス排出量の把握というものが必要になってく

ると思うんですよ。その中で、京都議定書でマ

イナス６パーセントというものも、今、排出し

ているもの、逆に言えば、平成何年とか、過去

にさかのぼって排出していたものに対して、こ

れから何年以内に、幾ら減らすかという話です

ので、それを達成する、しないという上には、

今の宿毛市民１人当たりの温室ガスの排出量と

いうことの把握が必要になってくると考えてい

ます。 

 そういったことを考えたときに、専門的な知

識の方が、当然必要になってくると考えており

ます。そして、そういったことを外部に外注す

るのか、それとも今の職員の中でやるのは別に

して、どういうふうに、市長としては考えてい

るのか。その数値に対して、どういうふうに考

えているのか。 

 また、今年度の当初予算の中で、これに使え

るお金というのは、あるのかなという思いで、

当初予算も見させていただきましたが、その予

算はどのようになっているのか、質問をしたい

と思います。 

 そして、防災対策についてです。私たちも、

遠くまで政務調査費を使わせていただきまして、

そちらの方に調査に行ってまいりました。そう

いった思いも込めまして、るる６点にわたって、

課題と言いますか、こういったことに対して、

宿毛市も気をつけないといけないんじゃないか

なと、そういう思いを込めまして、一般質問も

させていただいたところでございますが。 

 その中で、何点か、再度、質問をしたいんで

すが。 

 まず、ボランティアの受け入れに対して、社

会福祉協議会の方ですか、そちらの方でという

お話がありました。ただ、社会福祉協議会の中

で、どういった形でボランティアの受け入れが

なっているのかというのは、市としても、当然、

把握しておかなければいけませんし、丸投げと

いう話にはならないと思います。 

 そこのあたりを、市長はどのようにお考えに

なっているのか、お聞かせを願いたいと思いま

す。 

 そして、ボランティアや、そして臨時という

か、アルバイトというか、そのときに雇用した

方、そして従来、市の職員として働いている

方々の仕事の色分けが難しいというお話があり

ました。 

 確かに、災害は起こってみないとどうなるか

わからないというのは、いうことはあるのです

が、この部分は、市の職員がしなければいけな

い、そういうものは、きちんと最初から明記し

ておくべきだと考えております。 

 その点について、再度、市長のお考えをお聞

きしたいと思います。 

 そして、宿毛市が災害の直後、どのぐらいお

金が用意できるのかなといった質問に対しまし

て、市長の方から、災害の直後というよりは、

災害の復旧に対して、このぐらいかかるかな、

このぐらいかなというようなお話が、わからな

いといったようなお話がありました。それは当

然、災害が起こってみないとわからないと思う

わけですが、そういった質問ではなくて、とり

あえず、災害が起きて１カ月以内とか、２カ月

以内とか、復旧するまでに、いろいろな面でお

金がかかったよというお話を、なかなか言葉で、

ここで一つひとつ説明はしない方がいいのかな

という部分も含めまして、かかったそうであり

ます。 

 そういったのを含めて、財政的には、目的基

金というわけじゃないんですが、そういった災

害時には、このぐらいだったら、とりあえず市

として用意できるんだよというものがあれば、

教えてほしいなという思いで質問をさせていた
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だいたと思います。 

 そして、最後に、市の職員、向こうに迷惑を

かけたらいけないからということで、気を使っ

て、特に向こうの対応を求めずに、そのままに

なっているのではないかと、そういうふうに感

じ取ったわけでございます。 

 言われるように、地震の発生時は、柏崎市も

大変混乱した状況だったと思います。しかし、

友人の議員に聞くと、もうそういったことはな

いよというお話も聞いております。ぜひ、せっ

かく災害直後のそのすさまじい現状を見てきた、

それをさらに生かしてもらうためにも、当時行

った職員２人を、今から向こうと連絡を取り合

って、向こうの構わない、柏崎市の方の対応が

できるという時期に、もう一度行かせてあげて

いただきたいと思います。 

 そして、その行く時期によりますが、１年間

の間に、どういった課題があって、自分たちは

どういった、市民に対して活動、そういったこ

とをしてきたのか、市の職員に、生の声を聞い

てきていただきたいなと。そうすることによっ

て、なかなか交通機関も整備されてない、その

災害直後に行った２人の努力が、さらに実を結

ぶのではないかと。ひいては、宿毛市の市民の

ためにはなるのではないかというふうに考えて

おりますが、この点についても、市長のお考え

を求めたいと思います。 

 再質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、中平議員の再質

問にお答えします。 

 バイオマスタウン構想の関係でございますが、

２２年度までにのるかどうかについて、答えよ

ということでございます。 

 これは私自身、本当に早くやりたいという気

持ちでいっぱいでございまして、２２年度まで

待ってられないんじゃないかなというふうなこ

とで、産業振興課に対して、指示をしていると

ころでございまして。 

 ただ、今、魚の死魚の話も出ました。それか

ら、例えば、焼酎をつくれば芋のかすも出ます。

それから、養豚の皆様方からの、排出物もあり

ます。そしてまた、し尿処理場がございますか

ら、そこの最終的な処分のものも、これもやっ

ぱり、お金をかけて処分をしているということ

でございます。 

 また、市内の事業系のごみにつきましても、

これはもう、私はもったいないというふうな感

覚を持ってまして、これらがもう、ほとんど一

緒になって、このバイオマスタウンという、そ

れがエネルギーにかわるとか、肥料にかわると

か、そういうものをぜひ、進めていきたいとい

うことは、十分思っておりまして、ぜひ、２２

年にのるかというよりも、早く、今年度中に策

定をした形で、何とか２１年度の予算ぐらい、

国からいただきたいなという思いを持っており

ますということを伝えておきます。 

 それから、地球温暖化防止推進計画でござい

ます。数値目標ということを、よく言われます。 

 私、中平議員とは違う考えを持っておりまし

て、数値でなきゃいけないということもないと

いうふうに思ってます。数値がなきゃ、これが

できないのかじゃなくて、数値は１つの目安で

あって、いろいろ数値目標を立てることによっ

て、今までの社会、数値をそれに近づかなきゃ、

何ともならないというふうな、手段を選ばない

いうようなことが、今まで世の中にありました。 

 そういう面で、非常にその数値ばっかりに縛

られるということには、それほど賛意は示さな

いんですが、１つの判断指標としては、この数

値というものは、ある程度、把握すべきである

というふうなことを思っております。 

 そういうことで、どういうふうな把握の仕方

をするかというと、今、急に聞かれたわけでご



 

－ 53 － 

すので、排出量の把握を専門家に任せるのか、

こちらの方で何かするのか。当初予算について

いるのかということでございますが、当初予算

の方には、まだ入ってない状況だというふうに、

私は認識しておりまして、今後、この把握、市

民１人当たりの温室効果ガスの排出量の把握と

いうものについては、事務の方とちょっと詰め

てまいりたいと、このように思います。 

 それから、防災対策でございます。これ、社

協の話がございました。ボランティアの受け入

れは全部そこに任せるという話を、受け入れを

任せるんじゃなくて、やはりこれは、社協でも

やっぱり、行政と一緒になってやらないと、こ

ういうものは、社協さん任せますよということ

は、我々はないと思っておりますし、これは、

行政と一緒になって、もう災害になると、社協

も行政もない。それらが一体となって、外から

のボランティアの受け入れには当たらなきゃい

けない、このように思っております。 

 それから、ボランティアと市職員、行政の職

員、また、社協の職員等もあるんですが、こう

いったことは、原則は、我々が行政としてやら

なきゃいけないということは、これはもう、全

く原則論としてはそのとおりでございますので、

何でもかんでもボランティアさんどうぞという

ことには、なかなかならない。 

 そういうものの仕分けは、ちゃんとすべきだ

というふうに思います。 

 それから、直接金額というのは、なかなか、

今、把握、今すぐ聞いたものですから、すぐ今、

おい、金が幾らあるって、はいということは、

なかなかちょっと、金庫の中に何ぼあるかとい

うのは、私自身も今、把握しておりませんで、

申しわけないんですが。 

 やはり、災害時、いつ起こったら、どれくら

いのお金はすぐ出せるとか、いうものは、会計

の方でも把握できると思います。これは、金額

は今、申し上げられませんが、そういう金額の

把握はする予定にします。 

 それから、当時の職員、もう一度、柏崎に行

かせろという話でございますが、これは、やは

り電話等でもできる話であったら、電話等でも

やるし、いろんな市町村間の連携というものは、

あちこちの災害の被災地と、職と申しますか、

行政機関とは、いろいろな連携というものはと

っておりますし、行かせるのがベターか、それ

とも電話等、それから資料をもらってやれるの

がベターか、そういうものは総合的に判断して

まいりたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） ６番、再質問をいたし

ます。 

 防災については、理解できました。ぜひ、い

ざとなったときには、どういうふうなことにな

るかというのを考える中で、いろんなことを想

定していただきたいなと、そういった思いです。 

 また、職員一人ひとりの意識というものが、

すごく大切になってくると思います。何が起こ

るかわからないということを、市長、何度も言

われました。私もそう思います。 

 その何が起こるかわからない状況の中で、宿

毛市の職員が、課長とか補佐とか係長とか、そ

ういったんじゃなくて、職員みんながその時々、

その場所場所でリーダーとなれるような、そう

いった認識、知識を持った職員を育てていただ

きたいなというふうに思っております。 

 当然、柏崎市、行くのには費用がかかります

ので、電話で済ませるものなら、ぜひ私も電話

で済ませていただきたい。 

 ただ、今の情報が共有できていない、これは

とても寂しいことだなと、そのように感じまし

たので、質問をさせていただきました。 

 それで、質問が３回目になってくるに従いま
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して、先ほどから言っております地球温暖化防

止地域推進計画、３Ｒです。こちらと、バイオ

マスタウン構想の方が、だんだん、同じような

内容になってきたのではないかと思いますので、

ここはあわせて再質問をさせていただきたいと

思います。 

 先ほどから、数値ばかりには、市長、こだわ

らないよと。数値は大切だけど、こだわらない

よというお話が、先ほど来ありました。 

 私もその考え方も、一理あるなというふうに

聞いたわけですが、この地球温暖化防止地域推

進計画ですよね。こちらの方には、推進計画を

立てるに当たって、その数値が必要なんですよ

ね。内容の一部をするには、先日、担当課の方

から聞きましたけれども、トップダウンなのか

ボトムアップなのかという話で、下からこれを

幾ら減らすよということで、１つずつ積み上げ

ていくのか、上から全体で、これだけ全部で減

らしなさいというのか、それの差だよという説

明も受けたわけですが、この計画には、どうし

ても数値が必要になってきます。 

 国がそういったことを求めているわけですの

で、必然的に必要になってくるのではないかな

と、これから。そういうふうに思っております。 

 今年度中に、バイオマスタウン構想も策定し

たいという、かなり力強いお言葉をいただく中

で、１つ市長にお願いと言いますか、考え方を

もう一度だけ聞きたいんですが。 

 地球温暖化防止推進計画の中に、当然、バイ

オマスタウン構想というのも入れて考えないと

いけなくなっております。こちらをすることに

よって、当然、ＣＯ２の削減になりますので、

これも当然、入ってまいります。 

 先ほどから言っているように、これを策定す

るには、専門的な知識を持った人、そして、ま

た予算、そして時間が必要になってくると、私

は思っております。 

 その中で、現在の環境課、そして産業振興課

の今の形での職員では、対応がまずできないと、

私は考えてます。また、２つの課にまたがった

形でやるのは、いろいろな弊害があってよくな

いとも考えています。 

 そこで、今ある環境課の中に、この地球温暖

化防止推進計画のプロジェクトチームをつくっ

て、そこに予算も与えた中で、バイオマスタウ

ン構想や、３Ｒに積極的に宿毛市として取り組

んでもらえる形をつくる、そういったお考えは

ないか、お聞きをいたします。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 中平議員の再々質問に

お答えします。 

 今、環境課と産業振興課のプロジェクトチー

ムという話がありました。これは、組織に関す

る問題でございますから、そういったことを検

討するのに、それが最適かどうか、これは私の

方で判断をさせていただきたいと、このように

考えておりまして、今のところは、今、ここで

初めて聞きましたものですから、今のところは、

課の体制を充実させることが、私は大切なこと

であって、その目的を達成することが大切。 

 チームがあったからといって、それが、チー

ムができたから何ができるということではない

というふうに、私は思ってますので、今の形を

継続した形で、普遍的に出て行って、それをも

し、やらなきゃいけないというふうなことにな

りましたら、そのチーム編成をする可能性はあ

ると思います。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） わかりました。 

 それでは、大変失礼なんですが、漁港整備に

ついて、再質問をしてまいりたいと思います。

よろしくお願いをいたします。 

 先ほど、間にちょっと入ったんで、記憶飛ん

でいる方もおられるんじゃないかなと思います
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が。 

 先ほど、漁港整備に関して質問をさせていた

だきまして、しゅんせつの値段であるとか、今、

考えている中での優先順位、そして、また溶存

酸素量のすくも湾漁協として把握をしてたとい

うことで、そちらの方のお話がありました。 

 その中で、私が言った新港の横の宇須々木の

港で、溶存酸素不足によると見られる原因で、

魚が死んでいた。そういったことを、市として、

すくも湾漁協は知っていたということなんです

が、市として、いつごろお知りになったか、そ

の時期について、教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、私は、済みませ

ん。把握をしておりませんでした。 

 質問をいただきまして、初めて知ったような

状況でございます。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） ６番、再質問をいたし

ます。 

 市長が知らなかったということです。 

 市長が知らなかったのは、まだいいんですが、

担当課も、多分、僕がお話をするまで知らなか

ったのじゃないかなと。そういった思いを、思

いというか、そういった対応でありましたので、

そうではないかと思っております。 

 これはどういうことかと言いますと、漁協に

は本人さん言われているんですよね。それで、

漁協から、何が原因であるかがわからない状態

で、県に話がいったのか、どこにいったのかは

わかりませんが、市の方には話がきていなかっ

た。そういうふうな状況になっております。 

 ここに、先週金曜日の、３月７日の高知新聞

の記事があります。見れないと思いますので、

若干、説明をさせていただきますと、平成１６

年に発生した須崎市の野見湾のカンパチの大量

死は、国の防波堤工事が原因だとして、国に６

億８，０００万円の賠償請求を求め、公害等調

査委員会に責任裁定を申請したとあります。 

 内容については、詳しく説明いたしませんが、

決してこの宇須々木の事例と当てはまるという

ことで、この例を出したのではございませんの

で、また皆さん、自分で読んでいただきたいと

思いますが。 

 当初から、この内容は、工事の影響を受けて

きたのに、県はろくな調査もしないまま結論を

出した。公害等調査委員会に徹底的な原因解明

をしてもらいたいと、ここには書いてあります。 

 私は、今、みんなの思いの中で、ぜひ防波堤

をつくってもらいたい、そういった思いの中、

私も全くそういった思いを持っているわけです

が、そういった形で防波堤の工事が進む中、新

港がこんなことにもしなれば、とんでもないな

というような思いで、この記事を読ませてもら

うと同時に、また、なぜ県はもっと漁民と対話

をして、そしてしっかりとした調査を行わなか

ったのか。こういう事態になるまでに、もっと

漁民に納得をしてもらえるような、そんな対話

が持てなかったのかなと、そういう思いをいた

しました。 

 先ほどから言っている宇須々木でタイが死ん

だのは、昨年の初めの話です。もう１年が経過

をしようとしております。 

 それも、しゅんせつの必要があると、宿毛市

が認めた宿毛の、宇須々木の港であります。こ

れを、宿毛市が知らなかったというのは、少し

お粗末ではないかなと、そういうふうな思いも

しているわけでございますが。その中に、先ほ

どから、課の編成に関しては、しっかりと、私、

考えていくという市長の力強いお言葉ももらっ

ているわけでありますが、昔は、平成１８年以

前、以前というか、平成１７年まで、１つの水
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産課の中に、水産振興係と漁港係がありました。

これが、平成１８年より、産業振興課と建設課

の２つの課の中に分かれて入っております。 

 要するに、防波堤の工事は建設課、魚の出荷

とか、魚が死んだとか、産業部門になるんです

か、こちらの方は産業振興課に当たります。 

 このことによって、市民と言いますか、漁民

ですね、漁民の方々の実情や情報がうまく市の

方に入ってこない、そういった形になっている

のではないか。そういったふうな思いもするわ

けですが、その間に、漁協というものもありま

す。そこら辺を含めて、庁舎内の２つの課の連

携というものも、かなり必要になってくると思

いますが、そこら辺に対して、このことに対し

て、市長、どのように思われるか、市長にお聞

きをいたしたいと思います。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、中平議員の再々

質問にお答えをいたします。 

 これは、魚の死魚が大量に発生したというの

は、まず、報告を受けないと全然わからない問

題です。市役所も、全部全部、全地域回ってお

るわけではございませんし、うわさでも聞けば、

調査には多分出ると思います。 

 それ、最後の方で、建設課と産業振興課に分

かれたせいではないかというふうな意味のご発

言でございます。これは、決して建設課と名前

がかわったとしても、漁港建設は漁港建設であ

ります。そしてまた、水産振興は水産振興とし

て、隣の課でございますので、これは、私は常

に言ってますように、その課、その課だけで情

報を持っているだけじゃなくて、やはりみんな

が連携しないと、このように定員が削減されて、

非常にきつい仕事をやっているというふうな状

況の中では、お互いが連携しないとうまく仕事

が運ばないということでございます。 

 だから、この場合は、一言、水産振興係にで

も情報をいただければ、それはまた、我々市役

所としても知り得るということになろうかと思

いますので。 

 市民の団体の方々とか、個人でも結構でござ

います。これからも情報というものは、また市

の方にもぜひ入れていただきたいなと、このよ

うに考えております。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） わかりました。 

 ただ、市民が、何か起こったときに、どちら

に言ったらいいのだろうと、そういった迷いが

あることは事実でございます。 

 そして、現在、先ほどから話題にのぼってお

ります防波堤のことですが、この防波堤には、

生態系を豊かにするという、そういう思いで、

市長、かなり努力をされて、国が宿毛市の要請

を受けて動いたという形で、５，０００万円を

投入して、人工藻場を設置をしております。 

 私自身も、ぜひ人工藻場を設置してもらいた

いということで、何度も訴えてきたわけですが、

私、そのときに、防波堤はそれをつくることに

よって、生態系を壊すのではなくて、藻場の養

殖やサンゴ群集の育成で、生態系を逆に豊かに

していこうではないかと、そういったことを言

わさせていただきました。 

 それで、藻場まで設置をしていただきました

が、実際は宇須々木の港が、魚が死んでしまう

港になってしまって、大変残念に思っていると

ころでございます。 

 そして、藻場の設置に当たりまして、傾斜護

岸、これ垂直じゃなくて一度盛り上げて、そこ

の水深七、八メートルのところに藻場を設置す

べきじゃないかと、そういうお話もさせていた

だいたのですが、船がつけないという理由で、

垂直、防波堤の壁にそのままプレートを打ちつ

けて、ここに水中でダイバーが、藻の種かな、

ちょっとわかりませんが、植えつけていくと、
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こういった工法になったと聞いております。 

 しかしながら、聞くところによると、予算の

関係でプレートとプレートの間の隙間が広くて、

そのせいか、食害を受けて、藻場がほとんど育

成をしていない、そういったお話を聞いており

ます。 

 当時の新聞に、この藻場に対して、県が定期

的に海中に潜水調査を入れて、その後の育成に

ついて、きちんと調査をしていくというお話を

のって、そういうお話が新聞の方に載っており

ます。 

 市長は、ぜひつくっていただきたいというふ

うで、国の方にまで要望をあげて、こういう現

状になっている。 

 もし把握されておられましたら、今の思いを

少しお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、中平議員の再々

質問にお答えします。 

 今の防波堤の藻場の話です。これ、非常に、

実験的なものも含んで、実験はよそでやってた

みたいですが、この防波堤のケーソンの壁に、

中平議員、先ほどおっしゃいました陸で育てた

苗を植えつけるということで、ただ、その苗が

これぐらいのプレートに、プレートを何枚も張

りつけるんですが、これを、実は県の方に、私

かなり申し入れしたのは、高知大学のこれを開

発した先生は、苗を集中的に植えてくれと。 

 ところが、県の方の施工が、防波堤のケーソ

ンが、１枚が広いものですから、これに何枚う

えつけるという、集中して植えていただければ

いいのを、何か間間に、全体的に満遍なく植え

たんで、かなり範囲は広がったけど、ここで集

中してやればよかったものを、広くなっちゃっ

たと。 

 そういうことで、結局、そこだけ魚の、小さ

な魚の食害にならないようにすべき網をかぶせ

るところが、すごく範囲が広がり、そこからま

た、魚が入ってきた。それで食害に遭ったとい

うことを、聞いております。 

 だから、やはり工事施工、発注者である県の

方で、やはり専門家の意見をきちんと聞いてく

れてれば、ああいうことにはならなかったんじ

ゃないか。これは高知大学の先生、開発した先

生に聞いた話なんです。 

 だから、それから施工業者さんの方も、一度、

水中でその生えているという、苗が育っている

ということを、水中写真、私も見せてもらいま

して、確認をしたんですが、その後、また食害

にあって、小さな魚はやっぱり、網の目から入

っていきますので、それで食べられた。生育の

途中で、魚に食べられてしまった。 

 これは、ホンダワラとカジメですか、この２

種類だそうです。その２種類を、生えてしまえ

ばもうよかったらしいんですけど、その群生を

する前に、途中途中でパラパラにありますから、

食べられてしまったというふうな状況なんです。 

 私自身もやっぱり、これは中平議員と同じ思

いだと思うんですね。磯やけ現象が、非常に宿

毛地域ある。こちらへ帰ってきたら思いました。 

 だから、磯やけ現象を、できるだけこれを解

消するためには、人工的にも、やはりカジメと

かホンダワラとかを海の中に生やして、そして

そこで魚が集まって、魚がホンダワラ、カジメ

を食べて、そして魚の卵もそこで産んでもらう、

そういうふうな生態系で、昔はあったんだろう

と思います。 

 そこのところはやっぱり、取り戻したいなと

いうふうな気持ちでございました。 

 あと、もう１点は、垂直でございます。今、

本当に垂直ですから、少し横に行きます。もっ

と下の、基礎の部分の捨石と申しますか、基礎

石ですか、そういった基礎ブロックのところで

あれば、水面に対して平行になるところもあり
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ます。そういったところだと、下から上にくる

と。横に生えるよりも、下から上に生えるとい

うのが、大体、いろんな草花でもそうですよね。

垣根の立っているところに、横から生えること

はない。光合成ですから、上にいきます。そう

すると、下にあるから、上に生えてくるという

ふうな形が、本当は一番よかったんじゃないか

なと。 

 そういうふうな反省点も聞いてます。 

 だから、こういったことが、その反省を生か

して、本当に藻場が育成できるということが、

これから漁業にとっても、我々の海にとっても、

必要なことじゃないかな。それが海の環境を守

ることじゃないかな。 

 もう１点は、今、宇須々木の酸素不足の話が

出ました。あの酸素不足についても、少し、今、

技術が非常に進んでおりますので、防波堤が今、

シャットアウトの防波堤ですよね。今、透過性

の防波堤というのがあります。外海から内湾の

方に、防波堤を通して水が入ってくるような仕

組みの防波堤もあります。 

 だから、そういったような、水が交換可能な

ような防波堤の構造というか、構想というか、

そういったものにしていく必要があったんじゃ

ないかなと、いうふうなことは思っております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） ６番、一般質問を終わ

ります。 

 ありがとうございました。 

○議長（宮本有二君） この際、１５分間休憩

いたします。 

午後 ２時４９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ３時０５分 再開 

○議長（宮本有二君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １６番岡崎 求君。 

○１６番（岡崎 求君） １６番、一般質問を

行います。 

 大体、２つの点に絞って質問をしたいと考え

ております。 

 今回、１６番議員として、今進めておる再編

計画、これが今、進行中でありますけれども、

地元において説明をしておりますけれども、ど

うも、私なりに考えみますと、将来、禍根が残

る大きな問題であると受けとめ方をいたしてお

ります。 

 私の所見を申し上げたり、また、意見が出る

可能性もございますので、その点については、

ご了承いただいて、ご答弁のほどよろしくお願

いしたいと思います。 

 市長に、まずお伺いいたしますが、今、進め

ておりますところの再編計画、まず小筑紫３校

の統合について、教育委員会としては、地元に

入り、説明をしておるようでございますけれど

も、この建設予算というのが、５億５，２００

万強の計画であるようでございますけれども、

今回、予算計上いたしたのが、２，３２７万４，

０００円という設計費が計上されております。 

 厳しい財政の中で、子どもを教育する環境づ

くりに必要な事業として、市長が英断をもって

取り組んでいる、この努力に対して、まず敬意

を表したいと思います。 

 市長の行政方針の中におきましても、今後の

学校の環境としては、安全と快適な教育の環境

づくりという行政方針にも出ておりますように、

その方向づけを、どうも私の考え方、今、取り

組んでいる方については、大きな危険性をはら

んだ進行中であると判断をいたしまして、市長

並びに教育長に対して、この問題の対応につい

て、答弁を求めたいと思っております。 

 今、私の調査の中では、地元へ入って説明を

しておるようでございますけれども、非常に、
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ある地域には憤懣が続発しておるようでありま

す。地区の区長として、行政の立場になって、

建設的な意見をはいたことが、後から大きな非

難を受けて、非常に立場が困っているというの

が、内外ノ浦、そしてまた、田ノ浦区長のご答

弁でございました。 

 このまま今の計画どおり進むということにつ

いては、議会として、最終的には予算に認める

かどうかということがポイントであるわけでご

ざいますが、まず、予定地の問題について取り

上げてみますと、学校の、中学校の敷地内に建

設が可能と判断をされておるようでございます

けれども、この判断が、非常に将来、禍根を残

す問題であろうと思っております。 

 ただ、机の上で、スペースがあるから、そこ

ではめたい、こういうような感覚ではなかろう

かという、私の受けとめ方でございまして、私

の受けとめ方が間違っておるということになり

ますと、十分、詳しい経過について、説明をお

願いをしたいと思います。 

 過去を振り返って、私が議員になった当時で

ございますが、小筑紫中学校が危険校舎として

認定をされて、しからば、子どもを守るために、

小筑紫小学校の移転問題で対応をいたしました。 

 そのときには、場所の選定等につきましても、

ＰＴＡの役員さん、地域の有志、また地元議員

として、私も参画をして、小筑紫町、いうたら

校下区域内をかなり調査してまいりました。 

 林市長は、いろいろと心配の中で、私たちの

調査の結果は、大海地域の上にあるマキノトヲ

ということに、大体、話を決めまして、市長に

要請しましたけれども、林市長は、大海地区の、

地区の皆さんの防災関係、どうしても首を縦に

振らなかったという経過がございます。 

 ましてや、中学校が危険校舎ということで、

どこかを１つ選択をして、早く建築をしてあげ

なきゃならない。これは小筑紫の小学校が一番

先に建った、一番古い学校でありますから、そ

ういう気持ちを持って、私たちも協力して、最

終的には、伊与野地域に指定をして、しからば、

教育委員会、また地元の皆さん方が、地権者と

の対応してまいりましたけれども、どこか行き

違いがあったと思いますが、ちょっと感情的な

ものが中に入って、一地権者が同意をいかなか

った。 

 こういう経過がございまして、その時に、小

学校を移転して、あのあとに小学校はどうかと

いう、声もあがったことは事実です。 

 けれども、その当時は地震、津波等々がこれ

ほど騒がれていないときでありましたから、そ

ういう過去のことがおきまして、中学校に併設

して、小学校をもっていくということは初耳で

ございまして、どういう感覚のもとでそのよう

な発想ができたのか、その点について、まずお

聞かせを願いたいと思います。 

 まず、計画の中に、市長は、教育委員会から

いろいろと予算要求の中で、南海地震、津波等

の問題についても、今、計画されていると。土

地に対しての考え方、心配はなかったのか、そ

の点について、まずお聞きをしてみたいと思い

ます。 

 まず、私のとらえておる危険性のある都市と

してとらえた場合に、市長の方は、今、予定地

のところの津波の高さの問題、これをどの程度、

予想の中で判断をされておるのか。 

 そしてまた、今現在地の、中学校の用地が満

潮期の何メートル高さの中に位置しておるのか、

その点についても把握をしているかどうか、そ

の点についても調査をしておれば、ご回答をお

願いしたいと思います。 

 教育委員会は、この今の子どもを主に育てて

いくということについては、市長も同じだと思

うんですけれども、宿毛市をこれから担ってい

く生徒、その教育、その現場というものを、や
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はり将来の宿毛の財産だという１つの観点から、

守っていかねばならない、そういう行政の長と

しては、判断していると思いますけれども、私

の受けとめ方につきましては、そこまで考えて

いるかなというふうに、疑問を思う次第でござ

います。 

 その点について、再度、市民に向けて市長の

見解を賜りたいと思います。 

 まず、説明会を行っておりますけれども、そ

の中に、建設予算が計上された。この議決をい

ただければ、地元へ帰って、議会意思の決定と

いうことで、皆さんに説明をして、同意を求め

る材料にするんでなかろうか、そういうように

思いますと、一連の今までの取り組みと、場所

の危険な場所、そういうことを考えまして、議

会としても同罪になるようなことは、私は避け

て通るべきだということになりますと、今の計

上されている予算につきましては、各同僚議員

とも同じ考え方を持っている方も二、三聞いて

おりますので、その点については、十分、理解

の上で対応してほしいと、このように考えます

が、これは、この問題につきましては、教育委

員会の今までの対応と、そしてまた、所管の委

員会ですから、私の質問に対する答弁によって、

市長も判断をされると思いますので、２回目の

質問で、最終的な１つの結論を出していただき

たいと、このように思います。 

 まず、市長が行政方針に掲げております安全

とは、私にいわすならば今、国、県、そして市

の行政といたしましても、防災組織の立ち上げ、

消防団の訓示等についても、いつくるかわから

ない地震と津波に対して、市長は、皆さんに訴

えて施策を執行しておりますが、安全とは、今、

言いました地震に耐え得る建築物であってほし

い、このように思うわけでございます。 

 がしかし、今、聞くところによりますと、中

学校と併設をして、あの波の高さよりか低いと

ころに小学校を持ってきて建築するということ

につきましては、私は大変、市民の血税のむだ

遣いになる可能性がありますので、その点につ

いて、まず市長の判断をお願いしたいと思いま

す。 

 快適という言葉を引用しますと、非常に風の

強いとこよりか、季節風の少ない、温暖で、そ

して静かな場所というのが、快適に該当する言

葉だと思うんですけれども、その面から見まし

ても、快適と言えるかどうかということも疑問

がございますので、その判断についてのご回答

をお願いをしたいと思います。 

 まず、市長には、第１回目はこの程度にしま

すけれども、教育長にお伺いします。 

 中学校の敷地内に決めて、予算要求をした理

由、これはただ、私が今まで申しましたように、

危険なところに無理してはめるということにつ

いては、行財政苦しい中において、それを考え

た形の中で、位置の設定されたような感がいた

しますけれども、その敷地内での決めた理由に

ついて、ご判断を、答弁をお願いしたいと思い

ます。 

 現在、教育長、地区に入って、どれだけの説

明をされたかは定かではございません。どうい

う説明をして、皆さんのご理解を求めているか

もわかりません。 

 でありますから、今の現状で予算要求した形

の中で、今の計画が十分理解できると判断され

ておるのかどうか、今のご心境の答弁をお願い

したいと思います。 

 また、南海地震に予想される心配のことにつ

いての考え方でございますけれども、私は、最

小限度の予想、人命にかかわる、公共施設の崩

壊にかかる問題でありますから、最大の被害と

いう受けとめ方で、やはり学校の建築について

は、取り組んでいってほしい。取り組むべきだ

と、私はこのように考えておりますが。 
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 いろいろ重複したような質問になりますけれ

ども、もう１つ、私は、一番ここで教育長に聞

きたいことは、１２月議会に今城議員の質問の

中に、災害時における対応についてとして、担

当者が、建設予定地が津波のときの対応をどう

するか、視察にいって、対応はできるよう、体

制は整っていると答弁をしておりますが、最高

責任者である教育長は、その現場を十分調査を

して、把握されているのかどうか。 

 私は、しておると思うんですけれども、今城

議員の質問に対する議事録が残っておりますの

で、それを引用したわけでございますが。 

 子どもたちが津波における場合の避難をすれ

ば、事足りるという考え方のように、受けとめ

方ができるわけです。 

 というのは、建築費が５億５，２００万強の、

建築した場合には建築費が要ります。子どもは

避難しましても、公共施設が波の下になる、木

造で建って、耐え切れますか。きれると判断し

ておるんですか。 

 そうなると、５億５，０００万云々の予算は

むだ遣い、私から言わすと。そして、災害に遭

った場合には、たて壊しとか、また周辺の住家

にその流木が流れて、二次災害が起こるという

ことも想像しておかなければならないと考える

わけでございますが、その点の考え方はどうで

あるか。 

 今の計画は、私は大きな欠陥だらけの計画だ

と指摘しておきます。 

 また、市単独事業じゃございませんが、国、

県の補助金をもらわなければならない事業であ

ります。危険なところに補助申請をして、おり

てくるような段階になっておりますか。おりて

くるようなことでは、また県に対しても、国に

対しても、過ちを起こさないような施策は、講

じていかなきゃならんと、こう考えますので、

国、県に対する対応についてを、ご説明をお願

いをしたいと思います。 

 まず、第１回目は、私の質問はこの程度にい

たしますが、答弁次第においては、また時間延

長もあるかもわかりません。皆さんがわかりや

すい答弁をお願いしたいと思います。 

 もう１つは、鳥獣被害の防止についてであり

ますが、これは、先ほども岡﨑利久君がこの問

題を取り上げております。私は、過去、市長が

答弁にありましたように、猟期間は、猟友会が、

今、３００人程度おりますけれども、この方々

が、非常に努力をされて、被害を食いとめるご

協力をいただいております。 

 私は、今回、特別措置法が２月２１日に施行

されるようになりました。苦しい行財政の中で、

猟期終わって、あと駆除等の駆除費の問題、市

長も大変頭を痛めてた問題でありますけれども、

この問題については、法に従って、都道府県の

やってきたことが、市町村に移るわけでござい

ますけれども、要するに、これからの被害を防

止をするということについては、やはりこの防

止法にのって、マニュアルをつくり、そして年

間の猟期間も含めて、どうすべきかということ

は、この際、考えておく必要があるんじゃない

かと。 

 これは、交付税で返ってくるような要綱であ

りますから、例えば、隊をつくって、１つのグ

ループをつくれば、非常勤職員というみなし方

もされておるようでありますから、市として、

今後の問題として、どう対応していくかという

ことについて、ご答弁をお願い申し上げたいと

思います。 

 第１回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、岡崎 求議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 所信の中で、学校再編につきましては、岡崎

議員のご指摘のとおりでございます。教育施設
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につきまして、老朽化が進んでおりますし、耐

震補強工事等の安全対策など、多くの課題を抱

えているということを申し上げさせていただき

ました。 

 その中で、安全とは何かというふうにお問い

合わせがございました。私自身、恐らく、予期

しない南海地震、東南海地震でございますので、

どれくらいの規模、想定されている規模は震度

６であるとか、非常に、これに耐えられなきゃ

いけないとかいうふうなことをいわれておりま

す。 

 建物を、これから建てるに当たっては、耐震

を考えた建物を、これは建てなきゃいけないの

は、これは当然のことでございます。 

 そしてまた、地震の後にくる津波が想定され

ていることでのお話もございました。 

 この津波が、今の小筑紫の地域では、国交省

のシュミレーションですと、５メートルちょっ

とくるんじゃないかというふうなことも、これ

は認識をしておるつもりでございまして、これ、

宿毛市内の沿岸域の方は、ほとんどもう、これ

は津波に飲み込まれるというふうな想定がされ

ているわけです。ほとんど漁村関係は、ほとん

どそうでございまして、学校施設につきまして

も、これ、咸陽が多分、津波の、直、あそこは

山が前にありますから、少しははいいんでしょ

うけれども、大島なんかも、直接、海の岸壁と

言いますか、護岸のそばでございます。 

 同様に、ご指摘のとおり、小筑紫におきまし

ても、これはもう、河口に当たりますし、海の

そばでございますので、恐らく、津波が想定ど

おりのものがくれば、これは飲み込まれるのは、

想定どおりのものがくればですね、飲み込まれ

るということは承知をしているわけでございま

すが、かといって、じゃあ、どこに逃げればい

いのかとか、これもう、地震が過ぎて、もうこ

れで体が安全だったら、もう山の方に逃げてく

れという、言わざるを得ないのが、本当に苦し

いところでございまして、津波が来ようが地震

が来ようが、そこの中にいれば、絶対安心だと

いうことは、まず、はっきり言って、私、申し

上げることはできません。 

 その辺は、ご理解もされているとは思います

し、これぐらいの話しかできないというところ

が、全く苦しいところでございます。 

 全く安全なところに、何でもかんでも安全の、

皆さんが安全なところに移住してほしいという

気持ちはありますが、なかなかそこまではでき

ないということでございます。 

 それで、快適な教育環境ということもご指摘

がございました。これは、先ほど申し上げまし

たように、ほとんどもう学校そのものが古くな

ってきて、いろんな学校、小学校なんかでも、

雨漏りがしているとか、古くなってボロボロ壁

が崩れているとか、そういったところが非常に

多い。 

 教育環境の面でいえば、やはり子どもたちに

は、授業をするときには、本当に自分たちのい

すひとつ、机ひとつにとりましても、子どもた

ちが快適に座って、本当に安心して勉強ができ

る環境。 

 それから、運動場でも施設の関係、そうでご

ざいますけれども、安全に運動ができる環境づ

くりをしていくのが、快適な教育環境かなとい

うふうなことは、思っております。 

 そういったことをるる、いろいろ考えながら、

教育環境の整備については、尽くさなきゃいけ

ないという思いは持っておるつもりでございま

す。 

 それから、鳥獣被害の防止対策でございます。

これは、年間、いろいろな措置法がございます。

少し説明させていただいてよろしゅうございま

しょうか。 

 ことしの２月２１日に、鳥獣による農林水産
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業等にかかる被害防止のための特別措置に関す

る法律が施行されました。 

 有害鳥獣による農林業被害が深刻の一途をた

どりまして、人身被害の発生等によりまして、

暮らしが脅かされる中で、その防止のために、

新たに制定された特別措置法ということでござ

います。 

 この制度は、市町村が国の基本方針に即しま

して、３年間の被害防止計画を作成しまして、

県と事業計画について協議をしまして、その承

認後、国、県の財政上の措置が整えば、事業を

実施することができるという制度でございまし

て、事業といたしましては、防護柵の設置、そ

れから追い払い活動とか、鳥獣被害対策実施隊

の設置等、県が定める鳥獣保護事業計画との整

合性をとる中で、計画書を作成する、そういう

ことになっております。 

 また、補助でございますが、事業費の８０パ

ーセントが交付金措置される見込みの事業は、

先ほど、岡崎議員のご指摘のとおりでございま

す。 

 私自身は、余り交付金はあてにならないよう

な感じも、近ごろはしておるわけですが、一応、

８０パーセントが交付金措置されるということ

になりますと、財政的には、非常に助かるとこ

ろでございます。 

 狩猟者の高齢化が非常に進んでおる現状で、

事業を導入して取り組むことについてでござい

ます。 

 当市の現状でございますが、各地域の狩猟さ

れる方々が、グループで捕獲をしていただいて

おりまして、捕獲には、経験豊富な知識を持っ

た人を中心に、人数をそろえて実施する。それ

か、わなでの捕獲を行っているのが現状でござ

います。 

 その一方では、狩猟者の高齢化が、先ほど申

し上げました、進んでいるとの話も許可証、有

害鳥獣捕獲許可証を交付する際に聞いておりま

すので、この狩猟期間終了後に開催されます、

先ほど、岡﨑利久議員のところで申し上げまし

た、宿毛有害鳥獣被害防止対策協議会で、現状

を報告しまして、新たに制定された措置法の事

業説明も行わさせていただきます。 

 また、この事業導入に当たっては、これ、猟

友会の皆さんの全面的な協力が必要でございま

すので、市全域を対象とする捕獲体制が必要と

なります。 

 いろいろなお知恵も出していただいたりする

中で、計画をきちんとしたものにして、この有

害鳥獣の防止ということに取り組んでまいりた

いと、このように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、岡崎議員の、

小筑紫小学校の統合問題について、何点かご質

問がありましたので、お答えをいたします。 

 まず、最初に、統合につきましては、平成１

７年度、宿毛市の行政改革大綱集中改革プラン

の中で示されておりましたし、何度か説明会に

も行ったと聞いております。各１回行ったと聞

いております。 

 それから、１９年度になって、保護者、それ

から地域保護者を対象に、各１回回らせており

ます。回っております。 

 その中で、もろ手を挙げて賛成という方はだ

れもいませんでしたけれども、今の少子化の中

で、それから財政難の中では、やむを得ないか

なという空気も感じておりました。 

 それから、議員ご指摘の統合時の学校の建設

場所については、大変苦慮をしましたし、かな

り議論もしてまいりました。将来起こるであろ

う可能性のある南海地震につきましては、先ほ

ど来、皆さん、議員の中でお話がありましたよ

うに、震度は６弱ぐらいなのは起こるであろう。
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それから、津波の高さは、最悪の場合を想定す

れば、８メートルぐらいにはなるのではないか

という予測もありました。 

 それで、小学校の学校用地といたしましては、

現在、小筑紫の小学校の面積を確保するとすれ

ば、１万２，０００平方メートルが必要、これ

は３段切れの田んぼが３つぐらいでしょうか、

それくらいが必要です。 

 また、それから、最悪の場合を想定いたしま

して、８メートルの津波に耐えれる高さを確保

するためには、かなりの高台となりまして、の

り面を含めますと、相当な面積が必要になりま

す。 

 議員ご指摘のように、私も、個人的には、先

ほどお示しになった案、マキノトヲ、それから

伊与野地区の場所が、僕はベストだとは思って

おります。 

 財政難の問題で、いろいろな事情があって、

建設がかなわないことになったということであ

りますが、まず、子どもの安全はもちろん考え

てまいらなくてはなりませんけれども、地域性

だとか、宿毛市の財政状況を考慮いたしまして、

そこにある土地ですね、公有財産の有効活用も

考えていかなければならない等など、いろいろ

なことを、総合的に判断をしまして、現在の小

筑紫中学校の敷地内に小学校の校舎、それから

体育館を共有をして建てることが、先ほど来、

申しておりますように、最上ではないけれども、

今、考えられる次善の選択肢ではないかと、こ

んなふうに思っています。 

 それから、地震が起こった場合の対策といた

しましては、まず、地震で崩壊しない建物が必

要になりますので、震度５程度の地震に耐えれ

る施設を建築をいたしまして、先ほどお話があ

りましたように、避難場所としては、小学校の

すぐ近くの尾崎山を考えております。 

 尾崎山は、宿毛市の災害時の避難場所にも指

定されておりまして、広さも十分ありまして、

地震が起こった場合、津波が来るまでの時間で

十分避難できる状況でありますし、私も二度ほ

ど、そこへ実際、行かせてもらいましたけれど

も、コンクリートでしっかりと整備をされてお

って、子どもたちが避難するのに、安全を確保

できるような状況ではありました。 

 それから、説明会では口には出さなかったけ

れども、反対意見が多いということですが、今

後も、建設場所も含めて、スクールバスの運行

だとか、廃校後の施設の活用とか、地元と協議

をいたしまして、ご理解をいただくように、地

元に出向きまして、説明会を誠意を持って対応

いたします。 

 予算は計上しております。それについては、

いろいろ問題指摘されましたけれども、執行に

つきましては、皆さんの意見を十分尊重して、

対応していきたい、こんなふうに考えておりま

す。 

 なお、補足して、この件につきましても、市

長の方からご説明があったら、していただきた

いと、こんなふうに思います。 

 以上で、１回目終わらせていただきます。 

○議長（宮本有二君） １６番岡崎 求君。 

○１６番（岡崎 求君） 再質問をいたします。 

 今、答弁を、所管の教育長から答弁いただき

ましたが、私の心配される部分を、把握はして、

調査したようでありますけれども、再度質問し

たいと思いますが、震度５に耐える学校建築、

これは可能だと思うんですね。これは建築の設

計から始まって、十分、検討すれば耐えると思

うんですけれども、波の強さ、これは想像して

判断した経過ありますか。 

 今、高知県でも、護岸工事をされている、頑

丈なセメントでやられた場所、これ等について

も、危険箇所の点検をして、津波に持ちこたえ

られないという箇所の整備について、県も対応
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するようになっておりますが、木造に、半分以

上の、建物半分以上。人間でいうたら、すねの

下ぐらいしか、もう立っておれないというのが、

そういう話で、聞いたことございますが。 

 木造で海岸ぶちに建って、津波に持ちこたえ

れるという判断で、いまだにおられるのかどう

か。 

 もう１つは、小筑紫の学校の、そのものをも

って改築するという考え方なら、地区の皆さん

が理解して、そしてまた、保護者の方々が理解

をすれば、これは可能かもわからんけれども、

現在、田ノ浦地域の方で、学校の方で、参考ま

でに申し上げてみますと、ちょうど私が副会長

をしておった時代です。地元の有志等々が、今

のすくも湾漁協の市場ですわね。あそこに小学

校、中学校が狭隘だということで、地元の有志

の皆さん方が、学校用地として埋め立てをしま

した。 

 そこで、田中元市長に対して、陳情した経過

がございますが、子どもが海のはたでは危険性

があるということで、再度、英断をもって今の

ところに建設をした。 

 私は、作業にも参画をして、雇うてもろた経

過がありますけれども、あの場所が、あれば広

くなって、立派な学校になった。津波等々の話

が持ち上がったときに、昔、振り返って、田中

元市長の英断というものには、本当に心から深

く感謝した１人なんです。 

 でありますから、今、心配される場所に建築

されて、子どもたちが逃げおくれる、何かの事

故があった場合、間に合わなかったいうことも

想定をすべきやなかろうかと。 

 そうするときの、どうしても議会でも、こう

いう質問をする中で、強行にそこに持っていく

ということについては、だれが責任を持ってや

っていくかということ。 

 議会議員として、私、１６番議員として、こ

れからの問題に禍根を残しちゃいけないという

ことで、私はこの問題を取り上げてやっており

ます。 

 もう１つ、場所の選定については、やはり地

域そのものを考えた現場の調査ではなかったか

なと。統合ということになりますと、宿毛市で

一番安全なところから危険なとこに合併してく

ださいというのは、なかなか大きな問題がある

と思うんですよ。責任もかかってくる。 

 でありますから、統合ということになれば、

小筑紫の皆さんには、いろいろ地元の議員もお

るけれども、まず、子どもを安全に教育すると

いう、安全な場所を小筑紫町内、どこかに選ぶ

べきだ。なかったら仕方ないですけれども、私

から見た目には、いろいろ調査すれば、適当な

とこがあるかもわからん。 

 という中で、強行にやると、その間が抜けて

おったという判断されますから、再度、この問

題については、安全で快適な環境づくり、安全、

こういうことを、子どもの安全ということを主

体に考えるべき大きな問題だと、私は判断して

おりますがね。 

 その点について、私は今議会で予算を認める

わけにはいかんという判断をしております。 

 すると、この設計予算だけじゃいかんわけで

すから、どう対応するか、執行部の考え方を聞

かないかんですけれども、やはり、全体にこれ

はひびいてくる問題。 

 私は、教育長に申し上げたいのは、教育長、

現場が、宿毛市議会で現場が携わっておりまし

たから、なかなか住民の中へ入って、いろんな

人間関係つくるには苦労があろうと思いますけ

れども、まず人間関係つくる努力と、それから、

去年度、篠山と、それから愛南町の学校につい

ても、議会を無視した、議会が知らない中で進

行したという経過がありますわね。そして予算

を、陰で教育予算として認めるとこは認めてき
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た経過がありますけれども、また再度、このま

まいっておりますと、あの危険なところへ、な

ぜ建てたということも、皆さんが納得いく、議

会も納得しなかったら、この問題は再度白紙に

して、まず、地域を選ぶということ。というこ

とは、先ほど申しましたように、私も議員にな

って、地元の議員として、各方面すべて調査し

ました。まず、皆さんから、教育委員会そのも

のの判断でなくして、皆さんの知恵をかって、

どうなろうと、そういう形の中で、やっぱり選

定すれば、ご指摘をまともに受ける必要もない

と思うんです。 

 そういう１つの手段も講じながら、安全で快

適な学校つくりにやってほしい。 

 これは、私の参考的な意見でありますから、

参考になれば取り上げて、１つの実行に移して

いただきたいと、このように思います。 

 また、市長に対しては、今申しましたように、

鳥獣捕獲、これは新聞にもすべて書いてますか

ら、市長がそのとおり勉強しておるようですか

ら、二度と申しませんけれども、やはり高齢化

の時代の直面した中で、特にもろに受けてます、

猟友会も。でありますから、大変、この鳥獣、

獣の方ですけれども、これを少なくするについ

ては、お年寄り、山の上までなかなかあがりに

くいメンバーが多いわけですね。それと、これ

を捕獲するについては、経験が必要です。きの

うの足かきょうの足か朝方の足か、それぐらい

見きわめるような経験なかったら、期待にこた

えるような猟ができないわけですから。 

 もう１つは、制度にのれば、狩猟許可の免除

もできるような受けとめ方もしております。猟

友会、大変お世話になっていますが、お世話の

お礼ぐらい、ひとつ考えてあげたらどうかなと、

このように私は思うんですけれども。 

 そういうような気持ちを持って、人を動かす

ということは、必要なことじゃなかろうかなと、

このように思いますが。 

 有害駆除の問題について、再度、市長の答弁

をお願いしたいと思います。 

 なお、だんだんと、教育委員会の答弁をいた

だきまして、まだ私はずれておりますので、考

え方が。再度、私が最後の質問に対する教育長

の答弁をいただいて、最終的な市長の判断を伺

いたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（宮本有二君） 本日の会議時間は、議

事の都合により、あらかじめこれを延長いたし

ます。 

 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、岡崎議員の

再質問にお答えをいたします。 

 建設場所についてのお考え、大変貴重なお考

えで、長い間、議員生活をせられていて、いろ

いろな知識をいっぱい持っている方の発言です

ので、傾聴に値すると、こんなふうに考えてお

ります。 

 この場所と、それから建設の手法につきまし

ては、議員ご指摘のように、教育委員会として

の案は持っておりますけれども、なお地域の中

で説明をする中で、柔軟に対応していきたいと、

こんなふうに思っています。 

 先ほど来、ご指摘受けました点については、

しっかりと思いを受けとめたいと、こんなふう

に思っております。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、岡崎 求議員の

再質問にお答えいたします。 

 有害鳥獣の件でございますが、先ほど、私も

話しましたとおり、本当に経験豊富な方が、や

はり高齢化されているということで、本当に、

例えばシカでありますと、非常に高いところへ

あがらなきゃいけないというふうに聞いており
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まして、非常に大変なご苦労をおかけしている

ということは、私も少し心が痛むような状況で

ございます。 

 先ほど、岡崎議員がおっしゃったように、今

度、狩猟期間終わりましたら、協議会が開催さ

れます。その席で、私どもとして、どういうこ

とができるか。そしてまた、狩猟グループの

方々、皆さんがどういうふうな要求があるのか、

それをやっぱり、いろいろすり合わせをさせて

いただきまして、皆さんが、本当に活動できや

すい雰囲気づくりと申しますか、場づくりをす

るのが、行政の役目かなというふうなことも思

っておりますので、その席で、またいろいろ現

場の方々のお話も聞かせていただいて、できる

限りのことを、行政としてさせていただきたい

と、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） １６番岡崎 求君。 

○１６番（岡崎 求君） 大事なことが、答弁

がいただいていないような気がいたします。 

 教育長、今の計画の中に、県、国に対する補

助申請、これがされておるとすれば、県の考え

方、国の考え方、どのような、県も国も受けと

め方をしておるのか。 

 危険箇所という形、私の考えは、危険箇所に

補助金がなかなかおりにくいんじゃないかとい

う心配をしておりますから、その点の対応につ

いては、どうなっているのか、ちょっとお聞か

せ願いたいと。 

 申しましたように、市長、その、この予算に

ついては、教育委員の所管でありますから、や

っぱり教育委員会の皆さん方に、余り迷惑をか

けて、失礼な話をしてはいかんという前提があ

りますので、私も無口で、恥ずかしいような質

問をしたような感じがしますけれども、そうい

うことを含めて、教育長から答弁がありました

ように、私の意見に対しての、真摯に受けとめ

がしたいという話を受けました。 

 きょうの段階は、この程度で終わりたいと思

いますが、県、国の対応について、ご答弁がで

きればお願いしたいと思います。 

○議長（宮本有二君） 学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（小島正樹君） 岡

崎議員の一般質問にお答えいたします。 

 学校建設の場所につきまして、昨年度、いろ

いろと木造を使うとか、いろいろ議論がありま

して、県に説明いうか、協議にいきました。 

 その時点での、建築基準法の関係の震度につ

きましては、当然、震度ありますが、津波につ

いては、関係ないとかそんな話は別にいたしま

して、そこの話はしておりませんが、県として

は、オーケーという方向で話をさせていただい

てます。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） １６番岡崎 求君。 

○１６番（岡崎 求君） 一議員がとやかく言

うても、前に進むということになれば、いたし

方ない面もあるけれども、１６番議員として、

過去に大きな禍根を残すようなことは、これは

つつしんでほしいというのが、私の気持ちです。 

 でありますから、県が今やっております護岸

の再調査、漁港の防波堤とか、護岸の危険箇所

の問題とか、ああいうセメントで、石で突き上

げたところが壊れる可能性を調査しよらね。そ

ういうときに、本当、岸壁のところに建設とい

う計画に対して、県が了とすれば、これは県に

対しても、地元議員としても、もうちょっと真

剣に、場所も見ていただいて、県が責任を持つ

ということならば、これはまたやっていただく

可能性もありますけれども、責任も持たないよ

うなことで、建築の許可することについては、

非常に疑義を持ちます。 

 でありますから、議会でも、こういう心配の

質問があったということについては、率直に県
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の方にも報告をして、判断をあおぐような措置

を講じてほしいと、このように思います。 

 いからったら、こちらが県に出向いて、訴え

てみたいと、このように思います。そうすると、

教育委員会の立場がないでしょう。できる範囲

は教育委員会でやってほしい、このように思い

ます。 

 以上で質問を終わりたいと思いますが、答弁

がありましたら、お願いしたいと思います。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 岡崎 求議員の再々質

問にお答えいたします。 

 先ほど来、教育委員会に対するご指摘、ご質

問、そしてまたご提案ということもあったと思

います。 

 予算を、私の方で提案をさせていただいてお

ります関係から、心配事の面につきまして、や

はり危険な場所というふうなことのお伺いもし

ております。 

 それらの問題、やっぱりクリアをしなきゃい

けないということは、十分に承知をしているつ

もりでございますので、予算を提案をしている

ものといたしましては、今、教育長の一番最初

の答弁にもございましたように、ことしは地質

調査費、建築設計費の予算を計上しているわけ

でございますが、いろいろな問題につきまして、

まだまだこれから、立地場所も含めまして、説

明会について、教育委員会の方で、きちんとし

ていただいて、皆様がご理解をしていただいた

上での執行ということにさせていただければと

いうふうに、私自身思ってます。 

 こういったことは、やはり地元の皆様、議員

の皆様が一定、ご理解をいただかないと、強行

に執行する問題ではないというふうに、私は思

っておりますし、危険という指摘を受ければ、

こういうことで安全ですというふうなことも、

やはり私ども、きちんと説明していく責任があ

るというふうに思っておりますので、どうかそ

の辺、ご理解を願いたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） １６番岡崎 求君。 

○１６番（岡崎 求君） 予算提案者が、非常

に私の発言に対する、重く受けとめ方をしてい

るご答弁をいただきました。 

 そういうようなことで、この問題だけでなく

して、本当に慎重、人間は万全ということはあ

り得ないんですから、皆さんの言うことを耳に

して、そして執行することが、行政の責任者、

そしてまた、教育委員会は、教育関係を受け持

つ責任であるわけでございますから、今後、い

ろんな面で、慎重な対応、これをお願いをして、

一般質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） おはかりいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ４時００分 延会 
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午前１０時０５分 開議 

○副議長（寺田公一君） これより本日の会議

を開きます。 

 この際、議長から報告をいたします。 

 昨日の岡崎 求君の一般質問に対する教育長

の答弁で、訂正したい旨の申し出がありました

ので、この際、発言を許します。 

 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長。昨日の岡崎

議員の一般質問の答弁の中で、地震が起こった

場合の対策といたしまして、「震度６強の地震

に耐えれる施設を建築し」と言うべきところを、

「震度５に耐えれる施設を建築し」と申しまし

たので、正しくは「震度６強の地震に耐えれ

る」と訂正をいたします。 

 どうも済みませんでした。失礼します。 

 以上です。 

○副議長（寺田公一君） ただいまの申し出の

とおり、教育長の発言訂正については、これを

許可いたします。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 １５番西村六男君。 

○１５番（西村六男君） おはようございます。

きょうの一般質問は、来年度予算の超目玉であ

ります小筑紫小学校の建築について、一般質問

をと思っておりましたけれども、地元議員の岡

崎議員が一般質問をするということで、聞き役

に回っておりましたところ、教育長、市長の方

からも、皆さんの意見を聞き、市民の意見も十

分に聞きながら、よりよいものをつくるという

ご答弁でございましたので、安堵いたしまして、

本当にいい質問をしていただいたなと思ってお

るところでございます。 

 そういうところで、あえてきょうは質問する

ようなことがなくなったわけでございますが、

２点ほどお聞きしたいと思います。 

 その第１点は、成人式の日程でございます。 

 この成人式となりますと、教育委員会はなか

なかガードがきつくて、昭和５０年にオイルシ

ョックからかんがみて、一般平服で成人式をや

ろうということになりまして、昭和５０年から

着物は着ないということになったわけでござい

ますが、それも最初の４年、５年は、なかなか

市民にも県民にも、そして当の成人の人たちか

らも、理解を得たわけでございますけれども、

だんだんに景気がよくなって、昭和５６年、５

７年ごろになりましたら、どうしても、私たち

はきれいな着物できたい。そして、成人式に着

いでも、着物は買うのだからという、悲壮な叫

びがありました。 

 中には、平服はもう嫌だということで、着物

を着てくる方もありましたけれども、それは入

り口でとめて、入らないでおってくれと。別室

へ呼んで、帰ってくれというとこまでやりまし

て、平服を通したわけでございますが、しかし、

だんだんとそれに対する人権のじゅうりん。二

十歳になった方々の意見を聞いてやるべきだと

いう声が高くなりましたが、教育委員会は頑と

して聞かず、１０年間それを通しました。 

 やっと、当時の商工会議所会頭であります北

村さん初め、６人の方々が、団体の方々が陳情

を出しまして、もうここいらで着物にしていた

だきたいと。商業活動にも影響するという陳情

が出ました。 

 ちょうど、私が当時の委員長をしておりまし

たので、６月、９月、１２月、３回の委員会で

けんけんごうごうやりましたけれども、教育委

員会は頑として、そうですねとは言わなかった

わけでございますけれども、１２月議会で、も

うこれまでだと。やはり、この陳情は採択しよ

うというところまでいきましたところ、教育委

員会が、何とかこの陳情を取り下げらしてくだ
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さいと。そしたら、私たちも来年度からやるよ

うにしますと、いう意見になりまして、陳情を

取り下げさせて、そしてその陳情の方々と、ま

あ表現が悪いですが、手打ち式をして、翌年か

ら着物になったという経過があるわけでござい

まして、なかなかそういうことを考えておりま

したら、この教育委員会は、成人式については、

かたくなな意見を持っておるかなと思います。 

 しかし、ことしの成人式を見ますと、企画課

の方が企画をし、そして教育委員会の方が実務

をやるというふうな形でございましたので、あ

あ、これはいい形になったなと思いました。 

 そこで、私が提案としていきたいのは、この

成人式が済んでから、よいよおんちゃん、むだ

なことするのうと。わしら、娘が正月に帰っち

ょったがや。そのときにやってくれりゃあよか

ったに、また１３日に戻りよったが、親のすね

かじられて、大変でという、ことしの成人式の

父兄の方の意見を聞きました。 

 そしてまた、ある人は、私ら、子どもがおら

ないから、そんなに思いませんでしたけれども、

うちの美容院へ来る人の大半の意見を聞きまし

たら、何でお正月にやらんろと。こうしてわざ

わざ帰らさいでもいいにねという意見も聞きま

した。 

 あえて私は、きょう、その方たちのリクエス

トにこたえて、これを質問しておるわけでござ

いまして、その方たちは、テレビできょうは見

ておると思いますが、どうかその方たちにわか

るような、どうしても１３日でなければならな

い理由があるか。そしてまた、かえる意思があ

るか、わかりやすいご答弁を求めます。 

 これは、企画の方であろうが、教育委員会の

方であろうが、市民が納得していただけるご答

弁をいただくのであれば、どなたからでも結構

でございます。一応、教育長ということにはな

っておりますが、どなたからでも、どうぞひと

つご答弁をお願いしたいと思います。 

 そしてもう１点、同僚議員も、まだ余りご存

じないかもしれません。というのは、予算の中

で、項目があがっておりませんので、ご存じな

いのが普通だと思いますが。 

 今、聞けば、この裏の金比羅さんの参道を改

修するという計画で、どのような改修方法をや

ったらいいか。改修したら、どれだけの価値が

あるかというふうな調査をしておるようでござ

います。 

 それにつきまして、市長のお考えの一端をお

聞かせいただきたいと思います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○副議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、おはようござい

ます。西村議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

 まず、最初に、成人式の日程でございます。

るる、今までの経過と服装の問題につきまして、

非常にわかりやすく、以前の経過をいただきま

した。 

 私も、成人式に初めて市長として出席した折

に、どうしてこの時期にやるんだと。正月にや

れば、二度手間ではないじゃないかという話は

聞きました。 

 その結果で、ああ、そういう考えもあるんだ

なと。私自身は、成人式というものは、もう祝

日法が改正されて、今、成人式の日が変わって

おります。成人の日が変わっておりますが、昔

から、やはり成人の日というものが１月１５日

であるというふうに、私自身は思っておりまし

て、やはりこの１月１５日にやるのが、私は本

当の成人式典だというふうに、実は自分自身思

っておる。 

 ただ、祝日法が改正されまして、日曜日の次

の日ということになっております。そういうこ

とでありましたら、前の日の日曜日ということ



 

－ 73 － 

で、今は実施されているわけでございまして、

成人の日に行きました折に、正月にやれだとか

いう声を、二、三の方から聞いております。毎

年聞きます。 

 毎年聞きますので、最初の行った年に、すぐ

に、どうしてこの日にやるんですかということ

を、事務方に聞いたことがございます。 

 そんなことで、いや、これこれでということ

で、アンケートをとったり、質問もあったりし

ましたということで、アンケートをとれば、こ

ういう状況だったというふうなことで、結果を

もとにして、この成人の日の前の日に、成人式

をしているというふうに聞いたことでございま

す。 

 私も、なったものですから、市民の皆さんの

声は聞かなきゃいけないということで、もう一

度、アンケートをというふうなことも指示をし

まして、またアンケートをとらせていただいた。 

 結果としては、今の、現在やっているときが

非常に多かった。これは、教育長の方から、後

でそのアンケートの結果、いついつやったとい

うふうな話は、答弁としてしていただく予定に

なっております。 

 そういうふうなことで、皆さん、声を出して

いる方々は、やはりその日に、どうしてだとい

うことで、正月にやってくれという要望はあっ

たんですが、それは、その人はそれが済めば、

もう自分のところは終わってしまうというふう

なこともあって、後は声出ない。 

 そんなような繰り返しできているのかなと。 

 日程の問題ですから、やはり、いろんな事情

あって、先ほど西村議員がおっしゃった、子ど

もにやはり成人の時ですから、美しい着物を着

せてあげたいし、そのことで、やっぱり成人と

いうものを祝ってあげたいという気持ちは、す

ごくわかります。だから、それが二度手間にな

らないように、正月にということも、気持ちと

してはすごくわかりますが、やはりこういった

ものは、皆さんがどう考えているかによって、

またいろいろ変わるかもしれませんが、私は今

のところは、成人の日にするのが本当じゃなか

ろうかと。成人式というものは、成人の日にす

るんじゃないか。 

 以前の、今言っても仕方がないことかもしれ

ませんが、１月１５日というのが、一番適当で

はないか。昔から、重陽の節句であるとか、い

ろんな、伝統的に日本の文化というものが、そ

の時に行われてたということでございます。 

 そんなふうな考えを持っておりますが、詳細

につきましては、また調査結果等、教育長の方

からご答弁をさせていただきます。 

 続きまして、金刀比羅宮の参道の調査でござ

いますが、これ、私ども、今、業務名ですが、

金刀比羅神社活用市街地活性化調査委託業務と

いう形で発注をしておりまして、これ、よく宿

毛にはなんちゃないというふうな表現をされま

す。 

 私自身、宿毛はなんちゃないじゃなくて、皆

さんがその価値を余り認めてない。宿毛市民の

方々が、何でもあるのに価値を認めてないんだ

ということで、所信表明の中でも、なんちゃな

いんじゃなくて、何でもあるでというふうな合

言葉をしていきましょうということを言わせて

いただきました。 

 このことで、１つ金比羅さんという、非常に

シンボル的なものが宿毛市にはあるんです。こ

れも１つの観光資源だというふうに、私はとら

えておりまして、讃岐の金比羅さんは、全国的

に有名でございまして、海の安全を祈願する

方々はほとんど行きますし、商売繁盛の方もお

いでになります。 

 それから、この宿毛の金比羅さんを考えたと

きに、昔の方というよりも、つい先だってお亡

くなりになりました方が、金比羅さんのいわれ
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についての本を書いたということで、私も読ま

せていただきまして、これが讃岐の金比羅さん

の分祀である。 

 全国的に見ましても、東京に金刀比羅神社が

あります。これは、虎ノ門にありまして、平地

にございます。こうやった讃岐の金比羅さんの

ように、山の上に上がってお参りをするという

ことは、あとは宿毛しかないんじゃないかなと、

私自身は認識をしておるわけでございまして、

こういった特異なところが、宿毛市にある。こ

れは、やはり宿毛の観光資源として売り出すべ

きじゃないか。 

 いろんな観光資源がまだあります。沖の島も

ありますし、出井の甌穴とか、いろんなところ

がありますが、私は、市内としての手近なとこ

ろでは、伝統のある金比羅神社というものを、

少し売り出していきたい。それには、今の、ま

ずあの天満宮の横から上がっていくのが普通で

ございますが、あそこも、非常にお年寄り等に

は危険な道になっております。 

 だから、そういった可能性、少し改良できる

可能性があるかどうか。そしてまた、この道路

をそのままやっぱり、この上の方の道路は、非

常に山道として、また散策道としてもいい道路

だと、私自身も認識をしております。これを何

とか、例えば豪華客船が来た時に、宿毛にはこ

ういった金比羅さんがありますよということも、

１つの売りではないかなと。 

 そのときに、上が、行くまでに今は３０分強

かかると思います。ここで、船を愛する、海を

愛する人たちが船に乗ってきたときに、海の神

様である金比羅さんが、讃岐に行かなくてもこ

こにあるんですよというふうなことを宣伝をし

て、観光客の方々が行きやすい道路を、少し整

備していけば、皆さんが金比羅さんの方に上が

って、あそこの中腹まで行けば、宿毛が一望に

見渡せる、すごい景観のいいところがございま

す。 

 こんなようなところを、少し観光ピーアール

にできないかな。そういうふうなことを思いま

して、このアクセス道路であるとか、どうすれ

ばピーアール、写真も撮っていって売れるかと、

そういうふうなことを思いまして、この市街地

の活性化につながるんじゃないか、そういった

ことの調査をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、西村議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に教育委員会としての考えは、新

成人の方でも、何人かは議員ご指摘のように、

親御さんが帰省の費用を負担されている方もお

ると思いますし、１月に２度の帰省となります

と、経済的にはかなりの負担となりますことを

考えますと、西村議員のご指摘、もっともなこ

とでありますけれども、１７年度に実施したア

ンケートをもとにして、実施をしているという

ことですので、期日を決めたということですの

で、当面は、現在の期日で行うべきではないだ

ろうかと、こういうふうに考えてます。 

 しかし、今後とも、いろいろな層のご意見を

聞いて、企画課とも連携をとりながら、多くの

市民の方が納得できるような形で、実施するよ

うには努めたいと思っております。 

 平成１７年度のアンケートにつきまして、ち

ょっとご報告させていただきます。 

 これは、成人式は新成人だけじゃなくして、

継続して開催をする式典でありますので、将来、

成人になる子どもたちにも関係しますので、各

地区の地区長さんに協力を得まして、全地域で

実施をしたということになっております。 

 そして、その結果は、１４４地区、８，９３

２世帯中、１，５８８世帯、１７．７８パーセ

ントから回答が得られたそうであります。 



 

－ 75 － 

 正月三が日がよいと答えた世帯が６２９世帯、

３９．６１パーセント、成人の日かその前日が

よいと答えた世帯が８９７世帯、５６．４９パ

ーセント、無回答、その他が６２世帯、３．９

パーセントという結果になっております。 

 以上です。 

○副議長（寺田公一君） １５番西村六男君。 

○１５番（西村六男君） 今、教育長から、ア

ンケートをとって、正月三が日がいいのが３９

パーセント、そして１月１３日がいいのが５６．

４９パーセントであったので、私どもは、多い

方の日付を採用したと。これからも、しばらく

はこの考えだということでございますが、そこ

が大きな間違いなんですね。 

 いいですか。成人式はお祝いだから、なるだ

け多くの方に来てもらう。出席してもらう。そ

して、心から祝ってあげるというのが成人式の

本当の意味ながです。アンケートをとって、５

６パーセントおるからそれでよいということに

なれば、４０パーセント、３９．何パーセント

の方は全部捨てられるがですよ。 

 私が言わんとするのは、その４０パーセント

の方をいかに出席さすかを考えるのが、あなた

たちの仕事なんです。５６パーセントの方はお

いておいても出席するがですから、その地元に

おるから、近くの方だから。その方はそのまま

でも来るんですよ。 

 問題は、その４０パーセント、ことしの例で

とりましたら、２６５名の成人式の中で、６５

名の方が欠席なんです。わずか２６０人ぐらい

の中で、６５名の方が欠席なんだから、この方

をどうしてこらすかということに重きをおかん

と、このお祝いの意味がないんです。 

 それを考えたら、アンケートのとり方もまず

いと、私は思います。地区広く網をかぶせたか

ら、いい結果が出たというものではありません。

さすれば、反対に、ことし欠席した６５名の方

だけでいいです。あんたたちは、正月３が日に

やれば出れましたかということ、その方たちだ

けに聞けば、おのずから結論が出てくるはずで

す。 

 ちなみに、高知県下の例を申しましたら、１

月２日に四万十町が、元の窪川ですね。四万十

町ほか７市町村が、１月２日です。１月３日に

やっておるのが、南国、須崎、土佐清水等々１

５市町村です。１月４日が香南市、１月５日が

土佐市ほか３市町村。１月１３日にやったのは、

我が宿毛市を入れて、わずか７市町村です。 

 わずか、この７市町村に重きをおいて、まだ

１月１３日にやりたいと思うということを言っ

ておりますけれども、私はこれは間違っておる

と思います。少なくとも、欠席した６５人の方

を、いかにすくい上げるか。いかに来ていただ

けるかということに主眼を置いていただきたい

と思いますが、もう一度ご答弁を求めます。 

○副議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 西村議員の再質問に

お答えをいたします。 

 わずか２６０名の中で６５人も欠席をしてい

る、その人の思いも生かして、いろいろと考慮

するべきではないかという話もありましたし、

いろいろアンケートのとり方も問題があること

については、重々承知をしております。今後に

ついても、アンケートのとり方は、高校生であ

ろうだとか、保護者を中心にだとか、いろいろ

工夫をして対応してまいりますが、現在のとこ

ろは、さっき申しましたように、今、実施した

アンケートが、多数であるので、安易にこの方

を選択したというのは、問題があるかもしれま

せんけれども、今の中では、その方法をとらせ

ていただきたいと、こんなふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○副議長（寺田公一君） １５番西村六男君。 
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○１５番（西村六男君） 市長、今の教育長の

ご答弁、わずか２６５名の中で、６５名の欠席。

しかし、アンケートの結果でありますので、そ

れは残念ながら、極端に言えば、捨てて、今後

もやりたいということでございますが、市長の

それに対するご感想を、ひとつお聞かせ願いた

いと思います。 

 そして、もう１点、金比羅さんの道の件でご

ざいますが、私は今、市長の言われました発議

と申しますか、発案については、大賛成でござ

います。大いに観光資源開発のためにやってい

ただきたいと思います。 

 が、しかし、今のこの宿毛市の状態で、果た

してそれが、重要度が何番目になるかなという

ことになれば、若干疑義を持ちます。 

 と申しますのが、商店活性化とか、いろいろ

あろうかと思いますけれども、あの山に、たと

え小さい軽四を１台あがる道をつけるにしても、

億という金が要ることは明らかです。 

 今のこの宿毛の状態で、それができるかどう

か、おのずから結論が出てまいろうかと思いま

すが、しかも、あの散策道は一宗教法人のため

につけるような格好になりますので、市民がそ

れを許すかどうか、それも大きな問題になろう

かと思います。 

 私は、市長のお考えに決して反対はしません。

大いにやっていただきたいと思いますけれども、

これについては、いささか、先ほど申しました

ような理由で疑義があります。 

 しかし、道はつける方法は、私はあると思い

ますので、私の提案をひとつ、ぜひご検討をし

ていただきたいと思います。 

 やろうとすることは、市長も私も同じでござ

いますので、やる方法が違うだけでございます

ので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

 実は、大月町が一昨年、風力発電所を１２基

建てました。そして、聞けば、風のない夏場で

も、月に１，０００万ちょっとくらいの電気料。

冬場の季節風の吹くときは、月に３，０００万

くらいの電気料が入っておるのではないかとい

う推測がされております。 

 ご存じのように、あの風力発電所つけるにつ

いては、町道からあの山を延々と、立派な道を

抜きました。しかし、これは国、県の補助、並

びに企業がやるのであって、大月町の持ち出し

はありません。その上、いいことには、固定資

産税がちゃんと入ります。 

 そこで私が提案したいのは、四国電力が風力

発電は風のあるとこと、ないときとで不安定だ

からということで、これ以上は、もうふやさな

いということになっておりましたけれども、施

設が改善されまして、ことし５万キロの風力発

電の電気を買おうという計画が出てまいりまし

て、今、受け付けをしております。 

 ５万キロと申しましたら、あの風力発電所５

０基でございますので、まだ十分、ゆとりがあ

るわけでございますが、その道をつけるがため

に、この金比羅さんの山に、裏の方の本山でも

向けて、２基、３基ぐらいの風力発電をやって、

その念願の道をつける研究をしてみるお気持ち

がないか、ひとつ提案をさせていただきます。 

 そして、もう１つ、日にちはさておきまして、

成人式の中身でございますが、なるだけ時間を

短縮して、静かな成人式をということで簡素化

されまして、正味、お客さんを目の前において

の式典は３０分くらいで終わっております。 

 ところが、宿毛の成人の方たちは、非常に紳

士淑女でございまして、本当に静かに、よく聞

いてくださいまして、もう少し時間をかけても

いいのではないかなと思うくらいに、静粛に聞

いていただいておりますが、しかし、今の時間

でよかろうかなと思っておりますけれども。 

 実は市長、私は先日、群馬県の前橋市へ行き

まして、夕食を済ませました。そしたら、友達
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が、県庁へ二次会に行くということになりまし

たので、私が田舎者だから、県庁を見せてくれ

るかなと思ってついていきましたら、県庁の前

でタクシーを降りまして、さっささっさ、県庁

へ入っていきます。 

 なぜかなと思いましたら、群馬県庁は３２階

建ての、これはたまげるほどの立派な高層ビル

の県庁でございましたが、３２階の展望台へ上

がりまして、ああ、いいねと言っておりました

ら、すぐ下の、今度は３１階におりてきました。

その３１階が、何と、たまげるような日本料理

店と西洋料理店がありまして、聞けば、県庁が、

こんないい建物は夜も遊ばすのはもったいない

から、この店に貸しておるのやということで、

たくさんのお客さんであふれておりましたが。 

 目からうろこが落ちるような気持ちがいたし

ました。まさか県庁の屋上を、飲み屋に貸して

おるかという、私の率直な気持ちでございまし

たが、しかし、県民、市民の方は、大変喜んで

利用しておりました。 

 それから考えてみますと、成人式の中身も、

少し目からうろこが落ちるような、今の若い人

に受けるような内容に変更してはどうかなと感

じました。 

 と申しますのが、高知県内でも既にやってお

られるとこがございます。この式典の後で、立

食パーティーをやっておる市町村もありますし、

恩師を囲んで昼食会をやらせておる市町村もあ

ります。 

 そこで、私がお願いしたいのは、これはもう、

市長の鶴の一声でご判断していただかんと、な

かなか右や左の意見があって結論が出ないと思

いますので、あえて市長に申し上げるわけでご

ざいますが。 

 宿毛市の成人式も、式典そのものは、今の文

教センターで済ませて、記念撮影も済ませて、

それから後、太鼓の演奏とか、そして一般の

方々のお祝いの催し物とか、そういうのは別会

場に構えて、ひとつパーティー形式で、にぎや

かしてやったらいかがなものでしょうか。 

 あの成人式の会場で見ておりましたら、親御

さんは後ろの方から、身を小さく乗り出して見

ております。そして、ある市町村では、嫁探し

だと申しまして、年頃の男女を集めて、わざわ

ざ集めてパーティーをやっております。 

 そして、成人式の方々は、式典の後で同窓会

をやっております。それを全部済ませるのが、

一堂に集まったパーティーではないかと思いま

す。そうすれば、議員も行って、１５分くらい

座って、ものも言わずに、何しに来たがやろと

思いながらすごすご帰ってくる。父兄も、声も

かけずに、遠くから見ておる。教えた先生も、

たまには出たいだろうけども、案内がないから

出れない。区長さんたちも、案内があれば出て

やりたいねと思う方もあるでしょう。 

 そういう市民の方々にも出ていただいて、例

えば、３，０００円会費ぐらいで、どこか会場

を借りて、パーティーをやって、嫁探し、同窓

会、すべてをやらせてあげたらと思うわけでご

ざいますが、いかがお考えでしょうか。 

 特にこれについては、市の職員がやりますと、

なかなか負担がかかります。これについては、

今、個人情報が云々と申しまして、以前は成人

式の本人のお名前と父兄の名前と、そして住所

まで書いた名簿を私たちにも配布してくれまし

たけれども、この三、四年から、名前だけ書い

た名簿になりましたので、どこのだれやら全然

わかりません。個人情報も大事ではありましょ

うが、この名簿を、例えばどなたの団体に渡し

て、この方たちが成人式ですが、案内を出して

パーティーをやっていただけませんかというこ

とになれば、教育委員会、企画が動かなくても、

他の団体が、私は喜んでこのパーティーは引き

受けてくれるのではないかと思います。 
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 特に今、教育長が、正月三が日を、違うわけ

ではございませんが、私はやはり１３日に固執

したいという考えのご意見でございましたけれ

ども、これは一理あると思います。教育長でみ

れば、部下をお正月の休みの間に出勤させて、

できるだけならこういうことはさせたくない。

家庭団欒のお正月をやらせてやりたいという、

教育長のお気持ちも十分にくめるわけでござい

ますけれども、幸いにして、来年のお正月は新

春２日のロードレースがなくなりまして、市長

の英断によりまして、フルマラソンを３月にや

りたいという計画になっております。 

 さすれば、お正月休みもあくわけでございま

すので、ぜひとも、私はこの正月三が日の成人

式と、そして同じやるなら、成人の方々に喜び、

我々も手を打って喜んで祝ってあげるパーティ

ー等も考えてあげたらと思いますが、市長のお

考えをお伺いいたします。 

○副議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、西村議員の再質

問にお答えをいたします。 

 まず、金比羅さんの件でございますが、道を

つける方法。今のところ、どういった形のもの

にするか、まだ決定しておりません。そういっ

た形で、今の参道を少し行きやすいように整備

してやる。転ばないようにとか、そういうもの

もあるし、あと、どうすればいいのかの調査は、

しているところでございますので。 

 ただ、ご提案がありました風力発電について

は、私は賛成ではございません。 

 というのは、風力発電も、まだいいんでしょ

うけれども、私、初めてなったとき、風力発電

で売り込みに来たことがございますが、宿毛は

風力がないということで、適地がないというふ

うな話を聞いておりました。 

 それではないんですが、やっぱり、自然景観

とのことを考えますと、こちらの人はいいかも

しれませんが、そら道路もできる、固定資産税

も入る、これは非常に有利なもんでございます。

それはよくわかります。 

 ただ、都会の人たちが来たときに、この自然

景観と風力発電という、風力の風車というもの

が合うかどうかというと、なかなか、私は少し

合わないんじゃないかという気持ちを持ってお

ります。 

 というのは、豪華客船で来られた、船の会社

の社長さんも一緒に乗ってこられておりました。

大月側に、今、風力がございます。風車がござ

います。あれは、宿毛湾の山並みというのは、

非常に風車ができる前までは、非常にすばらし

い景観だと。外国にもないような山並みである

しといっておられた社長さんが、風車ができて、

後でまた来られたときに、ちょっとがっかりし

ましたという話を聞いたものでございます。 

 それからまた、船の船長さんも、少しそぐわ

ないですねというふうな話。これはよそから来

た方のお話でございます。 

 そういったことで、やはり自然と調和する風

車というものなら、私は、皆さんが見てもいい

というんならいいんでしょうけど、今、こうい

った状況がありまして、また、もしくは金比羅

さんのそばに風車があるのが適当かどうかと申

しますと、あれも結構、騒音の問題等も出てく

るんじゃないかなと。民間の、地域の人たちが

すぐ近くでございますので。もうちょっと人が

いないところとかいう話なら、まだいいかなと

思いますが。 

 ちょっと、金比羅さんへの風車というものは、

私自身は賛成しかねるな。せっかくの西村議員

のご提案でございますが、非常に、我々にとっ

て財政的なものが入ってくるようなお話でござ

います。 

 風力発電そのものを、私は否定するものでは

ないし、太陽光であるとか、風力発電とかいう
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ものは、これは自然のエネルギーを利用したも

のでございますので、これは大賛成でございま

す。ただ、どこに置くかという、やっぱり景観

というものもいろいろ配慮したものでなきゃい

けないのかなと、いうことを思っております。 

 次に、成人式の教育長のお答えに対する感想

を、私が言っていいものかどうか、市長の方で

ですね。 

 ただ、いろいろ、この１４年度にたしか、市

会議員さんの質問があった。それから、１５年、

１６年と、出席者等からもアンケートもとった

ということも、いろんな経緯がございます。 

 西村議員からは、アンケートのとり方もいけ

ないという話もお聞きしました。 

 ただ、アンケートもいろんな方法があると思

いますが、そのときは、最適と思ってやってお

ります。また、いけないと指摘されれば、また

いろんなことも考えて、皆さんに、全員が納得

できるものは、なかなかないと思いますが、結

果として、今のものが定着して、８０パーセン

トの方が来ている。 

 この来られなかった６５名の方ですか、こと

し。こういった方にも、やっぱりお話を聞くと

いうことは、これはもう西村議員おっしゃると

おり、賛成の話でございますが。 

 まだ一定、この８０パーセントの出席で推移

しているというふうなことも聞いております。

やはり成人式の日程については、１００パーセ

ントの人が、なかなかオーケーすることは、な

かなかできないんじゃないか。 

 だから、我々もどっちがいいかというのにつ

いては、非常に迷うところでございます。これ、

我々、どうしても市民の声を聞くとなると、ア

ンケート等に頼らざるを得ないというところも

ございますので、ここのところは、少しご理解

も願いたい。 

 例えば、今度、正月にやったときに、何で成

人の日にやらないんだというふうな、今までど

おりのことをやらないんだということは、やは

り私は、来年おそらく、きょう変えて、例えば

３日とか４日とかにやったとき、どうしてこん

な日にやるんだという方も出てくるんじゃない

かな。 

 美容院の方々も、今、着物を着せるのに、正

月の着物は、これは成人ばっかりじゃございま

せんし、たくさんの方が着ますから、本当にて

んてこ舞いというふうな話にもなろうかなとい

うふうな形も思います。 

 こういった形で、いろんなことを考えながら、

やっぱり市民の皆様の、本当は１００パーセン

ト満足をしたいんですけれども、１００パーセ

ント満足、なかなか難しいんじゃないかなとい

う気はしております。 

 それから、群馬県庁のお話も伺いました。 

 実は私、例えばこの庁舎は、地震ではもうも

たない。ただ、庁舎を先に建てかえということ

は、全然考えておりません。ただ、もし建てか

えれる時期が来たときは、庁舎たりといえども、

宿毛市の職場と申しますか、市役所業務だけを

やるということの庁舎は、もう要らないんじゃ

ないか。 

 市役所業務は当然、議会もそうですが、こう

いう用途は要りますけど、そのほかにも、例え

ば銀行も入るし、市民の皆様がここに来れば大

体の、いろんな公的な事業と申しますか、手続

が終えるような、いろんなものをやれる。そし

てまた、今おっしゃいました、この３２階です

か、そこにレストラン、飲み屋さんがあるとい

うことも、これも１つおもしろいと思います。 

 大体、役所というのは、中央省庁よく行きま

すが、普通、地下に大体、食堂、レストランが

あります。これはやはり、反対、私自身は反対

でございまして、やはり食堂、レストラン、皆

さんが食事をする、飲み食いするところは、景
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観のいいところがやっぱりいいんじゃないか。

何であんな、中央省庁なんかの、屋上にそうい

うものをやらないんかというふうなことは、ず

っと思っておりました。 

 それから、成人式の中身でございます。いろ

いろなご提案をいただきまして、式典ばっかり

じゃなくて、その後、お祝い会をするというふ

うな話は、これはもう私も賛成でございます。 

 毎回出ておりまして、何か式典だけして、写

真撮って、それで終わりということが、今まで

ありました。もうちょっと、本当に成人の方々

は、そこで我々のあいさつを聞くだけ。写真の

ときだけになりますと、非常にはしゃいだ、う

きうきした気持ちで写真を撮っている。 

 そんなのを見ますと、もうちょっと工夫があ

っていいんじゃないかなということを、常々考

えておりまして、来年に向かっては、今の西村

議員のお話も参考にさせていただいて、少し工

夫をしたいなというふうなことを、今、思って

おります。 

 以上でございます。 

○副議長（寺田公一君） １５番西村六男君。 

○１５番（西村六男君） よいよ市長と私の考

え方が、大分隔たりがありまして、まことに残

念でございますけれども、ばんやむを得んと思

いますが。 

 ただ、霞を食うちゃいけんと。ときどき来て、

宿毛の景色はええのと言われるだけでは、市民

が幸せになれないということを、私は常々思っ

ております。しかし、今、市長の言われること

も、十分理解をしておりますので、とにもかく

にも、その参道をつけることに対して反対では

ありませんが、どうか市民の皆さんの全員のご

賛同ができれるような方法で、ぜひひとつお願

いしたいと思います。 

 そして、教育長におかれましては、今、私が

群馬県庁を持ち出したのは、まさか県庁の屋上

で飲み食いさしようろ。それを思うたら、宿毛

市の成人式は、もう少し中身を変えたらという

ことを言ったわけでございますが、市長は、建

物全体にも深い意味を持っていただきまして、

ありがたく思っておるわけでございますが。 

 今、市長が申されましたように、現状を守る

のであれば、だれでもできます。どうか一歩で

も二歩でも前を見て、祝っていただく子どもた

ちが喜ぶような運営でやっていただきますよう

に、重ねてお願いいたしまして、一般質問を終

わります。 

○副議長（寺田公一君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） おはようございます。

５番、浅木でございます。これから一般質問を

させていただきます。 

 早速ですが、質問通告に従い、まず市長の政

治姿勢についてお尋ねいたします。 

 １番目には、道路特定財源についてお伺いい

たします。 

 道路特定財源については、現在、通常国会で

も議論されておりますが、その内容が明らかに

なるにつれ、一人一人の市民にとりましても、

これからの道路整備がどうなるのか、４月以降

のみずからの生活にどう影響するのか、重大な

関心事となっております。 

 自然は豊かでも、地理的には不便な宿毛市に

住む一人といたしまして、私も、道路整備には

重要な政治課題と考えており、１２月議会では、

現状維持の意見書決議に賛成したわけでござい

ます。 

 しかし、その後の国会での議論を聞いて、

政・財・官が癒着したともいえる道路特定財源

の使われ方、また東京湾への２本目の橋を含む、

全国では６本もの巨大架橋構想を含め、１０年

間で５９兆円の巨費を使い切るという道路中期

計画の中身が明らかになり、国民生活を大きく

圧迫する内容であることがわかるにつれ、後悔
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の念を持つようになりました。 

 こうしたことから、この議会では、国民生活

を守るためには、暫定税率を廃止し、道路特定

財源の一般財源化を推進する立場で質問させて

いただきます。 

 まず、問題点の第１は、本来の税金に上乗せ

している暫定税率を継続して徴収するのか、そ

れとも、暫定税率分は燃料高騰等で苦しんでい

る国民の、営業や生活を守ることを考えて、廃

止するかであります。 

 ガソリンであれば、本来の税金は１リットル

当たり２８．７円であり、これに暫定税率分２

５．１円が加算されております。暫定税率分が

廃止されれば、３０リットルの給油で７５３円

支払いが安くなるわけであります。 

 第２の問題といたしましては、現在はガソリ

ン税や自動車重量税の財源が、道路関係予算に

しか使えない道路特定財源とされています。こ

れをこのままにしておくのか、それとも道路で

はなく、福祉や教育など、必要なところへ幅広

く使える一般財源にするかであります。 

 一方、暫定税率を廃止すれば、その分だけ、

国や自治体の税収が減ります。また、一般財源

化すれば、現在のようには、道路関係に財源が

充当できなくなることも考えられます。 

 この問題の基本は、一般会計で８３兆円、特

別会計で１７５兆円の年間国家予算をどう使う

かの議論でもあります。 

 国は、財政が厳しいからと、社会保障を来年

度予算で２，２００億も削減。医療制度も改悪

して、７５歳以上で扶養家族になっている人の

わずかな年金からも、後期高齢者医療保険料を

取り立てることを決定しております。 

 国民にかつてない大きな負担を押しつけなが

ら、大企業や大資産家に対する年間４兆円もの

減税。先般、イージス艦で漁船を沈没させた自

衛隊や、在日米軍の支援に５，０００億円を含

む年間５兆円の軍事予算も継続しています。 

 公共事業も、道路整備計画だけでは総額方式

を残しており、道路特定財源制度のもと、年間

５兆円を超える財源を使っています。 

 こうした財源は、道路整備特別会計から７４

の公益法人等へも支出されておりますが、この

ほとんどに国土交通省退職者、延べ１，３４３

人が天下りしており、随意契約が８６パーセン

トにも達しています。次から次へと発覚する国

土交通省のこうした問題は、道路特定財源に守

られた潤沢な財源にあるといえるわけでござい

ます。 

 日本共産党は、暫定税率を廃止して、国民の

税負担を緩和する、道路特定財源については、

一般財源化して、地方へ配分し、生活道の整備

とともに、教育や福祉にも使えるようにする。

また、削減された地方交付税５兆１，０００億

円の復活、これをさせることを政府に求めてい

ます。 

 こうした政策の実行こそが、地方を活性化さ

せ、国民生活を安定させる道だと確信していま

す。 

 問題の多い道路特定財源について、共同通信

が行った全国世論調査では、一般財源化に賛成

の人が５４．９パーセント、反対の人が３６．

２パーセント、そして暫定税率延長に、賛成の

人が３１．６パーセントであるのに対し、反対

の人は５７．１パーセントであります。 

 道路特定財源を維持し、無謀ともいえる道路

中期計画を推し進めるのではなく、一般財源化

して、地方の裁量で使えるようにすることが地

方分権に必要であり、この点からも、道路特定

財源は見直すべきだと思いますが、市長のお考

えをお伺いいたします。 

 今、全国的に多くの首長は、道路特定財源維

持の政府方針を支持する方向で行動しているよ

うであります。これに対し、鳥取県の前知事で
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あった片山善博氏は、道路にしか使えないよう

にしてくれ。縛っておいてくれと求めるのは、

地方分権に反する。ひもつき財源ではなく、一

般財源に変えろと求めるべきではないかと語っ

ています。 

 高知県でも、去る１月２０日、政府方針を支

持する立場で、高知県の道路整備を考える県民

総決起大会が行われました。これは、県の道路

課が中心となって取り組み、県民の税金を５８

万円も使っております。国論を二分する重要な

政治課題について、一方の主張に世論を誘導す

る催しを、公的機関が税金を使って実行するこ

とには、大きな問題があります。 

 地方交付税が５兆円も減額されたときでさえ、

反対する県民集会は開いておりません。公的機

関を特定の政治目的のために利用することにつ

いて、市長のお考えをお伺いいたします。 

 また、１月３０日には、土佐はちきん連とい

う６名の女性組織が、国土交通省に、県民総会

決議をもって要望に行ったと報道されておりま

す。この土佐はちきん連は、暫定税率の期限が

７カ月後に迫った昨年８月、にわかに結成され、

事務局を県の道路課に置いているわけでござい

ます。 

 ６人の上京団のうち、１人は県の職員であり、

県は３人分の旅費、２１万３，１６０円を支出

しております。 

 国民の間で賛否が二分する片方の政治課題を

要望に行く女性団体へ、県の公金を支出するこ

とは大きな問題があります。 

 なお、残り３人分については、市町村に依頼

したと聞いておりますが、宿毛市はどのように

かかわっているのか、お伺いいたします。 

 次に、暫定税率廃止によって、県全体では、

３１１億円の影響が出ると発表されていますが、

宿毛市としてはどうなのか。また、暫定税率廃

止による県民への減税は、車１台あたり、年額

２万６，９００円。高知県民全体で１５０億円

との試算があります。 

 宿毛市での減税総額はどのくらいになるのか、

お示しいただきたい。 

 道路特定財源につきましては、以上の点につ

いて、市長にお伺いいたします。 

 ２番目の議題でございますが、有害鳥獣対策

についてお尋ねいたします。 

 有害鳥獣による農林産物への被害は、年々、

全国的に拡大しており、農林水産省の調査では、

年間１６９億円の被害が出ていると聞いており

ます。 

 また、高知県では、１億８，０００万円もの

被害が出ているわけでございます。こうした猶

予ならない事態の認識が一致したためか、この

たびの議会では、３人も同じ議題で質問するこ

とになってしまいました。 

 質問の最後にはなりましたが、宿毛市の農林

業を守るための熱意と受けとめていただき、答

弁をよろしくお願いいたします。 

 まず、シカによる被害の現状把握についてお

尋ねいたします。 

 私の知るところでは、県下でも東部に続いて、

西部でシカの被害が広まっています。人とシカ

が共生できる頭数は、１平方キロ当たり５頭が

限度と聞いております。県下では、９，２００

頭までが限度と言われていますが、県下の推定

生息数は４万７，０００頭となっており、約５

倍もの異常繁殖となっているわけであります。 

 四万十市の山間部では、１平方キロ当たり、

共生可能数の約１５倍に当たる７４頭生息のデ

ータもあります。異常繁殖したシカは、山林で

は植林した若木の葉や枝を食い荒らし、大きな

木は木をはいで枯死させてしまいます。 

 また、背の高い草木を食べ尽くすために、林

の中は裸地状態となって保水力を失い、洪水や

河川の水質悪化、時には山地の崩壊さえ引き起
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こします。 

 また、最近では、人家周辺にも出て、シイタ

ケ、ユズ、茶の木、稲、野菜などへの被害が広

まっています。 

 特に山間部の農家では、被害が多発している

わけでございます。宿毛市として、こうした現

状をどう把握し、生息調査を実施しているかを

お伺いいたします。 

 次に被害対策についてお尋ねいたします。 

 まず、１番目に、シカは駆除対策等が始まる

と、隣接自治体のエリアに逃げてしまい、効果

が上がらないため、近年は、隣接または広域の

自治体で協議会をつくり、成果を上げています。 

 県東部の市町村で、先日、一斉に駆除対策を

実施したと報道されておりました。 

 シカの繁殖期は春であり、子ジカの生まれる

この時期に、集中して駆除すれば成果が上がる

ようであります。宿毛市としても、こうした対

策がとれないものかどうか、お尋ねいたします。 

 ２番目に、防護対策としては、周囲へのネッ

ト張りは一定の効果がありますが、すぐに破ら

れてしまいます。金網フェンスであれば長期効

果がありますが、コスト高となります。 

 こうした防護対策について、どのような助成

ができるかについて、お尋ねします。 

 ３番目に、駆除奨励金については、昨日の岡

崎議員の質問に対して、引き上げの表明があり

ました。この引き上げによる駆除効果を待ちた

いと思います。 

 なお、お隣の四万十市では、狩猟期間中でも

奨励金の支払いをしているようでありますが、

宿毛市としても検討する必要があるのではない

か。また、猟師の後継者育成を進めることとあ

わせて、香美市のように、予察捕獲期間、これ

を大幅に拡大するなど、駆除がしやすくなる施

策をどうするかについて、お伺いいたします。 

 ４番目に、シカ肉の利用促進について、お尋

ねいたします。 

 シカの駆除が進まない一因に、シカ肉が余り

利用されてないことがあります。シカ肉が、あ

る一定の価格で販売できるなら、駆除も進むと

思われます。 

 既に宮崎県の五ヶ瀬町では、業者に依頼し、

シカ肉をハムやソーセージに加工して、第３セ

クターが販売しています。この売上の半分を、

猟師に還元する、こういうふうな取り組みもし

ているわけでございます。 

 県も１２月議会で、シカ肉の消費拡大に取り

組むと答弁し、早速、シカ肉利用の事業化をす

る予算計上をいたしました。 

 宿毛市としても、単独、または近隣市町村と

連携し、シカ肉の利用促進を検討できないか、

お伺いいたします。 

 ５番目に、農林水産省は、新たに鳥獣被害対

策に２８億円の交付金を予算化しております。

食害対策の特別措置法が２月に施行されたこと

を受けたものでありますが、こうした助成策を

積極的に活用することについて、市長のお考え

をお伺いいたします。 

 大きな３番目は、国民健康保険について、お

尋ねいたします。 

 ワーキングプアとか、ネットカフェ難民など

の言葉でわかるように、今日の日本社会は、貧

困と社会的格差が急速に広がっています。さら

に、高齢化社会の進行とも相まって、生活困窮

者が増加しています。こうした中で、国保税滞

納者も、全国では４８０万世帯を超えてしまい

ました。 

 こうした滞納者のうち、約３５万世帯は国保

証を取り上げられ、資格証明書にされています。 

 １９９７年に国保法が改悪されて、市町村に

資格証明書発行が義務づけられてから、一気に

増加しております。 

 この資格証明書にされると、病院窓口での支
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払が１割や３割ではなく、医療費の全額を払わ

なくてはなりません。 

 後で市役所へ行き、手続をすれば、自己負担

分以外は払い戻しを受けることができますが、

生活困窮者にとっては、後で戻るとはいえ、医

療費の全額払いが困難な方もおります。 

 このため、病気になっても、すぐには病院へ

は行けず、病気が悪化。病院へ運ばれたときに

は、既に手遅れで死亡する事件が、全国的にふ

えております。 

 資格証明書になった人の受診率は、福岡県の

例で見ますと、保険証を持っている人の１１３

分の１となっています。 

 全国的に、受診したくても受診できにくい傾

向となっているわけでございます。こうしたこ

とは、国保滞納者増加のもう１つ原因は、国保

税が大幅に引き上げられたことにあります。１

９８４年と今日を比較してみると、国保加入者

の年間平均所得は１８０万円から１６５万円に

減少しているのに、国保税は１人当たり３万９，

０００円から８万３５０円にもなっています。

世帯で見ると、１０万３，０００円から１５万

２，６００円と大きく増加しているわけでござ

います。 

 国保税が増加となった大きな原因は、政府が

国保への国庫負担金を大幅に削減したことにあ

ります。 

 １９８４年当時、市町村国保の総収入に占め

る国庫支出金の割合は４９．８パーセントでし

たが、今日では、３４．５パーセントにまで引

き下げられ、金額にして１兆６，６００億円の

減額となっています。 

 さて、この資格証明書の発行も、自治体によ

って大きく異なり、高知県下でも８００世帯を

超えて発行しているところもあれば、発行がゼ

ロの自治体もあります。県下１１市の中で、資

格証明書の発行は、飛びぬけて高いのが宿毛市

であり、最も低い高知市の約３０倍となってい

ます。県下の自治体平均と比較しても、約５倍

であります。 

 そこで、市長に次の５点についてお尋ねいた

します。 

 まず１点目、宿毛市における短期証、及び資

格証明書の発行状況とあわせ、なぜ資格証明書

は多発されているのか。 

 ２番目に、資格証明書の発行基準はどうなっ

ているのか。 

 ３番目に、国保料の軽減措置のうち、国が適

用基準を決め、補助金も出している減免制度の

うち、２割減免は本人の申請となっているが、

このことは納税者に徹底されているかどうか。

また、申請減免については、どのように取り扱

われているのか。 

 ４番目に、高過ぎる国保税を引き下げるため

に、国庫支出金をふやすことについて、政府に

求める考えはないか。 

 資格証明書の多発によって、宿毛市民が命を

落とすことのないよう、国民健康保険の適用を

求め、第１回目の質問を終わります。 

○副議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浅木議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に道路特定財源の問題についてで

ございますが、道路特定財源の問題に答える前

に、私ども、この現状をまず申し上げておきた

いというのが、我々の思いは、ここの議場にお

られる皆さんも、一般市民の皆様も同じだと思

いますが、やはりここまで、宿毛まで、高速道

路を、８の字ルート、あれを早くつけていただ

きたいという思いと、それから、国道５６号線

１本しかございません。首都圏から。そういっ

た道路について、やはり災害のときに、どうし

てこの道路を通過させるのかという思いが一番。 

 そしてまた、先ほど、８の字にかかわります
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が、首都圏から、県の首都圏から３時間もかか

る道路。東京から一番遠いといわれている宿毛

でございます。やはり、これは道路整備がなさ

れていないから、こういった時間がかかる。そ

して、また観光にも、経済にも、非常に影響を

持っているということを、まず認識をしておき

たいと思いますし、また、こういうことで、

我々の目的は、道路が本当に早くつけていただ

きたいというふうな思いが、一番にあるんじゃ

ないかなということの思いを持ってますので、

その面からお話もさせていただきたいというふ

うに思っております。 

 また、世論調査というふうなものがございま

すが、私自身は、この世論調査というものは、

これは新聞発表をしているだけであって、道路

に関する問題については、私自身は、宿毛市民

の世論調査の結果を、一番に尊重したい。宿毛

市民に対する世論調査というのは、一切ござい

ません。 

 そんなことも考えた上での世論調査の結果を、

どうするかとかいうふうな話もしなきゃいけな

いんじゃないかな、そういうふうに思っており

ます。 

 道路特定財源の暫定税率の考えでございます

が、先ほど、浅木議員からも、ガソリン税で２

５．１円の、廃止されればこっちへ返ってくる

というふうなことがございました。 

 これは、ガソリン税が２５．１円安くなれば、

これはみんな賛成だろうと思います。 

 ただ、このお金がどこに使われているかとい

うことを、やっぱり我々、考えていかなきゃい

けないんじゃないかというふうに思っておりま

す。 

 道路はむだが多いというふうなことをよく言

われております。これは、都会の人たちの言う

言葉であって、我々は、むだを全然してないと

いうふうに思っております。 

 ５６号線もしかり、また、県道の整備状況も

悪い、ご質問にも時々出ます、市道の道路状況、

そして、でこぼこも直せないのかというふうな

質問もございます。我々にとっては、道路に対

するむだなお金は、一銭も使ってないというふ

うに、私自身は思っております。 

 公共交通機関とか、道路の整備されたところ

は、非常に、それはもう、道路は要らないよと

いうことは、評論家の方々は言っております。

我々の道路は、こういったふうな現状を、都会

の人たちにも見ていただきたいというふうなこ

とを、まず私自身は思っております。 

 都会の方に、道路がどんどんどんどんできて

いく。道路がどんどんどんどんできていき、ど

んどんどんどん便利になれば、都会に人が集中

します。だから、都会の道路を一回、もう全部

やめてもらいたいなというのが、私自身の気持

ちでございまして、都会の道路を全部やめたお

金を、全部こっちに回してくれれば、この我々

の、須崎からこっちへの高速道路は、もう二、

三年でできます。 

 そういうふうに、私自身は思っております。 

 こういった形で、今、じゃあ道路特定財源要

りません。暫定税率要りませんとなったときに、

この道路整備の予算というのは、また一層少な

くなるというふうなことでございますので、私

自身の方としては、この暫定税率に、廃止によ

る地方道、譲与税等ございますが、宿毛市の財

政にも非常に大きな影響を与えます。 

 そういったことで、暫定税率を廃止した場合

の代替案、そういうものがない中での暫定税率

の維持は必要というふうに思っております。 

 暫定税率を廃止した場合の宿毛市の減収額と、

市民負担の減少額でございますが、宿毛市の減

収額は、平成１８年度の決算ベースの地方道路

譲与税等で、これを見ますと、約９，２００万

円の減収となります。 
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 暫定税率を廃止した場合の市民の負担の減少

額というのは、宿毛市内でのガソリンの消費量、

それから自動車重量税、自動車取得税の納付の

把握が非常に難しく、算出できません。 

 先だって、県議会で県のご答弁の中では、浅

木議員が先ほどおっしゃいました県民の減少額

が、大まかな推定で１４０億円程度になってい

るということは承知はしております。 

 それから、道路特定財源の維持だとか、暫定

税率維持の県民総決起集会とか、そういった行

政が先導して、こういったことに運動すること

について、公共のものを使っているというふう

なことについては、これは行政等もかかわる話

で、我々の財政的なもの、施設整備のことをお

願いするということでございますから、これは

当然、いいんじゃないかなと思いますし、先ほ

どおっしゃいました、県民総決起大会とか、土

佐はちきん連合とかへの、国の要望に、県の負

担金のほかに市町村も負担しているというふう

なお話がございました。 

 これは、県の負担のほかについては、道路整

備促進期成同盟会高知県地方協議会というのが

ございます。それから、高知県道路利用者会議

等から支出されておりまして、宿毛市直接の負

担はしておりませんので、そのことを申し上げ

ておきます。 

 それから、有害鳥獣被害対策についてでござ

います。 

 これも、本当に農林の方々が、非常に困って

いるということは、十分認識しておるつもりで

ございます。対動物、特に野生動物ですから、

非常に有効的なものがないというのが、まず捕

獲をしなきゃいけない。それから、近寄るな、

農林産物に近寄るなと言っても、これは人間じ

ゃございませんから、なかなか言うことをきい

てくれないというふうなことで、大変なことで、

猟友会の皆様方には、非常な負担をお願いをし

ているというのが、現状でございます。 

 先ほどのご質問の中で、生息数等の関係でご

ざいますが、宿毛市としては、シカの生息頭数

については、調査を行っておりません。 

 昨日も答弁をしておりますが、シカについて

は、重点的に捕獲するように、要請を、お願い

をしてきました。 

 今後の生息数の調査でございますが、先ほど

申しました、野生の動物でございますので、宿

毛に何頭いるということは、なかなかできない。

広域的に、やっぱりシカとか移動すると思いま

す。 

 そういうことで、頭数を把握することは、非

常に困難じゃないかなということで、費用を莫

大にかけて調査するというふうなことは、考え

ておりません。 

 広域的な取り組みとしては、猟友会とか、近

隣市町村の意見交換会を通じて、検討もしてい

きたいし、いい知恵も出していただきたい。 

 それから、昨日も申しました、現段階では、

宿毛市鳥獣被害対策協議会におはかりをしまし

て、いろいろな検討もしていきたいというふう

に考えております。 

 それから、防護をするということで、防護柵

も１つの方法だと考えております。捕獲しない

限り、抜本的な対策にはならないんじゃないか

なというふうなことも思っております。 

 団体等で、防護柵を設置したいというふうな

要望がある場合には、補助制度等を活用しまし

て、導入することも検討していきたいと思って

おります。 

 先日、新聞を読んでますと、網を張るのに、

シカ等が嫌がる物を網の中に組み込んで、近寄

らないような網が、少し開発されたというふう

なことも聞いておりまして、そういったものも、

これから実施の中に入れていくのも、１つの方

法かなというふうなことも思っております。 
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 それから、報償金の話は、きのうもお話をさ

せていただきました。狩猟期間中も、捕獲報償

金を出すべきじゃないかということでございま

すけど、捕獲報償金は県から３分の１の補助を

受けておりまして、県の交付要領によりますと、

サル以外の交付は、狩猟期間外に鳥獣捕獲許可

を得て捕獲したものに限定されているというこ

とでございます。 

 また、限定の予算の範囲の中での対応でござ

いますので、ちょっと困難ではないかなという

ふうなことを思っておりますが、また、こうい

ったことも、協議会の中で取り組んでまいりた

いというふうに思います。 

 それから、予察捕獲というふうなことをご質

問がありました。非常に、過去５年間の被害等

の発生状況とか、生息状況を検討しまして、捕

獲計画書を作成した後に、宿毛市鳥獣被害対策

協議会が認める必要がございます。 

 この予察許可は、こういった形での、協議会

のお認めになっていただいた場合には、許可で

きるということでございます。 

 この予察捕獲は、事前に被害を想定する中で、

許可を出す行為となりますので、容易に、安易

に許可できるものではないんじゃないかなとい

うふうに考えております。 

 現在も、農家からの報告がございましたら、

即現地を確認しまして、速やかに捕獲許可を出

すように対応をしておりますので、予察捕獲許

可を出せる状況はないんじゃないかなというふ

うに思います。 

 次に、シカ肉の利用でございます。シカ肉も

非常に、食べたらおいしいということもござい

ます。マイナスをプラスにしていくということ

で、肉の利用というものは、非常に有効かなと

思います。 

 また、平成２０年度より、県のシカ対策特別

事業が創設されまして、その中のシカ肉利用促

進事業では、民間団体を対象としまして、簡易

な設備整備とか、商品開発等に対する、要する

経費への助成が受けられるということでござい

ます。 

 この要望がありましたら、積極的に活用する

ように働きかけてまいりたいと、このように考

えております。 

 それから、今のような、いろんな国や県の新

しい事業を、積極的に取り入れるべきじゃない

かということでございます。いろいろ、国、県

の有利な事業がございましたら、鳥獣被害対策

協議会の中でも、検討を行いまして、被害防止

に取り組んでまいりたいと、このように思って

おります。 

 それから、次に、国民健康保険でございます。

短期被保険者証と資格証明書でございますが、

義務的に、この２つを交付する取り扱いにつき

ましては、被保険者の負担の公平を図るととも

に、保険税の収入を確保することとか、国民健

康保険事業の健全な運営に資することを目的に

しまして、滞納世帯にかかる事務処理要綱及び

要領を制定しまして、平成１２年４月１日から、

短期被保険者証と資格証明書を発行することを

実施しております。 

 この取り扱いでございます。１２年度におけ

ます介護保険制度の導入を機に、国保税滞納者

に対する実行的な対策を講じるという観点から、

特別な事情がないにもかかわらず、国保税を１

年以上滞納している場合、市町村は必ず、被保

険者証の返還を求め、資格証明書の交付を、そ

のかわりに資格証明書の交付を行うということ

と、国民健康保険法の規定によりまして、これ

を実施しているということでございます。 

 内容といたしましては、資格証明書の交付等

の措置を講じることができるとされていたもの

が、平成１２年度からは、義務的に被保険者証

の返還を求めるものと、こういうふうに法律が
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変わってされたものです。 

 こういうことだからといって、我々としては、

決して機械的に事務処理をしてきたわけではご

ざいません。滞納者との納付相談とか、納付指

導を重ねても、なお納付されない方とか、分納

誓約書を提出されても、履行しない方、こうい

う方など、資格証明書の交付につきましては、

慎重に交付しているということでございます。 

 短期被保険者証の交付でございますが、滞納

者との面接機会をふやしまして、交付を促す目

的で、完納されるまで実施しているということ

でございます。 

 それで、平成２０年の２月末現在で、資格証

明書交付数は５８７人、４．９パーセントです

ね。短期被保険者証交付数は、５０３人となっ

ております。 

 それから、次に、国保税で、申請が必要な軽

減制度の状況と周知方法でございます。 

 国保税の軽減制度でございますが、これは、

世帯の所得状況に応じまして、均等割、これは

１人２万１，０００円、平等割、１世帯２万６，

０００円に対しまして、７割、５割、２割を減

額するという制度になっております。 

 このうち、申請が必要となるのは、２割軽減

の制度でございまして、周知方法につきまして

は、対象者の全員に個人通知をしております。 

 平成２０年の２月末現在で、通知世帯が７１

７世帯中、申請が来ておりますのが５１３世帯

で、このうち決定されたものが５０４世帯ござ

います。非該当が９世帯、未申請が２０４世帯

というふうなことになっております。 

 また、平成２０年度から、地方税法の改正に

よりまして、２割軽減世帯につきましても、申

請が不用となるような条例を改正する予定と、

そういうふうにしております。 

 次に、これは国保税の減免規定が明文化され

ているかというふうなご質問内容でしょうか。

よろしゅうございましょうか。 

 ご承知のように、国保制度につきましては、

加入者自身が負担能力に応じまして、一部を負

担し合うなど、相互扶助の精神を取り入れた社

会保障制度でございまして、先に述べました軽

減制度のほかには、災害とか失業等により、担

税力が著しく低下した場合には、申請に基づい

て、不公平の生じることのないように、実態調

査等を行いまして、宿毛市国民健康保険税条例

第２１条の２及び宿毛市税減免規則において決

定しておりまして、対応は十分可能と思います

ので、これでの明文化というのは考えておりま

せん。 

 周知方法につきましては、納税通知書への記

載とか、税務相談等の必要に応じまして、お知

らせをしておるということでございます。 

 それから、税率を、いわゆる個人負担の方、

少なくするようにという税率を下げる方法でご

ざいますが、費用額に対する被保険者の負担割

合を下げるよう、国へということでございます

が、国民健康保険の医療費につきましては、公

費で５０パーセント、被保険者５０パーセント

の割合で負担しておりまして、医療費が年々増

加しておりまして、保険者としても、被保険者

の皆さんの負担を少しでも少なくするために、

医療費抑制策として、さまざまな施策を行って

いるわけでございます。 

 しかし、国民健康保険事業は、市町村が保険

者であるために、市町村によって、税率等に違

いがあるということも事実でございまして、現

在、医療制度改革が行われております。その中

で、公費の負担割合についても、検討されるべ

きものというふうに考えておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（寺田公一君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） ５番、再質問をいたし
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ます。 

 道路特定財源の問題について、市長の気持ち

いうか、基本的なお話の中で、地方においては、

まだ道路が未整備だという話がありました。市

長は、もう都会の道はええんじゃないかと。こ

っち、田舎の方へ向けて、お金を持ってきてく

れということですが、そういった面では、私も

共通する分があるわけでございます。 

 特に、今度の中期計画ですね。これの中を見

てみた場合、中期計画で５９兆円も使うという

ことでございますが、市長は、先ほど、極端な

表現ですけんど、一銭もむだはないと言うふう

におっしゃられましたが、果たして、東京湾へ

もう１本の橋を架ける今度の構想ですね、こう

いうものが、私はむだだと言えるわけです。 

 現在あるアクアラインですね、現在架けてい

る橋でさえ、通行料は当初予定には全く及ばな

いと。がらすきやという状況でございます。 

 これにかけた金が１兆４，０００億と言うふ

うに聞いております。メートル当たり１億円か

かったと。ところが、実際には通行料も高いと

いうことで、利用されていないと。 

 当初、３０年で償還するといっていた借入金

も、全くその見込みがたたなくなって、５０年

を超すような長期に引き伸ばすというふうにな

っているわけです。 

 こういった状況の中で、また新たな橋をかけ

るという提案が出ているわけです。 

 橋だけで見れば、伊勢湾へ架けるとか、そし

てまた、山口県と九州の間ですね、この間へも

う１つの橋を架ける。そして、近いとこで、あ

ったら便利はええかもしらんですが、四国と九

州の間へ橋を架ける。そしてまた、九州では、

長崎ですね、島原と熊本の間、こういうとこへ

橋を架ける。果たして、あったら便利はええけ

んど、今、そういうものが即必要なんかという

面があるわけです。 

 市長は、先ほど言いましたように、こういう

道路特定財源については、基本的に、大企業や

ゼネコンがもうけるような形での事業実行とい

うものが組み込まれていると。地方で欲しい道

路というものは、回ってきてないわけでござい

ます。 

 私は、一般財源化について、一般財源の中へ

入れておいて、必要なものについては、市長が

強調されましたように、生活道を含めて、必要

なものについては、つくることは大事だと。必

要な道をつくるなということを、私たちは主張

しているわけではないわけです。 

 そういった面から、道路中期計画については、

全面的に見直していく必要があるということで

す。 

 一般財源にしても、必要な道はつくれると言

えます。 

 それともう１つ、暫定税率につきまして、先

ほどお話しましたように、約、１台につき２万

７，０００円の県民の税金が安くなると。多く

の方が通勤、共働きの人が２台持っているわけ

でございますので、１世帯当たり５万４，００

０円ぐらい負担が軽くなってくると。これは当

然、消費に回ってくるわけでございますので、

宿毛の消費動向に影響してくるわけです。 

 そういった面で、マイナスばっかりではなし

に、市民の懐が豊かになるという面で、プラス

面があるわけでございます。 

 そういった面についても考えていただき、先

ほど言ったような、一銭もむだがないというよ

うな考え方、それ自体はおかしいんじゃないか

と。正すべきは正していくべきじゃないかと。

こういうものがあるから、今度の国会でも問題

になっておりますように、いろいろな形で、汚

職と言えるかどうかはわからんですが、政・

財・官の癒着、これに基づくああいうお金の使

い方、ずさんな使い方が、今度、新たになって
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きているわけでございます。 

 こういった面を、国土交通省の方では問題点

は改めるという表明はございましたが、やはり

お金がだぶついていると。余っていることの証

拠ではないかと思うわけです。 

 こういった面から、暫定税率の廃止、求めて

いるわけですが、このむだの部分について、市

長の先ほどのことについて問題があるので、見

解の相違ならしょうがないですが、そういうと

らえ方はおかしいんじゃないかと思うわけでご

ざいます。 

 それから、有害鳥獣の問題についてですが、

これにつきましては、先ほどお話がございまし

たが、補助金の関係ですね。これについては、

もう今度、県の方では、例えば新聞報道とか、

マスコミをにぎわかしております物部川上流、

こういったものについては、ここの森林整備計

画ということで、県公営企業局が助成をすると

いうことで、間伐推進とあわせて、１０年間の

助成をするということになっております。 

 この辺については、シカの捕獲についても、

この金の中から追加して出すと。２，０００円

追加するというふうになっているわけです。 

 それと、もう１つ、先ほど言いました予察捕

獲については、難しいんじゃないかというお話

もございましたが、シカが異常繁殖して困る、

香美市等では、既に７カ月半という予察期間を

とって、シカを駆除しているわけでございます。 

 こういった、言葉はややこしいですが、あら

かじめ見込んでということになるわけですが、

こういったことによって、被害が起こる前に対

処しているということが言えるわけです。 

 こういった面も含めまして、検討願いたいと。 

 なお、食肉加工については、県の方でも事業

化をするということでございますので、民間業

者との話をするようなお話もございましたが、

県の事業等も参考にしながら、取り組みをして

いただきたいと思うわけでございます。 

 それから、資格証明書の問題、国保の問題で

すね。これにつきましては、先ほど説明があり

ましたが、いずれにいたしましても、宿毛市と

しては、発行状況は他の市町村と比べて、非常

に多いと。今年度２月段階の数字を明らかにし

ていただきましたら、これから見ると、以前よ

りは発行状況が多少減ったのかなということは

ありますが、まだ年度末まではわからないわけ

ですが、特に生活困窮者とか、現在、病気にな

っている人、こういう人からの取り上げはだめ

だとか、それからまた、それぞれの医療費助成、

こういったものを受けている人、こういった人

からまで取り上げているというような自治体も

あるわけでございます。 

 そういったことが、実際に宿毛市では起こっ

てないのか、こういうことについてお聞きした

いわけでございます。 

 なお、２００７年の３月、去年の３月の衆議

院の委員会ででも、安倍首相は、そういうふう

なことはないように、地方自治体を指導するい

うか、もしそういうことがあるならば、指導す

るというふうなお話ありましたが、そういう事

態が発生しないように、ひとつやってもらいた

いと思うわけでございます。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○副議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浅木議員の再質

問にお答えします。 

 浅木議員に、考えを改めていただきたいと思

いますのは、私の話を聞いていなかった感じが

します。 

 私は、むだのないということは、全国のこと

は言っておりません。宿毛市の道路については、

一切むだがありませんということを言ってます。

これは、はっきり申し上げておきます。 

 これは、私は、全国でむだがないということ
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は一切言ってません。もう２回言います。宿毛

市の道路整備においては、私はむだは一切ござ

いませんし、まだまだ、どんどんどんどんやっ

ていくべきだというふうなことを思っておりま

す。ここのところを間違えないようにしてくだ

さい。 

 あなたはさっき、あなた、市長はむだがない

と言ったこと、このむだがないというところだ

けとらえてものを言わないでいただきたい。こ

れはマスコミの手法と一緒です。そういうこと

については、私は非常に不愉快に思います。 

 それから、一般財源とか、暫定税率、これが

今ないと、我々の道路はできないんです。だか

ら、こういう事実を、私は事実として申し上げ

ている。これは、我々は、例えば暫定税率なく

たって、一般財源になったからって、これがこ

の道路、宿毛の道路に全部入ってくる。必要な

道路として、要求したものが全部やってくれる

んなら、これは構いません。ただ、今の制度で

は、これができませんから、今の暫定税率、賛

成、一般財源は少し待ってくれということを、

我々は申しておる、そういうことでございます。

そこのところをご理解も願いたいと。 

 見解というものは、それぞれがありますから、

違うと思います。 

 それから、有害鳥獣の予察捕獲でございます

が、これ、予察捕獲を許可でございます。これ、

先ほどもちょっと触れさせていただきました。

期間の終わった時点で、協議会がございます。

この協議会でも、やっぱり、いろんなお話をさ

せていただきたい。行政だけが、これはいかん、

これはいかんというんじゃなくて、皆さんが捕

獲に携わってくれている人たちのお話とかも、

やっぱり聞いた上で、やっていきたいというふ

うに思いますので、ここのところもご理解を願

いたいと。 

 それから、資格証明書が他市より比べて、市

町村より比べて多い。これは比較の問題ではな

いんじゃないかなと思いますね。 

 我々、先ほど申しましたように、すべて資格

証明書を発行せざるを得ない。それから、短期

証明書を発行せざるを得ない。これは、発行す

るときには、相手の方とお話もさせていただい

て、せざるを得ませんよということを、担当者

としては、相手と話しながら、そういうことを

実施しております。 

 厚生労働省が少なくしたいと言っているのは、

ただ、税負担の公平から、払ってもらえん人に

対して、同じようにするわけにいかないという

制度になっているわけですね。 

 じゃあその、生活困窮者の担税を、じゃあ国

がやってくれますかというふうなことも、私な

んか言っていきたいと思います。 

 だから、他と比べて、宿毛が多いから、おま

えたちは涙もないような、人情もないようなこ

とをやっているんじゃないかみたいなことは、

やはりちょっと控えたい。差し控えてもらいた

いなと。 

 担当者としては、本当に相手の事情とか、い

ろいろ聞きながら、だれもやっぱり、資格証明

書とか、あなたには短期ですよとか、これやり

たくないと思います。けど、制度上、これは決

められたことですから、やらざるを得ないとい

うふうなことでやっております。そういうこと

を、ご理解願いたいと、このように思います。 

 以上です。 

○副議長（寺田公一君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） 道路財源の問題につい

ては、非常に、これからも議論が多いところで

ございますが、先ほど、市長のお話しましたむ

だがないということについて、宿毛ということ

であるということですが、そういうことであれ

ば、私の聞き違いじゃったかもわかりませんが、

中期計画そのものには、大きなむだがあるとい
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うことは、私は指摘しておきたいと思います。 

 それと、国保の問題ですね。これにつきまし

ては、今、お話がありましたように、無理な取

立てはしてないということですが、特に、１９

８６年の大臣答弁ですね。厚生大臣の答弁の中

に、特に悪質な滞納者に対して、給付を一時差

しとめるに過ぎないというふうな、国会答弁を

しているわけでございます。 

 こういうような、悪質なものに対して、給付

を差しとめる。払えるのに、私たちも、払える

のに払わないというものに対して、資格証明書

を発行したらいかんと言っているわけではない

わけです。そういう考えのない人、本当に困っ

ておる人に対して、発行することのないように

ということを求めているわけでございますので、

そこのところは、全部がだめだと主張している

わけではないですので、その点について、市長

の方で答弁をいただきたいと思います。 

 特に、先ほどお話しましたように、地方自治

体によっては、医療費助成制度受給者がある家

庭へは発行しないとか、それから、借金返済の

ための納付困難、こうした人には発行しないと

か、それから、世帯内に失業者がいる、こうい

う人には発行しないとか、いうことを、市民を

守るという立場を徹底している自治体もあるわ

けでございます。 

 こういった面で、そういう面での判断も含め

て、再度、答弁をいただきたいと思います。 

○副議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長。浅木議員の再々

質問にお答えいたします。 

 先ほど、国保の関係については、答弁したと

おりでございまして、それぞれ、やはり皆さん

の状況を、相手と対面してお聞きしながら実施

しておりますので、やはり悪質なものというこ

とについては、適用すべきであって、やはりそ

れぞれの事情というものがありますので、そう

いった事情を勘案しながら、担当としては、発

行したりしております。 

 以上です。 

○副議長（寺田公一君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） 今、市長の答弁、特に

国保等の取り扱いについては、今、してきたよ

うなものも含めて、悪質者、こういったものに

対しては、引き続いてやっていくということで

すが、それぞれのケースを考えてやっていくと

いうことでございますので、その答弁を受けて、

私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○副議長（寺田公一君） この際、昼食のため、

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○議長（宮本有二君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ７番有田都子君。 

○７番（有田都子君） ７番、一般質問をいた

します。 

 昨年１２月、私の登壇なきゆえに、おくれの

恐縮は覚えつつも、この場にて市長、再選おめ

でとうございますとお祝いを申させていただき

ます。 

 地方行政にとりまして、非常に厳しい諸情勢

の中ながら、どうかご健康に留意され、経済等

の活性化はもとより、文化の香り高き、そして

女性や子どもに優しい宿毛市づくりのため、力

強く歩を進めていただきたいと願っております。 

 １点目、食の安全と地産地消についての質問

に入ります。 

 国連の中位予測によると、現在、６５億人ほ

どの世界の総人口は、２０５０年には約９０億

人になるといわれており、現時点で８億数千万

もの人々が飢餓に苦しんでいるといわれており
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ます。 

 その現実の中、もう１つの厳しい現実が、ひ

たひたと人類に迫っています。 

 それは、地球温暖化等に起因する異常気象に

よって、土地の砂漠化が進み、氷河の溶解によ

る海面上昇により、低地が水没しかねない、つ

まり作物耕作面積が減少していくという現実で

す。 

 日本の自給率３９パーセント、米、白菜、春

菊などは、自給率１００パーセントに近いなが

ら、あまた、多くの食料を輸入に依存している

日本が、今のままで進んでいけばどうなるのか、

あえて言葉にするまでもないことです。 

 このような諸情勢の中、減反を米つくり過ぎ

るなとは、農業関係者の怒りはもっともなこと

です。国は何を考えておられるのか。一主婦と

しても激しい疑問と怒りをおぼえます。 

 数百万年ともいわれる人類の長い歴史の中で、

つい数十年前まで、食べ物はその季節、その場

所でとれたものを口にしていくというのが常識

でした。ところが、現在は季節を問わず、世界

じゅうのものを、全国どこにいても、だれでも、

食することが可能となっています。つまり、非

常識が常識になってきたのです。 

 しかし、そのことは、生産、加工から消費ま

での距離の増大をもたらすことにつながってき

ました。その増大が、つまり、生産の段階を把

握することが難しい、不可能に近い状態になっ

てしまったことが引き起こした事件の最たるも

のに、今、大きな問題になっている冷凍餃子事

件があります。 

 命の根幹の食料、それを口にすることは、信

じることからしか始まらない。しかし、命に対

する無責任さから、その信頼を裏切る行為が働

いたとしたら、恐怖が走ります。今こそ、食料

を供給する側も、される側、つまり消費者も真

剣に考えなければならないときにきています。 

 食の安全のためには、地産地消を進め、自給

率を高めていくことは、決して避けては通れな

い道であることを、一人一人が気づかなければ

ならない。そのための、市民への啓発活動を活

発に展開していただきたいと思います。 

 一次産業、とりわけ農業分野は、種々の課題

を抱えて、厳しい状況にあるといえましょう。

しかし、農耕民族として、米を中心に生きてき

た日本人が、今こそ日本の農業の活性化のため

に、農業従事者とともに、日本の農産物増加の

ために、努力、協力していかねば、日本に住む

ものの命は守れないとすら考えます。 

 また、農業の活性化は、他の分野、二次産業、

三次産業にも、必ずよき波及効果をもたらすこ

とになると信じます。未来に食料難がこようと

しているときに、この狭い日本に耕作放棄地が

増大していくということは、余りにも国は無策

すぎます。 

 地方の声をどんどん国に上げていただくこと

をお願いするとともに、地産地消宣言のまち宿

毛と、高らかに口にできるための施策を、ぜひ

お考えいただきたいと思います。 

 外国では、昔からの日本の和食こそ健康によ

しと結論づけて、和食ブーム、すしブームが起

こっています。 

 戦後、食事が欧米化していき、考えられなか

った病気も生まれている。郷土料理を見直し、

おふくろの味を見直し、地元の食材を大切に、

そして大いに米を食し、給食も含めて地産地消

を進めていき、どこにも負けない健康な市民の

住むまち宿毛をつくっていきたいものです。 

 農業面素人の幼き質問なれど、お考え、取り

組みをお聞かせください。 

 続きまして、２点目、講演会のあり方につい

て、質問します。 

 平成１７年の第３回定例会において、各種催

し事への職員の参加についてとの項目名で質問
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をさせていただいたその思いに通じる質問では

ありますが、２年経過した今、催し事の中の市

の主催する講演会という分野に限って、市民の

皆様の講演会へ、より以上の参加を図るために

はどうあるべきかを中心におき、質問をいたし

ます。 

 人は幾通りもの人生を生きることはできない。

また、後戻りも、生き直すこともできない。し

かし、その一度きりの人生の中に、他者の生き

方、生き様を学ぶ、知ることによって、数限り

ない彩りと、厚みと豊かさを織り込むことは可

能である。 

 そして、その学び、知るすべが読書であった

り、芸術鑑賞であったり、人との出会いであっ

たり、講演を聞く等々の中にあるはずです。 

 市が講演会を計画し、内容を決定し、実行に

移していくということは、市民の皆様の日々の

生活の中に、豊かさと楽しさと生きる勇気をよ

り強く織り込んでもらいたいという願いからこ

そ、つまり、そういうビジョンを持つからこそ

でありましょう。 

 これは、一課の、またどの課のという狭い意

味からではなく、自分自身の研修の場という意

味も含め、すべての職員の方々が、講演会の日

時を把握しておく。みずからもできるだけ出席

はしていく中で、参加できないときは家族に、

またご近所の方々に、子どもや学生に声をかけ

て参加を促す。電話や手づくりの案内をもって

の誘いも考えられましょう。１人でも多くの市

民の皆様に、せっかくの学びの場、豊かさづく

りの場へと足を運んでもらいたいという熱意を

持ち、取り組んでいくことを、今まで以上に深

めていただけたらと願われます。 

 もちろん、我々議員も考えねばならないこと

でありますし、私自身も、もっともっとの努力

をと言い聞かせております。 

 遠路からおいでくださる講師に対する礼儀、

聞くというおもてなしの心からも、また、宿毛

市民の文化向上の意味からも、日ごろのご努力

は知りつつも、いま一度、多くの市民参加の講

演会のためには、どう動くべきかの課題を考え

ていただきたいと思います。 

 ご所見をお伺いいたします。 

 ３点目、市内の道路標示と段差の整備につい

て、お聞きいたします。 

 将来、必ず発生するであろうといわれる大地

震、大洪水等への対策に心をくだいていくこと

の重要性は、いまさら申すまでもないことです。 

 しかし、きょうという日のあすという日の

近々の日常における市民の安全と安心を守るこ

との必要性も、また否めない事実であります。 

 その重要性にかんがみて、今回、市内全域の

道路状況をしっかり見詰め、その路面標示や、

危険な段差、亀裂等の解消、整備への取り組み

を提案いたします。 

 車を運転している人も、歩行者も、標識と同

じように、標示にも従わなければならないとあ

る以上、その路面の標示が、例えば歩行者にと

って、非常に重要な横断歩道が、歩行者用路側

帯が、車両通行帯が、追い越し禁止線が、中央

線が、制限速度の数字が消えかけている。いや、

ほとんど薄れて認識できにくい状態になってい

ることは、大変危険なことでもありますし、ま

た、見苦しさも伴うことでもあり、許されない

ことでもあると考えます。 

 と同様に、道路の段差等を整備するというこ

とは、幼子や高齢者、自転車運転者はもとより、

すべての歩行者から、つまずきによる転倒の引

き金、原因を取り除くことにつながります。 

 もちろん、過去、担当課により、敏速に対応

していっていただいた箇所も多々あることも把

握はいたしております。 

 しかし、東西南北、国道、主に市道、県道に

相当数の難ありと思える箇所が目につく今、新
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年度を迎えるこの時期にあたり、市民の皆様よ

り情報を得ることはもちろん、一度、各方面か

ら通勤している職員の方々にも、その状況把握

をしていただき、それらを集約し、その改善整

備の実行に努力していただく等をお考えいただ

きたいと思います。 

 道路管理部署の違いはありましょうが、市が

中心となって、この動きを求めたいと思います。

取り組みをお聞きいたします。 

 続きまして、命の教育、心育ての思いにつな

げて、教育長へ２点ばかり質問させていただき

ます。 

 親が壊れていく。親が人間をやめていく。南

国市の藤岡和輝君の出来事は、私の心を打ちの

めしてしまいました。何の教育論も、責任論も、

口にできない、口にすることのできないほどの

むなしさを覚えます。 

 今はただ、大人すべてが、自分に静かに問い

かけてほしい。命を生み出すということがどう

いうことなのか、子どもを育むということは、

どういうことなのかをと。ただただその思いが

心の中に絶えることなく流れています。 

 和輝君、かわってあげられなくて、助けてあ

げられなくてごめんね。もし、白いハトになっ

て空を飛んでいるのなら、おばちゃんの庭にも

飛んできてください。思いっきり抱きしめてあ

げたいから。毎日の私のつぶやきです。 

 質問内容に入ります。 

 まず、１点目、入学式時の児童生徒への対応

と、誕生会の実施について、お伺いいたします。 

 もう間もなくやってくる桜のころには、小学

校、中学校へピカピカの１年生が入学してまい

ります。大人たちの想像をはるかに超えた緊張

感と期待を胸に、学校という社会へ一歩を踏み

出すのです。 

 その大切な入学式という一日を、時を、先生

方が最大限の配慮と愛情で包んでほしいと願わ

れます。 

 入学式後始まる学校生活の基礎となる、学校

に来てよかった。学校が、先生が好きになれる

かもしれないという思いを生まれさせるために、

一人を隔てなく、しっかり見詰めてほしいので

す。 

 小学生には、抱きしめるという優しさを、中

学生には、力強い握手を、笑顔と慈しみの言葉

の中で示してあげてほしいのです。 

 机上で高等な教育論を述べるより、ささやか

でも、今できること、瞬間を生かした温かい言

葉や行動は、児童生徒の心に明るいともし火と

なって残るはずです。 

 先生方に、あえて提案すべき内容ではないか

とも、また釈迦に説法的かとは思いますが、質

問として出させていただきました。 

 あえてこの提案にこだわられることはないか

と思いますが、教育委員会として、入学時、留

意すべき点のお考えをお持ちであれば、お示し

ください。 

 次に、同じ項目に入れさせていただきました

誕生会の実施について、お伺いいたします。 

 保育園や幼稚園では、かわいい子どもたちの

笑顔の花咲くお誕生会が続けられています。こ

の誕生会を、市内すべての小学校、中学校で実

施してはいかがでしょうか。 

 月ごとのくくりの中で、放課後、またゆとり

の時間等、１日のわずかの時間でいい、父親的、

母親的存在でもある校長先生も参加していただ

き、生徒たちを祝ってあげてほしいのです。 

 学校生活の中で、目立つ子、目立たない子、

何の言葉もかけられることなく、１日の授業を

終える子ども。しかし、どんな児童生徒にも、

１年に１度は必ずやってくる誕生日。クラスの

友人、担任の先生、そして校長先生の参加の中

で、一人一人の笑顔の花を咲かせてほしいと願

っています。 
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 お誕生日おめでとう。この学校の生徒でいて

くれてありがとうの言葉を添えて、ささやかな

心育ての提案です。教育長の思いをお伝えくだ

さい。 

 教育長へ２点目。項目的には５点目、最後の

質問に入ります。 

 産業革命後１００年のつけが、今、ひたひた

と押し寄せている以上、決して涼しい夏は期待

でき得るべくもなく、昨年の痛いまでの暑い夏

がまたやってくることは否定できないことでし

ょう。 

 多くの問題を生み出す地球温暖化対策に、市

民一人ひとりが、今できることから動いていく

ことに対して、真剣に向き合わねばならないと

きにきています。 

 地球温暖化対策については、何度か質問もさ

せていただきました。市としても、一般教育行

政全庁あげてご努力いただいていることに、敬

意を表させていただきたいと思います。 

 今回は、小・中学校における温暖化対策を見

据えた環境教育の一環として、この夏、少しで

も涼しく、学習していくという意図からも、緑

のカーテンを全校にと提案させていただきます。 

 何を選ぶかは自由ですが、ゴーヤ、アサガオ、

ヒョウタン、ヘチマなどのツル科の植物を植え、

育て、よしずやすだれの役割を、つまり温度を

下げ、涼感をかもし出す役割をもってもらうと

いう取り組みです。 

 この取り組みが既になされてきた学校も承知

していますが、市内小・中学校全校において、

子どもたちが苗を植え、肥料をやり、育て、植

物のカーテンをつくり上げていく。この緑のカ

ーテン運動の取り組みは、また心の教育にもつ

ながるであろうと思うとき、ぜひお考えいただ

きたいと願われます。 

 ご所見をお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、有田都子議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 まず、食の安全と地産地消等についてでござ

います。 

 近年、ライフスタイルが多様化されておりま

して、食生活は非常に大きく変動してきており

ます。 

 昭和５０年代におきましては、米とか野菜、

果実等の多様な副食から構成された、栄養バラ

ンスにすぐれた日本型食生活が実現をしていた

わけでございます。 

 現在では、残念ながらでございますが、脂質

の取り過ぎなどの栄養の偏りとか、食生活の乱

れによりまして、肥満とか生活習慣病の増加が、

今、社会問題になっております。 

 そういうふうな状況の中で、今、以前のよう

な日本型食生活を実践することが重要と考えら

れておるわけでございます。 

 こういうふうな背景の中で、我が国のカロリ

ーベースの食料自給率でございますが、有田議

員もおっしゃいました昭和４０年度の７３パー

セントだったものが、現在、１８年度におきま

しては３９パーセントに低下しておるという状

況でございます。 

 これでますます、輸入に頼らざるを得ない状

況ということでございます。 

 自給率の低下は、食生活の変化とともに、や

っぱりこれは農産物の輸入の規制緩和が大きく、

これはかかわっておりまして、国内の食を支え

てきました一次産業が、国内外の産地間競争と

か、価格の低迷、こういうことで、依然として

厳しい状況が続いておることはご存じのとおり

だと思います。 

 自給率の向上は、一次産業の活性化につなが

ってまいります。消費者の食に対する意識の変

革が、強く求められている状況ではないかなと
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いうふうに思っております。 

 こんな状況の中で、宿毛市の一次産業、宿毛

市の基幹産業でございますね、一次産業。地域

の立地条件を生かして、農林水産物が生産捕獲

等されております。自給率の低下が及ぼす影響

は、経営を直撃をしておりますので、この一次

産業の経営状況というのは、非常に厳しいとい

うことでございます。 

 本市の農業は、稲作を中心としまして、地域

の立地条件を生かした果樹、野菜を生産して、

農業経営が営まれてきました。 

 行政方針でもちょっと述べさせていただきま

したが、昨年度は国の施策として、米の生産調

整が実行される中で、米価が大幅に下落しまし

て、農家にとっては、大変な事態となっており

ます。 

 これは、国は米の生産調整を適正に行うよう

に、市町村に協力要請を求めるために、ことし

２月１４日に農政局が宿毛市にも来られまして、

来庁し、いわゆる減反。減反をすればお金をや

るというふうなことで、要請を受けたわけでご

ざいますが、私はこれについては反対であると

いうことでの拒否をいたしております。 

 米は、国は米を他の材料に使うなどして、積

極的に推進するとか、今、中国製の輸入餃子の

中毒事件ですか、これが起こっているわけでご

ざいます。 

 今こそ国内農産物の利用を消費者に促して、

自給率を向上させる施策をやるべきで、この減

反という行為は、農家という、農業に携わって

いる方々は、やはり農産物を生産をしたいとい

うふうな気持ちが、一番強いというふうに、私

自身は思っておりまして、減反という行為は、

農家の生産意欲を減退するような要請であると

いうふうに、私は思っておりまして、これには

協力をできませんというふうに回答を申し上げ

ました。 

 回答を申し上げる中で、やはり農林省として

は、一次産業を預かっているとこですから、地

方の産業が活性化するような施策を、この減反

にお金を入れるんであれば、そのお金をもっと

有効に使っていただきたいということを要望を、

反対にさせていただきました。 

 宿毛市だけでの消費では、一次産業の活性化

は望めませんが、今後も機会あるごとに、国に

対してこういうことを強く要望してまいりたい、

このように思っております。 

 また、身近にある産物を地域で消費する地産

地消は、これはもう、食の安全安心につながる

取り組みとして、これは行政としても必要に、

積極的に推進していかなきゃいけないと思いま

す。 

 これは、推進をしておるところでございます

が、まだまだこれからも、もうちょっと、もう

ちょっとじゃなくて、たくさん、積極的にやっ

ていかなきゃいけないというふうに思っており

ます。 

 ただいまは、直販市だとか、給食センターで

の消費が多いわけでございます。給食は、献立

等によりまして、材料調達が、市内の産物だけ

ではなかなか対応できないということがあると

思いますが、可能な限り、市内で生産されてい

るものを使用していただくようにお願いをして

いるところでございます。 

 また、農協とか漁協を初めとします団体の婦

人部の皆さんが、小・中学校を訪問して、市内

の食材で、生徒さんと一緒に郷土料理をつくる

とか、地産地消とか食育事業を活用した取り組

みも行っておりまして、テレビ等にも取り上げ

ていただいております。 

 ２０年度も、さらに地産地消を推進するため

の各種団体による試食会等も計画をしていきた

いと、このように思っております。 

 また、農協、漁協、行政が協議をしまして、
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市内で生産される産物をピーアールもしていか

なきゃいけない。今、案が、一案ができ上がっ

たところでございますが、季節の旬の時期を盛

り込んだ、例えば野菜が、宿毛ではどういう時

期に、どういう野菜がとれてますよというふう

な、それから、魚なんかも、キビナゴはいつい

つとれてますよとか、サバはいつですよとか、

そういうふうな旬の暦を作成をしております。 

 ３月末には、今、案の段階でございますが、

完成をさせまして、４月から県外発送するよう

な品物の中に、そういった宿毛市の食材をピー

アールするために、この旬の暦を入れてまいり

たいと、このように考えております。 

 今後、市内の食材をピーアールするというこ

との中で、一次産業の活性化も図っていきたい。

それと、積極的に地産地消を推進してまいりた

いと、このように考えております。 

 次に、講演会のあり方でございます。有田議

員のおっしゃるとおりでございまして、私ども

も、日々、いつもそういったことを思いながら、

職員自身も講演会を企画するときに、どういっ

た目的で、何のためにやる。そして、どういっ

た皆さんに聞いていただきたいというふうなこ

との、心には気をつけながら、実施をしている

わけでございますが、私自身も、時々講演会を

してくださるときの先生にごあいさつをしまし

て、そこであいさつもさせていただくことはあ

りますが、なかなかやっぱり、本当にたくさん

来てもらいたいのに、半分ぐらいが市の職員だ

けだったりといったふうなところもございます。 

 そういったことで、やはり文化的な知識とい

うふうなことを高める、そしてまた、いろんな、

例えば人権問題であるとか、それぞれ目的に応

じた講演会を開催しておるわけでございますの

で、ぜひ、一人でも多くの皆様に、市民の皆様

に聞いていただきたい。 

 もちろん、これは市の職員も市民でございま

すので、市の職員も積極的に、先に立って参加

をしていただきたいという思いも持っておりま

す。 

 市の職員参加は、いろいろな行事が毎月毎月、

１年間通してもあるわけでございますので、昨

日来言っておりますように、庁議というものを、

毎週月曜日に開催しております。この場でこう

いった講演会があるよ、行事があるよといった

ところにおいて、紹介をしまして、これ、庁議

をやりますと、各課に、各、ここにいる管理職

の皆さんは持ち帰って、皆さんの課員の皆様に、

すべて周知をしてくれるという手はずになって

ます。 

 そういったことで、言うだけじゃなくて、皆

で参加しようという呼びかけをしてもらうとい

うふうなことが大切だというふうに思っており

ます。 

 ぜひ、こういった、まず市の職員から、大体、

参加率は非常に高くなっております。市の職員

に関しましては。 

 市の職員ばっかりで、自分たちが講演企画し

て、自分たちばっかり行くんじゃ、何ともなり

ませんから、これはやはり、市民の皆様に参加

をたくさんしていただきたいということで、広

報にも必ず掲載はしますし、防災行政無線なん

かを使いまして、皆様に周知をする。そして、

広報車を回すというふうなことも、折に触れて

やらせていただいております。 

 ぜひ、この議場の場を使わせていただいて、

ぜひ、市民の皆様にも、講演会には参加をして

いただいて、講師のお話を聞くのも、非常に自

分の身になるんじゃないかなというふうなこと

を思っておりますので、ぜひご参加を願いたい

ということでございます。 

 余計なことになるかもしれませんが、一昨日

は梓立祭、早稲田大学の前総長もお見えになり

ました。小松の部長さんもお見えになったり、
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それから、坂本報效会の会長、社長もお見えに

なりました。 

 そういったことで、こういった全国に結構、

著名な方々、先生方を、非常にこの方々はご存

じでおられます。そういった人脈を通じまして、

いろいろな、著名な講師を呼ぶような方針も立

てております。 

 そうしますと、非常に安く来ていただけると

いうふうな部分もございまして、こういうふう

な講演の仕方をやっているというところでござ

います。 

 それから、次に、道路の関係でございますが、

道路整備全体の中の１つの問題であるというふ

うに、私もとらえておりまして、これは、道路

というのは、安全に通行しなきゃいけない。こ

れは車ばっかりじゃなくて、人も通るし、自転

車も通る。そしてまた、足に障害のある方は、

電動自動車ですか、そういったものも通ります。 

 そういったことで、非常に、安全通行に関す

る道路整備というものは、非常に心がけておる

つもりではございますが、まだまだ市内の全域

が、全部が安全というわけにもいきません。ま

だでこぼこの道もありまして、非常に、スッス

ッスとスムーズに行くわけにいかない。 

 歩道と車道との路側帯もございますが、そう

いったところを分けて、反対に自転車が乗り上

げたりして危ないようなところもあります。 

 そんなことがあって、高校通りにつきまして

は、非常にそういうところがありましたので、

あれは直させていただきました。 

 まずは、ああいうふうに市内の道路、全域や

りたい気持ちでいっぱいでございます。 

 そしてまた、標示も、白線消えたりしますし、

やっぱりこういったことを、歩道というか、舗

装をきちんとして、書いていけばできるわけで

ございますが、安全対策の問題につきましては、

舗装を実施するときに、一緒にそこも直してい

くというふうな手順というものもあります。 

 消えたからすぐ書きかえればいいというもの

ではなくて、その道路も、恐らく路面としては、

ある程度傷んでいるということから、やっぱり

結構消えていくところもございますので、そう

いうふうなことにつきましては、安全策でござ

いますので、道路管理者のする仕事と、それか

ら公安委員会のする仕事に分かれております。 

 ただ、県道は県、市道は市とか、生活道はま

た市であるとか、それから国道は国とか、いう

ふうな仕分けがございます。これは、道路につ

いて、市民の方は、県道であろうと市道であろ

うと全然関係ない。使う方にとっては、そうい

う垣根は関係ないことでございますので、これ

は我々、市道の問題ばっかりじゃなくて、宿毛

市域にある国の事務所、そして県の事務所、そ

して我々、そしてまた警察、公安委員会の方、

こういったところにもいろいろな不都合なとこ

ろの安全対策がなされてないところについては、

要望もしてまいりたいと、このように考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、有田議員の

一般質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の入学時の児童生徒への対応と、

誕生日会の実施についてでありますが、新しく

小学校、中学校に入学する子どもたちにとって

は、大変緊張して、不安な形で、また大きな希

望や期待を胸に入学していると思っております。 

 その緊張や不安を取り除く１つの方法として

は、保小中の連携教育の一環といたしまして、

全小・中学校で事前に体験入学を実施しており

ます。 

 入学生の子どもたちに、学校の雰囲気を感じ

てもらうとともに、入学時に上級生ともなる子

どもたちとの触れ合いを取り入れる等の取り組
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みをしております。 

 入学時におきましては、小学校の場合は学校

の案内やルール説明、学校周辺の探検等、十分

な時間を確保して、少しでも早く学校生活に慣

れるような取り組みもしております。 

 橋上小学校におきましては、保幼小連携推進

モデル事業を実施し、保育園と小学校において、

連携した事業を行うことによって、子どもたち

は普段から交流も図っております。 

 宿毛中学校と片島中学校におきましても、４

月に１年生を対象に、宿泊研修を実施し、友達

関係、先生との関係を早く築けるような取り組

みも実施しております。 

 教育委員会におきましても、子どもたちの不

安を取り除くことは大切なことだとも考えてお

りますので、子どもたちの状況を見ながら、臨

機応変に対応をしてまいります。 

 次に、誕生会を実施してはどうかというご質

問でございますが、学校で授業時間中に行うこ

ととなりますと、月に１時間、年間で、夏休み

を除く１１時間を費やすことになります。 

 学習指導要領の改定等により、教科学習の数

の増加が答申される中、各学校におきましても、

授業時数の確保に苦慮をしている中であります。

全学年、全クラスで取り組むことは、かなり難

しい状況にあるとは考えております。 

 また、放課後とのお話もありますが、多くの

子どもたちは、塾とかスポーツ教室に通ってお

り、また冬の時期ともなりますと、子どもの安

全面を考慮して、放課後に行うことは難しいと

も思われます。 

 現在、学校において誕生会を実施している学

校の状況をすべて把握はしておりませんが、例

えば、大島小学校におきましては、昼休みの時

間に誕生日の児童を校内放送で紹介をしており

ますし、他の学校では、教室に子どもたちの誕

生日を似顔絵つきで掲示する等の取り組みも行

っておりますので、子どものアイデンティティ

ーの確立に向けて、さまざまな方法で努力をし

ております。 

 各学校で工夫して取り組みができれば、すば

らしい教育活動になるとは思っております。 

 それから、２点目の学校における植物による

温暖化対策についてのご質問でありますが、平

成１９年度におきまして、宿毛市内の小・中学

校では、緑のカーテンを使った子どもの暑さ対

策の、教育委員会主導の取り組みは行ってはお

りません。 

 各学校で暑さ対策といたしましては、日差し

が強くなった場合は、カーテンを張ったりだと

か、水分を十分とらせるための指導を行う等、

子どもたちの健康管理には、日ごろから注意を

払っているところです。 

 また、プールに日よけのシートやテントを張

る等、紫外線を防ぐ対策もしておりますが、各

学校における環境教育につきましては、植物の

成長にとって、環境の変化が大きく作用するこ

とを、観察を通して環境についての学習をした

り、天気の変化や流水の様子を、時間や水量、

自然災害などに目を向けながら、調べ学習を取

り入れたり、気象現象や流水の働きの規則性に

ついて、見方や考え方を養うなど、理科学習の

中で、環境問題について学習を進めております。 

 子どもの暑さ対策につきまして、緑のカーテ

ンを活用して、環境についての意識を高めるた

めの地球に優しい子どもの心を和ませるご提案

ではあろうとは思いますけれども、学校に強制

をすることはできませんが、すばらしい考え方

でもあろうと思いますので、提案として、校長

会等でお知らせをすることはできると思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ７番有田都子君。 

○７番（有田都子君） ７番、再質問をいたし

ます。 
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 ５点にわたります私の質問に対して、ご丁寧

なご答弁、ありがとうございました。 

 １点目の食の安全と地産地消につきましては、

本当に市長、そして職員の皆様方の熱意あるお

取り組みのことをお伺いできまして、本当にう

れしく思っております。本当に、今、減反とか、

そういうことを言っている時ではない。女性の

我々主婦の会などに集まりましても、本当にそ

ういう時ではない。子どもたちに飢えらす、子

どもたちをこれから飢えらすのかとかいう、い

ろんな、本当に問題が出ておりますし、後々、

今、私も述べさせていただきました諸事情の中

で、本当に農業に対しては、国はしっかり考え

ていただかなければならない。 

 そのために、勇気あるご提言をしていただく

というお心をお聞きしまして、ありがたく思っ

ております。 

 この１問目の１項目目については、再質問も

いたしません。けれども、戦後、本当に食文化

がいろいろ衰えていったことに対して、私の思

いも、まだいろいろありますので、またの機会

に、その点はさせていただきますが、本当に地

産地消ということに対して、全庁あげてお取り

組みいただいている香りを、本当に感じました

ので、ぜひこの点は、大切な大切な命の問題で

ございますので、頑張っていただきたいと思い

ます。 

 ２点目の、これ以上のご答弁は求めません。 

 講演会のあり方でございますが、確かに、以

前よりずっと、職員の方々も参加している姿が

うかがわれます。けど、市長もおっしゃいまし

たように、職員さんだけが計画したから集まっ

てという形では、それでは意図が守れないわけ

でございますが、先日も、ちょっとテレビで見

ましたところ、高見ノッポさんという、「でき

るかな」という番組を以前していた方ですが、

その方が、課外授業で、生徒さんのところに指

導に行ったときに、その生徒たちに演劇を教え

て、それをおじいちゃんや保育園の子どもに見

せたいと。それはもうすばらしい成果が、成果

というか、そういう演劇が仕上がって、それを

今度、子どもたちが、もう本当に一生懸命、自

分でお手紙を書いて、そしてそれを一軒一軒、

老人クラブのおじいちゃんのところに回り、そ

して保育園に行って、四、五人ぐらいのグルー

プになってですか、そしてぜひ見てください。

僕たち、一生懸命やったんです。この内容は、

カブを引き抜く内容でしたけれども、みんなで

力を合わせれば、すごい大きなことができるん

ですよという内容のお芝居をするんです。 

 来てくださいという、手づくりの便りを持っ

て回られているニュースをテレビで見たわけで

すけれども。そういったように、本当にこの内

容のものを聞いてほしい、知ってほしいと願う

なら、その方策等、真剣に、いろんな方法を考

えていただきたいと思います。 

 職員の皆様が、ご近所のおじいちゃん、何々

さん、何々君、今度こんなんがあるけん、ぜひ

ね。ここへちょっと内容とか手紙書いたけん見

てねとか、本当にそういったような、その人と

の言葉の交流も含めて、本当に、ただマイクで

だけでなく、広報だけでなく、そういった手づ

くりのご案内の形を、ぜひしていただけたらな

と思ったりしております。 

 それから、ちょっと以前には、この講演会の

内容を選ぶ場合に、市民の、大勢といってもあ

れですけれども、団体の中からだれか出ていた

だいて、時として、常にそういう形はできない

でしょう。市のいろいろ予算的なもの、いろん

な思惑もございましょうから、計画は何点かあ

る。講演会すべてということではございません

が、その中の１点の中には、市民の皆様と内容

を吟味して選んでいくとか、そういうことも、

以前はちょっとあったように思っておりますが、
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それがベストだという意味では、言うわけでは

ないですけれども、ぜひ、多くの方に聞いてい

ただくための１つの考えとして、またご検討い

ただけたらなと思ったりもいたしております。 

 少しそれについて、何かお考えがありますれ

ば、お伝えくださいませ。 

 それから、次に、市の道路標示と段差の整備。

私も、何度もけつまずくと言うんですか、こけ

られて、そして高齢者の方がこけたとこを助け

起こさせていただいたことや、自転車で倒れた

ときに出くわして、支え起こさせていただいた

こともあるわけですけれども、本当に、道路の

問題は、本当に大きいところから、８の字ルー

トから始まって狭小道路、狭い道路、そして本

当にいろいろ、迂回道路、本当にご苦労をなさ

れていること。 

 今も特定財源の件も出ましたけれども、本当

にみんなの足というか、命の、食が命の大切な

ものなら、道路も命の大切なものであります。 

 そういった意味で、本当にご苦労なされてい

るとは思いますが、本当に高齢化して、かなり

の、自分の子や孫にいつも病院へ行ってくれ。

何か買い物に行ってくれと、だんだん遠慮がち

で言えない。もうぎりぎりの年齢まで、高齢化

した方が運転をしていかれて、中ふくれて通っ

たり、本当に危ないと。そんな方ばっかりでは

ないですけれども、時にはっと思うようなこと

もいっぱいあります。 

 だから、そういった今の高齢化ということや、

子どもたちのことを考えますと、つまづいたり、

段差や亀裂、穴ぼこというのは、思いがけない

大きな事故につながる場合もありますので、ぜ

ひ、そういった面を、私が宿毛市内見回して、

かなりのところの把握も、今ここでどこどこと

いうことは言いませんが、あるとすれば、地区

や、また個々人であがってくるところ、いろん

なことをすれば、相当数の、やはりそういった

はげかけているところだとか、穴ぼこだとか、

いろいろあると思います。 

 どうして、それを優先順位をつけてどうこう

というのは、非常に大変なことだとは思います

けれども、まず、段取りとか、計画性、地域的

な計画性とかいうものを一度、全地域を大体、

本当に厳しい、危険なところを、特に気をつけ

て把握していただいて、そしてそれを段取りと

いうか、計画性をもって、そして少し、本当に

積極的に、予算がないということもよくわかり

ますけれども、こういった面の修復とかいうの

は、本当に待ったなしの危険につながりますの

で、できるだけ敏速なご対応を求めたいと思い

ますが。 

 そこでお願いでございますが、１つちょっと

お聞きしたいのは、公安委員会、それと県道の

場合は県土木、国交省、いろいろな機関がある

わけですが、そういう方たちと、ここ一、二年

のうちに、路面の、何と言うか横断歩道の消え

だとか路側帯の消えだとか、路面の標示につい

ての提言や、意見交換とか、そういうものをお

持ちになった経過がおありかどうか、ちょっと

お聞きしたいこと。 

 そしてまた、そういう協議を、別にそれを責

めるとかそういうことでは全然ないんですが、

ぜひその関連をもって、全部の地域に、市がも

ちろん中心になってやっていただきたいわけで

すけれども、ぜひ県土木や、県道にちょっとあ

ること、動きが遅いこともありました、あるこ

とで。だから、県とか市の対応とはちょっとお

くれると感じたところが１カ所あるんですけれ

ども、私も申させていただいて。 

 県、国、そういった共同で協議会をもって、

できるだけ早く進めていくという意味で、その

協議会の連携、提言の状態というか、どういう

形で県に、県道の県と国に、そういう形を市が

なされているか、ちょっとそこを教えていただ



 

－ 103 － 

きたいなと思います。 

 それから、教育長にお聞きいたしました２点、

ちょっと私の思いとずれるという、ちょっとこ

う違うところが。虐待とか、幼児放棄。子ども

は自尊、自分を常に、僕は生まれてきてよかっ

たのか。僕はいらない子なのではないかと。親

に虐待を受けた子は、まず親を責めません。自

分が悪いからやられるんだ、こういう目に遭う

んだと、まずそう思います。親を悪くに、最初

は言いません。 

 そういうことで、自分の心が傷つき、自分は

もういらない人間なんだと。宿毛にどういう事

例があるということは、申すわけではありませ

んが、そういう子ども。それからまた、自分が

勉強でわからない。運動会走っても遅い、何し

てもどうだ。でも、僕はこんないい面があると

か、いろいろあるわけですが、そういうふうに、

自尊感情が非常に損なわれたまま、学校に入っ

てくる方も、子どももおるわけです。 

 そういった子どもに対しての、もちろん体験

学習だとか何だと、カリキュラム的なことを、

私はお聞きしたのではありません。 

 先生方の、その瞬間に子どもと向き合った時

に、ただこんにちは、学校生活頑張ってくださ

いね。これから頑張りましょう。こんな施設が

ありますよではなくて、その時に、その先生の

心の命を、心の思いをしっかりと伝えてほしい。

そのことが、本当に学校まで生きてきて、いろ

いろなことがあっても生きてきて、６歳という

年齢を迎えて、学校という、入学という日を迎

えた子どもたちのその心の中には、本当に自分

は生きてきてよかったのか、このお母ちゃんの

子でよかったのか、さまざまな思いを持って入

学してくる子どもがあるわけですので、子ども

たちのその瞬間に、先生の手を握る、抱きしめ

る、そういった勇気を持って、そして、そうい

う、何か私の意図するところはそういう子ども

の心を見詰めた瞬間をつくってほしいと、そう

いうことであるわけですが。そういうことはわ

かりきって、当たり前のこととして、先生方、

わかってらっしゃるとは思いますので、あえて

私がこういうことを提案することもないと思い

ますけれども。 

 校長会でお話される日もないです、入学式ま

で。でも、もし折があるならば、確認の意味と

いっては変ですけれども、学校の先生方に、ど

うか子どもたちのその生きてきた姿をしっかり

受けとめてやって、これから新しい学校生活を

頑張るんだという、その勇気を持たせてやって

ほしいと、そう思います。 

 それから、誕生会の方も同じ意図です。だか

ら、学校の授業時間が減るとか、そういうこと

の視点ではなくて、５分、１０分あっても、

何々ちゃん、誕生日おめでとう。よく、元気で

頑張ってるね。その子のいいところを主任の先

生が、１人でも２人でも聞いてほめてやってく

ださい。その時間がとれないようなことはない

と、私は考えます。 

 ですから、その点につきましても、特別なお

答えは求めませんが、ぜひお考えいただきたい

と。 

 これから、強制はできませんので、各学校の

先生方におろしていただいて、一度、ぜひお考

えいただきたいと思います。 

 それから、最後の問題でございますが、緑の

カーテンの件ですが、皆さんもこうして見たと

思いますけれども、香南市の野市の小学校で取

り組んで、イリオモテアサガオをして、その苗

をつくって、苗の収益を野市の動物園に寄附し

ていると、そういう取り組みで、いろいろと涼

しくなる度合いを調べたり、環境と自然のおか

げで生きているんだから、自然に恩返しをする

ために、僕たちはこういう取り組みをしてます

というのが載っておりましたけれども、このカ
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ーテンも、よいことだと取り上げいただいて、

頑張っていく。皆さんに話してみると、もちろ

ん、強制ではない。生徒みずからやっていこう

という気持ちが大事なんですけれども。 

 一度、学校との交流というか、野市の学校の

生徒さんとも、友情の意味でも、また折があれ

ば、この学校の、小学校の生徒さんとのコンタ

クトいうか、交流を持ってみたらいかがかなと

も思ったりいたしますが、その点、何かありま

したらお答えいただきたいと思います。 

 何項目、ほとんど前向きのお答えもいただき

ましたし、これ以上の再質問は求めませんが、

今の点につきまして、何かありましたら。 

 済みません。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、有田議員の再質

問にお答えをいたします。 

 まず、講演会の件でございまして、講演会の

企画するに当たって、市民の方のお話を聞くと

いうこと、これは、宿毛市の職員が、すべてが

いろんなものに通じてはおるわけではございま

せん。いろんな専門的な分野につきましては、

やはり市民団体の方の意見も聞いたり、そうい

う形で実施しているつもりです。 

 なおまた、こういうご意見もございましたの

で、その専門的な部分については、市内におら

れる専門的な団体の方の意見であるとか、個人

の意見であるとか、そういったものをお聞きし

た上で、企画してまいりたい、このようには思

っております。 

 それから、道路改良の件でございますが、こ

れ、先ほど申しました、有田議員は、安全対策

の部分を強調しておられます。 

 これ、道路管理者としては、安全対策も、ハ

ード整備も、これはもう全部一緒の考えござい

まして、いわゆる舗装して、これが白線書いた

りするの、これも安全対策でございます。 

 それ全部が、やっぱりすべてができての道路

整備でございますので、宿毛市域にあるものは、

先ほど申しました県道も市道も、それから国道

もございます。 

 我々も負担金を払ったり、県道にしておりま

すので、この、変な表現かもしれませんが、宿

毛市域という縄張りは、我々の行政区域でござ

います。県が入ろうと国が入ろうと、宿毛市域

でございますので、やっぱり宿毛市域でどうい

う事業が行われているかを、我々は把握する必

要がございます。 

 勝手に国道だから、道路を勝手にという話に

は、なかなかいきませんし、どういったところ

で通行、交通規制がなされるかも知らなきゃい

けない。 

 そういったことで、年に１回は予算が、国の

予算、県の予算、市の予算等々決まりました段

階では、国、県、市集まりまして、土木関係に

つきまして、どういった計画でどういうものを

進めていくというのを、話し合いの場を設けて

ます。 

 それから、事務的にも、市民の方々からたま

に問い合わせが、我々の知らないところでやっ

ている部分もございます。そのときには、県で

あるとか、国の方には紹介をしたりしておりま

すので、そういうふうに、連携は一応、とって

いるつもりでございます。 

 それから、最後にちょっと、緑のカーテンの

話がございましたので、ちょっとコメントさせ

ていただきますと、市役所も、沖縄の方から、

私、ゴーヤの種をいただきましたので。 

 これは、もったいないんで、せっかくと思っ

て、職員が協力してくれまして、垣根をつくっ

てくれました。 

 そこで、結構、日差しよけにはなって、実も

なりました。だから、実をなった実は、これは

やっぱり社会で役立てよう。それから、市民の
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皆さん、本当はだれでも持っていってください

と言いたいんですけれども、それほどたくさん

はとれませんので、できましたものについては、

育成園の方にお渡しして、育成園の方で販売す

るなり、自分たちで食事されるなりということ

で、お渡しをしたという経緯がございます。 

 一石二鳥かなというふうなことも思いまして、

これからもそんな取り組みは、市の職員の協力

もないとできないということですので、そうい

うことは取り組んでまいりたいというふうに思

ってます。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、有田議員の

再質問にお答えをいたします。 

 有田議員の意図するものを、しっかりとつか

んでなかった答弁で、大変申しわけなく思って

おります。 

 ご指摘のとおり、子どもの命を守る教育につ

いては、しっかりと学力保証ももちろんのこと

でありますけれども、人間が学校で何のために

生活をしているかということにおいては、とて

も大事な部分ですので、この点をおろそかにす

るものでは、もちろんありませんし、それから、

先日、皆様ご承知のように、南国市でああいう

悲惨な事件がありました。僕も、いろいろ経過

を聞く中で、下の弟さんは、家が嫌いで逃げた。

途中で保護をされて、施設に預かったけれども、

お兄さんは、お母さんが好きで、お母さんのも

とを離れることができなくて、お母さんのとこ

ろにずっとおって殺されたということで、経過

を聞きながら、本当にみんなが涙を流しながら

聞いたという話がありました。 

 もちろん、子どもの命について、深く感じを

させる教育については、それぞれの学校で取り

組みをしていると思いますけれども、僕の、さ

っき話した、画一的に１時間、どういうふうに

確保するかという話じゃなくて、例えば道徳の

時間で、命を守るための学習の中で、家から、

お母さんからいろいろ書いてもらって、この子

は何月何日に生まれて、こんなときに生まれた。

お母さんは、こんなときに、この子にこんな思

いを持って名前をつけたとか、そういうことを

して、自尊感情を身につける。 

 やっぱり、自尊感情のない子は、人に対して

も、そんな優しくできないということも言われ

たりしてますので、いろいろ、学校の中で、時

間的にも工面をして、取り組むような指導はし

てまいります。 

 それから、２点目、植物で温暖化を防ぐとい

うお話がありましたけれども、これも、大変す

ばらしいことで、先ほど、市長もお話がありま

したけれども。強制はもちろん、さっき言うた

ように、やれということはできませんけれども、

南国市の方の調べを、資料して、調べをして、

校長会等で紹介をして、おすすめする約束はい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ７番有田都子君。 

○７番（有田都子君） 市長、私、必ず市の取

り組みの、ゴーヤの取り組みをお伝えしたいと

思いながら、ちょっとあがっておったんでしょ

うか、お伝えもしませんでしたが。 

 本当に、市の取り組みは、私も緑のカーテン、

ゴーヤのカーテンを見てうれしく思っておりま

した。 

 再質問に対するご答弁ありがとうございまし

た。これ以上の質問はいたしませんが、本当に

今、考えられないようなことが、いっぱい、人

間界、本当に犬やネコや、動物に恥らうような

行為が人間の中に起こっております。どうか命

の行政を、宿毛市も本当に懸命に、今以上にお

取り組みいただきますように、心からお願いい

たしまして、私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 
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○議長（宮本有二君） この際、１５分間休憩

いたします。 

午後 ２時０２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時２０分 再開 

○議長（宮本有二君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １２番西郷典生君。 

○１２番（西郷典生君） １２番、一般質問を

行います。 

 今議会の最後の質問者になりました。西郷で

ございます。 

 それでは、まず、１点目の企業誘致と雇用促

進について、市長にお尋ねをいたします。 

 今の宿毛市民、とりわけ若い世代の一番の関

心事は、生活の基盤となる働く場所の確保では

ないかと思うわけであります。 

 このことは、市長が最も理解をされておりま

して、本市の最重要課題として、市長みずから

が企業誘致や、一次産業の推進、商品開発など、

セールスも含めて、積極的に、真剣に取り組ん

でいる、そういうことを、私は感じております。 

 また、そのことから、市長就任以来、商品の

開発、特に芋焼酎、ナオシチの製品化、その他

いろいろな部分でアイデアを出し、そして積極

的な取り組みをしてまいりました。 

 そうした積極姿勢が認められて、今回の無投

票当選になったものと思っております。このこ

とは、先ほど、有田議員も申しましたが、私か

らも改めてお祝いを申し上げる次第であります。 

 そして、そういう取り組みに対しましても、

心から感謝を申し上げますし、ご苦労さまとね

ぎらいたいと思います。そして、このことを、

これからもずっと続けて、この４年間も頑張っ

ていただきたい、そんな願いを持っております。 

 そして、そのような努力にもかかわらず、現

実は依然として厳しい企業の業績や、雇用状況

が続いているといわざるを得ません。 

 昨年も、失業等により、長年住み慣れたこの

宿毛を離れ、新たな生活の場を求めて転居され

た方々が数多くいたと聞いています。大変憂慮

すべき実態であります。 

 そのような厳しい雇用状況の中で、昨年度の

宿毛市の人口動態、人口がどのように動いたか、

その推移について、まずお尋ねをいたします。 

 本年度の市長の行政方針の表明で、昨年度の

企業誘致は、ハジメ産業や株式会社レクザム電

子四国の企業進出、タイム技研高知株式会社の

大規模増築があったと明記されていますが、こ

れらの企業進出等を踏まえて、高知西南中核工

業団地の就労者は９１０名と記されていますが、

この９１０名は、増員になったのか。あるいは、

減員になったかについて、答弁を求めます。 

 また、昨年末には、宿毛湾港工業流通団地に、

栗之浦ドック、三好造船株式会社が進出してい

ただきました。 

 本市にとりまして、港湾への企業進出は、長

年の悲願でありましたし、市民にとっても、大

変明るいニュースでありました。進出してくだ

さった企業や、これにかかわる県、市の関係者

の皆さんに感謝をしたいと思います。 

 この会社の進出により、失業中の方々や、転

職を希望している方々は、その受け皿として、

働く場所ができたと、大変喜んでおるわけであ

ります。 

 そういう方々は、私どもが思っていた以上に

多いということを、現在、感じております。 

 そして、この会社は既に、早期操業に向けて

一次募集をし、採用された社員は、現在、本社

で研修中と伺っていますが、この会社の操業開

始に向けた準備、その他の状況、これについて、

わかっておれば市長にお尋ねをいたします。 

 また、操業開始時期についても、入手できて

おれば、これもお答えを願いたいと思います。 
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 そして、この会社は、引き続いて二次募集、

三次募集と増員されると伺っていますが、この

流れがどのようになっていくのかについても、

市長にお尋ねをいたします。 

 続いて、２点目の自主防災組織について、市

長に質問をいたします。 

 この質問については、昨日の岡﨑利久議員や

中平議員からも質問があり、詳しい答弁がされ

ましたので、できるだけ重複を避けて質問した

いと思っていますが、重複するようなところが

ありましたならば、これはご勘弁をお願いをい

たします。 

 それでは、質問に入ります。 

 本市の自主防災組織の組織率、これについて

は、現在７３パーセント程度と聞いておるわけ

ですけれども、岡﨑議員も言っておりましたけ

れども、１００パーセントの組織とすべきでは

ないかと、私は思っておるんですけれども、こ

れについて、市長の所見を伺っておきたいと思

います。 

 また、この組織は、南海・東南海地震等、あ

らゆる災害発生時、発生災害は何が起こるかわ

かりませんが、その際に、適切な対処ができる

よう、事前に訓練を重ね、その訓練することに

よって、課題も見つけ、課題を克服して、災害

を最小限に抑えると、こういう目的で自主的に

組織した防災組織であると自覚しておるわけで

あります。 

 現在では、行政の指導を受けて防災訓練をし

たり、独自の訓練をしたりしているものと思わ

れます。そして、昨日は、岡﨑議員から、マニ

ュアルとかいろいろ言われておりましたけれど

も、小筑紫で取り組もうとしておる１つの防災

訓練が、独自の防災訓練をしようとしておりま

す。これについて、ちょっと触れてみたいと思

います。 

 実は、ことしの４月６日の日曜日に、七日島、

菅原道真公ゆかりの土地であります七日島で、

お花見防災訓練をやろうじゃないかということ

で提案をし、１２時の、お昼のサイレンと同時

に、地区民全員が七日島に集まって、その防災

訓練をすると。 

 これ、災害時に備えて、現在、それぞれのご

家庭で備蓄をしている非常食、いろいろなもの

があるわけでありますけれども、この非常食を

持ち寄って、花見をしながら交流を図り、地域

の連帯感を増進させるねらいで、今回、初めて

行う訓練です。 

 このことにより、地域の連帯感が増進できれ

ば、地域の安全はより強力になっていくものと

思われますので、私どももこのことについては、

期待をいたしておるところであります。 

 それから、せっかく組織したこの組織を、い

かに有効に活用していくかということについて

は、行政のアイデアが大切ではないかと、この

ように私は思っております。 

 実際に災害が発生したときのことを考えてみ

ますと、今の組織をもう一工夫する必要がある

のではないかと思います。 

 地震は１００年、あるいは１５０年という周

期で訪れると、過去の歴史が示しておるわけで

あります。 

 そして、現在では、この近い将来、３０年と

か５０年とかいう言葉で言っておるわけですが、

それぞれの年数によって、何パーセントという

数字が出ておるわけでありますけれども、そう

した確率で、必ず起こると言われております。 

 しかし、いつ来るかについては、現実には、

実際だれもわからないわけであります。 

 それでも、私たちは今、こうしていつ来るか

わからない大地震におびえながら、こうして議

論をしているところであります。これは恐ろし

いですね。怖いですねという言葉でありますが、

私たちには、このことは予想もつかないような
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大惨事が起こると思います。 

 実際にマグニチュード８．０、８．５という

ようなものが起こったならば、昨日の震度５と

かいうあれがありましたけれども、ひょっとす

ると震度６、あるいはそれ以上のものが起こる

のかもしれません。 

 そんな惨事が起こったとき、ちょっと想像し

てみましょう。恐らく、私どもの沿岸部という

のは、家屋の倒壊と、津波の大きさにもよりま

すけれども、１７０７年の宝永の地震のような、

ハイタカさんが３段残ったという、大島の。あ

あいうようなものが来たとすれば、恐らく、こ

の沿岸部は壊滅的な打撃を受けるはずでありま

す。 

 そこで、まず、この防災組織。お互いが連携

をする。これは、そうした大惨事が起こっても、

ひょっとすれば、地域によっては、余り大きな

被害を受けない、そういう地域もあるかもしれ

ないわけであります。 

 そうしたときに、この、今ある自主防災組織、

完全な、１００パーセント、宿毛市全体が自主

防災組織に入って、そして訓練を重ねて、そし

てこれが連帯をして、連合体をつくっておれば、

もし何かが起こったときに、実際、被害の少な

かったところは大きな被害のところに手を差し

伸べることができるわけであります。 

 そのためにも、この自主防災組織の連合体を

つくっていく。これは、行政が主導して、この

連合体をつくっていく、そういう考え方につい

て、市長にお尋ねをしたいと思います。 

 ぜひ、連合体をつくってもらいたい、このよ

うに思っておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

 続いて、３点目の質問を、教育長、市長も答

えれるところがあれば、また市長にも答えてい

ただきたいと思うんですけれども、質問をさせ

ていただきます。 

 宿毛市立小・中学校再編計画についてであり

ます。 

 今回の一般会計予算で示されている教育予算

の小学校費２，３２１万４，０００円、この委

託料でありますが、小筑紫地区小学校統合改築

校舎・体育館地質調査、改築工事基本・実施設

計委託料ということで組まれておるんですが、

昨日の岡崎 求議員の質問で、教育長や市長か

ら答弁がありました。 

 この質問に対する答弁の中で、だれもが心配

している安全面、特に地震、津波対策について

も、配慮しながら建築を考えたいと、教育長か

ら答弁がありました。 

 安全面には十分配慮して、事に当たるように、

私からもお願いをしておきたいと思います。 

 それから、学校統合と言いますと、統合され

る地域からは、この心のよりどころでもある、

また地域の文化の源でもある学校という施設が

消滅し、地域の拠点がなくなるのですから、地

域住民にとっては、非常に寂しくなる。これを

統合する。そして、学校がなくなるということ

は、当然、反対の意思を表明する、これはもう

当たり前のことだと思うわけであります。 

 けれども、そうした中にあっても、この教育

環境の悪化、特に複式、複々式学級といった状

況については、保護者は、大変このことを憂い

て、この複式の解消をしたいというのは、保護

者としては願っておることでもあります。 

 統合せんと子どもがかわいそうだ、こういう

親の意見は、私も大変多く聞いております。 

 このことについても、これまでの各地域での

説明会、こういうところで教育長が実際にそう

いう意見を聞いて、感じて、このことについて

教育長から答弁をいただきたいと思います。 

 それから、このことについて、親の立場と一

般地域の方々の考え方は随分違いがあると思う

わけであります。 
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 そういった違い、親の考え方、保護者の考え

方、必ず違うと思うんですが、そのことについ

ても、今まで説明をする中で感じたことについ

て、教育長に披露していただきたいと思います。 

 とにかく、学校がなくなる地域の方々には、

特に配慮をして、何度でも出向いて説明をして、

理解を求めるように、私はこの再編計画が出た

ときにも、議員協議会の中で、教育委員会には

言っておるわけでありますけれども、この再編

計画については、この小筑紫地区がまず最初で

す。そして、平成３０年には４校、４小学校１

中学校にすると、こういう計画であります。 

 その計画をしっかりと実行していく。そのた

めには、今、小筑紫の抱えておる問題、これが

失敗しないように、きっちりとやっていただき

たいと、このように思っております。 

 そして、この学校を、中学校１校、小学校４

校にするということについては、この宿毛市の

厳しい財政、このことがもとで、私はこの計画

が出ておると思うわけであります。 

 教育委員会の考え方としては、適正な規模の

学校ということでありますけれども、我々住民

の立場からすれば、できればこの拠点である学

校についてはおいていただきたい。けれども、

今の学校を全部おくということは、私が考えて

も、財政的にとても、これを全部改築するいう

たら不可能であるということを感じておるわけ

でありまして、そういう地域の感情、そういっ

たものを超えて、この統合をしていくわけであ

りますので、教育委員会としては、本当に何度

も何度も足を運んで、最後に、もう仕方がない

ねというころまで説明をする必要があると、私

は考えておりますので、そのことについても、

取り組みに対する、取り組みの意識というんで

すか、そういうものについて、教育委員会とし

て、そのことを披瀝していただきたいと、この

ように思います。 

 以上、３点について質問をいたします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、西郷議員の一般

質問にお答えをいたす前に、先ほど、有田都子

議員からも西郷議員からも、再選についての、

これからの叱咤激励の分というふうに受けとめ

まして、４年間、また頑張らされていただきた

いと、このように思います。 

 お尋ねの企業誘致の関係でございます。 

 まず、１点目で、人口動態については、どう

いう状況かということでのお尋ねでございまし

た。１９年の人口動態につきましては、１月か

ら１２月におけます住民基本台帳による移動を

もとにしたデータでございます。出生数が１６

０人、死亡数が２４９人でございまして、死亡

数の方が８９名上回っておりまして、自然減８

９となっております。 

 また、転入者数が６７４名、転出数が８５８

人で、転入が転出数を下回っております。いわ

ゆる社会減が１８４人ということになっており

ます。 

 このように、１９年の１年で２７３人の人口

減となっておりますが、近年の状況を申し上げ

ますと、平成１５年が１６８人の減、平成１６

年が２１８人の減、平成１７年が４０３人の減、

平成１８年が２５１人の減となっています。 

 人口動態については、以上でございます。 

 次に、高知西南中核工業団地の従業者数の推

移を、先に申し上げますと、平成元年から、進

出企業が順次操業を開始をされておりまして、

この当時は、増加傾向にございました。景気の

低迷とか、生産拠点の海外移転などによります

産業構造が変わっております。 

 平成９年の１，１５２名をピークにしまして、

平成１６年の８１７名まで、これまではずっと

減少傾向でございました。しかし、平成１７年
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には、８４８名、平成１８年には、８３８名と

なりまして、減少傾向に一定の歯どめがかかっ

ているのではないかというふうに考えておりま

す。 

 先ほど、西郷議員からもお話がございました、

平成１９年には、ハジメ産業株式会社、株式会

社泉利昆布海産、株式会社セラビといった企業

進出によりまして、９１０名というふうな数字

になっております。 

 タイム技研様の方も増設をしておりまして、

これからもう少しふえていくだろうというふう

なことも思っております。 

 今後とも、関係機関と連携をしまして、企業

情報の収集に努め、現在いる企業に対しては、

十分なアフターケアの実施とか、新規投資に対

する固定資産税の課税免除といったものを行う

というふうなことで、立地環境を向上させるこ

とで、雇用の拡大を図っていきたい、このよう

に考えております。 

 続きまして、宿毛湾港工業流通団地への進出

していただきました株式会社栗之浦ドック及び

三好造船株式会社の操業開始までのスケジュー

ルでございますが、実は、先日ちょっとプレハ

ブを建てたら、そこが溶接の火でちょっと火災

を起こしまして、進出にブレーキがかかった。

ただ、溶接をその日にしてた、火の元がそうで

ございますので、会社の方が、こういった火を

出して申しわけないということを申し出ておい

でくださいました。 

 ただ、余りこれについては、スケジュールの

変更については、影響はしないということでご

ざいまして、ことしの１月に資材を積んだ船舶

が入港をしております。東側の工業用地での操

業を目指しまして、今、港内整備の準備を進め

ているというところでございます。 

 操業時期につきましてでございますが、港内

整備と船体ブロックの搬出設備が整った後に、

できるだけ早く開始したいということは聞いて

おりますが、具体的に、何月何日というふうな

ことは、まだ決まっていないということでござ

います。 

 雇用につきましても、現在、２２名ですか、

採用されておりますが、将来的に１００名を超

える採用は予定しているということを表明され

ております。が、二次募集、三次募集がいつご

ろになるかということについては、今のところ、

ちょっと未定ということでございますので、ま

た、そういう時期が決まりましたら発表もさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 次に、自主防災組織でございますが、組織数

とか、組織率等の問題、ご質問と思います。本

市におきましては、５８の自主防災組織が組織

化されておりまして、組織率が７４．２パーセ

ントでございます。そのうちの津波の浸水が予

測されている地域につきましては、３３の自主

防災組織が組織化されまして、組織率が、こう

いった地域では８１．９パーセントということ

でございます。 

 自主防災組織につきましては、再三申し上げ

ていると思いますが、大きな災害時には、もう

被害を少なくするために、非常に有効であるこ

とというふうに思っておりまして、市といたし

ましても、１００パーセントの組織化をしてい

ただきたいというふうに思っております。 

 こういった形で、地域の防災力の向上に、ぜ

ひ努めていただくよう、今後も引き続きまして、

組織化の推進、また活動の活性化にも取り組ん

でいかなきゃいけない、このように考えており

ます。 

 先ほど、小筑紫のお花見防災訓練というお話

も承りました。非常に皆様方がひとつ、お花見

と言ったらのんびりしているような印象を受け

るんですが、中身を聞きますと、一斉清掃をや

ったり、防災訓練をしたりということで、最終
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的にお花見で、ゆっくり皆様と厳しい訓練をし

た後で、ゆっくりされるということでございま

すから、非常に地域の連帯感を高める意味では、

非常によいご発案ではないかなというふうに思

っております。 

 そういったことで、中で、防災組織の連合体

組織化と申しますか、そういった自主防災組織

同士の組織化をやったらどうかという質問でご

ざいます。 

 各地域の防災組織は、お互いに連携を図りな

がら、組織の活動状況とか、そこでそれぞれ違

う課題があろうかと思います。その課題解消に

情報交換を行うことは、非常にすばらしいこと

だというふうに、私も思っております。 

 他地域、地域全体の防災力を高めていくため

にも、非常に重要かなということも思っており

ます。 

 県内では、自主防災組織連絡協議会等を設置

して、組織間の情報交換を行っているという市

町村もございます。 

 一方で、自主防災組織の多くが、地区単位で

の結成が多いということでございまして、各地

区長さんが代表を務めているというふうなこと

が多いものですから、地区長会等の日ごろの情

報交換の場もあることで、新たな設置に至らな

かった市町村もございます。 

 今後、自主防災組織の皆さんのご意見、リー

ダー研修等もする中で、いろんなご意見をお聞

きして、こういった連合体をつくっていく、連

絡協議会をつくっていくということでの、皆さ

んのご賛同が得られましたら、そちらの方に進

んでいっていいかなというふうに思っておると

ころでございます。 

 自主防災組織については、以上でございます。 

 あと、教育委員会の方から説明させていただ

きます。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、西郷議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 学校の再編計画につきましてでありますが、

岡崎議員の答弁と重なる部分が何点かあろうか

と思いますので、ご了承をお願いいたします。 

 昨年の１１月に、宿毛市立の小・中学校の再

編計画を作成いたしまして、議員協議会の席で

ご報告をさせていただきました。 

 沖の島地域を除いて、市内小学校４校、中学

校１校の再編計画となっております。 

 小筑紫地区小学校３校、栄喜、小筑紫、田ノ

浦の統合につきましては、学校再編計画に基づ

きまして、平成１９年度は、栄喜、小筑紫、田

ノ浦地区の３地区の方へ、各２回、計６回の説

明会を開催をしてまいりました。 

 １１月には、３地区の保護者を対象といたし

まして説明会を行い、２月には、３地区の地元

住民や保護者を対象として説明会を行いました。 

 説明の内容といたしましては、今後、ますま

す少子化傾向が進む中で、集団の中で社会性を

身につけるために必要な学校規模の確保とか、

地域性を考慮した学校の位置づけであるとか、

また、早急な耐震化が問われる中、学校施設の

老朽化に伴う施設整備の必要性と学校再編の趣

旨につきまして、保護者、地元住民の皆様方に

ご協力を、ご理解をしていただくために、説明

会を行いました。 

 一定のご理解はしていただいたものとしてお

ります。 

 ご指摘のように、地域の中から、学校がなく

なることにつきましては、地元の方々にとりま

しては、大変大きな問題でありまして、地域の

中で学校が占めている役割については、私ども

も十分承知をしております。 

 文化の灯台といいますか、ともし火といいま

すか、そういうふうな役割もしているというよ

うな話もありました。 
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 しかし、子どものためにとって、望ましい教

育環境の中で、教育の諸活動をするためには、

ある程度の人数が必要と考えます。 

 具体的には、同一学級は同一学年で授業を実

施する方がよいと考えております。複式学級よ

りは、単式学級で教育活動を進めるようにした

いと、こういうふうに考えております。 

 今後ともに、建設の場所とか、スクールバス

の運行とか、災害時における安全対策、廃校後

の施設活用など、地元と協議をいたしまして、

ご理解をしていただくよう、誠心誠意努力をし

てまいりたいと思っております。 

 それから、３地区での説明会をどのように受

けとめているか。どのように教育委員会として

感じておるかという点でございますが、栄喜、

小筑紫、田ノ浦といってまいりましたが、特徴

的なことをお話をさせてもらいますと、岡崎議

員もご指摘がありましたように、教育長は、声

なき声をしっかり聞くようにという話もありま

したので、その点はご了承いただきたいと思い

ますけれども。 

 私どもが、表面上、受け取った話の中では、

栄喜地区につきましては、地域の人は、地域か

ら学校がなくなることについては、大変寂しい

思いをしているという話がありました。 

 保護者については、ある程度、複式で対応す

るよりは、単式で対応する方がいいのではない

かという、そういう雰囲気でありました。あく

までも雰囲気であります。 

 それから、小筑紫地区につきましては、保護

者、地域ともに、仕方がないのではないんだろ

うかというような雰囲気でございました。 

 それから、田ノ浦も、第１回目は、保護者の

方も反対でありましたけれども、２回目は、仕

方がないのではないだろうかという雰囲気であ

りました。岡崎議員が申されたように、しっか

りと、声なき声を聞けということもありました

ので、その点は、今後とも十分、耳を傾けて話

し合いを進めていきたいと、こんなふうに思っ

ています。 

 それから、学校再編について、基本的な考え

を話せということでありますけれども、私の方

の考えといたしましては、小学校については、

先ほど申しましたように、同一学級は同一学年

で行いたいと。これは基本に持っております。 

 それから、でき得れば、これは予算が伴うこ

とでありますけれども、地域に１つ、学校は残

しておきたいという気持ちは持っております。 

 地域の中で、子どもを育て、守っていく、そ

ういうことは大切なことではないだろうかと。

予算の範囲内で考えたいと思いますけれども、

そういうふうに考えております。 

 それから、中学校につきましては、特性の伸

長に対応できる規模の学校であってもらいたい。 

 どういうことかと言いますと、中学生になれ

ば、知能も発達しますし、心もいろいろと揺れ

動く時でもありますし、いろいろな興味関心が

できる時期でもあります。そのいろいろなこと

をやりたい時に、それに対応できる規模の学校

であったり、それから、それにこたえ得る、ニ

ーズに対応できる教師がいるということは、と

ても大事なことであろうと思います。 

 絵をかくのが好きな子どもが、絵を教える先

生がいないだとか、英語が好きな子が、発音が

むちゃくちゃな先生、むちゃくちゃ言うたら、

これ失礼なんですけれども、日本人みたいな先

生が教えてもらうだとか、数学のおもしろさを

しっかり教えてくれないような、ただ帳面を見

て書くような先生では、ちょっと子どもにとっ

てはかわいそうかなと。 

 それから、部活動にしてもしかりです。いろ

いろな格技で、相撲だとか、柔道だとか、いろ

いろな特性を持っているのに伸ばしきれないと

か、そういうためには、ある程度の学校規模が
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要るのではないだろうか、こういう基本的な考

えを持っております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） １２番西郷典生君。 

○１２番（西郷典生君） １２番、再質問を行

います。 

 一定、理解はしておるわけでありますが、ま

ず、企業誘致と雇用促進の問題でありますが、

このところで、お答えの中で、人口がやっぱり

減っておる。これはやっぱり、市の、宿毛市と

いうものの力が衰えておるということになりま

す。 

 ぜひ、このことについても、１回目の質問の

中でも申しましたように、本当に宿毛市がこれ

以上衰退しないように、市長として、職員も含

めて、全力で取り組んでいただきたいと、この

ことはお願いをしておきたいと思います。 

 それから、工業団地の職員の、就労者の人口

がふえておるということを聞いて、大変安堵し

たというか、うれしく思っております。 

 これがますますふえるように、今後も取り組

んでいただきたいと、このように思っておりま

す。 

 それから、このことについては、再質問とい

うよりも、市長に、取り組む姿勢といいますか、

そういう言葉をいただければ、それでいいと思

っております。 

 それから、栗之浦ドック、これについても、

今後、早く操業して、１００人規模の就労者が

できるということでありますので、そういうの

が完全にできれば、人口の減少に歯どめもきく

んじゃないかというように期待をいたしており

ますので、今後ともこの取り組み、さらにはこ

の企業誘致という部分について、工業団地、あ

るいは湾港等に、さらに企業が張りつくような、

そういうような努力もしていただきたいと、こ

れはお願いをしておきたいと思います。 

 それから、２点目の自主防災組織であります

が、１００パーセントの組織化に向けて、取り

組みをすると言っていただきましたので、これ

も、これで結構であります。 

 ぜひそうしていただきたいと思いますし、こ

の連合体をつくるということは、どういうこと

なのかと言いますと、やはり、先ほどの質問の

中でも言いましたけれども、やっぱりこういう

大きな災害が起こったときには、地域によって

て、随分差があるわけですね。 

 そうしたときに、お互いが助け合うて、ある

いは、もっと言えば、宿毛市が仮に、余り大き

な災害がなかっても、他の地域が大きな災害が

あったときには、そういったところにも、いつ

でも協力してあげれるという、こういう体制づ

くり、こういうものも必要だと思っております

ので、ぜひこの組織が連帯をし、そして連合し、

ともに訓練をして、いつでも、よそにも出てい

けるぐらいの、そういう地域の自主防災力をつ

くっていただきたいということが願いで、お願

いをしておるわけでありますので、ぜひそうい

うような取り組みについては、今後も進めてい

っていただきたいと、これはお願いをしておき

たいと思います。 

 これについても、できれば市長から、そうい

うようにするというような言葉をいただければ、

ありがたいと思っております。 

 それから、続いて３点目の教育委員会の関係

でありますが、一応、今聞いた説明で上等なが

ですが、教育長は、地域に１校は学校を残した

いというような発言をされました。その地域と

は、どういうことを指すのか、これについて、

１つだけ答弁を願いたいと思います。 

 以上で再質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 西郷議員の再質問にお

答えをいたします。 
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 企業誘致関連でございますが、平田の工業団

地、人口、これはあくまでも就業人口でござい

ます。これが上向きに転じているということは、

本当に西郷議員もおっしゃってくださいました

ように、我々にとっても、うれしいことでござ

います。 

 まだまだ平田の工業団地、土地も余っており

ます。そういったところに、新たな企業が来て

いただく。また、新たな企業ばっかりもいいん

ですが、宿毛でもやっぱり企業を起こしていた

だけるような方がいられれば、また、あそこの

土地も有効活用していただきたい、こういうふ

うな両面を、やっぱりやっていかなきゃいけな

いというふうには、私は思っておりまして、い

ろいろな人脈、宿毛市に連なる人脈の方々を頼

って、やはりこういった平田の工業団地が全部

が埋まるような、そういうふうなことを目指し

てまいりたいと、このように思っておりますし、

また、湾港でも、現在、栗之浦ドックさんと三

好造船さんが来ていただいておりますけれども、

まだこれも一部でございます。大部分ではござ

いますけれども、一部でございますので、まだ

まだ来られる余地がございますし、また、岸壁

も、せっかく１３メートル岸壁、７．５メート

ル岸壁ということでございますから、これをや

っぱり生かせる企業、また、ここの岸壁を使っ

て、船が出入りできる、そして荷物があるとい

うふうなものが、最終的な姿でございますので、

こういったものについて、努力をしてまいりた

いと、このように思っているところでございま

す。 

 それから、自主防災組織の連絡協議会でござ

います。相互扶助の取り組みということでござ

いますので、これはあくまでも自主防災組織で

ございます。行政は一応、アドバイザー的にな

ろうかと思いますが、皆さんの方に、議会でも

こういうご質問もあったし、こういう連絡協議

会をつくってはどうかというふうな投げかけは

してまいりたいと、このように考えております。 

 それから、先ほど、教育長が学校再編のこと

で答弁がございました。ちょっと補足させてい

ただきますと、教育長の方が、各地域回って、

仕方がないねというふうなお話もいただいてい

るということでございますが、これから、なお

かつ、その仕方ないばっかりじゃなくて、地域

に入って、もうちょっと掘り下げて、皆さんの

ご意見を聞くというふうなことの話でございま

すので、ぜひその面は、ここで仕方がないから、

それで決まったんだということではないという

ことで、我々も受けとめておりますし、教育委

員会も受けとめておるということでございます

ので、ぜひその辺はご理解をお願いしたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） まず、地域のことを

話させていただきます。 

 小学校における地域は、学校の教育委員会の

考えている地域は、まず小筑紫地区、それから

宿毛の、中心とした宿毛の中央の地区、それか

ら宿毛の西地区、それから宿毛の東地区。 

 それから、複式でない形で教育活動ができる

とすれば、橋上があたると思います。 

 どれくらいの規模になるかわかりませんけれ

ども、そんなところを、地域としては考えてお

ります。 

 それから、先ほど、地域での聞き取りのこと

をお話をしましたけれども、岡崎議員言われた

とおり、しっかりと、私も本心を聞いてないこ

ともあるかもしれませんけれども、表面上、そ

の説明会の中で出てきた意見を、そのまま言わ

せてもろたので、大変失礼をしました。 

 今後ともに、説明をして、誤解のないように

誠意を尽くしてまいりたいと、こんなふうに思
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っております。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） １２番西郷典生君。 

○１２番（西郷典生君） どうもありがとうご

ざいました。 

 先ほどの答弁に従って、これからも行政を進

めていただきますようにお願いを申し上げまし

て、私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（宮本有二君） これにて一般質問を終

結いたします。 

 おはかりいたします。 

 ただいま、市長から議案第５５号及び議案第

５６号の２件が提出されました。 

 この際、これを日程に追加し、議題といたし

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、この際、議案第５５号及び議案第５

６号の２件を日程に追加し、議題とすることに

決しました。 

 議案第５５号及び議案第５６号の２件を一括

議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、ご提案申し上げ

ました議案につきまして、提案理由のご説明を

申し上げます。 

 議案第５５号は、副市長の選任につき同意を

求めるものでございます。 

 空席となっております副市長に、現企画課長

の岡本公文氏を任命いたしたいので、議会の同

意を求めるものでございます。 

 岡本氏の経歴等につきましては、資料として

お手元に提出しておりますので、重複は避けま

すが、人格、識見とも大変すぐれており、行政

経験からも、副市長として最適任者であると確

信いたしておりますので、ご同意をいただきま

すよう、お願いを申し上げます。 

 議案第５６号は、平成１９年度宿毛市一般会

計補正予算でございます。 

 副市長の選任に関連いたしまして、その退職

金及び職員１名が急遽、退職することに伴う退

職手当として、あわせて５，０６３万７，００

０円を計上しております。 

 この財源といたしましては、特別交付税及び

財政調整基金繰入金を計上いたしております。 

 以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。よろしくご審議の上、適切なご決

定を賜りますようお願いを申し上げまして、提

案理由の説明とさせていただきます。 

 ありがとうございます。 

○議長（宮本有二君） これにて提案理由の説

明は終わりました。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしまし

た。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ３時１５分 散会 
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平成２０年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第４号 

 

１ 議事日程 

    第８日（平成２０年３月１２日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第５６号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第５６号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１６名） 

   １番 今 城 誠 司 君     ２番 岡 﨑 利 久 君 

   ３番 野々下 昌 文 君     ４番 松 浦 英 夫 君 

   ５番 浅 木   敏 君     ６番 中 平 富 宏 君 

   ７番 有 田 都 子 君     ８番 浦 尻 和 伸 君 

   ９番 寺 田 公 一 君    １０番 宮 本 有 二 君 

  １１番 濵 田 陸 紀 君    １２番 西 郷 典 生 君 

  １３番 山 本 幸 雄 君    １４番 中 川   貢 君 

  １５番 西 村 六 男 君    １６番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        夕 部 政 明 君 

   次    長  岩 本 昌 彦 君 

   議 事 係 長        岩 村 研 治 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 西 清 二 君 

   企 画 課 長  岡 本 公 文 君 

   総 務 課 長        出 口 君 男 君 

   市 民 課 長  弘 瀬 徳 宏 君 

   税 務 課 長  美濃部   勇 君 

  会計管理者兼 

  会 計 課 長 
安 澤 伸 一 君 
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   保健介護課長  三 本 義 男 君 

   環 境 課 長        岩 本 克 記 君 

   人権推進課長  土 居 利 充 君 

   産業振興課長  茨 木   隆 君 

   商工観光課長  立 田   明 君 

   建 設 課 長  豊 島 裕 一 君 

   福祉事務所長  沢 田 清 隆 君 

   上下水道課長  頼 田 達 彦 君 

   教 育 委 員 長  奥 谷 力 郎 君 

   教 育 長        岡 松   泰 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
小 島 正 樹 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

有 田 修 大 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
小 野 正 二 君 

   千 寿 園 長        村 中   純 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
野 口 孝 夫 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０７分 開議 

○議長（宮本有二君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第５６号ま

で」の５６議案を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

 ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） 皆さん、おはようござ

います。４番、松浦でございます。 

 これより、本議会に提案されました議案につ

いての質疑を行いたいと思います。 

 まず、初めでありますが、議案第１号別冊の

平成１９年度宿毛市一般会計補正予算（第７

号）についてであります。 

 ページ３８ページ、第３款民生費の第２項１

目１９節負担金補助及び交付金についてであり

ます。 

 社会福祉法人栄光会若草園開設補助金といた

しまして３２３万６，０００円が計上させてお

りますが、どこの福祉施設におきましても、大

変厳しい財政状況の中におかれておることは承

知をいたしておりますが、将来の展望をしっか

り持った運営なり、経営を考えていかなければ

ならないと思います。 

 そこで、この補助の内容について、ご説明を

いただきたいと思います。 

 次は、議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛

市一般会計予算についてであります。 

 ページ４８ページ。第２款総務費の第１項７

目１３節委託料と１９節の負担金補助及び交付

金の地上デジタル化に関連します予算について

であります。 

 １３節では、宿毛市デジタル改修調査委託料

２００万円を計上いたしております。事業内容

並びに委託先について、お伺いをいたします。 

 そして、１９節の共聴施設デジタル化支援事

業費補助金８９６万６，０００円につきまして

は、事業内容についてご説明をいただきたいと

思います。 

 本議案につきましては、先日の私の一般質問

に関連する予算であろうかと思います。市長は、

質問に答える中で、予想される難視聴地域は、

沖の島地区や橋上地区を初めとして、宿毛市の

世帯の約６世帯について１世帯、いわゆる１，

６００世帯近くが難視聴地域になろうという答

弁でございます。 

 その難視聴地域の解消に向けての予算であり

ますので、ご説明をお願いいたします。 

 次は、５３ページ、総務費の第１項１７目１

９節の負担金補助及び交付金についてでありま

す。 

 沖の島アドベンチャーラン事業費補助金につ

いてでありますが、今年度におきましては、８

５万円の計上でありましたが、来年度において

は、１０万円に減額となっていますが、その理

由をお示しいただきたいと思います。 

 この事業は、昨年まで６回も開催されました。

この事業を成功させるためには、沖の島観光協

会を中心としながら、地元の実行委員会や島民

も大変な努力をする中で取り組んでまいってき

ました。入り込み客の増加にも、大変貢献をい

たしております。 

 減額となった場合でも、今までと同様に沖の

島アドベンチャーランとして継続して開催でき

るのか、大変心配をいたしておりますので、所

見をお伺いいたします。 

 それに関連をいたしますけれども、沖の島地

域特産品開発事業補助金として、昨年度は、７

３万９，０００円計上されておりましたが、本

年度においては、計上させておりません。 

 この補助事業をもって、昨年度において特産
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品が開発されたとは承知をいたしておりません。

特産品の開発については、単年度だけで到底難

しく、１年や２年でできるものではありません。

継続して取り組みをすることが重要であると考

えますので、この点についても、ご所見を求め

ます。 

 次は、ページ６４ページ。民生費の第１項２

目１９節負担金補助及び交付金についてであり

ます。 

 本年度の新規事業といたしまして、障害児長

期休暇支援事業補助金といたしまして、２７万

３，０００円が計上されておりますが、その内

容について、お示しをいただきたいと思います。 

 次は、９３ページ。第５款農林水産業費の第

３項２目１９節負担金補助及び交付金について

であります。 

 これもまた、本年度の新規事業といたしまし

て５１６万円が計上されております。離島漁業

再生支援交付金についてでありますが、市長の

行政方針の提案の中で触れておりましたが、事

業内容及び期間等について、なお詳しい説明を

求めたいと思います。 

 本事業によりまして、どのような効果が得ら

れると推測いたしておるのか、お伺いいたしま

す。 

 次は、ページ１２４ページ。第９款教育費の

第５項３目１９節負担金補助及び交付金につい

てであります。 

 宿毛フルマラソン大会（仮称）実行委員会補

助金として、５２０万円を本年度の新規事業と

して計上いたしております。まさに初めての事

業でありまして、私といたしましては、これく

らいの予算でこのような大会が開催できるのか、

また多くのボランティアの方々にもご協力をい

ただかねばなりませんが、その確保対策、そし

てなによりも地元からの参加はもちろんであり

ますが、市外からの参加者の確保対策、あわせ

て周知宣伝活動等、大変心配をする部分があり

ますが、計上した以上は、成功させなければな

りません。 

 そこで、大会の開催日時や、内容等につきま

して、ご説明をいただきたいと思います。 

 次は、議案第２０号別冊、平成２０年度宿毛

市学校給食事業特別会計予算についてでありま

す。 

 ページ１０ページ、第１款総務費、１項２目

７節に関してであります。本年度までは、宿毛

市の職員であります調理師１名と、臨時職員１

名で、沖の島学校給食センターを運営しており

ましたが、本予算を見てまいりますと、職員の

給与関係は計上されておらず、臨時職員で運営

を行う予算となっております。どのような体制

で行おうとしているのか、お示しをいただきた

い。 

 臨時職員で運営することにより、子どもたち

に安心して、しかも安全性が十分に保たれた給

食を提供できるのか、疑問を持ちますので、お

示しをいただきたいと思います。 

 そして、地元の学校関係者を初め、父兄の皆

さんとの協議はできているのか、お伺いいたし

ます。 

 議案第３０号、宿毛市学校施設整備基金条例

についてであります。 

 この条例は、ご案内のとおり、兵藤健吉さん

から寄附をされました２，０００万円を、円滑

かつ効果的に運用する中で、その運用益をもっ

て宿毛小学校図書館の図書の充実を図っていく

ことを本来の目的とした、いわゆる指定寄附で

あったのを、全面的に改正するものであります。 

 条例の改正に当たり、兵藤さんのご遺族から

のご理解はいただいたとのことでありますが、

宿毛小学校等関係者のご理解はいただいたのか

どうか、お伺いをいたします。 

 次に、この条例の第５条では、市長は第１条
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の目的を達成する財源に充てる場合に限り、基

金の全部、または一部を処分することができる

となっており、本年度予算において、新規事業

ということで、平田小学校を除く市内の全小・

中学校へのＡＥＤを配備するとして、その購入

経費４５０万円を、早速にも基金から繰り出し

ております。 

 この基金は、他の基金と違いまして、個人か

らの寄附によるものでありますので、すべてを

処分することができるというのはいかがなもの

でしょうか、お伺いをいたします。 

 議案第４１号、宿毛市立小学校設置条例及び

宿毛市立中学校設置条例の一部を改正する条例

についてであります。 

 本条例は、鵜来島小・中学校を廃校にする議

案であります。また宿毛市から学校がなくなる

ことになります。 

 鵜来島小学校の歴史は、明治１９年に開校さ

れ、１２０年近くの歴史を誇り、卒業生は約６

５０名くらいであります。 

 一方、鵜来島中学校は、昭和２２年４月３０

日に、沖の島村立鵜来島分教場として開校され、

６０年近くの歴史と、卒業生は３００名ぐらい

であります。 

 そのように長い歴史と伝統があり、学校は島

の文化の中心でありました。平成２年度に休校

となった時点で、いつかはこの時が来るのでは

ないかと危惧をいたしておりましたが、現実の

ものとなりました。 

 この議場を見渡してみた場合にも、鵜来島

小・中学校を卒業した方もおられまして、私以

上にこの学びやで過ごした思い出が脳裏を横切

っておられることと存じます。 

 少子高齢化と過疎化という時代の流れとはい

え、非常に残念な思いで見詰めておることとは

思います。 

 この状況をつくり出してきたのは、人材を都

市へ都市へと人の流れをつくってきた今日まで

の自民党による経済政策によるものであると、

私自身は考えております。 

 同じ島で育った同郷のひとりといたしまして、

非常に残念でなりません。 

 そこでお伺いをいたします。 

 島の活性化のために、島民のご意見を十分取

り入れて、有効的に利活用しなければならない

と考えますが、教育委員会として、どのように

考えておるのかお伺いをいたします。 

 私自身のこの有効活用計画づくりとして、何

点かご意見を申し上げておきたいと思います。 

 鵜来島は、宿毛市で最も高齢化率の高い、限

界集落と言われておりますので、その点も十分

考慮した計画を立てていただきたい。そして、

利活用の方法については、ホームページ等で広

く公募することも考えられます。 

 そして、企画課だけではなく、全庁的な取り

組みも必要かと思います。私なりに計画作成に

当たっての考え方を申し上げ、参考にしていた

だきたいと思いますが、先ほど言いましたよう

に、教育委員会としては、どのように考えてお

るのか、お伺いいたします。 

 １回目の質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（沢田清隆君） おはようござ

います。福祉事務所長、４番、松浦議員の質疑

にお答えいたします。 

 議案第１号別冊、平成１９年度宿毛市一般会

計補正予算（第７号）、３８ページの歳出、第

３款民生費、第２項児童福祉費、第１目児童福

祉総務費、第１９節負担金補助及び交付金の社

会福祉法人栄光会若草園建設補助金３２３万６，

０００円の補正についてのご質問でございます

が、これは社会福祉法人栄光会が運営する若草

園は、昭和３２年に四万十市下田に設立以来、

幡多地域における唯一の児童養護施設として、
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地域の児童福祉に貢献をしてきました。 

 この施設は、建築後３８年を既に経過してお

り、太平洋に直接面していることで、台風の塩

害などにより、老朽化が著しい状態となり、南

海地震対策等含め、建てかえの必要が生じ、厚

生労働省の次世代育成支援対策室整備交付金並

びに高知県児童養護施設等整備事業補助金の補

助を受け、現在、園舎の建てかえ工事を実施し

ているところでございます。 

 この工事に要する費用は、３億５，０００万

円が見込まれておりますが、国県補助金は２億

４，３００万円となっておりまして、約１億円

以上の自己資金を必要としておりますが、当法

人には、それだけの自己資金がなく、約６，０

００万円を寄附と借入金などに頼らざるを得な

い状況となり、昨年の１２月にその一部につき

まして、幡多の関係市町村で支援できないかと

のお願いが、当法人からございまして、６，０

００万円のうち１，５００万円につきまして、

幡多の６カ市町村で負担することとなったもの

でございます。 

 １，５００万円の負担の内訳といたしまして

は、地元であります四万十市が２分の１の７５

０万円を負担し、残りの７５０万円を、宿毛市、

土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村の５カ町

村の１８歳未満の人口の割合で負担するもので、

宿毛市の負担分は３２３万５，５１２円となる

ものでございます。 

 本来なら、建設段階で当法人から事前に話が

あってしかるべきものですが、時間的な制約の

中で、申請のための書類の作成に追われ、資金

計画の精査が不十分なまま、建設となったもの

でございますが、この施設は、幡多地域唯一の

児童養護施設でございまして、４３名の措置児

童のうち、宿毛市から１６名の児童が措置され

ておりまして、この施設の果たす役割は、当市

にとりましても非常に重要なものでございます

ので、児童福祉の充実のため、今回、この補助

金の補正となったものですので、ご理解をお願

いいたします。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第１３号別冊、平成２０年

度宿毛市一般会計予算の６４ページ、第３款民

生費、第１項社会福祉費、第２目障害者福祉費、

第１９節負担金補助及び交付金の障害児長期休

暇支援事業費補助金２７万４，０００円につき

まして、ご説明させていただきます。 

 この事業は、障害児の居場所の確保と家族の

負担の軽減や、保護者の就労支援を行うことを

目的に、平成１６年度から夏休み限定の活動と

して、実施してきたものでございますが、保護

者及び本人のニーズが高まったことなどから、

平成１８年度より、冬休み、春休みも事業を拡

大し、幡多福祉会、幡多希望の家でございます

が、ここが主体となり、実施してきたものでご

ざいます。 

 現在、宿毛市で行っている支援は、社会福祉

協議会と連携を図り、センターの１室を無料開

放するとともに、毎週１回、校外への課外活動

時のバスの送迎や、さらにはボランティアの募

集、ボランティアの保険料などの支援を行って

まいりましたが、今回、その支援に加えまして、

保護者による経費の負担軽減を図ることを目的

に、県と同額の２７万４，０００円の補助金を

予算計上したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 企画課長。 

○企画課長（岡本公文君） 企画課長、４番、

松浦議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第１３号、平成２０年度宿毛市一般会計

予算、ページ４８ページでございますが、４８

ページ、企画費の１３委託料、宿毛市地上デジ

タル改修調査委託料２００万の事業内容につい

てということでございます。 
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 この委託の内容につきましては、先ほど、松

浦議員からもございましたように、一般質問の

中でも、デジタル放送の関係で、質問をいただ

きました。 

 それで、電波が平田、宿毛から、現在発せら

れておりまして、見えないところ、アナログで

見えないところの共聴組合の方々が、今後、見

えるかどうかということもございまして、今回、

今現在、私どもが把握をしております共聴組合

数は、ＮＨＫ共聴５カ所を含めて、２０カ所の

共聴組合がございます。 

 そこのＮＨＫの共聴組合は除きまして、１５

施設の共聴組合のアンテナの位置で、現在、発

せられておりますデジタル電波が受信できるの

か。それで、受信できた場合に、改修がどれだ

け必要かというところまでの委託業務を行おう

とするものでございまして、その委託先等につ

いては、現在は、まだ確定をいたしておりませ

ん。 

 来年度になってから、ＳＷＡＮテレビででき

るのか。また、ほかの業者でできるのかという

ところも含めて、検討をしていきたいと考えて

おります。 

 同じく、４８ページ、１９節の共聴施設デジ

タル化支援事業補助金８９６万６，０００円の

事業内容についてでございます。 

 これは、これも一般質問の中で若干、触れさ

せていただきました。この補助先は、楠山地区

の日平共聴組合でございます。 

 日平共聴組合につきましては、２年ほど前か

ら、アナログもなかなか、受信がちょっと完全

にできないというようなところも出てまいりま

した。 

 というのは、老朽化ということで、以前から

アナログ放送の受信の改修ということで、お話

もいただいておりましたが、デジタル電波が、

もう近い将来、発せられるということで、それ

も含めた改修ということで、今まで待っていた

だいた経過があります。 

 それで、昨年の１０月２日、地元の方々が、

今のアンテナの位置で、デジタル電波が受信で

きるかどうかということで、日平地区の共聴組

合がそこで、電波の受信状況を確認をいたしま

した。 

 そのときには、担当課として、企画からも職

員が行って、どういう形で調べるのかというこ

とも、確認をしてまいりました。 

 その結果、そこでデジタル電波が受信できる

ということが確認されましたので、全面改修と

いうことで、今回、予算計上をさせていただい

ております。 

 この事業費の総額は、９４２万１，０００円

でございまして、地元負担、３万５，０００円

の地元負担で４５万５，０００円ということで

ございます。 

 今のこの中では、１３世帯で１軒、３万５，

０００円というところの財源を引きまして、そ

の残りの２分の１が、補助をされて、事業を行

うということでございます。 

 それと、先ほど申しました委託料につきまし

ても、２分の１の補助がありまして、このトー

タルで５４８万３，０００円ということで、県

費を充当させていただいております。 

 全面改修ということでございますので、アン

テナ、それから受信機器、それとケーブルとい

うところでございます。すべてを改修をすると

いうことでございます。 

 続きまして、ページ５３ページ。離島振興費

のアドベンチャーラン事業補助金でございます。

今回、１０万円、前年度は８５万の予算でござ

いました。それで対応できるのかということで

ございますが、昨年度のアドベンチャーランに

つきましては、高知県元気のでる総合補助金と

いうのをいただきまして、妹背山に登ります山



 

－ 124 － 

道の改修が含まれておりました。これが６０万

でございます。 

 それと、アドベンチャーラン事業への補助金

として２５万という計上をいたしておりました。 

 この２５万につきましては、マラソンと、そ

れからマウンテンバイクで、年に２回を開催を

いたしておりました。 

 それで、昨年開催を終えて、その後、地元の

方々と次年度のことに協議する中で、なかなか

年に２回の地元での引き受けが困難な状況にな

ってきたということで、次年度からは年に１事

業いいますか、マラソンと、それからマウンテ

ンバイクは交互にやっていきたいということで

ございまして、今年度の予算につきましては、

マラソンの部分の１０万を計上いたしておりま

す。 

 例年、２つで２０万を計上いたしておりまし

たが、昨年は補助事業を活用してということで、

２つの事業に２５万というような形で行ってお

りましたので、よろしくお願いをいたします。 

 それと、もう１点、離島振興費の中で、昨年

度は地域特産品開発で、７３万９，０００円を

計上しておったが、ことしは計上されてない。

特産品については、１年で開発できるものでは

ないがというお話でございます。 

 昨年度の予算につきましては、特産品の開発

で１５万、それから「アイランダー２００７」、

東京での、全国の離島が集まって、それぞれの

離島をピーアールするという事業がございます

が、この部分と一体として、予算計上させてい

ただいておりました。 

 と申しますのは、この事業につきましても、

昨年度は高知県の補助をいただく中で実施をい

たしました。それで、その中に、先ほど申しま

したように、特産品の開発で、１５万が計上さ

れておりまして、商品開発の材料費と、開発に

伴う備品購入費ということで計上させていただ

いておりました。 

 それで、今後の特産品の開発につきましては、

離島漁業再生支援交付金というのが、沖の島で

行われることとなっておりますが、その中でで

きるのかどうかということも、今後、検討しな

がら、また支援をしてまいりたいと考えており

ます。 

 それで、昨年度の特産品の開発でございます

が、１件、メブト、メダイともいうようでござ

いますが、その味噌漬けについて、特産品とし

て一応、商品化まではいってませんが、その分

について、選定をして、味噌漬けの味噌の味で

メブトを食べると。おいしく食べるというよう

なことに取り組んでまいりました。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（茨木 隆君） おはようござ

います。産業振興課長、４番、松浦議員の質疑

にお答えいたします。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算、ページ９３ページの５款３項２目の

１９節負担金補助及び交付金の中の離島漁業再

生支援交付金５１６万円の事業内容及び期間、

また効果等のご質問について、お答えいたしま

す。 

 この事業は、離島のみが対象となる事業です。

本年度より、事業を導入したものです。事業の

内容につきましては、沖の島地域、弘瀬、母島、

鵜来島地区の漁業者の皆さんが共同体を組織し

て、地域の皆さんと協働で海底、海岸の清掃等

を行ったり、ほかのいろいろ取り組みも考えて

もろたらええがですけんど、その地域の活性化

や、漁業再生に取り組むための活動事業に実施

するために、支援交付金を交付するものです。 

 事業期間は２年となってます。２０年から２

１年度を計画してます。 

 それから、事業主体及び交付先は、今現在、
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組織の人たちが集落協定を結ぶために、組織を

つくる準備をしてます。 

 その調整を行った、整い次第、地域の皆さん

が名称、共同体の名称をつくっていただき、そ

の後、交付となりますので、今からうちの方へ、

組織名ができた。またいつごろからやるという

ものがあったら、事業決定となる運びとなりま

す。 

 それと、この事業は、５１６万の事業費に対

して、国が５０パーセント、それから県が２５

パーセント、市が２５パーセントで補助するも

のです。 

 国、県の補助率は７５パーセントですので、

３８７万円を受けて、市の方が１２９万円を支

出します。補助金としては、５１６万円を交付

することになります。 

 効果としては、今、皆さんがいろいろ組織や

共同体をつくる中で、海岸の清掃をしたり、今、

企画課長も言いましたけんど、特産品の開発に

取り組んでみようかというような事業種目を、

今、検討してますので、一番、よりよい効果を

あげていただく事業を実施していただければと

思ってます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（有田

修大君） 生涯学習課長兼文教センター所長、

４番、松浦議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算、１２４ページの社会体育振興費、９

款５項３目の１９節負担金補助及び交付金の中

の宿毛フルマラソン大会（仮称）実行委員会補

助金５２０万円の内容について、日時、内容等

について、ご説明をいたします。 

 これは、今年度初めて実施しようとする事業

であります。 

 従来、マラソンにつきましては、例年１月２

日の宿毛ロードレースを実施しておりました。

しかしながら、参加者が昭和６２年の５４５名

をピークといたしまして、徐々に減少しており

ます。ちなみに、本年度は２３３名となってお

りました。 

 そのような状況から、数年前からロードレー

スの活性化が課題となっておりまして、今回、

正月に開催していたロードレースをやめて、フ

ルマラソンを提案することにしたものでありま

す。 

 内容につきましては、昨年来、宿毛市体育協

会の皆さんと精力的に協議を重ねてまいりまし

て、４２．１９５キロのフルマラソンと、３キ

ロメートル、５キロメートルコースを実施した

いと考えております。 

 ３キロコースにつきましては、芳奈の宿毛市

総合運動公園内を周回することとしまして、５

キロコースにつきましては、総合運動公園をス

タートして、松田川にかかります橋上の八ケ合

橋のたもとを折り返して、運動公園に帰ってく

るというような計画にしております。 

 フルマラソンコースにつきましては、宿毛市

総合運動公園をスタートしまして、中角から松

田川沿いに、松田川の左岸の市道和田中角線を

通って宿毛大橋に渡ります。そして、上町を通

って宿毛文教センター前を通過しまして、県道

宿毛津島線を北上し、坂本ダムを過ぎた後、惣

師湖面橋を渡りまして、それから宿毛市総合運

動公園に帰ってくるというようなコースを考え

ております。 

 開催日時につきましては、平成２１年３月２

２日日曜日、午前９時スタートを計画しており

ます。 

 なお、フルマラソンの実施に際しましては、

交通安全対策や選手の募集はもとよりですが、

スタッフの確保も大きな課題となっております。 

 ちなみに、６００名以上のスタッフが必要で
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はないかというふうに予測をしております。 

 そういうことから、４月には市内各種団体や

市民有志等による実行委員会を組織していただ

きまして、開催日時やコース、そしてボランテ

ィア対策等を決定していただく予定にしており

ますが、このイベントを通じまして、スポーツ

の振興だけでなく、元気都市宿毛をピーアール

できるような、地域の活性化につながるような

イベントにしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 なお、周知徹底策等につきましても、実行委

員会で検討していただくことになりますけれど

も、担当課としましては、フルマラソンにつき

ましては、まだ実績がございません。そういう

ことで、大会をピーアールし、多くの参加者を

募るために、ゲストランナーを招聘したいとい

うふうに考えていますが、可能であれば、宿毛

市出身で市民ランナーとして知名度の大変高い、

吉本興業に所属しております間 寛平さんをお

願いできればというふうな希望を持っておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（宮本有二君） 学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（小野正二君） 給食

センター所長、４番、松浦議員の質疑にお答え

いたします。 

 議案第２０号別冊、平成２０年度宿毛市学校

給食事業特別会計、ページ１０ページ。第１款

総務費、１項総務管理費、２目沖の島学校給食

センター運営費、７節の賃金２０４万９，００

０円の内容について、説明いたします。 

 平成２０年度より、小学校の児童数は現在の

５名から３名に、中学校の生徒数は３名のまま

で、小中合わせて２名減の６名の予定です。 

 児童・生徒、教員、給食センター臨時職員合

わせて給食数は１９食になるため、市の財政事

情ともかんがみ、沖の島小・中学校保護者の方

に、市の方針を伝え、協議した結果、新学期よ

り臨時調理員で対応することの合意が得られま

したので、新学期より２名の臨時調理員で調理

し、献立と栄養、衛生面の指導は今までどおり、

県派遣の臨時の栄養士が指導いたします。 

 臨時の調理員には、新学期が始まるまでに、

宿毛の給食センターで衛生指導等を受け、その

後、宿毛給食センターの調理員が沖の島の給食

センターにて、島の実情に合った指導をするこ

とにしています。 

 なお、夏休み期間中には、高知の方で学校給

食衛生管理講習会を受講し、子どもたちに栄養

バランスのとれた、安心安全な給食を食べさす

ことに万全を期すことに心がけてまいります。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（小島正樹君） ４

番、松浦議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第３０号、３８ページですが、宿毛市立

学校施設整備等基金条例の制定についてであり

ます。 

 この基金につきましては、兵藤健吉さんより

寄附された資金について、宿毛小学校の図書館

の図書の充実を図ることを目的としまして、平

成９年に設立をし、その運用益で図書の購入に

充ててまいりました。 

 今回、兵藤氏の遺族と話す中で、学校の教育

振興や、施設整備等より広く活用していただき

たいとの話があり、今後の運用について協議し

た結果、今回の条例改正を議案として、上程を

させていただきました。 

 今後の資金の活用につきましては、小・中学

校の事故等の場合、命を守るといいますか、安

全対策として、平成２０年度には小・中学校１

５校への自動体外式除細動器、ＡＥＤですか、

の購入の財源に充てることにしました。 
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 今後の基金の運用益につきましては、今まで

どおり、宿毛小学校の図書の購入財源に充てて

いきたいと考えております。 

 また、条例上は、すべてを処分することがで

きるとなっておりますが、財政状況によりまし

て、教育委員会としましては、基金への積み立

ても要求し、２，０００万円の確保をしていき

たいと思っております。 

 なお、宿毛小学校には、この条例改正につい

て報告をしております。 

 続きまして、議案第４１号、宿毛市立小学校

設置条例及び宿毛市立中学校設置条例の一部を

改正する条例です。ページ数は６４ページです。 

 鵜来島の小・中学校につきましては、現在、

市役所では保健介護課や福祉事務所において、

健康相談や健診、またミニデイ等で使っており

ます。 

 また、けんみん病院の方でも、無医地区の診

察などに使用をしております。 

 鵜来島小・中学校につきましては、平成２年

から休校扱いとなって、１８年が経過しました。

今までは、休校扱いでも、普通交付税いいます

か、入っておりましたが、平成１６年度より交

付税も入らなくなりました。休校では入らなく

なりました。 

 そのため、鵜来島の皆様にも説明に行きまし

て、学校を廃校することのご理解をいただきま

したので、改正の条例を提案させていただきま

した。 

 今後につきましては、地域の活性化のために

使用するには、廃校が前提になりますので、廃

校ということで、条例改正をお願いするもので

す。 

 また、教育委員会の分野でもありませんが、

地元の皆さんと協議をしながら、活用を図って

いて、現在は企画課、それから産業振興課、ま

た県の方々とも協議をしております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（宮本有二君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） ご苦労さんでした。 

 それでは、何点かについて、質問なり、提案

なりをさせていただきたいと思います。 

 まず、最初の地上デジタル化の関係でありま

すが、これ、調査をする中で、残りの部分につ

いては、共聴施設等についても、対応していく

ということでありますので、万全の対策を講じ

ていただきたいというふうに思います。答弁は

求めません。 

 それで、議案第２０号の学校給食センターの

関係であります。所長の説明により、臨時職員

で対応するということについては、地元の理解

も得られたということで、私としても理解を示

せます。 

 なお、本年度の教育行政方針にありますよう

に、学校給食に対する取り組みといたしまして、

食材の安全確保を図るを初めとする５項目の重

点項目を遵守した給食事業、並びに責任体制を

明確にする中で、行っていただきたいと思いま

すし、臨時職員に対する十分な指導もしていく

と、研修もしていくということでありますので、

私からも強く要請をするところであります。答

弁は求めません。 

 それでは、第３０号の学校施設整備等基金条

例についてでありますが、何点かお伺いをさせ

ていただきます。 

 先ほども申し上げましたが、この基金の本来

の趣旨は、今は亡き兵藤健吉氏が、宿毛市は特

に明治維新以降、日本の政治経済、文化の各分

野において、多くの人材を輩出し、重要な役割

を果たしてきた土地であり、人材の里と言われ

ますので、宿毛小学校の子どもたちに、そのよ

うな人材に育ってほしい、育ててほしいという

思いからであり、図書の重要性を考えての寄附

であったものであります。 
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 現在でも、宿毛小学校では、あしなが文庫と

して活用いたしております。 

 市長は、行政方針の中で、ご遺族の了解は得

られたと説明をされましたし、今、課長も申し

ました。しかし、私の考えるところでは、寄附

をしたのは兵藤健吉さんであり、ご遺族の方々

ではないと思います。その点について、ご遺族

の了解を得られたという部分がありましたけれ

ども、本来、寄附をしたのは兵藤健吉さんがそ

ういう、今、私がるる説明した思いの中で寄附

をされたと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 そして、本条例に改正することにより、今、

課長は図書館の基金の方にも使うという部分で

ありますけれども、すべてが宿毛小学校の図書

館基金ではなく、施設整備ということで、本来

の趣旨が生かされなくなるという思いがいたし

ますので、そのことについてお尋ねをいたしま

す。 

 それと、今までの基金条例になかった５条を

設けるとなると、基金は崩さないという部分の

話もありましたけれども、市長の判断で、処分

はできることになり、財政状況にもよりますが、

すべてを処分することも可能となるわけであり

ます。 

 このような趣旨であった基金でありますので、

これを取り崩すことが本当に妥当であるのか、

大変疑問に思いますので、お伺いいたします。 

 そしてまた、この基金はなくならないと言い

ますけれども、他の基金と同じように扱うと、

先ほども言いましたように、財政状況がまずく

なれば、宿毛市ふるさと創生基金や、宿毛市社

会教育基金のように、取り崩して廃止に至ると、

今日までの経過があります。 

 政治の世界では、幾らここで課長がそういう

方向で答えたとしても、この条例に明文化した

場合に、その条例を盾にして、そのことは１つ

も保障されないんではないかなという思いがい

たします。 

 そして、基金の積立を行っていくと言います

が、幾ら積み立てをしても、この基金の条例に

ありますように、活用できるのは施設整備だけ

ではないかなという、字句からすると、施設整

備にしか使えないという明文になっております

ので、施設整備の幅を、どんなようなことを考

えているのか。 

 今、出ているのは、ＡＥＤの購入費というこ

とであります。 

 そしてまた、私、１２月の議会においても、

基金の管理のあり方に疑問を持ち、質疑をいた

しました。 

 私の質疑に答える中で、課長は、一度基金会

計に積み立てて、それから歳出とか、そういう

方向を今後、検討していきたいとの答弁であり

ました。そのことについては、４条に明確に明

記いたしておりますので、それは了といたしま

す。 

 ここで一定、数字を申し上げたいと思います

が、平成９年度から平成１８年度までの総運用

益の決算額は、２９万３，５４１円であります。

そして、宿毛小学校に残っております資料によ

りますと、平成１５年から宿毛小学校の係の方

が持っておる資料があるわけですけれども、こ

の４年間の総運用益総額は、６万３，７２５円

であります。しかし、図書館基金として、宿毛

小学校のあしなが文庫に渡したのは、平成１５

年１万円、１６年ゼロ、１７年１万、１８年１

万、計３万であります。 

 運用益は、先ほど言いましたように、６万３，

７２５円であります。そのように、宿毛小学校

図書館基金が十分に活用されたのか、大変疑問

に思いますので、ご説明を、この際、お願いを

いたしたいと思います。 

 それと、ここに宿毛市監査委員が発表いたし
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ました平成１８年度の宿毛市一般会計、特別会

計決算及び基金運用状況調査意見書というのが

あります。 

 その中の３５ページ、基金管理についての監

査委員の報告でありますが、当基金は、２，０

００万円で運用され、定期預金として保管管理

されている。なお、預金利息は、３万２，０３

４円が、一般会計歳入歳出予算に計上して、宿

毛小学校の図書購入経費に充てているという監

査委員の報告があるわけです。実際は１万円。 

 そこ当たり、私、どうしても疑問に思います

ので、ご説明をいただきたいと思います。 

○議長（宮本有二君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（小島正樹君） ４

番、松浦議員の質疑にお答えをいたします。 

 まず、何点か言われましたが、漏れておるか

もわかりませんが。 

 まず、１点目としまして、議員指摘のように、

平成１８年度までにつきましては、利息分に見

合う分が、全額小学校の図書の購入に配当がい

ってないということにつきましては、そういう

こともありますので、平成１９年度からは、既

に配当もしておりますが、予算上、正式に宿毛

小学校には充当をしました。既にやっておりま

す。 

 ２０年度以降につきましては、議員のご指摘

のように、１２月議会でも答弁をしましたが、

利息分については、積み立てをして、明瞭にし

て、その分については宿毛小学校の方に配当を

するということでなっておりますので、よろし

くお願いします。 

 それと、全体の今後につきまして、施設整備

等ということになってますので、施設だけじゃ

ないかという質問がありましたけれども、そこ

につきましては、逆に教育振興に使うといった

ら、逆に施設整備等には、施設整備につきまし

ては、若干、語句的に課題が残りますので、

「施設等」ということで、教育振興にも使えま

すよということで、そういう表現にさせていた

だいております。 

 それから、いろいろと、先ほども答弁しまし

たが、基金自体が、一般的には予算の調整の中

で、財源充当しますので、一時的に、例えば処

分をしたとしても、この基金については、後年

度に積み立てをして、２，０００万の確保をし

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 遺族の方の意思が伝わってないがやないかと

いうような感じの質疑だったと思いますが。済

みません、兵藤健吉さんのという。 

 そこも、実は平成９年に条例制定をしました

が、実際、そのときには、兵藤健吉さんはお亡

くなりになってたことになっております。 

 したがいまして、意思はもちろん、議員が言

うとおりなんですが、今の息子さんのときに、

基金条例はつくった経過があります。 

 言われる意味はよくわかりますけれども、そ

ういうことで、意思もかかわっているかなと考

えております。よろしくお願いします。 

○議長（宮本有二君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） 大変、初めてのこうい

う質疑で、ご迷惑をおかけをいたしました。 

 そういう面では、まだまだ十分、私の中に入

ってはおりません。 

 けれども、あとの日程もあります。また、こ

の問題等を含めて、自分なりに勉強しながら、

質疑をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 私の質疑が、９項目にわたりましたけれども、

それぞれ丁寧にご説明をいただきました。 

 質疑を終わります。ありがとうございました。 

○議長（宮本有二君） ３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君） ３番、野々下昌文で
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す。よろしくお願いいたします。 

 皆さん、おはようございます。 

 私が質疑を行いますのは、議案第１号別冊、

平成１９年度宿毛市一般会計補正予算（第７

号）と、議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛

市一般会計予算の２議案でございます。 

 それでは、早速、質疑に入らさせていただき

ます。 

 議案第１号別冊、３０ページ。第２款１項１

９節負担金補助及び交付金。宿毛フェリー運航

経費支援事業補助金。昨年度当初は、２，００

０万円の計上をされておりますが、７１０万８，

０００円の減額補正が行われております。この

減額理由、またこの燃料が高騰し、景気が低迷

する中で、今後のフェリー会社の運営予測の説

明をお願いいたします。 

 続きまして、議案第１号別冊、４４ページ。

第５款２項２目１９節、負担金補助及び交付金、

緊急間伐総合支援事業費補助金。当初６１３万

８，０００円の計上がありましたが、５０２万

４，０００円の減額補正が行われております。

この減額理由、またわかる範囲で構いませんが、

宿毛市における林業従事者数をお示し願いたい

と思います。 

 続きまして、議案第１号別冊、４５ページ。

第５款３項２目９節旅費。外国人漁業研修生受

入事業旅費、当初６６万円の計上がありました。

ここで６２万６，０００円の減額補正が行われ

ております。 

 また、１３節の委託料、高知県外国人漁業研

修センター委託料、当初１０９万６，０００円

の計上がありました。このたび、５８万円の減

額補正が行われております。 

 この減額理由、そして外国人の受入人数、ま

た国籍、研修期間、また、この事業が何年度か

ら行われて、何人の外国人が研修を受けたのか、

お示しを願いたいと思います。 

 続いて、議案第１３号、平成２０年度宿毛市

一般会計補正予算の中で、４４ページ。第２款

１項１目１８節備品購入費、低公害車購入費２

３５万円が計上されております。この低公害車

の使用目的、またメリット、今後の、低公害車

の購入計画についても、お示しを願いたいと思

います。 

 続きまして、同じく１３号別冊、４６ページ。

２款１項１３目１９節負担金補助及び交付金、

山北地区屋外放送施設整備事業補助金２４０万

円が計上をされております。 

 この施設の概要と、事業計画についてご説明

を願います。 

 続きまして、議案第１３号別冊、６８ページ。

第３款２項４目１３節委託料、保育所耐震診断

委託料１９０万円が計上されております。どこ

の保育園なのか、また診断内容の説明を求めま

す。 

 同じく、９６ページ、６款１項５目１５節、

工事請負費、妹背山展望台等新設工事費２２０

万円について、この施設の概要と工事計画、ま

た施工業者は沖の島の業者なのか、お示しを願

いたいと思います。 

 これで、私の１回目の質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君） 企画課長。 

○企画課長（岡本公文君） 企画課長、３番、

野々下議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第１号、平成１９年度宿毛市一般会計補

正予算。ページ３０ページの、開発推進費の中

の１９節宿毛フェリー運航費支援事業補助金、

減額の７１０万８，０００円の内容と、今後の

運営予測ということでございます。 

 フェリーにつきましては、倒産以来、新たな

会社によりまして運航がなされております。大

変厳しい状況の中、運営が続いております。燃

料費の高騰といったことで続いておりますが、

この補助事業については、２，０００万円を限
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度に、３年間を補助していくということで行っ

ておりまして、１９年度は１８年度の決算に対

する補助ということになっております。 

 補助対象の算出といたしましては、経費の中

から税とか、それから補助金とか、食糧費とか、

そういったものを除いた中での赤字に対する補

てんということになっております。 

 それで、昨年度の欠損額が１，９３３万８，

６５０円ということになっておりまして、その

３分の２。補助は３分の２で２，０００万限度

ということになっておりますので、それで計算

しますと、補助金が１，２８９万２，４３３円

となっておりますので、今回、７１０万８，０

００円の減額をさせていただくものでございま

す。 

 それから、今後の運営予測ということでござ

います。 

 ご承知のように、大変、原油の高騰で燃料も

高騰しております。当初の乗り出しのときには、

キロ３万８，０００円だったものが、現在では

倍以上の額になっております。 

 今、リットル当たり８９円とかいうような、

高くなってきておりまして、大変、運営も厳し

いものがあります。 

 そうした中で、どうしてもこの航路を存続を

させなければならないということで、幡多広域

圏加盟組合の６カ市町村、宿毛市も含めて６カ

市町村の中でも、どうしても支援をしていかな

くてはならないということで、一定、ご理解は

いただいております。 

 それで、支援をしていくということに対して、

県もこの必要性も十分認識をいたしておりまし

て、県も、今の県議会、２月議会に１，０００

万を上限としての補助をするべく、債務負担行

為の予算議案もいたしております。 

 それで、６カ市町村で１，０００万を限度と

して、補助をしていくということで、その支出

の方法等については、今後、６カ市町村で詰め

ていくというような取り組みもいたしておりま

す。 

 いずれにいたしましても、大変厳しい経営状

況であるということから、そういう取り組みも

いたしまして、どうしてもこのフェリー航路を

存続をしてもらいたいということで動いており

ます。 

 それから、こちらだけで、高知県側だけとい

うことではなく、大分県も含めて、佐伯市の方

とも、いろいろと協議を重ねていっております。 

 そういったことで、皆さんでこのフェリーを

支えていこうという取り組みをしております。 

 先ほども申しましたように、原油の高騰で、

会社自体の運営としては、大変、厳しいものが

ございます。 

 以上でございます。 

 もう１点、それから議案第１３号のページ４

４ページでございます。山北地区の屋外放送施

設の内容と、２４０万の内容ということでござ

いますが、今議会で３地区の屋外放送施設の予

算を計上をさせていただいております。 

 この施設につきましては、地区のコミュニテ

ィーの助成ということで、回覧等でいろいろと

文書、地区の集会の集合とか、そういったもの

を、文書とか電話とかいうことでやっておりま

す。 

 それで、ほかの地区と比べて、山北地区が２

４０万ということで、多額にはなっております

が、この山北の２４０万につきましては、ご承

知のように、篠川沿いに、かなり長い集落でご

ざいまして、ケーブルいいますか、配線がかな

り、２．９キロぐらい、大方３キロ近いような

線もひいて、マイク施設をしなくてはならない

ということで、ちょっと額が多くなっておりま

す。 

 コミュニティーの振興を図るということで、
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マイク放送の設備をするということでございま

す。 

 これにつきましては、ほとんどが補助で、自

己負担が８万８，０００円くらいで済むという

事業でございます。 

 大いにこういった事業も活用していただいて、

コミュニティーの形成に、ほかの地区もつなげ

ていっていただければと考えております。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（茨木 隆君） 産業振興課長、

３番、野々下議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１号別冊、平成１９年度宿毛市一般会

計補正予算（第７号）の、ページ４４ページ。

５款２項２目の林業費の中の１９節負担金補助

及び交付金の中の、緊急間伐総合支援事業費補

助金５０２万４，０００円の減額の理由につい

てでございますが、これ、宿毛市の森林組合が

事業主体となって、民有林を対象に実施する間

伐作業の開設等を行う事業補助金を減額するも

のです。 

 この事業は、県単独の事業で、事業費、補助

金が１００パーセント県補助を受けて、市の方

が事業主体の方へ交付してます。 

 本年度、事業の契約面積としては、１７１ヘ

クタール、当初予算で６１３万８，０００円が

既決予算として計上してます。 

 県の補助対象事業として、最終的に実施した

面積は、１９．７ヘクタール、補助金が１１１

万４，０００円で、確定通知を受けましたので、

その既決予算から差し引いた５０２万４，００

０円を減額するものですが、この減額された面

積、それから事業費等ですが、国の方が制度事

業を改正しまして、県の方が有利な補助金で動

ける事業がありましたので、そちらで対応いた

しましたので、減額した面積、事業費等は、直

接、森林組合とやってますので、計画された面

積はきれいに完成されています。 

 また、林業の従事者数について、わかる範囲

ということですが、森林組合の今の、現段階の

組合員数は１，１６３名です。以前は、農作業

と合わせて、山を手入れするとか、間伐すると

か、皆さんが林業の従事者として、山を守って

いただいておりましたが、現在は、森林組合の

労務班、それから林業経営を行っている、直接

やっている業者の方と、日々、林業従事者とし

て、その仕事をしている方、森林組合の方で聞

いて、調べたところで、１００名程度ぐらいで

はないのかという話です。 

 組合員数としては、現在は１，１６３名おる

いうことです。 

 以上でございます。 

 次に、４５ページの５款３項２目の水産振興

費の中の外国人漁業研修の受け入れの関係の旅

費の減額と委託費の減額ですが、これは、委託

費の方から、関連してますので、委託費の方か

ら説明していた方がわかると思いますので、そ

れを先に説明させていただきます。 

 この事業は、平成１３年度から、外国人研修

生受入事業として、マグロ延縄漁業の研修生を

受け入れています。 

 研修生の国籍は、インドネシアです。 

 それから、１９年度、２名の研修生を受けて

おりますけれども、この研修生の期間は３年間

です。 

 初年度の１年間を、受け入れ先の各市町村の

予算をもって、室戸市の高知県外国漁業研修セ

ンターで３カ月間、陸上研修をして、その後、

各市町村の研修先で９カ月間、洋上研修を受け

ています。 

 初年度の１年間の研修期間が終了後、マグロ

延縄漁業を行っている受け入れ先の船主の方の

方へ行っていただき、２年間の洋上研修を実践

して、研修が終了となります。 
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 この初年度１年間の研修に伴う委託費として、

３カ月間の陸上研修を行う高知県外国人漁業研

修センター委託料１０９万６，０００円。これ、

委託先は高知県外国人漁業研修センターですが、

３カ月間の、２名の教材費等が委託の中に含ま

れるようになっています。 

 それと、９カ月間済んで、宿毛市の方へ来て

いただいて、洋上研修を行う外国人漁業研修洋

上研修委託料、これ委託先は湾漁協が受けてく

れてますが、これはもう食費等の分で１２６万

８，０００円と、それから１０９万６，０００

円、合わせたら２３６万４，０００円が既決予

算と計上してます。 

 そのうち、室戸市の陸上研修センターで行わ

れた部分がもう終了してますので、実績が上が

りましたので、行われた結果、５１万６，００

０円で実績が確定いたしましたので、当初契約

していた１０９万６，０００円から差し引いた

５８万円を減額してます。 

 現在、まだ３月末まで、湾漁協の分は、まだ

実績を上げてません。 

 それと、それに続いて旅費ながですが、この

外国人を研修生を受ける際に、事故があった場

合に、研修生の母国へ行かないかんようになっ

たときに、その対応するために、予算として４

１万を、それから職員の担当者会等があります

ので、それが２５万程度組んで、６６万円を既

決予算としていますが、その研修も無事進んで

おりますので、また、室戸市の開催された担当

者会等へ出席した旅費だけで、ことしは事業が

完了する見込みとなってますので、差し引いた

６２万６，０００円を減額するものです。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 総務課長。 

○総務課長（出口君男君） 総務課長、３番議

員の質疑にお答え申し上げます。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算、４４ページでございます。 

 ２款１項１目１８節の低公害車購入費２３５

万円の目的、メリット、今後の購入計画という

ことでございますけれども、議員ご承知のよう

に、大変厳しい財政状況の中で、本市の公用車

につきましては、可能な限り、使用するという

ことで、現実的には１５年から２０年経過して

いる公用車もございます。 

 そういうことで、平成１９年度の決算、市議

会の決算特別委員会におきましても、燃費等も

総合的に勘案したら、低公害車、いわゆる低燃

費車を購入すべきではないかというご指摘もい

ただいております。 

 それで、平成２０年度、公用車を買いかえる

に当たりまして、現在、高知の出張に際しても、

汽車の時間が合わないとか、あるいは３人、４

人で出張する場合は、公用車で行くケースもご

ざいます。原則的には汽車ということにしてお

りますけれども、そういうこともございまして、

この際、燃料も高騰しているということから、

低燃費、低公害のハイブリッド車の購入を検討

したいということで、今回、予算計上をさせて

いただいております。 

 それで、この低公害車につきましては、地域

活性化事業債という起債が充当できます。この

起債は、事業費の７５パーセントの充当率にな

っておりまして、本予算でも、財源充当の中で

１７０万円を、この起債を充てて、残りの６５

万円で一般財源ということになっております。 

 この起債を充てました１７０万円の元利償還

金の３０パーセントは、後年度交付税措置をさ

れるということで、かなりメリットもあると。

それと、なおかつ、本議会の行政方針で、市長

も申し上げましたように、地球環境の問題等も

考えて、ハイブリッド車の導入を計画をしたと

いうことでございます。 

 それで、今後の購入計画でございますけれど
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も、できれば数台購入をしたいんですけれども、

かなり高額な値段でもございますので、財政状

況等も勘案しながら、検討してまいりたいとい

うふうに考えておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（沢田清隆君） 福祉事務所長、

３番、野々下議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算、６８ページ。第３款民生費、第２項

児童福祉費、第４目児童福祉施設費の委託料、

保育所耐震診断委託料１９０万円につきまして、

ご説明いたします。 

 保育所建物のうち、耐震診断の対象となりま

すのは、昭和５６年以前に建築された非木造の

建物については、平成１８年度までに一次診断

を実施したところでございます。 

 このうち、平成１７年度に実施をいたしまし

た山田保育園につきまして、横方向が基準に満

たないため、二次診断を行う必要があるとの判

定を受けましたので、今回、山田保育園の二次

診断を行うための経費１９０万円を予算計上さ

せていただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（立田 明君） 商工観光課長、

３番、野々下議員の議案質疑にお答えいたしま

す。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算の９６ページ、第６款１項５目１５節

工事請負費で、妹背山展望台等新設工事費を計

上しておりますが、その内容について、お答え

いたします。 

 沖の島の妹背山は、四国名山、１００名山に

も数えられておりまして、島における海の魅力

とともに、観光客に人気のスポットでもありま

して、近年は、妹背山の山頂を経由するウォー

キング等のイベントも実施をしているところで

ございます。 

 現在、山頂には、地元の皆様が建設業者の方

の協力を得て、建設資材の足場材を使いまして、

展望台を設置されておりますけれども、経年劣

化や、塩害によりまして、老朽が進んだことも

ありまして、沖の島の開発推進協議会からも、

新しい展望台の設置要望もございます。 

 今後、既存の展望台の安全性が確保できない

ことからも、２０年度に、新たに国立公園とい

うこともありますので、木製の展望台、イメー

ジといたしましては、松尾峠の展望台のような

イメージになるかと思いますが、その展望台を

設置いたしまして、山頂からのすばらしい眺め

を、イベントで訪れる人々、観光客に堪能して

いただくために、予算計上をさせていただきま

した。 

 なお、先ほど、業者は沖の島の業者かという

ことでございましたけれども、まだ決定してお

りません。指名競争入札なりにかけて決定する

予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君） ３番、再質疑を行わ

させていただきます。 

 各担当課長、本当に詳しい説明をしていただ

きまして、ありがとうございます。 

 何点か再質問をさせていただきます。 

 初めに、宿毛フェリーの運航経費支援事業費

ですけれども、これは本当に２，０００万円、

これは暫定的な補正予算ということでありまし

た。３年間ということで、２０年度までの暫定

的な予算ということをお聞きしておりますが、

以後は、県、関連市町村で協議して決めていく

ということですが、本当に、今後もこの燃料の

高騰というのは、続くと予想されます。 
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 世界の情勢を見ても、１リットル当たりのガ

ソリンの値段というのは、欧州諸国、一番高い

ところでイギリスですが、２３３円、ドイツで

２２９円と、大体、２００円から２３０円ぐら

い。 

 お隣の、すぐ隣の韓国でも、１９３円という

ことになっております。こういうことから考え

ても、この理由というのが、環境問題や地球温

暖化問題、少しでも二酸化炭素を減らしていこ

う。ガソリンをたかないようにしていこうとい

う流れが、世界じゅうで起きております。 

 そういうことを考えると、日本もそういう方

向に向いていくと思いますし、また、景気低迷

も、すぐには回復するようには思えませんが、

この宿毛市として、宿毛市民として、このフェ

リーというのは、先ほどもありましたように、

ぜひ存続していただきたいと思いますが、その

存続していくための財政負担、どのくらいまで、

宿毛市として大丈夫だというところがあるのか、

お聞きしたいと思います。 

 そして、次に、山北の放送施設なんですが、

この事業、先ほども言われましたけれども、昨

年度は大島地区、港南台地区が事業化され、本

年度は山北、東団地、奥奈路地区と予算化され

ていますが、この防災無線や、このような屋外

施設というのは、一度に多くの人に、あらゆる

情報を伝えることができ、大変にすばらしいこ

とだと思いますが、まだまだ防災無線も放送施

設もない地域も、たくさんありますが、私、こ

れ提案ですが、このような何もない地域に、緊

急情報を伝える方法として、携帯電話、パソコ

ンへのメール配信を行っていただけないでしょ

うか。 

 現在の高知県における携帯電話の普及率は、

８１．８パーセント、パソコンが５６．４パー

セントですが、携帯電話を使えば、約８割の人

に、大変安い予算で、早くこの情報を伝えるこ

とができます。 

 ぜひ、こういう試みを考えていただきたいと

思います。 

 保育園の耐震化ですが、耐震診断がまだ行わ

れていない保育園は何カ所あるのか。また、二

次診断の残っている保育園は何カ所あるのか、

お聞きをしたいと思います。 

 最後に、沖の島の妹背山の展望台なんですが、

これ、３月１日に開幕した「花・人・土佐であ

い博」の一環で、母島小学校から妹背山方面へ、

長浜まで約２キロの間、県道へ花を植える事業

が進められていると伺っておりますが、沖の島

の観光にとっては、非常にタイムリーな展望台

の新築工事になるのではないかと期待をいたし

ております。 

 このことに関しては、答弁を求めません。 

 ということで、２回目の質疑を終わりたいと

思います。 

○議長（宮本有二君） この際、野々下昌文君

の質疑に対する答弁保留のまま、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時４３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○議長（宮本有二君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 野々下昌文君の質疑に対する答弁を求めます。 

 企画課長。 

○企画課長（岡本公文君） 企画課長、３番、

野々下議員の再質疑にお答えをいたします。 

 フェリーに関連いたしまして、今後、財政的

にどこまで支援ができるかという質問であった

かと思います。 

 大変、どこまでと言われましても、今、金額

を出すことは、大変難しい状況でございます。

いずれにいたしましても、このフェリーにつき

ましては、九州と四国と言いますか、高知県幡
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多地方はもとより、四国の西南地域にとっては、

大変重要な海の国道としての役割を果たしてお

ります。 

 そうした中で、どうしてもこの地域にとって

必要な航路でありますので、できるだけの支援

はしていかなくてはならないんじゃないかと考

えております。 

 それから、放送施設に関連いたしまして、放

送施設がないところへの緊急情報の伝達につい

て、パソコンとかメールで配信をできないかと

いうことでございますが、既にパソコン、メー

ルではございませんが、１７年の３月の広報、

それから、１８年の３月の広報で、携帯用のホ

ームページということで、宿毛市の情報を携帯

から見ることができるというようなことはいた

しております。 

 その中で、緊急事態が発生したときに、そこ

へ即、緊急情報を流せるかどうかということは、

ちょっとわかりませんが、そういった形で流す

ことは可能かなというふうには考えてはおりま

す。 

 いずれにいたしましても、その放送施設がな

いところについて、今後、どのような形になる

かということは、今、ここではなかなか明確な

ことは、答弁ができませんが、先ほど言いまし

たように、携帯メールでの発信は、現在も行っ

てますので、そこが活用できれば、そこを活用

して、そういうことは可能でございますので、

そういうことでご理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（沢田清隆君） 福祉事務所長、

３番、野々下議員の再質疑にお答えいたします。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算の６８ページ、民生費の保育所耐震診

断委託料についてでございます。 

 一次診断を実施いたしました保育所でござい

ますが、これは、山田、貝礎、すみれ、みなみ、

咸陽保育園の５つの保育園となっております。 

 そのうち、山田、貝礎、すみれ保育園につき

まして、二次診断の必要性が出ておりますが、

貝礎、すみれ保育園につきましては、今後の統

廃合を含む保育所再編計画とあわせて、この二

次診断につきましても、検討をしていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君） ３番、担当課長さん

におかれましては、本当に詳しいご説明をいた

だきまして、よくわかりました。本当にありが

とうございました。 

 以上で、私の質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君） １番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君） １番、質疑を行います。 

 議員になって初めての大きな補正予算、当初

予算ということで、予算書をいただいてから連

日連夜、予算書に穴があくほど見せていただき

ました。聞きたいことがたくさんありまして、

大変項目も多くなりました。皆様方にはご迷惑

をおかけしますが、新人議員を育てる意味でも、

質疑におつき合いしてください。よろしくお願

いします。 

 初めに、議案第１号別冊、平成１９年度一般

会計補正予算について、２５ページ、１９款５

項５目１節雑入の中の高知県競馬組合からの交

付金についての６４０万円の減額についてであ

ります。 

 平成１８年度決算では、１，２６８万３，０

００円の交付がありましたが、今年度、この補

正により、５６０万円ぐらいな交付金になって

しまいます。平成２０年度予算にも１，１５０

万円の交付金の見積もりをされてますが、この
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交付金の算定基準、今回の減額理由、今後の見

込みについて、お聞かせ願いたいと思います。 

 続いて、同じく議案第１号別冊、２９ページ、

２款１項７目１節報酬、政策審議会委員報酬の

１５万円の減額についてですが、行政改革プラ

ンによって、いろいろな審議会を一本化する意

味での政策審議会の設置だと思いますが、今回

の減額と言うことで、この審議会の目的が達成

されているのか、委員数、審議結果があれば、

その内容についてお聞きしたいと思います。 

 続いて、同じく議案第１号別冊、３０ページ、

２款１項９目２１節貸付金、地域総合整備資金

貸付金の５，０００万円でありますが、この制

度について、ご説明願いたい。また、貸付先、

融資期間、担保についてお聞かせ願いたいと思

います。 

 続きまして、同じく議案第２号別冊、宿毛市

簡易水道特別会計補正予算であります。 

 ７ページ、４款１項１目１節一般会計繰入金

の中の一般会計貸付金の２，３００万について

であります。特別会計への繰出金はよく耳にす

るのですが、貸付金は余り聞いたことがござい

ませんので、わかりやすいご説明を願いたいと

思います。 

 少し関連いたしまして、議案第１２号別冊、

宿毛市水道会計補正予算についてであります。 

 １ページ、１款１項企業債の１億７８０万円

の減額補正についてでありますが、１月の臨時

会において、繰上償還のために３億７８０万円

の企業債を議決したわけですが、今回、すぐに

減額をされております。この意味についても、

説明願いたい。 

 また、同じく１０ページの会計資金計画の中

の有価証券２億円について、私は、水道会計に

埋蔵金があったのではないかと錯覚しています

が、これについてもご説明願いたい。 

 続いて、議案第１３号別冊、平成２０年度宿

毛市一般会計予算、４７ページ、２款１項４目

２４節投資及び出資金の中の地方公営企業等金

融機構出資金の１９０万円についてであります

が、この出資によって、宿毛市にとってどんな

メリットがあるのか。また、この金融機構につ

いて、どのようなものかをお聞きしたいと思い

ます。 

 続いて、同じく議案第１３号別冊、９９ペー

ジ。７款１項１目１３節、交流拠点施設整備設

計委託料５００万円についてですが、どういう

ものをつくろうとしているのか、この施設の概

要、事業計画についてお聞かせ願いたい。 

 続いて、同じく議案第１３号別冊、１００ペ

ージ。７款２項２目道路維持費、３目道路新設

改良費であります。緊急性、優先度を把握して、

計画的な整備をしていくと、行政方針にも表明

しておられますが、限られた予算の中で、どの

ように市民の要望にこたえていくのか、その展

開方法について、まず緊急性、優先度をはかる

具体的な手法について、お聞かせ願いたい。 

 地域から長年にわたる要望に添えない事項に

ついて、計画的な整備について、どのように考

えているのかをお聞きしたいと思います。 

 続いて、同じく議案第１３号別冊、１００ペ

ージ。７款２項４目地方道路整備費ですが、こ

の予算のほとんどが市道大島中央線だと思いま

すが、この事業について、進捗度の状況につい

てお聞かせ願いたいと思います。 

 まず、この事業の着手年度、全体事業費、現

在の進捗率、残事業の延長、残事業費、また事

業が順調に、余り推移しなかった理由、今後の

事業見通し。また、この事業は、再評価は実施

ているのかについてもお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 最後に、議案第２１号別冊、宿毛市下水道事

業特別会計予算。１２ページ、１款１項１目８

節報償費、水洗化促進奨励金１７０万円につい
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てですが、平成１９年度予算は、２７９万３，

０００円の減額補正によりまして、加入率促進

には余り活用されていなかったようでございま

す。この下水道の加入促進に当たり、平成２０

年度の奨励金をどのように展開していくかをお

聞かせ願いたいと思います。 

 以上、１回目の質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（有田

修大君） 生涯学習課長兼文教センター所長、

１番、今城議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１号別冊、平成１９年度宿毛市一般会

計補正予算（第７号）、２５ページ。１９款諸

収入の中の高知県競馬組合からの交付金、減額

６４０万円についてであります。 

 これは、パルス宿毛で発売する勝ち馬投票券

の売上金の１パーセント、そして他の場外発売

にかかる売上金の０．５パーセントを、宿毛市

に交付金としていただいております。 

 その交付金につきましては、年２回に分けま

して、宿毛市に交付されておりますけれども、

上期の交付金につきましては、既に交付されて

おります。下期分の交付金につきまして、例年、

出納閉鎖直前に納入されているということで、

非常に事務の、事務処理の混乱を生じています。 

 そういうことから、事務処理の混乱を避ける

意味で、下期の交付金につきましては、新年度

の、平成２０年度の予算で交付金を受けるとい

うことにするものであります。 

 そういうことから、交付金の金額が減額にな

るというものではございません。あくまでも事

務処理上の混乱を避けるために、こういうふう

な減額措置をしたいということであります。 

 以上であります。 

○議長（宮本有二君） 企画課長。 

○企画課長（岡本公文君） 企画課長、１番、

今城議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第１号別冊、平成１９年度宿毛市一般会

計補正予算、ページ２９ページの企画費の中の

１、報酬、政策審議会報酬。今回、１５万を減

額をさせていただいておりますが、この審議会

の目的、それから委員数、審議結果があればと

いうことでございます。 

 この審議会につきましては、議員ご指摘のと

おり、今まで２１あった審議会を再編をいたし

まして、９つの審議会にいたしております。 

 その中で、政策審議会は宿毛市環境審議会、

宿毛市住居表示審議会、宿毛市振興計画審議会、

宿毛市水産基本対策審議会、宿毛市観光基本対

策審議会、宿毛市高齢者等就労対策審議会、こ

の６つを統合しまして、宿毛市政策審議会とい

うことにいたしております。 

 それで、今回の減額の理由でございますが、

この６つの中身の内容で、諮問することがなか

ったということでございます。 

 それで、今回、全額を減額させてもらうこと

といたしております。 

 委員の人数でございますが、１０人でござい

ます。１０人で構成をいたしております。 

 続きまして、ページ３０ページの開発推進費

の中の貸付金、地域総合整備資金貸付金５，０

００万でございますが、この５，０００万の制

度、それから貸付先、融資期間、担保について

ということでございます。 

 この制度につきましては、地域振興に資する

ために、民間事業者が積極的に事業を展開する

ようにと、できるようにということで、宿毛市

が財団法人地域総合整備財団、通称ふるさと財

団といわれております。この財団の支援を受け

る中で、地方債を原資といたしまして、民間事

業者に無利子で貸付を行うというものでござい

ます。 

 具体的には、宿毛市が起債を起こして、先ほ

ど申しました財団を経由して事業者に貸し付け
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るということでございます。償還は無利子とい

うことでございますので、その利息分について

は、地域発展のためということで、宿毛市が負

担をするということとなっております。 

 この利子分については、７５パーセントが交

付税で返ってきますので、実質、地域振興に資

する宿毛市、当市としての一般財源は、その利

子の２５パーセントということになっておりま

す。 

 それから、貸付先につきましては、西南中核

工業団地で操業をいただいておりますタイム技

研高知株式会社でございます。 

 融資期間につきましては、貸付は１５年以内

ということになっております。それで、５００

万円以上６億以内という貸付限度額ということ

になっております。 

 融資の条件といたしましては、地域振興に絡

んでおりますので、新たに雇用が５人以上確保

されることということと、それから、２，５０

０万以上の貸付対象金額がなくてはならないと

いうような条件になっております。 

 今回の貸付に当たりましては、設備投資額が

全体で３億２，０００万くらいの額で、うち貸

付対象額が２億６，３００万ということになっ

ております。 

 このタイム技研高知さんが、この増設をして、

操業するに当たり、新たに３０名の雇用が発生

するということになっておりますので、さっき

の５人以上という条件にも該当をいたしており

ます。 

 それと、担保ということでございますが、担

保につきましては、金融機関の連帯保証をいた

だいておりまして、それを担保といたしており

ます。 

 それと、融資期間は先ほど言いましたが、今

回の貸付に当たりましては、６年ということで

なっております。そのうち、６年３カ月ですね。

そのうち２年３カ月が据え置き期間ということ

で、実質４年間で、先ほど言いました財団を通

して、うちの方に元金は入ってくるというよう

な形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（頼田達彦君） 上下水道課長、

１番、今城議員の質疑にお答えします。 

 まず、議案第２号別冊、平成１９年度宿毛市

簡易水道事業特別会計補正予算。ページ７ペー

ジの４款１項１目１節の一般会計繰入金の中の

一般会計貸付金についての説明でございますが、

これは、１月の臨時議会で、簡易水道事業債の

繰入償還を全額償還により行うために、３，１

６０万円の借換債の議決をしていただいており

ましたが、その際、より借入償還を有効にする

ようにとのご意見もいただき、検討した結果、

２５パーセントについては、基準内繰出金で２

５パーセントで７９１万２，０００円。残り７

５パーセントの２，３００万円を一般会計の貸

付金で繰り入れることとなりました。 

 その結果、全額借入と比較して、約１４０万

円の効果があり、繰上償還全体の効果として約

５８０万円を見込んでおります。 

 金融機関の利率については、２．２パーセン

トと仮定していますが、一般会計からの繰入金

の利息については、銀行に定期預金をした場合

の利率が、今現在、０．３パーセントぐらいと

いうことですので、一応、０．３パーセントと

していただいております。 

 続きまして、議案第１２号別冊、平成１９年

度宿毛市水道事業会計補正予算、１ページの１

款の上水道資本的収入、これが１月の臨時議会

において３億７８０万円議決していただいてお

りましたが、今回、１億７８０万円減額をして

おります。それと、ページ１０ページの有価証

券の２億について、関連がございますので、あ
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わせて一緒に説明させていただきます。 

 まず、この１０ページの有価証券については、

国債を購入いたしまして、有価証券として保管

していたものでございます。 

 それで、今も申しましたけれども、１月の臨

時議会において繰上償還、借換債として３億７

８０万円を議決していただいておりましたけれ

ども、この保管の有価証券が３月、今月で満期

になりましたので、繰上償還３億７８０万円の

うち、市中銀行より２億の借入を行い、残り１

億７８０万円を自己資金で対応した方が、全額

借入をした場合と比べて約９００万円の効果が

あります。そのために、有価証券を利用させて

いただきました。 

 繰上償還全体といたしましては、約６，４０

０万の効果があるものと見込んでおります。 

 なお、市内の市中銀行の金利については、２．

２パーセントと仮定し、４年で償還したいと考

えております。 

 続きまして、議案第２１号別冊、平成２０年

度宿毛市下水道事業特別会計予算。ページ１２

ページ、１款１項１目８節の報償費、水洗化促

進奨励金の加入率の促進に向けて、どのような

手当をするのかというご質問でございますけれ

ども、水洗化奨励金の内容についてであります

けれども、供用開始後３年以内に加入していた

だいた方について、１年目に加入していただく

と３万円、２年目に加入していただくと２万円、

３年目に加入いただくと１，０００円の奨励金

を支給することになっております。 

 この分については、３０件分で７０万円を計

上させていただいております。 

 また、先般、マスコミ等に加入率のことを指

摘されたわけでございますけれども、平成２０

年から２２年の３カ年に限り、加入促進の強化

を図るために公共下水道に接続していただいた

方に、くみ取り式便所を水洗便所に改造するた

めの資金として、１件当たり１０万円、１０件

で１００万円を計上させていただいております

が、この件数では、十分でないと承知しており

ますので、今後は補正予算等で対応をさせてい

ただきたいと思います。 

 また、農業集落排水事業と漁業集落排水事業

については、６月議会において、補正予算とし

て計上を考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 なお、参考までに、１８年度と１９年度の加

入でございますけれども、公共下水については、

１８年度、４・５・６の３カ月間の加入状況で

ございますけれども、１８年度は２３件ありま

した。そのうち、くみ取りがゼロで、浄化槽か

らの切りかえが８件、新築して加入していただ

いた方が１５件の、計の２３件。それから、１

９年度が２９件で、そのうちくみ取り式の方が

１１件、浄化槽の方が４件、新築の方が７件で

ございます。 

 それから、農業集落と漁業集落につきまして

は、農業集落については、１８年度が２件、１

９年度が１件。漁業集落につきましても、１８

年度が２件、１９年度が１件でございますけれ

ども、すべて新築の方が加入していただいてお

ります。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮本有二君） 総務課長。 

○総務課長（出口君男君） 総務課長、１番議

員の質疑にお答え申し上げます。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算。４７ページ、２款１項４目財政管理

費の２４節地方公営企業等金融機構出資金１９

０万円につきまして、宿毛市にとってのメリッ

ト及び機構の概要ということでございますけれ

ども、これまで宿毛市には、地方公共団体が地

方債を起こしまして、資金調達をする際に活用

いたしておりました政府系金融機関でございま
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す公営企業金融公庫が、平成１８年度に成立を

いたしました簡素で効率的な政府を実現するた

めの行政改革の推進に関する法律。これに基づ

きまして、平成２０年度をもって廃止されるこ

ととなりました。 

 この公営企業金融公庫以外にも、財務省の財

政投融資資金でありますとか、郵政公社、これ

までの郵政公社の簡保資金、それから銀行等の

民間資金、これらを国の方で、一定、割当をし

て、それぞれの市町村で、それぞれの率に応じ

て借り入れをしているということでございます

けれども、ご承知のように、郵政の方も民営化

になったことによりまして、２０年度から簡保

資金も廃止になっております。 

 それと、あわせて公営企業金融公庫が、今回、

廃止になるということで、これから地方自治体

の資金調達に支障が来たすということで、都道

府県、市町村含めて全国の自治体が出資をいた

しまして、この地方公営企業等金融機構を設立

をして、現在、公営企業金融公庫等が貸し出し

ている起債を、そのまま引き受けをして、今後、

そちらで運営をしていくと。 

 したがって、市中銀行等に比べまして、安い

金利で融資が受けられるということでございま

すので、地方公共団体にとっては大きなメリッ

トがあるんではないかなというふうに考えてお

ります。 

 この地方公営企業等金融機構の出資金でござ

いますけれども、総額で、これは現公営企業金

融公庫の資本金と同額でございますけれども、

１６６億円を出資することといたしております。 

 そのうち、都道府県が６４億円、市が９１億

円、町村が１１億円というふうになっておりま

す。 

 宿毛市の１９０万円の根拠でございますけれ

ども、これは、出資金は標準財政規模割と、そ

れから現在、公庫が貸し付けている貸付残高割

によって算定をされておりまして、宿毛市が標

準財政規模割で１０６万７，６５７円、貸付残

高割で８１万４，０５０円、その合計で１８８

万１，７０７円で、端数整理で１９０万円とい

うことになっておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 建設課長。 

○建設課長（豊島裕一君） 建設課長、１番、

今城議員の質疑にお答えいたします。 

 議案１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般会

計予算、ページ９９ページ、７款１項１目１３

節の委託料、交流拠点施設整備設計委託料５０

０万円について、この施設の概要、計画につい

てお答えをいたします。 

 平成２０年からの新規事業の港交付金事業に

よりまして、宿毛湾港に高知県の機関事業の緑

地整備と、宿毛市の交流施設整備を一体として

行うものであります。 

 交流施設につきましては、現在、客船を利用

し、国内各地から宿毛湾港を訪れる人にテント

を設置し、おもてなしを行っておりますが、十

分なおもてなしができないため、天候に左右さ

れることのないきめ細かなおもてなしや、宿毛

の特産品、観光名所、歴史・文化等の地域の魅

力の情報発信ができる固定した屋根つき施設を

宿毛湾港の岸壁の背後に設置するための委託を

行うものでございます。 

 施設の概要としましては、面積が約４００平

米、イメージ的にはあずまやの大きいようなイ

メージをしていただいたらいいかと思います。 

 事業の計画でございますが、２０年度に設計

委託をいたしまして、２１年度、交流施設整備

を約２，５００万で行うものでございます。 

 続きまして、１００ページ。７款２項３目道

路新設改良費の１，１００万円、これにつきま

して、緊急性、優先度を把握し、計画的な整備
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をしていくという行政方針の表明しているが、

限られた予算の中で、市民のニーズにどうこた

え、どのような展開、計画性、手法についてお

話をいたします。 

 道路の整備の要望につきましては、地域の生

活に密着しており、多くの要望が寄せられてお

ります。しかし、限られた予算の中で、すべて

に対して早急な対応が難しい状況でございます。 

 特に、安全な通行ができることを優先に考え、

緊急性、優先度を考慮した中で、要望の中から

順次、整備をしていくところでございます。 

 要望の中で、交付金事業、補助事業でできる

ものにつきましては、地方道整備事業でやって

おります。それでできない舗装、側溝整備につ

きましては、道路新設改良で行っております。

それ以下の舗装については、道路維持費で対応

しております。 

 ことしの道路新設改良につきましては、市道

呼崎都賀川線の道路改良を予定しております。 

 ここにつきましては、現況２．４メートルの

中で、非常に通行に支障を来たしており、長年、

用地の交渉の中で難しいところがあり、今回、

地元から用地につきましては、無償で提供する

ということで要望が前からありましたので、今

回、予算計上させていただいております。 

 ことし、もう１件、藻津２号線の側溝の崩壊、

舗装の破損等について、危険な状態ですので、

予算を計上させて、今回、２件を予定しており

ます。 

 今まで新設改良につきましては、１７年、１

８年、ことし１９年につきましては、市道車岡

線の舗装工事、市道山北線の道路整備等、１年

でできないものについては、２年で継続してい

ます。 

 ように、今回もいろんな要望のある中で、そ

の中で選択し、まだ十分に対応できないところ

もあり、舗装等で２年、３年にわたって要望を

受けておる中で、よう対応しないところもあり

ますけれども、順次、そういうものについても、

今のような危険なところを重点的な中で計画的

に進めていきたいと考えております。 

 同じく議案１３号、１００ページ。７款２項

４目地方道整備事業の大島中央線の着工年度、

全体事業費、進捗状況、供用済の延長、残事業

延長、残事業費、そしてこの事業が順調に進ん

でない理由、今後の見通し、そして事業の再評

価の必要性について、お答えをいたします。 

 市道大島中央線につきましては、平成８年に

着手し、現在、１２年経過しております。全体

事業費としては、１４億円でございます。事業

費ベースでの現在の進捗率が約７８パーセント、

全体延長１，０７０メートル、供用開始済の延

長が４３０メートル、そして、あと取付道路が

１４０メートルございます。 

 あと、残事業で舗装だけが残っているところ

が３８０メートル、未施工部分が２６０メート

ルございます。残事業費が約３億円でございま

す。 

 事業が、これまで順調に進んでない理由につ

きましては、この路線地区は、特に大島、地図

の混乱地域で、今まで非常に用地買収に地図の

調整等を手間取り、時間がかかって、事業費が

導入できない理由がございました。 

 用地も、地図訂正等完了して、あと１件とな

っておりますので、これもあと、用地交渉につ

いては、粘り強く交渉しておりますので、あと

はもう、事業費の導入でめどがつくと考えてお

ります。 

 そして、今後の見通しにつきましては、平成

２０年度予算、そして２１年度、２年でどうに

か完了するように努めていきたいと考えており

ます。 

 あと、事業の再評価の必要性でございますが、

この地方道整備事業、普通事業につきましては、
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１０年の段階で供用開始してないとこは、事業

の再評価というのはありますけれども、この事

業、地方道路整備事業は、幡多地域のパック事

業になっておりまして、事業再評価の対象にな

っておりません。しかし、あとめどもたってお

りますので、再評価の必要はないと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（頼田達彦君） 上下水道課長、

済みません、先ほどの件で、１件訂正させてい

ただきたいと思います。 

 先ほど、下水道の水洗化奨励金の中で、３年

目に１，０００円と申しましたけれども、１万

円の誤りでございます。大変申しわけありませ

んでした。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） １番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君） １番、再質疑をさせて

いただきます。 

 本当にわかりやすいご説明をいただきました

が、少しわからない部分もございましたので、

再質疑をさせていただきます。 

 高知県競馬組合からの交付金で、あそこがで

きたころは、僕は２，０００万ぐらい入ってた

んじゃないかなと記憶してますが、過去、どん

なに入っていたのか。今後、予算計上がもっと

もっと減っていくのかもお聞きしたいと思いま

す。 

 それから、政策審議会ですが、諮問する事項

がなかったということなんですけれども、６つ

の審議会を統合ということなんですけれども、

政策、何の、全般でもいい。いろんな、ほかの

ことでもいいんじゃないでしょうか。本当に政

策的に協議、第三者が協議する場で、せっかく

の予算計上されているものを、使う方向で、ぜ

ひほかのことにも使っていただきたい。そうい

う審議もしていただきたいと思っております。 

 簡易水道会計と水道会計は、よくわかりまし

た。いろんな方法を経ることで、将来的に得に

なるということで、また、自分もちょっと不適

切な、埋蔵金などと申しましたが、このたくわ

えもあと５，０００万程度になっていると思い

ます。しっかりとした運営をお願いしたいと思

います。 

 道路新設改良費と、道路維持費なんですけれ

ども、地域では、市に頼んでも予算がないしか

言わんけん、自分らでやろうという声が大きく

なってきております。 

 その年に、予算がなくても、道路の維持管理、

危険箇所については、また市道の舗装率、今の

実態を把握して、複数年度の計画を立てて、予

算査定のときには、もう切るにも切れない計画

を立てて、実行していただきたい。しっかりと

やっていただきたいと思います。 

 大島中央線は、２１年度開通いうことで、一

日でも早い開通で、その投資を、利便性で市民、

また観光客の方にも使っていただいて、取り返

すべく、一日でも早い開通を目指していただき

たいと思います。 

 以上で再質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（有田

修大君） 生涯学習課長兼文教センター所長、

今城議員の再質疑にお答えいたします。 

 議員ご指摘のように、パルス宿毛からの交付

金、高知県競馬組合からの交付金でありますが、

確かに平成８年度から、この交付金を受けてお

りますけれども、その受入金を始めた当初は、

ご指摘のように、４，５００万強の交付金が、

１年間入ってきております。 

 そういうことで、当時の、先ほど、現在の競

馬組合からの交付金の率が、パルスの売上金の

１パーセント、それから他場の場外馬券場売り
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場の０．５パーセントという率の説明をさせて

いただきましたが、開所当初は、場外馬券場の、

他場の場外売上金も、率が若干高かったという

ふうにお聞きしております。 

 現在、その当時の率が何パーセントであった

かという資料を、手持ちには持ってないので、

今、お答えようできませんが、そのように認識

をしております。 

 そういうことから、年々、そのパルス宿毛の

売上が減少してきたということから、ちなみに、

１８年度につきましては、約１，４００万円の

交付金であったという状況であります。 

 以上であります。 

○議長（宮本有二君） 企画課長。 

○企画課長（岡本公文君） 企画課長、今城議

員の再質疑にお答えをいたします。 

 政策審議会の件でございますが、せっかく予

算計上をしておるのだから、有効に使てくれと

いうことでございますが、以前、各審議会諮問

することがなかっても、必ず年１回は開いてお

りました。しかしながら、大変、財政的にも今、

厳しい状況でございますので、１，０００円で

も２，０００円でも節約しようといたしており

ます。 

 そういう中で、諮問することがないのに開く

ということはどうかということもございまして、

節約の面からも、諮問することがない場合には、

もう開かないというような方向で進んでおりま

すので、どうかご理解をお願いいたしたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） １番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君） 本当に細部まで説明を

いただきまして、ありがとうございます。 

 質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君） １４番中川 貢君。 

○１４番（中川 貢君） １４番、中川です。

ただいまから、質疑を行います。 

 私が行います質疑は、議案第１３号別冊、平

成２０年度宿毛市一般会計予算でございます。 

 その中の、まず１２３ページ、社会体育振興

費の１３節委託料についてであります。 

 昨年度のこの委託料が、当初で見てみますと

２，３５５万２，０００円というふうになって

おりまして、若干、トータルでふえております。 

 そのそれぞれの管理委託料についてのみ、そ

の増減についての理由を、まず１点お伺いをし

たいと思います。 

 そして、もう１点につきましては、今回のこ

の議会では、提案と申しますか、示されており

ませんけれども、昨年の年度末だったと思いま

すが、平成１８年度における履行状況というこ

とで、行政改革大綱の集中改革プランの１８年

度の進捗状況の報告が、こういう文書でござい

ました。 

 この中で見てみますと、この委託料で、管理

委託しております、それぞれの５つのスポーツ

施設。この中でちょっとわからないところがあ

るんですが、宿毛市立運動場という施設はない

と思いますけれども、恐らく、宿毛市立東部運

動場のことではないかなというふうに思います

けれども。 

 この５つの施設につきまして、平成２１年度

を目途として、指定管理者の方に移管をしてい

く、委任をしていくというふうな方向で検討さ

れているというふうに出ておりまして、新年度、

この委託料について、最終年度になるのかなと

いうふうに思っております。 

 ということで、この委託料にかわる指定管理

者につきまして、どのような、平成２０年度内

において、お考えなのか。 

 とりわけ、１２月議会におきまして、指定管

理者制度についての手続き、指定の方法論につ

いて、いろいろ市長ともやりとりをさせていた
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だきましたので、公募とか非公募とかいうこと

が全く、宿毛市の条例では明記されておりませ

ん。 

 市長が指定するという、ただそれだけでござ

いますので、どのような方針でのぞもうとされ

るのか、その点を２点目としてお伺いをいたし

ます。 

 続きまして、同じく１２５ページの青少年育

成センター費の１節の報酬であります。 

 この中で、青少年育成センター所長報酬、そ

して青少年育成センター指導員報酬とございま

す。現在は、正規の職員が所長を務められてお

ります。新年度から、どうもこれ、非常勤職員

としての位置づけになっていると思うんですが、

かなり減額に、前年度からなっております。 

 昨年度の当初では、９６７万３，０００円計

上しておりますので、４０１万９，０００円の

来年度予算になっておりますので、差し引き５

６５万４，０００円の減額の当初の予算となっ

ています。 

 ここでちょっと心配なのは、この職員の非常

勤においての職務権限の範囲でありますとか、

一体、だれが指名するのかというのが、実は宿

毛市青少年育成センター設置条例を見ますと、

第４条で育成センターに所要の職員を置くとい

うふうになっておりまして、その施行規則の中

で、所長１名、職員若干名ということしか明記

されていないわけであります。 

 したがって、この条例は、恐らく正規職員を

前提とした条例になっておるんではないかなと

いうふうに思っております。 

 ちなみに、同じく宿毛市教育研究所の設置条

例を見ますと、そこでは、３条で研究所に所長

及び必要な職員を置くということでありまして、

その施行規則の中で、３条、職員で所長１人、

研究主任２人というふうにありまして、その４

項で、所長は非常勤の特別職とし、原則で４週

で１１２時間勤務するということがありまして、

第４条で、職員の任命等がございまして、所長

は、委員会が任命しというふうにあります。 

 一体、今回のこの非常勤職員で対応しようと

しております青少年育成センター所長の権能で

ございますとか、身分上の問題、権限の問題に

ついて、若干、疑義がございますので、説明を

求めたいというふうに思います。 

 恐らく違法性はないとは思いますけれども、

説明をお願いします。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（有田

修大君） 生涯学習課長兼文教センター所長、

中川議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算、１２３ページ、９款５項３目社会体

育振興費の中の１３節委託料の、管理委託料の

内容について、ご説明をいたします。 

 昨年と比べて、若干、運動公園等の委託料が

ふえていると。その委託料の増額の理由をお聞

きしたいということであったかと思います。 

 これにつきましては、昨年は、宿毛運動公園

管理委託料というのは、野球場の管理委託にか

かわる委託料でございますけれども、昨年度は、

管理委託とは別に、黒土とか、冬芝代とかいう、

原材料を宿毛市単独で購入して、施設整備をし

た経過があります。 

 来年度の、２０年度の管理委託につきまして

は、原材料費、冬芝代、黒土代等も、管理委託

経費の中に含めて委託したいと、当初からそれ

なりにわかっておりますので、それを加えたと

いうことから、昨年度と比べまして、若干の委

託料が増額になったということであります。 

 それから、次に、指定管理にかかわる内容で

あったかと思いますが、１８年の行政改革プラ

ンの進捗状況について、ご質問がございました。 
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 社会体育施設については、議員ご指摘のよう

に、指定管理者制度の導入ということで、取り

組みを進めております。現在も、その方向につ

いては、変更はございません。 

 ただ、その指定管理の指定先につきまして、

私どもとしましては、指定先をＮＰＯ法人であ

ります宿毛市体育協会の指定を念頭においた検

討を進めるおるところであります。 

 そういうことで、計画の中には、集中改革プ

ランの中では位置づけをしておりますけれども、

市としましては、一日も早く、そういうふうな

専門的な指定管理者にお願いしまして、適正な

施設管理とともに、市民スポーツの振興を積極

的に展開していただきたいというふうな思いを

持っていますけれども、まだ体育協会の方が、

この指定管理者となるべき条件整備が、まだ整

っていないということから、今はその取り組み

の推移を見守っているところであります。 

 先日も、体育協会におかれましては、先日、

幡多の関係市町村、先進地の視察もして、早急

な指定管理者の受け入れに向けた取り組みがな

されておるということでありますので、今後に

つきましても、積極的な情報交換をしながら、

一日も早く、きちっとした方向でこの施設管理、

スポーツ振興が図れるように取り組んでいきた

いというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（宮本有二君） 学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（小島正樹君） 学

校教育課長、中川議員の質疑にお答えいたしま

す。 

 一般会計の議案第１３号別冊、１２５ページ、

款項目、９・６・１の１節の報酬３３６万円の

ところの説明なんですが、議員が言われますよ

うに、平成２０年度から所長、それから指導員、

それから補導教員３名の体制で進もうとしてお

ります。 

 内容的には、所長、それから指導員、非常勤

ということで、非常勤の特別職の報酬のところ

でも、条例改正をさせていただいてますが、非

常勤で週２８時間、３日半ということになりま

す。２人の所長と、非常勤の指導員と補導教員

の３名体制で、青少年の非行いいますか、健全

な育成補導に対応していきたいと考えてます。 

 所長につきましては、月額１５万円、指導員

につきましては、１３万円です。非常勤職員で

すので、週２８時間勤務の中で、夜間とか早朝

とか、それから土日の対応とか、効率的な対応

をしてまいりたと思います。 

 なお、管理体制いいますか、体制的には、財

務会計を含めまして、学校教育課で対応をして

まいります。したがいまして、今回、２月の教

育委員会の定例会におきまして、宿毛市教育委

員会事務局組織規則、これによりまして、学校

教育係の中に、育成センターの配置いいますか、

の改正をしております。 

 それと、議員ご指摘の宿毛市青少年育成セン

ター設置条例施行規則、ここにつきましても、

改正をして、今の体制のように改正をしており

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（宮本有二君） １４番中川 貢君。 

○１４番（中川 貢君） 再質疑をいたします。 

 生涯学習課長から説明もありました委託費の

関係でございますけれども、増額の原因といい

ますか、理由はよくわかりました。 

 ただ、次年度、この２０年度におきまして、

指定管理者に向けての検討を進めているという

ことでございますけれども、先ほどのご説明で

は、体協ということでございまして、この５つ

のすべての施設を宿毛市体育協会に指定管理者

をやっていただくということを念頭に進められ

ておるということでございますが、市民の中に

は、いろいろ参入したいという、そういう方も

おられるかもしれませんが、一応、先ほどの説
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明でいうと、公募は念頭にないと。公募する考

えはないというふうに理解してよろしいのかど

うか、そこら辺だけ、ちょっとご説明、もう一

度お願いしたいと思います。 

 それから、青少年育成センターの報酬の件で

ございますが、よくわかりました。ただ、規則

の改正がされておるのであれば、なるべく早く、

我々、インターネットを通じて、規則等見てお

るわけでございまして、ぜひ早めに改定をして

いただきたいなというふうに思います。それは

要望しておきます。 

○議長（宮本有二君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（有田

修大君） 生涯学習課長兼文教センター所長。 

 その指定管理者制度導入にかかわる公募の意

思はないかという質疑でありますが、担当課と

しましては、基本的な考え方としまして、市民

スポーツの振興ということが、適切な施設管理

とともに、大きな柱であるということから、宿

毛市体育協会は、市内で各種スポーツに取り組

まれておる方々が、ほとんどの方が入って組織

している団体であるということから、やはり、

宿毛市体育協会は、一番、スポーツに取り組ん

でおられる方々のニーズとか、要望とかいうも

のを、一番、適切に把握して、スポーツ振興策

として、タイムリーに生かしていただけるよう

な団体ではないかというふうな思いから、これ

まで指定管理については、宿毛市体育協会を指

定管理者としたいというふうな思いで取り組ん

できた経過がございますので、説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） この際、１５分間休憩

いたします。 

午後 ２時１０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時３０分 再開 

○議長（宮本有二君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、先ほど、休憩前

の中川議員の質疑に対して、生涯学習課長が答

えました件について、少し訂正を、私の方から

させていただきたいと思います。 

 指定管理者の件がございました。この指定管

理者の公募にするか、指定にするかというふう

な話については、まだ市長部局の方では決めて

おりません。 

 私自身の気持ちとしては、生涯学習課長、体

育協会という個別の団体名を出しておりますが、

これはまだ決まっていないことでございます。

できましたらば、我々としては、市内の方にや

っていただきたいという気持ちは持っておりま

すが、これが公募でいく、指名でいくというも

のは、まだ決まっておりませんので、その点に

ついては、これから内部部局で、少しきちんと

方針を決めますので、その点につきまして、訂

正をさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（宮本有二君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） ５番、浅木でございま

す。 

 質疑も大分長くなってお疲れのところではご

ざいますが、今しばらく、よろしくご答弁の方

をお願いいたします。 

 私が質疑いたしますのは、今度出されており

ます議案の中の第１３号議案、１５号議案、１

８号議案、２９号議案、３１号議案、この５件

でございます。 

 まず、最初に、第１３号議案、平成２０年宿

毛市一般会計予算、これについてお尋ねいたし

ます。 

 この予算書の６４ページですが、６４ページ

の中の第３款１項２目１９節、住宅改造支援事



 

－ 148 － 

業費補助金、これが本年度は１９９万８，００

０円になっております。 

 昨年度は、６６万６，０００円でございまし

たが、大幅に３倍にふえております。この点に

つきまして、それは需要を求めるものが多かっ

たためにふえたのか、それとも支給内容、基準

が変わったのか、それをお知らせ願いたいと思

います。 

 続きまして、同じ議案の７２ページ、第３款

５項１目、この中の１９節でございます。 

 この中に、部落解放同盟幡多地区協議会補助、

これが３９万９，０００円予算化されておりま

す。これにつきましては、私どもは、こういっ

た特定団体への補助金については、廃止するべ

きだということを主張しておりましたが、連年

計上されているわけでございます。 

 昨年度は、４２万１，０００円でしたので、

若干の削減はあるわけですが、引き続いて計上

されている。 

 この全面廃止ができない理由について、お尋

ねいたします。 

 それとあわせまして、ＰＴＡの宿毛市連合会

への補助金が、全体で１５万２，０００円予算

化されているわけですが、それよりもはるかに

多い金額が計上されているということで、非常

に問題あると。 

 それと、削減率におきましても、宿毛市老人

クラブ連合会、ここも削減はされておりますが、

これが１４パーセント削減されていると。しか

し、この解放同盟への補助金は５．２パーセン

トで、削減率が５．２だと。なぜこういうふう

な状況になっているのかということを聞きたい

と。 

 それから、補助金の使途について、どういう

ふうに使われるのかについて、お尋ねいたしま

す。 

 続きまして、５款１項３目、８７ページでご

ざいます。この中の農地・水・環境保全向上事

業、これですが、５２９万１，０００円予算化

されております。この事業内容と、どの地域で

実施されているかについて、お尋ねいたします。 

 続いて、１１３ページ、第９款第２項２目１

８節の中に、先ほどの議論にもありました自動

体外式除細動器、ＡＥＤ、これが２７０万予算

化されております。これについては、これまで

もはめておりましたが、今度、全校へ入れると

いうことでございますが、既に入っているとこ

ろで、どのように使用された実績があるのかど

うか。 

 それとまた、これを使用する研修等について、

どう取り組むのかについて、お尋ねいたします。 

 それから、１１４ページ、９款２項３目１３

節委託料でございます。 

 一般質問の議論でもありましたが、これは小

筑紫小学校の建築に関する予算でございますが、

今度の一般質問の議論の中、そして私も１２月

議会の中でも問題点を指摘しておりますが、小

筑紫中学校の現在の敷地内に建設する予定での

予算と思うわけですが、地域との話し合いも含

めて、まだ建設場所が決まってない中でこうい

う予算を組んでも、今後、建設場所が変更にな

った場合はどうなるのか。こういうことについ

て、お尋ねいたします。 

 次に、１２９ページ。１２款１項１目１７節、

宿毛市土地開発公社保有地購入、これで２億２，

０００万円予算化されておりますが、これまで

も同じような措置はしてきたわけですが、今回

の内容について、物件の場所、それから数量、

金額、こういったものについて、お示し願いた

いと思います。 

 続きまして、議案第１５号別冊、平成２０年

度宿毛市国民健康保険事業特別会計予算、明細

書の中ですが、これの１６ページ、第１款２項

２目１９節負担金補助及び交付金。この中に、
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今度初めて幡多広域租税債権管理機構負担金、

こういうものがあがっております。６０７万５，

０００円という金額があがっているわけですが、

これについて、これまでも議会内で議論はして

きたわけですが、これの分担の根拠、分担金が

出された根拠、それとあわせまして、他の町村

での負担金。宿毛の負担金はこれだということ

ですが、他の市町村での負担金、これについて

お示し願いたいと思います。 

 続きまして、議案第１８号別冊、平成２０年

度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計明細書、

この中の資料の１２ページの部分です。 

 この中に、一般職。この資料の中に、給料に

ついては、５４万４，０００円減になるが、総

額において。手当においては、１１７万８，０

００円の増になるというふうになってます。下

の内訳を見ると、夜間勤務手当が非常に多くな

っていると。６１万４，０００円ふえていると

いうことで、これはなぜこういうふうになるの

か。労働条件とのかかわりでご説明願いたいと

思います。 

 予算書関係は、以上です。 

 あと、条例関係で、お尋ねいたします。 

 議案書の３４ページ、第２９号議案、これの

３５ページはいいですが、３６ページ、この中

身は、宿毛市後期高齢者医療に関する条例、こ

の内容でございます。 

 この中の、私が問題にいたしますのは、３６

ページの罰則規定の問題です。 

 この後期高齢者については、これまでも私も

議会で取り上げ、この制度が発足するについて、

非常に怒りは大きいと、一般質問でも取り上げ

てまいりましたが、この条例の中では、第６条、

罰則、被保険者、被保険者の配偶者もしくは被

保険者の属する世帯の世帯主、その他その世帯

に属する者、またはこれらであったものが、正

当な理由がなく、法第１３７条第２項の規定に

より、文書その他の物件の提出もしくは提示を

命ぜられて、これに従わず、または同項の規定

による当該職員の質問に対して答弁せず、もし

くは虚偽の答弁をしたときは、１０万円以下の

過料に処するとなっているわけでございます。 

 過料、別な言葉で言いかえれば罰金でござい

ます。 

 ほかの国保等の規定の中にもありますが、今

度できる７５歳以上の人は、高齢者の方でござ

います。なかなか内容がわかりにくい。そして

また、頑固と言ったら失礼でございますが、な

かなか職員が話しても、「うん」と言うてくれ

ん場合もあるかと思います。いろいろな場合が

想定されますが、こういった高齢者の部分にま

で、罰則規定をつくったことに対して、疑問に

思うわけでございますが、これに対する説明を

お願いいたします。 

 それから、議案書の５３ページ、３６号議案

でございます。 

 これは、宿毛市教育委員会委員長の給与及び

勤務時間等に関する条例及び宿毛市特別職の職

員の退職手当に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。 

 この中身は、これまで特別職、収入役制度は

もうなくなりましたので、市長と副市長、そし

てまた教育長、この３役が該当するんじゃない

かと思いますが。 

 これまでは、全勤務期間、４期やれば４期、

終わった時点で払ってたと。退職金は払ってた

ものを、今度は４年なら４年の任期が終了した

時点で、その都度払うということになるんだろ

うと思うわけですが、こういう方法を導入した

のは、なぜなのかと。 

 それと、２番目に、他の市町村では、こうい

う規定をどう取り扱っているのかということ。 

 それと、もう１点は、現在の市長、１期目が

既に終了したわけでございます。この退職金に
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ついてはどうなるのかと。補正予算で処理する

のか、２期目の末まで待つのかわからないので、

その部分についてお示しをいただきたい。 

 以上で１回目の質疑を終わらせていただきま

す。 

○議長（宮本有二君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（沢田清隆君） 福祉事務所長、

５番、浅木議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算、６４ページ。第３款民生費、第１項

社会福祉費、第２目障害者福祉費、第１９節の

住宅改造支援事業費補助金についてでございま

すが、この補助金は、在宅の重度身体障害者の

日常生活を容易にし、家族の負担を軽減するた

めに住宅の改造を行う場合に、その一部を助成

するものでございます。 

 １件当たり６６万６，０００円を上限として

おりまして、１９年度の当初予算は、１件分で

予算計上をしておりましたけれども、その後、

追加申請がございまして、２件の補助金を１９

年度は支出しております。 

 今回、その実績に基づきまして、平成２０年

度におきましては、３件分を想定し、３件分の

１９９万８，０００円を、今回、当初予算に計

上しているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 人権推進課長。 

○人権推進課長（土居利充君） 人権推進課長、

５番、浅木議員の質疑にお答えいたします。 

 私ごとで大変申しわけございませんが、声帯

をちょっと傷めておりまして、お聞き苦しいと

は存じますが、ご了承をお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、議案第１３号別冊、平成２０年度

宿毛市一般会計予算、７２ページ、３款５項１

目１９節部落解放同盟幡多地区協議会補助金３

９万９，０００円の補助金について、お答えい

たします。 

 補助の内容でございますが、この補助金につ

きましては、平成１４年３月末の地域改善対策

特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する

法律の失効により、特別対策としての同和行政

は終了し、残された課題の解決については、一

般対策に移行されておりますが、現在もなお、

差別などの課題は残されており、解決に向けた

取り組みが必要であります。 

 このような中にあって、部落解放同盟幡多地

区協議会は、部落差別やあらゆる差別の問題、

人権問題の解決と、人権と福祉の確立された共

生社会の実現のために、活動を行っております。 

 宿毛市といたしましても、同和問題の解決の

ためには、部落解放同盟幡多地区協議会の事業

に対しまして、部落解放同盟幡多地区協議会の

事業費の補助として、支出をいたしておるもの

であります。 

 補助対象の内容といたしましては、四国地区

人権教育研究集会等への参加、研究発表事業や、

人権と福祉のまちづくり推進事業、各種相談、

自立支援事業等の事業に対し、補助を行うもの

でございます。本年度の幡多地区市町村補助金

等審議会で審議をされまして、宿毛市からの補

助金が決定されております。３９万８，８００

円となっておりますので、この３９万９，００

０円を予算計上させていただいたものでござい

ます。 

 なお、この補助金につきましては、今後も幡

多地区市町村補助金等審議会で審議されるもの

と考えております。 

 補助金の支出の根拠といたしまして、地方自

治法第２３２条の２の規定により、普通地方公

共団体は、その公益上必要がある場合において、

寄附または補助することができるということに

なっております。 

 同和問題の解決のために、部落解放同盟幡多
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地区協議会の事業に対して、事業費を補助して

支出しているものであります。 

 この市町村につきましては、幡多地区６市町

村の担当課長で組織する幡多地区人権行政所管

者協議会で、事業内容について詳細に審議をさ

れ、その結果を幡多地区市町村補助金等審議会

に報告がされております。 

 そして、幹事会の審議を経て、市町村長の出

席する審議会で決定されております。 

 また、この補助金につきましては、幡多地区

人権行政所管者協議会で毎年、事業実績につい

て、精査をしている状況でございます。 

 補助率の削減について、お答えをいたします。 

 平成１８年度につきましては、３４万４，０

００円の減額、約１２．７パーセントの減とな

っております。１９年度におきましては、３９

万７，１００円の減額で、１６．８パーセント

の減額。本年２０年度におきましては、８万７，

２００円の減額、４．４パーセントの減額の補

助となっております。 

 その結果といたしまして、事業として実施し

ております補助対象分なんかにつきましては、

精査の結果、返還なんかをいただいた年もござ

います。 

 お答えになってないかもしれませんですけれ

ども、以上で質疑のお答えとさせていただきま

す。 

 失礼いたします。 

○議長（宮本有二君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（茨木 隆君） 産業振興課長、

５番、浅木議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算のページ８７ページ。５・１・３、１

９節の負担金補助及び交付金の中の、農地・水

環境保全向上対策事業補助金５２９万１，００

０円計上してますが、これの実施地区及び内容

ということですが、この事業は、１９年度から、

議員もご承知のとおりと思いますが、２３年度

までの５カ年の事業です。 

 現在、各地１２地区、組織、一生懸命取り組

んでくれてます。その実施地区につきましては、

宿毛地域で５地区、錦、中角、和田、二ノ宮、

高石です。それから、小筑紫地域で、福良、伊

与野、小三原。それから、橋上で１地区。それ

から、山奈地域で山田と芳奈。それから、平田

で黒川地区が取り組んでます。 

 その事業の内容は、共同活動ですので、農家

の方と市民の方が清掃、草刈りとか、溝の掃除

したり、それから水路を修繕したりとか、いろ

いろ組織で対策が違いますので、基本的には、

そういう形のものを、地域の皆さんで共同でや

ってます。 

 それと、もう１つは、環境保全の取り組みと

して、黒川の方では、ホタルを生息さすような

取り組みをしてくれてます。それは、休耕地を

皆さんが、もう休耕じゃいかんということで、

耕地に変えて、それ以上にまた、そのホタルを

生息するように水路をつけて、ホタルの生息す

る地域にしようというような取り組みをしてく

れてます。 

 ほかの地域も、和田なんかは花を植えてくれ

てます。ほかの地域も、ほとんど花が多いがじ

ゃないのかと思いますが、ホタルもやってくれ

ると、ほかにもあるという話も聞いてますが、

それぞれ地域の皆さん、この事業の交付金を活

用して、環境保全も取り組んでますので、ご理

解のほど、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（小島正樹君） 学

校教育課長、浅木議員の質疑にお答えいたしま

す。 

 議案第１３号別冊、ページ数１１３ページ。

款項目、９・２・２の１８節備品購入費の中で、
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自動体外式除細動器の購入経費２７０万の内容

いいますか、使用実績とかありましたが、こと

なんですが、目的につきましては、午前中で松

浦議員の質問にお答えいたしました。 

 この２７０万につきましては、市内の小学校

９校に設置をするものであります。 

 それと、今まで、１校、小学校には設置して

おりました。それの使用実績ということですが、

幸いにしまして、現在までの使用実績はありま

せん。 

 それと、今後、導入に当たりましては、教職

員全員に対しまして、使用等の研修をしてまい

りたいと考えてます。 

 それと、同じく１１４ページの９・３・２の

１３節委託料、２，３２１万４，０００円のご

説明ですが、学校建設場所につきましては、昨

日、市長、教育長の答弁でもありましたように、

今後、地元保護者の皆さんと話し合って、設置

場所を決めていきたいということです。 

 したがいまして、今回は、そのための校舎、

体育館、それから地質調査、それから技術教室

とか部室とか、そういうものの委託設計と、ボ

ーリングでありますが、今の時点では、この予

算の中で対応してまいりたいと考えております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（宮本有二君） 総務課長。 

○総務課長（出口君男君） 総務課長、５番議

員の議案質疑にお答え申し上げます。 

 議案第１３号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計予算、１２９ページ。１２款１項１目土地

取得費の、宿毛市土地開発公社保有土地購入費

として、２億２，０００万円計上いたしており

ますけれども、この場所、数量、及び金額とい

うことでございます。 

 本予算につきましては、平成１８年度より４

年間で土地開発公社の健全化計画に基づきまし

て、計画的に市が取得をするということになっ

ておりまして、平成２０年度は、面積で２，４

２７．０５平方メートル、金額は２億２，００

０万円でございます。 

 場所は、福祉センターの隣にございます宿毛

市高砂５３８３番地６１というふうになってお

ります。 

 続きまして、議案第３６号、議案書で見ます

と５３ページでございます。 

 宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間

等に関する条例及び宿毛市特別職の職員の退職

手当に関する条例の一部を改正する条例につい

てでございますけれども、ご質問議員おっしゃ

いましたように、本議案につきましては、これ

まで市長、副市長等の特別職及び教育委員会教

育長の退職手当につきましては、退職時に支給

するということになっておりましたけれども、

任期が長期にわたりますと、退職時に支払いを

する退職手当の額がかなり多額になってまいり

ます。 

 したがいまして、本市の厳しい財政状況から、

今後の財政見通しを立てていく中でも、一定、

期ごとに退職手当を支給した方が、財政見通し

が立てやすいということ。それとあわせて、一

時期に多額の予算を計上しなくても済むという

ことから、今回、各期ごとに支給をさせていた

だくというふうにお願いをいたしております。 

 それで、他の市町村の状況でございますけれ

ども、高知県につきましては、任期ごとでござ

います。それから、県下１１市の中で、通算を

して、退職時に一括して払っているのは宿毛市

と土佐清水市のみでございます。そのほかは、

すべて任期ごとに支給をいたしております。 

 それと、３点目の現中西市長が既に１期目を

満了いたしておりますけれども、その１期目の

退職金はということでございますが、この条例

そのものの適用が本年の４月１日からの適用に

なっておりますので、遡及して支給するという
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ことはできませんので、次の任期に際して２期

分を支給するということになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 税務課長。 

○税務課長（美濃部 勇君） 税務課長、５番、

浅木議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第１５号別冊、平成２０年度宿毛市国民

健康保険事業特別会計予算、１６ページ、１款

２項２目１９節幡多広域租税債権管理機構負担

金６０７万５，０００円の積算根拠とのご質問

でございますが、平成２０年４月から、幡多広

域租税債権管理機構が設立されます。 

 宿毛市から機構へ１００件移管予定のため、

負担金として計上させていただいたものでござ

います。 

 移管税額といたしましては、８，５００万を

予定しております。そのうち、市税の移管金額

４，５７３万９，０００円、率にいたしますと

５５パーセント、国保税の移管金額３，９２６

万１，０００円、率にいたしますと４５パーセ

ントとなっております。 

 各市町村が負担すべき幡多広域租税債権管理

機構の経費といたしましては、５，４００万円

を予定しております。 

 幡多地区６市町村での移管件数は４００件を

予定しており、１件当たりの移管金額は１３万

５，０００円となります。 

 宿毛市は１００件移管する予定としておりま

すので、移管する経費としては１，３５０万円

必要となります。 

 宿毛市からの移管税額８，５００万円の４５

パーセントが国保税ですので、移管経費１，３

５０万円の４５パーセント、６０７万５，００

０円を国保分として予算計上させていただいた

ものでございます。 

 残りの金額につきましては、一般会計２款２

項２目１９節賦課徴収費に５５パーセントの金

額、７４２万５，０００円を計上させていただ

いており、国保会計と一般会計を合わせた負担

額は１，３５０万円となっております。 

 他の市町村の幡多広域租税債権管理機構への

負担金はとのご質問でございますが、各市町村

の負担金の金額はわかりますけれども、国保会

計と一般会計に区分した負担金はわかっており

ません。 

 各市町村の負担金といたしましては、四万十

市２，０２５万円、土佐清水市９４５万円、黒

潮町６７５万円、大月町３３７万５，０００円、

三原村６７万５，０００円、それに宿毛市の１

３５０万円を合わせますと、負担金額は５，４

００万円という金額になっております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 千寿園長。 

○千寿園長（村中 純君） 千寿園長、５番、

浅木議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１８号別冊、平成２０年度宿毛市特別

養護老人ホーム特別会計予算、１２ページ４の

給与費明細についてですが、前年度に比べて、

給与が減額になっているのに、職員手当が増額

となっているのは、どのような理由かというご

趣旨のご質問であったと思いますが、給料につ

きましては、本年度寮母１名の退職があり、４

月１日付で寮夫を１名、新規採用する予定とな

っております。 

 その給料の差額によりまして、減額になった

ものであります。 

 それと、職員手当の増額につきましては、人

事異動に伴う増減が主になっております。職員

の勤務体制については、昨年度と変わっておる

点はございません。 

 ただ、夜勤手当につきましては、昨年度、寮

母が育児休業をとっておりましたので、その間、

臨時の職員で対応してまいりました。今回、そ

の寮母が、本年度、復帰しましたので、その分
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が増額となったものであります。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 市民課長。 

○市民課長（弘瀬徳宏君） 市民課長、浅木議

員の質疑にお答えいたします。 

 議案第２９号、議案書の３４ページでありま

す。 

 宿毛市後期高齢者医療に関する条例に罰則を

定めているが、適当でないのではないかという

ご指摘です。 

 この規定につきましては、高齢者の医療の確

保に関する法律第１７１条第４項の規定を根拠

としておりまして、内容といたしましては、保

険料の徴収業務において、正当な理由がなく、

資料の提示や提出をせず、また、虚偽の答弁や

質問に応じないなど、悪質な場合に過料を科す

ことができるとされているものでありまして、

行政上の秩序を維持するためには、必要な規定

であります。 

 同様の規定は、国民健康保険条例、介護保険

条例にもございますが、この規定を適用して、

過料を徴収したという事例はございません。 

 これは、担当者がわかりやすく、丁寧に説明

をし、協力をお願いしてきたことと、それから、

市民の皆さんのご理解によって、こういった規

定を適用せずに、事務が執行されてきたものと

いうふうに考えておりますので、後期高齢者医

療の事務におきましても、同様に、市民の方に

わかりやすく、しかも丁寧に説明をしていきた

いというふうに考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） それぞれご丁寧な説明

をいただきまして、ありがとうございました。

ほとんどの面でわかりましたが、まだ不十分な

面もありますので、再質疑をさせていただきま

す。 

 ７２ページの一般会計予算の、これについて、

先ほどの課長の答弁、ものの考え方は私と違う、

これはここでは言いませんが、先ほどの減額、

減った説明ですね、これについて、パーセント

を示されましたが、これは、課長の言うたパー

セントでいいのかなという気がします。 

 １８年度の額が４５万４，０００円、１９年

度の予算額は４２万１，０００円、そして今度

の額が３９万９，０００ですので、今、ここに

計算機がないので、すぐはじけませんが、示し

てもろたパーセントは、数字が大きいような気

がしたんですが。それでよければ、もう答弁は

必要ないですが、もし間違うとったら、訂正し

てもろたらと思います。 

 それから、予算関係はもうそこだけです。 

 ２９号議案について、今、説明は受けました。

中身はわかりました。ほかの国保や介護にも、

規定にも同じものがあることは私も承知してお

りますが、後期高齢者ということで、７５を過

ぎた人に対して、こういった、ものの見方によ

ったら、職員の指示、文書を出すとかいう指示、

そしてまた、十分な返答をしなかったら、１０

万円の過料に処すよという条項を入れること自

体に、僕は非常に疑問を感じるわけです。 

 どうせんでも、こういうことで非常に年寄り

の方が、７５歳以上の方が困っている状況の中

で、こういうことまで書かなくてもいいんじゃ

ないかなと思たんで、質疑させてもらったわけ

でございます。 

 答弁があれば求めますが、これ以上は考え方

の違いになるので、議論しません。 

 それから、３６号の分について、中身の説明、

十分わかりました。現在の市長の退職金につい

ては、２期目の終わりに払うということですの

で、わかりました。 

 それとは別に、もう１つだけ確認させていた
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だきたいんですが、現在の市長、副市長とか教

育長を疑うことは、こういうことは全くござい

ませんで、これからの話、その分、今後のこの

条例が２０年、３０年続くかもわからん、その

ことも含めての長い話の中で理解してほしいん

ですが、これまでも、例えば在職中に何らかの

形で長が犯罪を起こした場合、退職金の没収と

か、差し押さえとか、いろんなものがあったわ

けです。 

 こういうことがある場合に、１期ごとにもら

っておけば、それはもうさかのぼることがない

んかなというふうな感じもあるわけです。 

 例えたら悪いですが、全国各地で長がいろん

な形で汚職して、退職金がとめられる、こうい

うことがあるわけですので、その面で、恐らく

在職中の場合、その任期中の場合は、その任期

の退職金等については、とめるということは可

能だと思いますが、もう既に支払ったものにつ

いてまで、遡及するようなことが、この条例を

こうすることによってできるのかできんのか、

そういうものの考え方ですね。 

 今の人を、繰り返しますよ、疑うということ

ではないですが、今後の長い市政の中で、そう

いうことが起こった場合に、どうなるのかとい

うことについて、なお確認させてもらいたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 人権推進課長。 

○人権推進課長（土居利充君） 人権推進課長、

５番、浅木議員の再質問にお答えします。 

 削減率、私、誤って４．４と申しましたけれ

ども、正確には、浅木議員がおっしゃる５．２

パーセントが正しいもので、訂正させていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 総務課長。 

○総務課長（出口君男君） 総務課長、浅木議

員の再質疑にお答え申し上げます。 

 特別職が任期中に何か不祥事があったときに、

その支給した退職金がどうなるのかというご質

問でございますけれども、そのような想定をし

てのご質問については、ちょっとご答弁をいた

しかねますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（宮本有二君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） 先ほどの答弁で了解い

たしましたので、私の質疑を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（宮本有二君） １５番西村六男君。 

○１５番（西村六男君） 質疑をいたします。 

 もう簡単にやりますので。 

 ２０年度一般会計の９０ページです。９０ペ

ージに、荒瀬山生活保全遊歩道管理というのが

２３万出ておりますが、はや、この遊歩道その

ものを知らない同僚議員もおいでではないかと

思いますし、また、数おる同僚議員、そして執

行部の皆様方の中でも、この遊歩道を果たして

１周した方がおるかなという気持ちの上で、ご

質問をさせていただきたいと思います。 

 これは、何年か前に、県の主導で１億円余り

の予算を入れて実行した公園でございますけれ

ども、私の見かけるところでは、非常に市民の

利用率が低いと。しかし、つくった限りは、維

持管理をしなければならない。しかし、残念な

がら、延長が長いもんですから、あの林道の遊

歩道、２３万や５０万ではとてもじゃない、市

民がよく管理ができておるねという内容の管理

はできないのが実情だと思います。 

 きょう、こういう質疑をしたいために、私は

山へ行きましたけれども、残念ながら歩けませ

ん。そこで、大変苦労しております担当課長の

お気持ちを察してお伺いするわけでございます

が、課長が、市民の皆様方が子どもを連れて楽
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しんでいただける遊歩道に管理するのであれば、

およそ１年間、どれくらいの予算が欲しいかな

というところをお聞かせさせていただきたいと

思います。 

 というのは、今度、市長がお力を入れられま

して、金比羅さんの山道もやろうということに

なっておりますし、芳奈の運動公園へも散策道

ができましたし、そういう物件がたくさんふえ

てきますので、そういうこともかんがみて、つ

くれば、こういう維持管理費がかかりますいう

ことを、同僚議員、そして執行部の皆様方にも

十分知っておく必要があると思いますので、お

伺いいたします。 

 次に、１１４ページ、小筑紫の統合小学校の

件でございますが、もう大変、いろいろなお話

が出ましたが、肝心なとこがまだ答えて、聞い

ておりませんので。 

 この小筑紫の総合の小学校の面積、そして小

学校体育館の面積、それから構造、どういうふ

うな構造であるか。それから、体育館は、階数、

２階か３階か。または平家か。とにかく、一応、

概算予算をつくるために、考えておる規模をお

知らせしていただきたいと思います。 

 そして、小学校の地質調査というのが８４０

万で出ておりますが、岡崎議員も浅木議員も心

配をしておりましたのは、市民の合意が得られ

なくて、場所を変わった場合、その執行体制は

どうなるかということを心配しておったようで

ございますが、恐らくこれは、市民の同意を得

ないうちに、ボーリング調査なんかはしないだ

ろうとは思いますけれども、この８４０万の内

訳、地質調査の内訳、例えばボーリングを何メ

ートルを何本ぐらいやるがだとか、どういう調

査をしたいのかということをお聞かせ願いたい

と思います。 

 それからもう１点、２０年度の分で、議案第

２２号の国民宿舎「椰子」でございますが、こ

れはわかりやすく言いますと、年間６，９７２

万９，０００円、約７，０００万、年間建築費

を、我々の一般財源から払っておりますね。借

金を。７，０００万の借金を払う物件を、建物

を９００万で借りてもらっておると。しかも、

その上に、５０万以上の建物の修繕費用は、全

部こちらがもちますよということになっており

ますので、一般的な商取引、市民感覚で考えた

ら、とてもじゃない、考えられない内容で賃貸

借してもらっておるわけでございますけれども、

これは今までの行きがかり上、これが最高の方

法だろうということで、けんけんごうごうした

中で決まったことでございましたので、異議を

申し上げるわけではございませんけれども、こ

ういう厳しい中から言えば、やはりそれにかか

る修繕費については、そうとう厳しい査定をし

てやらなければならないと思います。 

 一昨年は、昨年ですかね、９００万の家賃を

もらいながら、１千数百万円かけてボイラーを

直したと。ことしはまた、２５０万の空調の修

理と、１００万の修繕料というのが計上されて

おりますが、この２５０万の空調の取りかえ工

事、全館取りかえすれば単価が安過ぎると。そ

れかと言うて、一部分にしたら、余りにも高過

ぎる。果たしてこの２５０万という金額に、多

少、疑義を持っておるわけでございますが、ど

ういうところからこの２５０万が出てきたもの

か、ご説明をお願いいたします。 

 １回目、終わります。 

○議長（宮本有二君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（茨木 隆君） 産業振興課長、

１５番、西村議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１３号別冊の、平成２０年度宿毛市一

般会計予算の９０ページ、５款２項１目の１３

節の委託料の中の荒瀬山生活環境保全林の歩道

の管理の委託料２３万の件でございますが、あ

りがたいお話ですが、実は、これはもう議員の
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おっしゃるとおり、これぐらいのお金で維持管

理していくのは困難な話です。 

 今、うちが管理しているのは、この延長４キ

ロの間を草刈りをしてます。 

 草刈りの、刈る計画に当たりましては、一番

草の茂る春先とか、皆さんが山にあがっていた

だけるとこを見はかろうて、年１回管理してい

るという状況です。 

 それで、確かにあれを、あこをどんどんどん

どん人が利用して、行って利用してくれようか

というと、限られた人数の方ですので、なかな

か予算としても立てにくいいうとこはあろうか

と思います。 

 そこで、議員がおっしゃるように、年間どれ

くらい予算があったら、そこそこの歩道として

の管理していける状態なのかということであれ

ば、春先と夏の過ぎたころの２回ぐらいのもの

があれば、まあまああがっては行けるがではな

いかと思います。 

 あとは、できれば、担当課としては、２回分

ぐらいのものをお願いできたらとは思いますが、

何せ、利用率の関係がありますので、そこら辺

は、うちの方としては、そこら辺を踏まえて、

予算査定を受けるときには、要望はしていきた

いとは思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（小島正樹君） 学

校教育課長、西村議員の質疑にお答えいたしま

す。 

 議案第１３号別冊、ページ数の１１４ページ

の委託料、款項目、９・２・３の１３の委託料

の内容ですが、先ほども若干説明させていただ

きましたが、地質調査委託料としまして、小学

校の校舎の本体と、体育館の建設場所を地質調

査といたしましては、８４０万を計上させてい

ただいてます。 

 この内容につきましては、深さが２０メート

ル、それから箇所数については６カ所を予定を

しております。 

 それと、今、きのう、おとといの質問でもあ

りましたが、木造住宅ではどうかというご質問

もありましたので、そこも含めて、今後、地域

の皆様と話しまして、木造にするか、鉄筋コン

クリートにするかということは、今後また検討

してまいります。 

 現在のこの予算につきましては、校舎につき

ましては、木造の１階建て、１，０００平方メ

ートルを予定しております。 

 それから、体育館につきましては、９００平

方メートルの鉄骨づくりを想定をしております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（宮本有二君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（立田 明君） 商工観光課長、

１５番、西村議員の議案質疑にお答えいたしま

す。 

 私もちょっと、のどがやられてまして、申し

わけないですけれども。 

 議案第２２号別冊、平成２０年度宿毛市国民

宿舎運営事業特別会計予算の８ページ、第１款

１項１目１５節で、工事費の中で、空調設備の

改修工事費として２５０万円を計上させていた

だいております。その内容について、お答えい

たします。 

 国民宿舎の空調施設につきましては、平成７

年の９月のオープンから１２年が経過し、経年

劣化や塩害によりまして、不具合が発生してき

ております。メーカーの定期メンテナンスにお

いても指摘を受けておりまして、このまま放置

できない現状とはなっております。 

 その中で、「椰子」全体では、合計、１つで

賄っておるということではなくて、３系統の空

調機が設置されております。 

 その中で、腐食等が激しく、早急な修繕が必
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要な、今回、三、四階部分の客室をカバーして

おる空調機の修繕を予算計上させていただいて

おります。 

 なお、この２５０万円につきましては、今回

の２５０万円につきましては、先ほど議員さん

おっしゃいました、毎年の９００万円の使用料

の中から、「椰子」の施設整備等に要する経費

の財源に充てるため、２００万ずつ積立をして

おります。 

 その積立基金からの繰入金により、工事を行

うものでございます。 

 なお、２５０万円の価格の問題ですが、２５

０万ありきではなくて、事業実施に際しては、

なるだけ安価で、効率的な工事ができますよう、

努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） １５番西村六男君。 

○１５番（西村六男君） 公園の遊歩道の件は、

課長のご苦労もよくわかりましたので、もうこ

れ以上は聞きませんが、とにかく同僚議員も執

行部の皆様方も、いい遊歩道ができております

ので、課長に免じて、ぜひ一度はピクニックに

行っていただきますように、私からもよろしく

お願いいたします。 

 続きまして、「椰子」のこの空調の件でござ

いますが、今、課長が申されたようなことでご

ざいますので、十分、吟味はしておると思いま

すので、これ以上は申しませんが、市長にひと

つお願いしておきたいと思います。 

 今、課長の答弁の中で、そのメンテについて、

メーカーの方に見ていただいたと。そして、三、

四階は、今回は取りかえしたいということでご

ざいますが、えてしてメーカーが一たん、こう

して首突っ込むと、どうしても私んとこがやら

ないといかんというふうな話に、こじつけてま

いるのがメーカーでございます。 

 知った限りは、絶対、仕事にして帰るぞとい

うのがメーカーでございますけれども、やはり、

今、宿毛の電気屋さんは大手に押されて、大変

な時期です。宿毛に住んで、宿毛に税金を納め

る方々に、この空調、放送設備、デジタルの調

査等々は、ぜひともよろしく配慮の方お願いし

ておきたいと思います。 

 続きまして、小筑紫の学校の件でございます

が、言わんとすることはよくわかりました。こ

れ以上は申し上げませんが、ただ、ボーリング

調査が２０メートル６カ所で８４０万、それだ

けですか、この８４０万の中身は。大体が。 

 と申しますと、今、どういう根拠でこういう

数字が出たかわかりませんけれども、あそこは

埋立でやわいとこですから、恐らく３０メート

ルくらいは掘削せんと、岩盤まで行き当たらん

のではないかと思いますが、３０メートルをや

っても、大体、山でやったり、道路から離れた

とこでやったり、辺鄙なとこでやれば、１メー

トル２万５，０００円から、２万円から２万５，

０００円ぐらいかかるがです。工事費が。 

 ああいうトラックでいって、そのままやれる

ところは、大体、１万５，０００円出したら、

喜んでどこでもやります。 

 それで、６カ所というのはいいと思います。

学校は長いですから、両サイドと真ん中。体育

館も大きいですから、両サイドと真ん中、合わ

せて６カ所はいいと思いますが、それで、今、

２０メートルということでございますので、最

高の単価を２万円打っても、１本が４０万。

四・六２４０万くらいで十分、喜んでやれる単

価ではないかと思いますので、もう一度、そこ

ら当たりを吟味していただくようにお願い申し

まして、私の質疑終わります。 

○議長（宮本有二君） 本日の会議時間は、議

事の都合により、あらかじめこれを延長いたし

ます。 

 以上で通告による質疑は終了いたしました。 
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 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 議事の都合により、議案第５５号を先議いた

します。 

 おはかりいたします。 

 「議案第５５号」については、会議規則第３

７条第３項の規定により、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって「議案第５５号」は、委員会の付託を

省略することに決しました。 

 これより、「議案第５５号」について、討論

に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「議案第５５号」は、これに同意することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第５５号」は、これに同意す

ることに決しました。 

 おはかりいたします。 

 ただいま議題となっております議案のうち

「議案第１号から議案第２７号まで及び議案第

５６号」の２８議案については、会議規則第３

７条第３項の規定により、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって「議案第１号から議案第２７号まで及

び議案第５６号」の２８議案については、委員

会の付託を省略することに決しました。 

 ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第２８号から議案第５４号まで」の２７

議案は、お手元に配付してあります「議案付託

表」のとおり、それぞれ所管の委員会へ付託い

たします。 

 おはかりいたします。 

 議案等審査のため、３月１３日、及び３月１

４日並びに３月１７日の３日間、休会いたした

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、３月１３日、及び３月１４日並びに

３月１７日の３日間は休会することに決しまし

た。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしまし

た。 

 ３月１３日から３月１７日までの５日間休会

し、３月１８日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ３時５５分 散会 
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付託委員会 議 案 番 号       件               名 

総 務 文 教 

常任委員会 

（２１件） 

議案第２８号 

 

議案第２９号 

議案第３０号 
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議案第３５号 
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議案第３９号 

議案第４０号 

議案第４１号 

 

議案第４２号 

 

議案第４４号 

議案第４６号 

議案第５０号 

 

議案第５１号 

 

議案第５２号 

議案第５３号 

 

議案第５４号 

宿毛市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課

税免除に関する条例の制定について 

宿毛市後期高齢者医療に関する条例の制定について 

宿毛市立学校施設整備等基金条例の制定について 

宿毛市課設置条例の一部を改正する条例について 

政治倫理の確立のための宿毛市長の資産等の公開に関する

条例の一部を改正する条例について 

宿毛市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

について 

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について 

宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例及び宿毛市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例について 

宿毛市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例について 

宿毛市特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

宿毛市財産条例の一部を改正する条例について 

宿毛市立小学校設置条例及び宿毛市立中学校設置条例の一

部を改正する条例について 

宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の一部を改正

する条例について 

宿毛市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

宿毛市定期船事業条例の一部を改正する条例について 

こうち人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減

少及びこうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約

について 

地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関

する規約を廃止する規約について 

宿毛市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について 

高知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の

数の減少について 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 
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産 業 厚 生 

常任委員会 

（ ６件） 

議案第３１号 

議案第４３号 

 

議案第４５号 

 

議案第４７号 

 

議案第４８号 

 

議案第４９号 

宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の制定について 

宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例について 

宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例について 

宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を

改正する条例について 

宿毛市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する

条例について 

宿毛市妊婦健康管理手当条例を廃止する条例について 
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平成２０年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第１４日（平成２０年３月１８日 火曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第５４号まで及び議案第５６号 

      （議案第１号から議案第２７号まで及び議案第５６号、討論、表決） 

      （議案第２８号から議案第５４号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

   第２ 陳情第６号外１件 

   第３ 委員会調査について 

   第４ 意見書案第１号及び意見書案第２号 

      意見書案第１号 宇和島市立宇和島病院の保険医療機関指定継続を求める意見書 

              の提出について 

      意見書案第２号 道路特定財源の確保を求める意見書の提出について 

   第５ 議案第５７号及び議案第５８号 

      （議案上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決） 

      議案第５７号 市長の専決処分事項の指定について 

      議案第５８号 宿毛市議会委員会条例の一部を改正する規則について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第５４号まで及び議案第５６号 

   日程第２ 陳情第６号外１件 

   日程第３ 委員会調査について 

   日程第４ 意見書案第１号及び意見書案第２号 

   日程第５ 議案第５７号及び議案第５８号 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１６名） 

   １番 今 城 誠 司 君     ２番 岡 﨑 利 久 君 

   ３番 野々下 昌 文 君     ４番 松 浦 英 夫 君 

   ５番 浅 木   敏 君     ６番 中 平 富 宏 君 

   ７番 有 田 都 子 君     ８番 浦 尻 和 伸 君 

   ９番 寺 田 公 一 君    １０番 宮 本 有 二 君 

  １１番 濵 田 陸 紀 君    １２番 西 郷 典 生 君 

  １３番 山 本 幸 雄 君    １４番 中 川   貢 君 

  １５番 西 村 六 男 君    １６番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        夕 部 政 明 君 

   次    長  岩 本 昌 彦 君 

   議 事 係 長        岩 村 研 治 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 西 清 二 君 

   企 画 課 長  岡 本 公 文 君 

   総 務 課 長        出 口 君 男 君 

   市民課長補佐  山 内 直 美 君 

   税 務 課 長  美濃部   勇 君 

  会計管理者兼 

  会 計 課 長 
安 澤 伸 一 君 

   保健介護課長  三 本 義 男 君 

   環 境 課 長        岩 本 克 記 君 

   人権推進課長  土 居 利 充 君 

   産業振興課長  茨 木   隆 君 

   商工観光課長  立 田   明 君 

   建 設 課 長  豊 島 裕 一 君 

   福祉事務所長  沢 田 清 隆 君 

   上下水道課長  頼 田 達 彦 君 

   教 育 委 員 長  奥 谷 力 郎 君 

   教 育 長        岡 松   泰 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
小 島 正 樹 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

有 田 修 大 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
小 野 正 二 君 

   千 寿 園 長        村 中   純 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
野 口 孝 夫 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時１３分 開議 

○議長（宮本有二君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第５４号まで

及び議案第５６号」の５５議案を一括議題とい

たします。 

この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時１４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時２０分 再開 

○議長（宮本有二君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 これより「議案第１号から議案第２７号まで

及び議案第５６号」の２８議案について、討論

に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第１号から議案第２７号まで

及び議案第５６号」の２８議案を、一括採決い

たします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（宮本有二君） 全員起立であります。 

 よって「議案第１号から議案第２７号まで及

び議案第５６号」の２８議案は、原案のとおり

可決されました。 

 これより「議案第２８号から議案第５４号ま

で」の２７議案について、委員長の報告を求め

ます。 

 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（中平富宏君） 総務文

教常任委員長。 

 総務文教常任委員会に付託されました議案審

査のご報告をいたします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第２

８号ほか２０議案の計２１議案であります。 

 議案２８号は、宿毛市産業集積の形成及び活

性化のための固定資産税の課税免除に関する条

例の制定であります。 

 本案は、高知西南中核工業団地と宿毛湾港工

業流通団地が重点的に企業立地を図っていくべ

き区域として、高知県の基本計画に位置づけら

れ、国の同意を得られましたので、一定条件を

満たした企業に対し、固定資産税を５年間免除

することで、企業誘致を促進しようとするもの

であります。 

 議案第３０号は、宿毛市立学校施設整備等基

金条例の制定であります。 

 本案は、平成９年に新規制定しました宿毛市

立宿毛小学校図書館基金条例を、寄附者のご遺

族のご理解のもと、市内すべての小・中学校の

教育振興や、施設整備に活用するために全部を

改正し、新たに制定しようとするものでありま

す。 

 なお、今回は、自動体外式除細動器ＡＥＤを、

既に設置済の平田小学校を除く市内すべての

小・中学校に設置する費用として、２，０００

万円のうち４５０万円を活用しようとするもの

でありますが、今後は宿毛市として、２，００

０万円に向けた積み立てを行う努力をする中で 

その利子については、従来どおり宿毛小学校の

図書購入費に活用するものであります。 

 議案第３２号は、宿毛市課設置条例の一部を

改正する条例であります。 

 主な改正は、「上下水道課」の名称を「水道

課」に変更すること、及び市民課の分掌事務に

後期高齢者医療に関することを追加しようとす

るものであります。 

 議案第３３号は、政治倫理の確立のための宿

毛市長の資産等の公開に関する条例の一部を改
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正する条例であります。 

 主な改正は、改正商法により額面株式が廃止

されたことに伴い、本市においても、語句を整

理する必要が生じたために条例の一部を改正し

ようとするものであります。 

 議案第３４号は、宿毛市固定資産評価審査委

員会条例の一部を改正する条例であります。 

 主な改正は、これまで書記１名体制で事務処

理を行っておりましたが、事案の複雑化や件数

の増加に伴い、併任により事務局体制を整備す

ることで、事務処理の効率化を図ろうとするも

のであります。 

 議案第３５号は、宿毛市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例であります。 

 主な改正は、青少年育成センターの職員体制

は、職員１名と中学校補導教諭１名の２名で事

務を行っておりますが、平成２０年度より市職

員にかわって非常勤の特別職の所長及び指導員

を配置し、非常勤２名と中学校補導教諭１名で

青少年の育成事務を行うため、条例の一部を改

正しようとするものであります。 

 議案第３６号は、宿毛市教育委員会教育長の

給与及び勤務時間等に関する条例及び宿毛市特

別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例であります。 

 本案は、特別職及び教育長の退職手当を、こ

れまで退職時に通算して支給しておりましたが、

単年度の支出が多額になることから、任期ごと

に支給しようとするものであります。 

 議案第３７号は、宿毛市一般職員の給与に関

する条例等の一部を改正する条例であります。 

 主な改正は、平成２０年度に横浜市と人事交

流を行うにあたり、派遣職員に物価を考慮した

地域手当の支給をする必要があり、条例を整備

しようとするものであります。 

 ちなみに、２０年度に派遣する横浜市につい

ては、３級地であり、本市より派遣される職員

に対して、給料月額などに１００分の１２を乗

じた額が地域手当として加算されることとなり

ます。 

 議案第３８号は、宿毛市特別会計設置条例の

一部を改正する条例であります。 

 本案は、後期高齢者医療特別会計を新設しよ

うとするものであります。 

 議案第３９号は、宿毛市手数料徴収条例の一

部を改正する条例であります。 

 本案は、戸籍法の一部改正に伴い、本市にお

いても条例を整備する必要が生じましたので、

この機会にあわせて、より簡潔な規定に改正し

ようとするものであります。 

 議案第４０号は、宿毛市財産条例の一部を改

正する条例であります。 

 本案は、地方自治法の改正に伴い、行政財産

の貸付範囲が拡大されたことから、本市におい

ても、同様に条例の一部を改正しようとするも

のであります。 

 議案第４１号は、宿毛市立小学校設置条例及

び宿毛市立中学校設置条例の一部を改正する条

例であります。 

 本案は、休校中の鵜来島小学校及び同中学校

が、平成１９年度をもって廃校となるため、そ

れぞれ条例から削除しようとするのであります。 

 議案第４２号は、宿毛市立学校体育施設の使

用料に関する条例の一部を改正する条例であり

ます。 

 本案は、廃校となる鵜来島小学校及び旧弘瀬

小学校をそれぞれ条例から削除しようとするも

のであります。 

 また、学校体育施設は、電灯使用の有無に関

係なく、一律の使用料となっておりますので、

公平性を保つために、使用料と照明代を区別し

ようとするものであります。 

 議案第４４号は、宿毛市国民健康保険条例の
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一部を改正する条例であります。 

 本案は、後期高齢者医療に準じて、葬祭費の

支給額を２万円から３万円に増額すること、及

び特定健康診査の保健事業に加えることなどの

改正をしようとするものであります。 

 議案第４６号は、宿毛市定期船事業条例の一

部を改正する条例であります。 

 本案は、郵政民営化に伴い、郵便物運送委託

法が改正されましたので、該当条文を条例から

削除しようとするものであります。 

 議案第５０号は、こうち人づくり広域連合を

組織する地方公共団体の数の減少及びこうち人

づくり広域連合規約の一部を改正する規約であ

ります。 

 本案は、本年１月に高知市と春野町が合併し

たことにより、地方自治法第２９１条の３第１

項の規定に基づき、規約を改正する必要が生じ

ましたので、同法第２９１条の１１の規定に基

づき、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第５１号及び議案第５２号は、地方公共

団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに

関する規約を廃止する規約、及び宿毛市の特定

の事務を取り扱わせる郵便局の指定であります。 

 現在、本市では、規約を定めて宿毛西町郵便

局において、住民票の写し等の発行を行ってお

りますが、郵政民営化に伴い、地方公共団体の

特定の事務の郵便局における取り扱いに関する

法律が改正され、新たに郵便局の指定等の手続

きを中心とする規定として整備されましたので、

規約を廃止するとともに、引き続き、宿毛西町

郵便局で事務を行えるよう、同郵便局を指定す

るために、同法第３条第３項の規定により、議

会の議決を求めるものであります。 

 議案第５３号は、高知県後期高齢者医療広域

連合を組織する地方公共団体の数の減少であり

ます。 

 本案は、本年１月に高知市と春野町が合併し

たことにより、地方公共団体の数が減少しまし

たので、地方自治法第２９１条の３第１項の規

定に基づき、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 議案第５４号は、辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の変更であります。 

 本案は、沖の島地区内の水道施設の統合、改

良事業等を実施するにあたり、辺地対策事業債

の変更を行うために、計画を変更する必要があ

りますので、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 具体的な変更内容については、これまでの簡

易水道の建設改良に加え、消火栓の設置並びに

飲料水供給施設の整備を行おうとするものであ

ります。 

 以上２０議案につきましては、担当課から詳

しい説明を受ける中で、慎重に審査した結果、

原案を適当と認め、全会一致をもって可決すべ

きものと決しました。 

 議案第２９号は、宿毛市後期高齢者医療に関

する条例の制定であります。 

 本案は、平成２０年度から始まる後期高齢者

医療制度の事務などについて、法令及び高知県

後期高齢者医療広域連合条例に規定されていな

い項目について、本市の条例で規定するもので

あり、具体的には、保険料の徴収、各種の申請

や届出の受付など、本市において担当すべき内

容などを規定するものであります。 

 担当課から詳しい説明を受ける中で、慎重に

審査した結果、原案を適当と認め、賛成多数を

もって可決すべきものと決しました。 

 以上、本委員会に付託されました２１議案に

ついての報告を終わります。 

○議長（宮本有二君） 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（中川 貢君） 産業厚

生常任委員長。 

 本委員会に付託されました議案の審査結果を
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ご報告をいたします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第３

１号から議案第４９号までの全６議案でありま

す。 

 まず、議案第３１号、宿毛市福祉医療費の助

成に関する条例の制定につきましては、これま

で、福祉医療費の助成として、小学校就学前ま

での乳幼児を対象に、医療費の助成をしていた

ものから、さらに対象を小学校卒業まで引き上

げ、平成２０年１０月診療分から医療費の助成

を実施すること、及び平成２０年４月１日から

の後期高齢者医療制度の施行に伴う重度心身障

害児・者医療費助成制度に関する改正で、老人

保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改

められまして、医療保険となったこと等により

まして、この条例の全部を改正しようとするも

のであります。 

 主な改正点につきましては、第２条の用語の

定義で、児童を追加したことと、６５歳未満及

び老人保健法の規定を削除したものであります。 

 議案第４３号、宿毛市ひとり親家庭医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例につき

ましては、平成２０年４月から、後期高齢者医

療制度が実施されることに伴いまして、老人保

健法が健康保険法等の一部を改正する法律によ

り改正され、新たに診療報酬の算定方法が告示

されたことから、この条例の一部を改正するも

のであります。 

 主な改正点は、第２条第３項の老人保健法に

規定する部分を削除いたしまして、第４条第２

項中の健康保険法の規定による療養に要する費

用の額の算定方法を、診療報酬の算定方法に改

める改正であります。 

 議案第４５号、宿毛市介護保険条例の一部を

改正する条例の一部を改正する条例につきまし

ては、今回は、附則のみの改正でございまして、

税制改正により、老年者非課税が廃止されたこ

とによりまして課税となり、介護保険料が大幅

に増額となる被保険者に、平成１８年、１９年

度について激変緩和措置を行ったところでござ

いますけれども、この制度を平成２０年度も継

続して行おうとするものであります。 

 ちなみに、平成１９年度の対象者は、７０８

名となっております。 

 議案第４７号、宿毛都市計画下水道事業受益

者負担に関する条例の一部を改正する条例につ

きましては、公共下水道整備区域の受益者負担

金は、本年度、工事が完了し、公共下水道に接

続できるようになった区域につきまして、翌年

度賦課対象区域として、負担金をいただいてお

ります。 

 改正前の条文では、「当該年度内に事業を施

行することを予定し、かつ負担金」となってお

り、本年度工事を予定している区域を、本年度

賦課対象区域として負担金を徴収する文面にな

っておりますので、その部分を削除し、「負担

金」に改めるものであります。 

 議案第４８号、宿毛市水道事業の設置等に関

する条例等の一部を改正する条例につきまして

は、平成２０年度から「上下水道課」が「水道

課」に変更されることに伴い、関係条例の「上

下水道課」を「水道課」に改めるものでありま

す。 

 議案第４９号、宿毛市妊婦健康管理手当条例

を廃止する条例につきましては、この条例は、

昭和４４年４月１日より、妊婦の健康の増進を

図ることを目的といたしまして、生活保護法第

６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度の

世帯における妊婦に対して、妊娠時の健康診査

にかかる経済的負担の軽減を図るものとして、

１妊娠につき１回、８，０００円を、健康管理

手当として支給していたものでありますけれど

も、平成２０年度からは、目的を同じくする妊

婦健康診査にかかる公費負担を、これまでの２
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回から５回に拡充しようとしておりまして、こ

の手当以上の公費負担がなされることとなりま

す。 

 また、本条例による支給実績としては、平成

５年度３人、平成６年度１人、平成７年度２人

となっておりまして、これ以後１２年間にわた

り、申請者はおりません。 

 このことから、本条例の役割は終えたものと

して、廃止をしようとするものでございます。 

 以上６議案につきまして、執行部の出席を求

め、慎重に審査した結果、いずれも全会一致で

原案を適当と認め、可決すべきものと決しまし

た。 

 以上、ご報告をいたします。 

○議長（宮本有二君） 以上で、委員長の報告

は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第２８号及び議案第３０号か

ら議案第５４号まで」の２６議案について討論

に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第２８号及び議案第３０号か

ら議案第５４号まで」の２６議案を、一括採決

いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（宮本有二君） 全員起立であります。 

 よって「議案第２８号及び議案第３０号から

議案第５４号まで」の２６議案は、原案のとお

り可決されました。 

 これより、「議案第２９号」について、討論

に入ります。 

 討論の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

 ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） ５番議員の浅木でござ

います。ただいまから、討論を行います。 

 私は、本議会に提案されている２９号議案

「宿毛市後期高齢者医療に関する条例の制定に

ついて」、この内容について、委員長報告は可

決ということでございますが、私はこれに反対

する立場から討論をいたします。 

 この議案は、この４月から始まる後期高齢者

医療制度に伴い、宿毛市が実施する保険料徴収

や、窓口業務などの内容を定める条例案であり

ます。 

 この後期高齢者医療制度は、いかに高齢者の

負担を増大するむごい内容であるか、７５歳以

上を別保険とし、しかも医療差別を持ち込む不

当なものであることは、私が昨年の１２月議会

の一般質問で指摘したところであります。 

 その後の経緯についても、１月１６日に石川

県の広域連合が行ったフォーラムで、厚生労働

省の後期高齢者医療制度施行準備室の室長補佐

の講演でも、本質が明らかになりました。 

 その講演内容は、現在の国民１人当たりの年

額医療費が、７５歳以上の高齢者で７５万円、

６５歳から７４歳の前期高齢者が３５万円、６

５歳未満が１５万円となっていることを説明し、

医療費が際限なく上がっていく痛みを、後期高

齢者自身で感じ取っていただくことにした。 

 ７５歳以上の高齢者に、痛みを押しつける特

別の保険をつくったことを強調しているわけで

ございます。 
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 また、去る３月１４日の参議院予算委員会で

は、厚生労働大臣が、後期高齢者の特性として、

７５歳以上になれば、病気治療の長期化や、幾

つもの病気にかかる。あるいは、慢性化する。

また、多くに、認知症の問題が見られる。そし

て、いずれは避けることのできない死を迎える

という内容の答弁をしています。この答弁を聞

いても、やがて死を迎えるなどと、７５歳以上

の高齢者を社会の邪魔者扱いにし、新たに高額

の保険料を取る。医療はできるだけ受けさせな

いような新制度をつくったといえます。 

 これに対し、全国津々浦々から、この制度の

中止と撤回、あるいは、見直しを求める住民運

動が起こり、全国の自治体の約３割の議会が意

見書決議をしております。 

 私たち日本共産党は、この国会で他の野党の

皆さんと協力して、この後期高齢者医療制度の

廃止法案を提案しているところであります。 

 日本社会の伝統は、７７歳になれば喜寿、８

８歳になれば米寿、９９歳になれば白寿、その

他いろいろな形で長寿を祝ってきました。 

 私が子どものころのいろはカルタには、「年

寄りいたわれ 親切に」の教えもありました。

今も家計のやりくりが苦しいから、まず年寄り

の病院代を減らそうという家庭はないと思いま

す。 

 ところが、政府は、高齢者の医療費削減を言

いながら、一方では、在日駐留米軍に年間５，

０００億円の財政支援をし、インド洋では、ア

メリカ軍などのために、無料給油を１，０００

億使っているわけでございます。 

 こうしたことをそのままに、後期高齢者医療

制度を自治体に押しつけ、これを推し進める条

例制定を求めているものであります。 

 さらに、この条例案の第６条には、市からの

物件提出や、文書指示の命令に従わず、市職員

の質問に答えない、またうその答弁をしたとき

には、１０万円以下の過料としております。 

 対象者への過料の額は、市長権限で決定でき

ることになっています。 

 多くの皆さんが、この後期高齢者医療制度に

は憤慨しており、このまま実施に入ればトラブ

ルの発生も考えられます。腹をたて、文書を出

さず、職員の質問に答弁しなかったら、「１０

万円以下の過料です」は権力的であり、この部

分は削除すべきであります。 

 新制度がスタートすると、保険料を滞納すれ

ば、７５歳以上といえども保険証は取り上げる。

担当する市職員への対応次第では、１０万円以

下の過料にする。まさに高齢者に対する二重に

も三重にも、大変ひどい仕打ちだと思います。 

 黒潮町議会は、これと同じ議案を否決したと

報道されております。宿毛市議会でも、この後

期高齢者医療制度の諸問題をご理解の上、高齢

者を１０万円以下の過料に処すというこの議案

に、ともに反対していただきたく、皆さんのご

賛同を求めて、討論を終わります。 

○議長（宮本有二君） 以上で、通告による討

論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第２９号」を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（宮本有二君） 起立多数であります。 

 よって「議案第２９号」は、原案のとおり可

決されました。 

 日程第２「陳情第６号外１件」の２件を一括

議題といたします。 

 これより「陳情第６号外１件」の２件につい
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て、委員長の報告を求めます。 

 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（中川 貢君） 産業厚

生常任委員長。 

 本委員会に付託されました陳情の審査結果に

つきまして、ご報告をいたします。 

 本委員会に付託されました陳情は、昨年の第

４回定例会より継続審査になっております、二

ノ宮地区地区長ほか４名から提出されました陳

情受理番号第６号「市道二ノ宮野地線の改良拡

幅について」、西町地区長から本定例会に提出

されました、陳情第７号「西町遊水地の浚渫に

ついて」の２件でございます。 

 閉会中の継続審査となっておりました陳情第

６号「市道二ノ宮野地線の改良拡幅」につきま

しては、市道二ノ宮野地線の二ノ宮１７５３の

３地先から、同２１２０地先間は、狭隘で曲折

している上、樹木が繁茂し、昼間でも暗く、安

全性に問題があることから、以前よりこの区間

につきましては、改良拡幅の要望が高かった路

線でございます。 

 現在、陳情路線と接続しております平井蕨尾

線は、高知県が平成２１年に高石橋を架けかえ

る計画が進行中でございまして、地元としては、

この機会に関係行政機関と連携して、橋梁工事

に関連する迂回路線として、陳情区間の改良拡

幅整備を求めているものでございます。 

 本委員会では、既に昨年９月定例会における

陳情第５号の審査で現地を調査し、改めて陳情

第６号として再付託されました昨年１２月定例

会、本定例会と執行部の出席を求め、慎重に審

査をしてまいりました。 

 担当課の説明では、直ちに市道改良を行う計

画はございませんが、高石橋の架けかえに向け

て、宿毛市としても、県との協議において、迂

回路対応を求めていく方針をもっていることや、

迂回路としての市道改良を求める地元住民の願

意を尊重し、賛成多数で趣旨採択と決しました。 

 陳情第７号「西町遊水地の浚渫」につきまし

ては、西町南端に位置する西町遊水地は、志沢

川筋の土砂や草木の流入によりまして、アシな

どの雑草が生い茂り、洪水時には道路冠水や床

下浸水などの被害も報告されております。 

 台風時などには、洪水によりまして西町地区

周辺の幹線道路が冠水で通行不能となる中で、

遊水地沿いの市道が唯一通行可能な、命をつな

ぐルートとして重要なライフラインとなってお

ります。 

 このように、地区住民の安心できる生活を維

持するためにも、隣接する遊水地のしゅんせつ

は喫緊の課題となっております。 

 本委員会では、担当課の出席を求め、慎重に

審査いたしました結果、担当課としても、しゅ

んせつした土砂を処分する近隣の適地を地区で

確保することを条件に、干潮時の水面から露出

した部分の土砂のしゅんせつを行うことを確認

できましたので、本陳情を全会一致で採択と決

しました。 

 以上、本委員会に付託されました陳情２件の

審査結果の報告を終わります。 

○議長（宮本有二君） 以上で、委員長の報告

を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「陳情第６号」について、討論に入

ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 
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 これより、「陳情第６号」を採決いたします。 

 本件について、審査報告書のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（宮本有二君） 起立多数であります。 

 よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

 これより、「陳情第７号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「陳情第７号」については、お手元に配付い

たしました「審査報告書」のとおりであります。 

 本件は「審査報告書」のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

 日程第３「委員会調査について」を議題とい

たします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

 おはかりいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 日程第４「意見書案第１号 宇和島市立宇和

島病院の保険医療機関指定継続を求める意見書

の提出について」及び「意見書案第２号 道路

特定財源の確保を求める意見書の提出につい

て」の２件を、一括議題といたします。 

 おはかりいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、提案理由の説明を省略することにしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより、「意見書案第１号 宇和島市立宇

和島病院の保険医療機関指定継続を求める意見

書の提出について」討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「意見書案第１号」は、原案のとおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって「意見書案第１号」は、原案のとおり

可決されました。 

 これより、「意見書案第２号 道路特定財源

の確保を求める意見書の提出について」討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「意見書案第２号」は、原案のとおり可決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（宮本有二君） 起立多数であります。 

 よって「意見書案第２号」は、原案のとおり

可決されました。 

 おはかりいたします。 

 ただいま、意見書案が議決されましたが、そ

の条項、字句、数字その他の整理を要するもの

につきましては、その整理を議長に委任された

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字その他の整理は議

長に委任することに決しました。 

 日程第５「議案第５７号及び議案第５８号」

の２議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 １３番山本幸雄君。 

○１３番（山本幸雄君） １３番、議会運営委

員長。提案理由の説明をいたします。 

 「議案第５７号」の「市長の専決処分事項の

指定」につきましては、現在、訴えの提起、和

解及び調停に関して、金額が１００万円以下の

場合は市長の専決処分事項となっておりますが、

１００万円以上を超える場合は、議会議決が必

要となっております。 

 宿毛市では、市営住宅及び市営改良住宅にお

いて、種々の事情により家賃の滞納が発生して

おります。どうしても納付されない方へは、法

的手段として裁判所への訴えなどをとらざるを

得ない場合がございます。 

 このような状況でありますので、市営住宅並

びに市営改良住宅にかかる家賃等の支払い及び

明け渡しの請求に限り、金額に関係なく市長の

専決処分事項として追加するものと考え、別紙

のとおり議会議決をしようとするものでござい

ます。 

 「議案第５８号」でございます。宿毛市議会

委員会条例の一部を改正する条例につきまして

は、先ほど、宿毛市課設置条例の一部を改正す

る条例、議案が提出されたところによりまして、

宿毛市議会委員会条例についても、産業厚生常

任委員会の所管事項を、「上下水道課」を「水

道課」に変更しようとするものでございます。 

 議員諸侯のご賛同をよろしくお願いをいたし

まして、私の提案理由の説明といたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（宮本有二君） これにて提案理由の説

明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第５７号及び議案第５８号」
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の２議案は、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第５７号及び議案第５８

号」の２議案を一括採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（宮本有二君） 全員起立であります。 

 よって、「議案第５７号及び議案第５８号」

の２議案は、原案のとおり可決されました。 

 以上で、今期定例会の日程はすべて議了いた

しました。 

 閉会に当たり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、閉会に当たりま

して、ごあいさつを申し上げます。 

 去る３月５日に開会をいたしました今期定例

会でございますが、本日までの１４日間、議員

の皆様方におかれましては、連日ご熱心にご審

議をいただきました。結果、ご提案申し上げま

した５６議案すべてを原案どおりご決定いただ

きまして、まことにありがとうございます。 

 また、空席となっていました副市長につきま

しても、満場一致でご同意をいただきました。 

 さらに、先ほど議案第５７号にて、これまで

１００万円以下の訴えの提起、和解及び調停に

関しましては、議会の議決により、市長が専決

処分を行うことができることになっております

が、今回、特に市営住宅並びに市営改良住宅に

かかる家賃等の支払い及び明け渡しの請求につ

きましては、金額が１００万円以上であっても

専決処分できるよう、改正をいただきました。 

 今後、事務の円滑な遂行ができるものという

ふうに考えております。重ねてお礼を申し上げ

ます。 

 今会期中に、一般質問とか質疑等を通じまし

てお寄せいただきました貴重なご意見やご提言

につきましては、今後、さらに検討をいたしな

がら、市政の執行に反映させてまいりたいと考

えております。 

 平成２０年度を迎えるに当たり、市政執行の

基本的な考え方につきましては、行政方針の中

で申し上げましたが、大変厳しい財政状況が続

く中、行政改革大綱、及び集中改革プランに基

づきまして、経常経費の節減、むだの排除に努

めます。そして、防災対策とか子育て支援、ま

た少子高齢化対策、一次産業振興などにつきま

しては、より積極的に推進していかなければな

らないというふうに考えております。 

 市民並びに議員の皆様におかれましては、今

後ともより一層のご指導、ご協力を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

 そして、皆様方におかれましては、より一層

のご活躍を祈念申し上げまして、閉会のごあい

さつとさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（宮本有二君） 以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

 これにて、平成２０年第１回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午後 ０時０８分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛 市 議 会 議 長                  宮 本 有 二  

 

 

              宿 毛 市 議 会 副 議 長                  寺 田 公 一 

 

 

                          議 員   西 村 六 男 

 

 

                          議 員   岡 崎   求 
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                                平成２０年３月１４日 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                        総務文教常任委員長 中 平 富 宏 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第２８号 
宿毛市産業集積の形成及び活性化のための固定資産

税の課税免除に関する条例の制定について 
原案可決 適 当 

議案第２９号 宿毛市後期高齢者医療に関する条例の制定について 原案可決 適 当 

議案第３０号 宿毛市立学校施設整備等基金条例の制定について 原案可決 適 当 

議案第３２号 宿毛市課設置条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第３３号 
政治倫理の確立のための宿毛市長の資産等の公開に

関する条例の一部を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第３４号 
宿毛市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例について 
原案可決 適 当 

議案第３５号 
宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第３６号 

宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例及び宿毛市特別職の職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例について 

原案可決 適 当 

議案第３７号 
宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 
原案可決 適 当 

議案第３８号 
宿毛市特別会計設置条例の一部を改正する条例につ

いて 
原案可決 適 当 

議案第３９号 
宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て 
原案可決 適 当 

議案第４０号 宿毛市財産条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第４１号 
宿毛市立小学校設置条例及び宿毛市立中学校設置条

例の一部を改正する条例について 
原案可決 適 当 
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議案第４２号 
宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の一部

を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第４４号 
宿毛市国民健康保険条例の一部を改正する条例につ

いて 
原案可決 適 当 

議案第４６号 
宿毛市定期船事業条例の一部を改正する条例につい

て 
原案可決 適 当 

議案第５０号 

こうち人づくり広域連合を組織する地方公共団体の

数の減少及びこうち人づくり広域連合規約の一部を

改正する規約について 

原案可決 適 当 

議案第５１号 
地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱

いに関する規約を廃止する規約について 
原案可決 適 当 

議案第５２号 
宿毛市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等

について 
原案可決 適 当 

議案第５３号 
高知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共

団体の数の減少について 
原案可決 適 当 

議案第５４号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につい

て 
原案可決 適 当 
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                                平成２０年３月１３日 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 中 川   貢  

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第３１号 
宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の制定につい

て 
原案可決 適 当 

議案第４３号 
宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第４５号 
宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第４７号 
宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の

一部を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第４８号 
宿毛市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改

正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第４９号 
宿毛市妊婦健康管理手当条例を廃止する条例につい

て 
原案可決 適 当 
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                                平成２０年３月１３日 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 中 川   貢 

 

陳情審査報告書 

 

  本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

 １項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件            名 審査結果 意  見 

第 ６号 市道二ノ宮野地線の改良拡幅について 趣旨採択 趣旨妥当 

第 ７号 西町遊水地の浚渫について 採  択 妥  当 
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                                平成２０年３月１４日 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                        総務文教常任委員長 中 平 富 宏  

 

               閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

     （２） 行政機構の状況について 

     （３） 財政の運営状況について 

     （４） 公有財産の管理状況について 

     （５） 市税等の徴収体制について 

     （６） 地域防災計画について 

     （７） 教育問題について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                平成２０年３月１３日 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 中 川   貢  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

     （２） 商工業の活性化対策状況について 

（３） 観光産業の振興対策状況について 

（４） 市道の管理状況について 

     （５） 環境、保健衛生の整備状況について 

     （６） 下水道事業の運営管理状況について 

（７） 保育施設の管理状況について 

（８） 介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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                               平成２０年３月１８日 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                          議会運営委員長 山 本 幸 雄 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

      （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 

 



 

－ 183 － 

意見書案第１号 

   宇和島市立宇和島病院の保険医療機関指定継続を求める意見書の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成２０年３月１８日 

                       提出者 宿毛市議会議員 中川 貢 

                       賛成者 宿毛市議会議員 岡﨑利久 

                        〃     〃    松浦英夫 

                        〃     〃    浦尻和伸 

                        〃     〃    寺田公一 

                        〃     〃    山本幸雄 

                        〃     〃    西村六男 

                        〃     〃    岡崎 求 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

説明 口頭 

 

   宇和島市立宇和島病院の保険医療機関指定継続を求める意見書 

 宇和島市立宇和島病院は、南予救命救急センターや宇和島圏域災害拠点病院、脳死移植臓器

提供病院、地域がん診療連携拠点病院、病院群輪番制病院、地域周産期母子医療センター、小

児救急医療支援病院、エイズ治療拠点病院、原爆被爆者一般疾病医療取扱病院、医師臨床研修

病院等の指定を受けており、宇和島圏域はもとより、愛媛県南予地域や高知県との県境地域を

含めた広範な地域の拠点病院として機能し、この地域には、同病院に代わるべき医療機関は他

にないのが実態である。 

 同病院においては、この度、保険診療報酬の不正請求等を行ったとして厚生労働省などによ

る共同監査を受けたところである。こうした不正請求等に対する行政上の措置として、同病院

に最も重い処分が課せられた場合、宇和島圏域の地域医療は、危機的状況に陥ることになり、

地域住民への影響は計り知れないものになる。 

 地域住民が、安心して医療を受けられる体制を確保するためには、引き続き同病院で保険診

療が受けられることは欠かすことのできない要件である。 

 よって、国におかれては、保険医療制度の公正・公平な運用を図ることも必要ではあるが、

まずは地域にとって必要とされる医療を確保するという前提に立って、保険診療期間に空白が

生じないよう、同病院に対する保険医療機関の指定について特段の措置を強く要請する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   

  平成２０年３月１８日 

                     高知県宿毛市議会議長 宮 本 有 二 

 衆 議 院 議 長 殿 
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 参 議 院 議 長 殿 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 厚 生 労 働 大 臣 殿 

 総 務 大 臣 殿 

 社 会 保 険 庁 長 官 殿 

 

 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

意見書案第２号 

   道路特定財源の確保を求める意見書の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成２０年３月１８日 

                       提出者 宿毛市議会議員 山本幸雄 

                       賛成者 宿毛市議会議員 有田都子 

                        〃     〃    中平富宏 

                        〃     〃    浦尻和伸 

                        〃     〃    西郷典生 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

説明 口頭 

 

   道路特定財源の確保を求める意見書 

 道路整備は、市民生活の利便、安全・安心、地域の活性化にとって不可欠であり、住民要望

も強いものがある。 

 現在、地方においては、高速道路など主要な幹線道路のネットワーク形成をはじめ、防災対

策、通学路の整備などの安全対策、さらには救急医療など市民生活に欠かすことのできない道

路整備を鋭意行っている。 

 また、橋梁やトンネルなどの道路施設の老朽化が進んでおり、その維持管理も行わなければ

ならず、その費用も年々増大している。 

 こうした中、仮に現行の道路特定財源の暫定税率が廃止された場合、地方においては約９，

０００億円の税収の減が生じ、さらに地方道路整備臨時交付金制度も廃止された場合には、合

わせて１兆６，０００億円規模の減収が生じることとなる。 

 こうしたこととなれば、本市では約９，３００万円規模の減収が生じることとなり、厳しい

財政状況の中で、道路の新設はもとより、着工中の事業の継続も困難となるなど、本市の道路

整備は深刻な事態に陥ることになる。 

 さらには、危機的状況にある本市の財政運営を直撃し、教育や福祉といった他の行政サービ

スの低下など市民生活にも深刻な影響を及ぼしかねないことにもなる。 

 よって、国においては、現行の道路特定財源の暫定税率を堅持し、関連法案を年度内に成立
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させるよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   

  平成２０年３月１８日 

                     高知県宿毛市議会議長 宮 本 有 二 

 衆 議 院 議 長 殿 

 参 議 院 議 長 殿 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 内 閣 官 房 長 官 殿 

 総 務 大 臣 殿 

 財 務 大 臣 殿 

 経 済 財 政 政 策 大 臣 殿 

 国 土 交 通 大 臣 殿 
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一  般  質  問  通  告  表 

                           平成２０年第１回定例会 

 
質問 

順位 
質 問 議 員 質 問 の 要 旨                       

１ 
 ２番 

 岡﨑利久君 

１ 防災対策について（市長、教育長） 

（１）自主防災組織のマニュアル化について 

（２）家具等転倒防止対策について 

（３）小中学校室内対策について 

 

２ 空き家の利活用について（市長） 

 

３ 鳥獣等被害対策について（市長） 

２ 
 ４番 

 松浦英夫君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）平和市長会議について 

（２）女性職員の幹部職員への登用及び各種審議会への女性の

選任について 

（３）職員研修のあり方について 

（４）地上デジタル放送について 

 

３ 
 ６番 

 中平富宏君 

１ 漁港整備について（市長） 

 

２ バイオマスタウン構想について（市長） 

 

３ 地球温暖化防止地域推進計画及び３Ｒ（リデュース、リユ

ース、リサイクル）について（市長） 

 

４ 防災対策（災害時の対応）について（市長） 

 

４ 
１６番 

 岡崎 求君 

１ 小筑紫小学校統合について（市長、教育長） 

 

２ 鳥獣被害防止特措法について（市長） 

 

５ 
１５番 

 西村六男君 

１ 成人式の日程について（市長、教育長） 

 

２ 金刀比羅宮の参道改良計画について（市長） 
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６ 
 ５番 

 浅木 敏君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）道路特定財源について 

（２）有害鳥獣対策について 

（３）国民健康保険について 

 

７ 
 ７番 

 有田都子君 

１ 食の安全と地産地消等について（市長） 

 

２ 講演会のあり方について（市長） 

 

３ 市内の道路標示と段差の整備について（市長） 

 

４ 入学時の児童生徒への対応と誕生会の実施について 

                       （教育長） 

 

５ 学校における植物による温暖化対策について（教育長） 

 

８ 
１２番 

 西郷典生君 

１ 企業誘致と雇用促進について（市長） 

 

２ 自主防災組織について（市長） 

 

３ 学校再編計画について（市長、教育長） 
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平成２０年第１回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 平成１９年度宿毛市一般会計補正予算について ３月１８日 原案可決 

第 ２号 
平成１９年度宿毛市簡易水道事業特別会計補正予

算について 
３月１８日 原案可決 

第 ３号 
平成１９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補

正予算について 
３月１８日 原案可決 

第 ４号 
平成１９年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算

について 
３月１８日 原案可決 

第 ５号 
平成１９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

補正予算について 
３月１８日 原案可決 

第 ６号 
平成１９年度宿毛市老人保健特別会計補正予算に

ついて 
３月１８日 原案可決 

第 ７号 
平成１９年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予

算について 
３月１８日 原案可決 

第 ８号 
平成１９年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算

について 
３月１８日 原案可決 

第 ９号 
平成１９年度幡多西部介護認定審査会特別会計補

正予算について 
３月１８日 原案可決 

第１０号 
平成１９年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予

算について 
３月１８日 原案可決 

第１１号 
平成１９年度宿毛市土地区画整理事業特別会計補

正予算について 
３月１８日 原案可決 

第１２号 
平成１９年度宿毛市水道事業会計補正予算につい

て 
３月１８日 原案可決 

第１３号 平成２０年度宿毛市一般会計予算について ３月１８日 原案可決 

第１４号 
平成２０年度宿毛市簡易水道事業特別会計予算に

ついて 
３月１８日 原案可決 

第１５号 
平成２０年度宿毛市国民健康保険事業特別会計予

算について 
３月１８日 原案可決 

第１６号 
平成２０年度宿毛市へき地診療事業特別会計予算

について 
３月１８日 原案可決 
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第１７号 
平成２０年度宿毛市定期船事業特別会計予算につ

いて 
３月１８日 原案可決 

第１８号 
平成２０年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

予算について 
３月１８日 原案可決 

第１９号 
平成２０年度宿毛市老人保健特別会計予算につい

て 
３月１８日 原案可決 

第２０号 
平成２０年度宿毛市学校給食事業特別会計予算に

ついて 
３月１８日 原案可決 

第２１号 
平成２０年度宿毛市下水道事業特別会計予算につ

いて 
３月１８日 原案可決 

第２２号 
平成２０年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計予

算について 
３月１８日 原案可決 

第２３号 
平成２０年度幡多西部介護認定審査会特別会計予

算について 
３月１８日 原案可決 

第２４号 
平成２０年度宿毛市介護保険事業特別会計予算に

ついて 
３月１８日 原案可決 

第２５号 
平成２０年度宿毛市土地区画整理事業特別会計予

算について 
３月１８日 原案可決 

第２６号 
平成２０年度宿毛市後期高齢者医療特別会計予算

について 
３月１８日 原案可決 

第２７号 平成２０年度宿毛市水道事業会計予算について ３月１８日 原案可決 

第２８号 
宿毛市産業集積の形成及び活性化のための固定資

産税の課税免除に関する条例の制定について 
３月１８日 原案可決 

第２９号 
宿毛市後期高齢者医療に関する条例の制定につい

て 
３月１８日 原案可決 

第３０号 宿毛市学校施設整備等基金条例の制定について ３月１８日 原案可決 

第３１号 
宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の制定につ

いて 
３月１８日 原案可決 

第３２号 宿毛市課設置条例の一部を改正する条例について ３月１８日 原案可決 

第３３号 
政治倫理の確立のための宿毛市長の資産等の公開

に関する条例の一部を改正する条例について 
３月１８日 原案可決 

第３４号 
宿毛市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正

する条例について 
３月１８日 原案可決 

第３５号 

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

３月１８日 原案可決 



 

付 － 5 

第３６号 

宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例及び宿毛市特別職の職員の退職手当に

関する条例の一部を改正する条例について 

３月１８日 原案可決 

第３７号 
宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について 
３月１８日 原案可決 

第３８号 
宿毛市特別会計設置条例の一部を改正する条例に

ついて 
３月１８日 原案可決 

第３９号 
宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて 
３月１８日 原案可決 

第４０号 宿毛市財産条例の一部を改正する条例について ３月１８日 原案可決 

第４１号 
宿毛市立小学校設置条例及び宿毛市立中学校設置

条例の一部を改正する条例について 
３月１８日 原案可決 

第４２号 
宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の一

部を改正する条例について 
３月１８日 原案可決 

第４３号 
宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例について 
３月１８日 原案可決 

第４４号 
宿毛市国民健康保険条例の一部を改正する条例に

ついて 
３月１８日 原案可決 

第４５号 
宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例について 
３月１８日 原案可決 

第４６号 
宿毛市定期船事業条例の一部を改正する条例につ

いて 
３月１８日 原案可決 

第４７号 
宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

の一部を改正する条例について 
３月１８日 原案可決 

第４８号 
宿毛市水道事業の設置等に関する条例等の一部を

改正する条例について 
３月１８日 原案可決 

第４９号 
宿毛市妊婦健康管理手当条例を廃止する条例につ

いて 
３月１８日 原案可決 

第５０号 

こうち人づくり広域連合を組織する地方公共団体

の数の減少及びこうち人づくり広域連合規約の一

部を改正する規約について 

３月１８日 原案可決 

第５１号 
地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取

扱いに関する規約を廃止する規約について 
３月１８日 原案可決 

第５２号 
宿毛市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定

について 
３月１８日 原案可決 

第５３号 
高知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公

共団体の数の減少について 
３月１８日 原案可決 
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第５４号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いて 
３月１８日 原案可決 

第５５号 副市長の選任につき同意を求めることについて ３月１２日 同  意 

第５６号 平成１９年度宿毛市一般会計補正予算について ３月１８日 原案可決 

第５７号 市長の専決処分事項の指定について ３月１８日 原案可決 

第５８号 
宿毛市議会委員会条例の一部を改正する条例につ

いて 
３月１８日 原案可決 
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   陳  情 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第 ６号 市道二ノ宮野地線の改良拡幅について ３月１８日 趣旨採択 

第 ７号 西町遊水地の浚渫について ３月１８日 採  択 

 


